
 

 

宍粟市防災会議条例 
平成17年４月１日条例第173号 

改正 

平成17年10月１日条例第228号 

平成19年３月14日条例第11号 

平成22年９月29日条例第30号 

平成24年３月14日条例第10号 

平成25年３月26日条例第８号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第16条第６項の規定に基づき、宍

粟市防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めるものとする。 

 

（所掌事務） 

第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(１) 宍粟市地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。 

(２) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

(３) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。 

(４) 水防法（昭和24年法律第193号）第33条の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審

議すること。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

 

（会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、市長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

(１) 兵庫県知事の部内の職員のうちから市長が指名する職の者 

(２) 兵庫県警察の警察官のうちから市長が指名する職の者 

(３) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が指名する職の者 

(４) 市長がその部内の職員のうちから指名する職の者 

(５) 副市長及び教育長 

(６) 西はりま消防組合消防本部消防長 

(７) 消防団長及び消防団支団長 

(８) 指定公共機関若しくは指定地方公共機関の役員又は職員のうちから市長が任命する者 

(９) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者 

(10) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 

６ 前項各号の委員の総数は、45人以内とする。 

 

（専門委員） 

第４条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、兵庫県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、

関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

 

（議事等） 

第５条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項

は、会長が防災会議に諮って定める。 
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附 則 

この条例は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年10月１日条例第228号） 

この条例は、公布の日から施行し、平成17年７月１日から適用する。 

附 則（平成19年３月14日条例第11号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成19年４月１日から施行する。（後略） 

（宍粟市防災会議条例の一部改正に伴う経過措置） 

５ 改正法附則第３条第１項の規定により収入役として在職するものとされた者については、第

７条の規定による改正後の宍粟市防災会議条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成22年９月29日条例第30号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成24年３月14日条例第10号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年３月26日条例第８号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条中宍粟市防災会議条例第３条第５項第６

号の改正規定は、平成25年４月１日から施行する。 
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宍粟市災害対策本部条例 
平成17年４月１日条例第174号 

改正 

平成25年３月26日条例第８号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第23条の２第８項の規定に基づき、

宍粟市災害対策本部（以下「本部」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（組織） 

第２条 災害対策本部長（以下「本部長」という。）は、本部の事務を総括し、所部の職員を指

揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

３ 災害対策本部員（以下「本部員」という。）は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。 

 

（部の設置） 

第３条 本部長は、必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

 

（現地災害対策本部） 

第４条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、

災害対策副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。 

２ 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。 

 

（委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、本部長が定め

る。 

附 則 

この条例は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年３月26日条例第８号） 

この条例は、公布の日から施行する。（後略） 
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宍粟市防災会議運営規程 

平成18年７月26日訓令第17号 

改正 

平成19年３月30日訓令第６号 

（趣旨） 

第１条 この規程は、宍粟市防災会議条例（平成17年宍粟市条例第173号。以下「条例」という。）

第５条の規定に基づき、宍粟市防災会議（以下「防災会議」という。）の議事その他会議の運

営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（招集） 

第２条 防災会議は、会長が招集する。 

２ 委員は、必要があると認めるときは、会長に対して防災会議の招集を求めることができる。 

 

（会議） 

第３条 防災会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

２ 防災会議の議長は、会長が当たる。 

３ 防災会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

 

（会長の職務を代行すべき委員） 

第４条 条例第３条第４項に規定する会長の職務を代行すべき委員は、副市長の職にある委員と

する。 

 

（意見の聴取等） 

第５条 会長は、必要と認めるときは、防災会議に専門委員その他適当と認める者の出席を求め、

その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

 

（代理出席） 

第６条 委員は、やむを得ない事情により防災会議に出席できないときは、代理者を出席させる

ことができる。 

２ 前項の代理者は、その防災会議において委員とみなす。 

 

（議事の特例） 

第７条 防災会議の議案で、一部の特定の機関にのみ関係のある事案については、会長が適宜の

方法により関係のある委員と協議して決することができる。 

２ 会長は、前項の規定により協議して決した事項は、次の防災会議にその旨を報告するものと
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する。 

 

（専決処分等） 

第８条 会長は、防災会議が処理すべき事項のうち、次の各号のいずれかに該当するときは、専

決処分することができる。 

(１) 会長において防災会議を招集する暇がないと認めたとき。 

(２) 軽易な事項で、速やかに措置を要するとき。 

２ 前項の規定により専決処分したときは、会長は、その旨を次の防災会議において報告し、承

認を求めなければならない。 

 

（部会の設置） 

第９条 防災会議は、必要に応じ事務を定めて部会を置くことができる。 

 

（委員の異動報告） 

第10条 委員が異動等により変更のあった場合は、当該委員の後任者は、その職、氏名及び異動

年月日を速やかに会長に報告しなければならない。 

 

（公表の方法） 

第11条 宍粟市地域防災計画を作成し、又は修正した場合その要旨の公表その他防災会議が行う

公表は、宍粟市公告式条例（平成17年宍粟市条例第３号）を準用して行う。 

 

（庶務） 

第12条 防災会議の庶務は、防災担当課において処理する。 

 

（その他） 

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（平成19年３月30日訓令第６号） 

この訓令は、平成19年４月１日から施行する。 
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宍粟市災害弔慰金の支給等に関する条例 
平成17年４月１日条例第93号 

改正 

平成23年９月22日条例第35号 

（目的） 

第１条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和48年法律第82号。以下「法」とい

う。）及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令（昭和48年政令第374号。以下「令」という。）

の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支

給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に災害障害見舞金の支給を

行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、

もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるところ

による。 

(１) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が

生ずることをいう。 

(２) 市民 災害により被害を受けた当時、この市の区域内に住所を有した者をいう。 

 

（災害弔慰金の支給） 

第３条 市は、市民が令第１条に規定する災害（以下「災害」という。）により死亡したときは、

その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。 

 

（災害弔慰金を支給する遺族） 

第４条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第３条第２項の遺族の範囲とし、その順位は、

次に掲げるとおりとする。 

(１) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族（兄弟姉妹

を除く。以下この項において同じ。）を先にし、その他の遺族を後にする。 

(２) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。 

ア 配偶者 

イ 子 

ウ 父母 

エ 孫 

オ 祖父母 

(３) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって兄弟

姉妹がいるときは、その兄弟姉妹（死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じ

くしていた者に限る。）に対して、災害弔慰金を支給するものとする。 

２ 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の

祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父

母を後にする。 

３ 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前２項の規定により難いときは、前２項の規

定にかかわらず第１項の遺族のうち、市長が適当と認める者に支給することができる。 

４ 前３項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が２人以上あるときは、

その１人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。 

 

（災害弔慰金の額） 

第５条 災害により死亡した者１人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時において

その死亡に関し、災害弔慰金を受けることができることとなる者と生計を主として維持してい

た場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、死亡者がそ

の死亡に係る災害に関し、第９条に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これ
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らの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。 

 

（死亡の推定） 

第６条 災害の際、現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第４条の規

定によるものとする。 

 

（支給の制限） 

第７条 弔慰金は、次に掲げる場合には支給しない。 

(１) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合 

(２) 令第２条に規定する場合 

(３) 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったことその他の特別の事情があるため、市

長が支給を不適当と認めた場合 

 

（支給の手続） 

第８条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところ

により支給を行うものとする。 

２ 市長は、災害弔慰金の支給に関し、遺族に対し必要な報告又は書類の提出を求めることがで

きる。 

 

（災害障害見舞金の支給） 

第９条 市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき（その症状が固定した

ときを含む。）に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該住民（以下「障害者」という。）

に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。 

 

（災害障害見舞金の額） 

第10条 障害者１人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病

にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万

円とし、その他の場合にあっては125万円とする。 

 

（準用規定） 

第11条 第７条及び第８条の規定は、災害障害見舞金について準用する。 

 

（災害援護資金の貸付け） 

第12条 市は、令第３条に掲げる災害により法第10条第１項各号に掲げる被害を受けた世帯の市

民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うもの

とする。 

２ 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第１項に規定する要件に該当するものでな

ければならない。 

 

（災害援護資金の限度額等） 

第13条 災害援護資金の一災害における１世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被

害の種類及び程度に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとする。 

(１) 療養に要する期間がおおむね１か月以上である世帯主の負傷（以下「世帯主の負傷」と

いう。）があり、かつ、次のいずれかに該当する場合 

ア 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね３分の１以上である損害（以下「家

財の損害」という。）及び住居の損害がない場合 150万円 

イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円 

ウ 住居が半壊した場合 270万円 

エ 住居が全壊した場合 350万円 

(２) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合 
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ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円 

イ 住居が半壊した場合 170万円 

ウ 住居が全壊した場合（エの場合を除く。） 250万円 

エ 住居の全体が滅失若しくは流失した場合 350万円 

(３) 第１号のウ又は前号のイ若しくはウにおいて、被災した住居を建て直すに際し、その住

居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「270万円」とある

のは「350万円」と、「170万円」とあるのは「250万円」と、「250万円」とあるのは「350

万円」と読み替えるものとする。 

２ 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間はそのうち３年（令第７条第２項括弧書の

場合は、５年）とする。 

 

（利率） 

第14条 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を

除き年３パーセントとする。 

 

（償還等） 

第15条 災害援護資金は、年賦償還又は半年賦償還とする。 

２ 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも

繰上償還をすることができる。 

３ 償還免除、保証人、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については、法第13条第１項、

令第８条から第12条までの規定によるものとする。 

 

（委任） 

第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成17年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の山崎町災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和

49年山崎町条例第41号）、災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和49年一宮町条例第15号）、

災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和49年波賀町条例第23号）又は災害弔慰金の支給等に関

する条例（昭和49年千種町条例第12号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、そ

れぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成23年９月22日条例第35号） 

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第４条第１項の規定は、平成23年

３月11日以降に生じた災害により死亡した市民に係る災害弔慰金の支給について適用する。 
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宍粟市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 
平成17年４月１日規則第57号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、宍粟市災害弔慰金の支給等に関する条例（平成17年宍粟市条例第93号。以

下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（支給の手続） 

第２条 市長は、条例第３条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査

を行ったうえ、災害弔慰金の支給を行うものとする。 

(１) 死亡者（行方不明者を含む。以下同じ。）の氏名、性別、生年月日 

(２) 死亡（行方不明を含む。）の年月日及び死亡の状況 

(３) 死亡者の遺族に関する事項 

(４) 支給の制限に関する事項 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

 

（必要書類の提出） 

第３条 市長は、市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明

書を提出させるものとする。 

２ 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとす

る。 

 

（支給の手続） 

第４条 市長は、条例第９条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の

調査を行ったうえ、災害障害見舞金の支給を行うものとする。 

(１) 障害者の氏名、性別、生年月日 

(２) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況 

(３) 障害の種類及び程度に関する事項 

(４) 支給の制限に関する事項 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

 

（必要書類の提出） 

第５条 市長は、市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負傷

し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。 

２ 市は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和48年法律第82号）別表に規定

する障害を有することを証明する医師の診断書（様式第１号）を提出させるものとする。 

 

（借入れの申込み） 

第６条 災害援護資金（以下「資金」という。）の貸付けを受けようとする者（以下「借入申込

者」という。）は、次に掲げる事項を記載した災害援護資金借入申込書（様式第２号）を市長

に提出しなければならない。 

(１) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日 

(２) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法 

(３) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画 

(４) 保証人となるべき者に関する事項 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

２ 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 

(１) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額

を記載した診断書 

(２) 被害を受けた日の属する年の前年（当該被害を１月から５月までの間に受けた場合にあ

っては前々年とする。以下この号において同じ。）において、他の市町村に居住していた借
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入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書 

(３) その他市長が必要と認めた書類 

３ 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月１日から起算して３か月

を経過する日までに提出しなければならない。 

 

（調査） 

第７条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を検討の上、当該世帯

の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。 

 

（貸付けの決定） 

第８条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償

還期間及び償還方法を記載した災害援護資金貸付決定通知書（様式第３号）を借入申込者に交

付するものとする。 

２ 市長は、借入申込者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは災害援護資金貸付不

承認決定通知書（様式第４号）を借入申込者に通知するものとする。 

 

（借用書の提出） 

第９条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに、保証人の連署した災害援護資金借用書

（様式第５号）に資金の貸付けを受けた者（以下「借受人」という。）及び保証人の印鑑証明

書を添えて市長に提出しなければならない。 

 

（貸付金の交付） 

第10条 市長は、前条の借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。 

 

（償還の完了） 

第11条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに

添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。 

 

（繰上償還の申出） 

第12条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書（様式第６号）を市長に提出するものと

する。 

 

（償還金の支払猶予） 

第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理

由、猶予期間その他市長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予申請書（様式第７号）

を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他市長が必要と

認める事項を記載した支払猶予承認通知書（様式第８号）を当該借受人に交付するものとする。 

３ 市長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書（様式第９号）

を当該借受人に交付するものとする。 

 

（違約金の支払免除） 

第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した違約金支

払免除申請書（様式第10号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは違約金の支払免除した期間及び支払

を免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書（様式第11号）を当該借受人に交付する

ものとする。 

３ 市長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書（様式第12

号）を当該借受人に交付するものとする。 
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（償還免除） 

第15条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者（以下「償

還免除申請者」という。）は、償還免除を受けようとする理由その他市長が必要と認める事項

を記載した災害援護資金償還免除申請書（様式第13号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。 

(１) 借受人の死亡を証する書類 

(２) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったこ

とを証する書類 

３ 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書（様式

第14号）を当該償還免除申請者に交付するものとする。 

４ 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書（様

式第15号）を当該償還免除申請者に交付するものとする。 

 

（督促） 

第16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものと

する。 

 

（氏名又は住所の変更届等） 

第17条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じ

たときは、借受人は速やかに、その旨を市長に氏名等変更届（様式第16号）を提出しなければ

ならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わってその旨を届け

出るものとする。 

 

（補則） 

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則（昭

和49年一宮町規則第７号）、災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則（昭和49年波賀町規則

第10号）又は災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則（昭和49年千種町規則第９号）の規定

によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたもの

とみなす。 
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宍粟市災害等見舞金支給規則 
平成17年４月１日規則第58号 

改正 

平成20年５月20日規則第17号 

平成20年６月30日規則第22号 

平成24年10月31日規則第37号 

（趣旨） 

第１条 宍粟市に居住している者が災害若しくは犯罪行為により負傷若しくは死亡し、又は住家、

工場等が損傷若しくは滅失したとき、その遺族、負傷した者又はその世帯に対して見舞金を支

給することについて、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 「宍粟市に居住している者」とは、宍粟市に居住し住民基本台帳に登録されている者を

いう。その他の者については、その都度市長が定める。 

２ 「災害」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象又は火事若し

くは爆発により被害を生ずることをいう。 

３ 「犯罪行為」とは、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律（昭

和55年法律第36号。以下「法」という。）第２条第１項に規定する犯罪行為をいう。 

 

（見舞金の基準） 

第３条 見舞金を支給する基準は、別表に定めるとおりとする。ただし、犯罪行為により負傷又

は死亡した場合に見舞金の支給を受けることができる者は、法による犯罪被害者等給付金の支

給を受けることができる者のうち、法第６条の規定により犯罪被害者等給付金を全部支給しな

いこととできる者でない者に限る。 

２ 市長は、理由により前項の額を増減することができる。 

３ 見舞金は、災害の状況等に応じ、物品で支給することができる。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の山崎町災害見舞金支給内規（昭和43年山崎町内

規第２号）又は千種町災害救助条例（昭和29年千種町条例第44号）（以下これらを「合併前の

条例等」という。）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相

当規定によりなされたものとみなす。 

３ 合併前の条例等の規定により支給した、又は支給すべきであった見舞金等の取扱いについて

は、なお合併前の条例等の例による。 

附 則（平成20年５月20日規則第17号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成20年６月30日規則第22号） 

この規則は、平成20年７月１日から施行する。 

附 則（平成24年10月31日規則第37号） 

この規則は、平成24年11月１日から施行する。 
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別表（第３条関係） 

 

支給区分 支給対象者 支給額 

負傷（治療に要する期間が１か月を超

える場合に限る。） 
当該負傷者 10,000円  

死亡（災害が起因で10日以内に死亡し

た場合を含む。） 
当該死亡者と同居していた遺族 100,000円  

住家の損傷又

は滅失 

床上浸水、部分焼 

当該住宅に居住する（していた）

者の属する世帯の世帯主 

30,000円  

半壊、半焼 50,000円  

大規模半壊 70,000円  

全壊、全焼 100,000円  

生業が営まれる工場、作業場、店舗、

事務所その他これらに類する建物の

全壊又は全焼 

当該生業を営む者 50,000円  

備考 工場、作業場、店舗、事務所その他これらに類する建物と併用される住家が被害を受け

た場合は、住家の被害程度を優先する。 
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宍粟市被害家屋等調査判定委員会規程 
平成21年８月10日訓令第13号 

改正 

平成22年３月31日訓令第14号 

平成23年３月30日訓令第８号 

平成24年３月29日訓令第６号 

平成25年10月18日訓令第11号 

平成26年３月31日訓令第２号 

 

（設置） 

第１条 災害等における市内の被害家屋等調査の審査に際し、適正な判定に基づく被害認定を行

うため、宍粟市被害家屋等調査判定委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次の事項を所掌する。 

(１) 被害家屋等判定結果に対する再調査依頼による調査結果の審査及び被害認定に関するこ

と。 

(２) その他被害家屋等調査の審査及び被害認定に関し必要な事項 

 

（組織） 

第３条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、市長をもって充てる。 

３ 副会長は、副市長をもって充てる。 

４ 委員は、参事、市民局長、企画総務部長、まちづくり推進部長、市民生活部長及び建設部長

をもって充てる。 

５ 会長が必要と認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることが

できる。 

 

（職務） 

第４条 会長は、会務を総理し、委員会の議長となる。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

（招集） 

第５条 委員会は、会長が必要に応じて招集する。 

 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、被害家屋等調査担当課において行う。 

 

（その他） 

第７条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（平成22年３月31日訓令第14号抄） 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年３月30日訓令第８号） 

この訓令は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年３月29日訓令第６号） 

この訓令は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年10月18日訓令第11号） 

この訓令は、平成25年10月18日から施行する。 

附 則（平成26年３月31日訓令第２号） 
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この訓令は、平成26年４月１日から施行する。 
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火災・災害等即報要領 

 

昭和 59 年 10 月 15 日    

消防災第 267号消防庁長官 

 

改正   平成 6 年 12 月消防災第 279 号、平成 7 年 4 月消防災第 83 号、平成 8 

年 4 月消防災第 59 号、平成 9 年 3 月消防情第 51 号、平成 12 年 11 月消防災第

98 号・消防情第 125 号、平成 15 年 3 月消防災第 78 号・消防情第 56 号、平成

16 年 9 月消防震第 66 号、平成 20 年 5 月消防応第 69 号、平成 20 年 9 月第 166

号、平成 24 年 5 月 31 日消防応第 111 号 

 

第１ 総則 

 

１ 趣旨 

この要領は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第４０条の規定に基づき消防庁

長官が求める消防関係報告のうち、火災・災害等に関する即報について、その形式及び

方法を定めるものとする。 

  

  

  

  

 

 

 ２ 火災・災害等の定義 

「火災・災害等」とは、火災・災害及びその他の事故をいう。 

なお、本要領における用語の定義については、本要領に特別の定めのない限り、「火

災報告取扱要領（平成 6 年 4 月 21 日付け消防災第 100 号）」、「災害報告取扱要領（昭和

45 年 4 月 10 日付け消防防第 246 号）」、「救急事故等報告要領（平成 6 年 10 月 17 日付消

防救第 158 号）」の定めるところによる。 

 

 ３ 報告手続 

(1) 「第２ 即報基準」に該当する火災又は事故（(1)において「火災等」という。）が

発生した場合には、当該火災等が発生した地域の属する市町村（当該市町村が消防の

事務を処理する一部事務組合又は広域連合の構成市町村である場合は、当該一部事務

組合又は広域連合を含む。以下第１から第３までにおいて同じ。）は、火災等に関す

る即報を都道府県を通じて行うものとする。 

ただし、２以上の市町村にまたがって火災等が発生した場合又は火災等が発生し

た地域の属する市町村と当該火災等について主として応急措置（火災の防御、救急業

務、救助活動、事故の処理等）を行った市町村が異なる場合には、当該火災等につい

（参考） 

消防組織法第４０条  

 消防庁長官は、都道府県又は市町村に対し、消防庁長官の定める形式及び方法によ

り消防統計及び消防情報に関する報告をすることを求めることができる。  
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て主として応急措置を行った市町村又はこれらの火災等があったことについて報告

を受けた市町村が都道府県を通じて行うものとする。 

(2) 「第２ 即報基準」に該当する災害が発生した場合には、当該災害が発生した地域

の属する市町村は、災害に関する即報を都道府県に報告するものとする。 

(3) 「第２ 即報基準」に該当する火災・災害等が発生した場合には、都道府県は、市

町村からの報告及び自ら収集した情報等を整理して、火災・災害等に関する即報を消

防庁に報告を行うものとする。 

(4) 「第３ 直接即報基準」に該当する火災・災害等が発生した場合には、市町村は、

第一報を都道府県に加え、消防庁に対しても、報告するものとする。この場合におい

て、消防庁長官から要請があった場合については、市町村は第一報後の報告について

も、引き続き消防庁に対しても行うものとする。 

(5) 市町村は、報告すべき火災・災害等を覚知したとき、原則として、覚知後３０分

以内で可能な限り早く、分かる範囲で、その第一報を報告するものとし、以後、各即

報様式に定める事項について、判明したもののうちから逐次報告するものとする。都

道府県は、市町村からの報告を入手後速やかに消防庁に対して報告を行うとともに、

市町村からの報告を待たずして情報を入手したときには、直ちに消防庁に対して報告

を行うものとする。 

 

４ 報告方法及び様式 

火災・災害等の即報に当たっては、(1)の区分に応じた様式に記載し、ファクシミリ

等により報告するものとする。また、画像情報を送信することができる地方公共団体は

(2)により被害状況等の画像情報の送信を行うものとする。 

ただし、消防機関等への通報が殺到した場合等において、迅速性を確保するため、様

式によることができない場合には、この限りではない。また、電話による報告も認めら

れるものとする。 

 (1)  様式 

ア 火災等即報・・・・・第１号様式及び第２号様式 

火災及び特定の事故（火災の発生を伴うものを含む。）を対象とする。 

特定の事故とは、石油コンビナート等特別防災区域内の事故、危険物等に係る

事故、原子力災害及び可燃性ガス等の爆発、漏えい等の事故とする。 

なお、火災（爆発を除く。）については、第１号様式、特定の事故については、

第２号様式により報告すること。 

      イ 救急・救助事故等即報・・・・・第３号様式 

救急事故及び救助事故並びに武力攻撃災害及び緊急対処事態を対象とする。な

お、火災等即報を行うべき火災及び特定の事故については省略することができる。

ただし、消防庁長官から特に求められたものについては、この限りではない。 

      ウ 災害即報・・・・・第４号様式 

災害を対象とする。なお、災害に起因して生じた火災又は事故については、ア

火災等即報、イ救急・救助事故等即報を省略することができる。ただし、消防庁
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長官から特に求められたものについては、この限りではない。 

   (2)  画像情報の送信 

地域衛星通信ネットワーク等を活用して画像情報を送信することができる地方

公共団体（応援団体を含む。）は、原則として次の基準に該当する火災・災害等が

発生したときは、高所監視カメラ、ヘリコプターテレビ電送システム、衛星車載局

等を用いて速やかに被害状況等の画像情報を送信するものとする。 

ア 「第３ 直接即報基準」に該当する火災・災害等 

イ 被災地方公共団体の対応のみでは十分な対策を講じることが困難な火災・災害

等 

ウ 報道機関に取り上げられる等社会的影響が高い火災・災害等 

エ 上記に定める火災・災害等に発展するおそれがあるもの 

 

５ 報告に際しての留意事項 

(1) 「第２ 即報基準」及び「第３ 直接即報基準」に該当する火災・災害等か判断に

迷う場合には、できる限り広く報告するものとする。 

(2) 市町村又は都道府県は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることが困難

な火災・災害等が発生したときは、速やかにその規模を把握するための概括的な情報

の収集に特に配意し、迅速な報告に努めるものとする。 

  (3) 各都道府県は、被害状況等の把握に当たって、当該都道府県の警察本部等と密接な

連絡を保つものとする。 

  (4) 市町村が都道府県に報告できない場合にあっては、一時的に報告先を消防庁に変更

するものとする。この場合において、都道府県と連絡がとれるようになった後は、都

道府県に報告するものとする。 

  (5)  (1)から(4)までにかかわらず、地震等により、消防機関への通報が殺到した場合、

その状況を市町村は直ちに消防庁及び都道府県に対し報告するものとする。 

 

第２ 即報基準                                                             

   火災・災害等即報を報告すべき火災・災害等は次のとおりとする。 

 

 １ 火災等即報 

(1) 一般基準 

火災等即報については、次のような人的被害を生じた火災及び事故（該当するおそ

れがある場合を含む。）について報告すること。 

   1)  死者が３人以上生じたもの 

    2)  死者及び負傷者の合計が１０人以上生じたもの 

(2) 個別基準 

次の火災及び事故については(1)の一般基準に該当しないものにあっても、それぞ

れ各項に定める個別基準に該当するもの（該当するおそれがある場合を含む。）につ

いて報告すること。 
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ア 火災 

    ア) 建物火災 

1)  特定防火対象物で死者の発生した火災 

2)  高層建築物の１１階以上の階、地下街又は準地下街において発生した火災で

利用者等が避難したもの 

3) 大使館・領事館、国指定重要文化財又は特定違反対象物の火災 

4)  建物焼損延べ面積３，０００平方メートル以上と推定される火災 

5)  損害額１億円以上と推定される火災 

イ) 林野火災 

1) 焼損面積１０ヘクタール以上と推定されるもの 

2) 空中消火を要請又は実施したもの 

3) 住宅等へ延焼するおそれがある等社会的に影響度が高いもの 

ウ) 交通機関の火災 

       船舶、航空機、列車、自動車の火災で、次に掲げるもの 

1)  航空機火災 

2) タンカー火災の他社会的影響度が高い船舶火災 

3)  トンネル内車両火災 

4)  列車火災 

エ) その他 

以上に掲げるもののほか、特殊な原因による火災、特殊な態様の火災等消防上特

に参考となるもの 

            （例示） 

              ・消火活動を著しく妨げる毒性ガスの放出を伴う火災 

     イ 石油コンビナート等特別防災区域内の事故 

1) 危険物施設、高圧ガス施設等の火災又は爆発事故 

            （例示） 

             ・危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物等を貯蔵し、又は取り扱う

施設の火災又は爆発事故 

2) 危険物、高圧ガス、毒性ガス等の漏えいで応急措置を必要とするもの 

3) 特定事業所内の火災（ 1)以外のもの。） 

     ウ 危険物等に係る事故 

危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物、火薬等（以下「危険物等」という。）

を貯蔵し又は取り扱う施設及び危険物等の運搬に係る事故で、次に掲げるもの（イ

の石油コンビナート等特別防災区域内の事故を除く。） 

       

1)  死者（交通事故によるものを除く。）又は行方不明者が発生したもの 

2)  負傷者が５名以上発生したもの 

3)  周辺地域の住民等が避難行動を起こしたもの又は爆発により周辺の建物等に

被害を及ぼしたもの 
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4)  ５００キロリットル以上のタンクの火災、爆発又は漏えい事故 

5)  海上、河川への危険物等流出事故 

6)  高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う、火災・危険物等の漏え

い事故 

エ  原子力災害等 

1) 原子力施設において、爆発又は火災の発生したもの及び放射性物質又は放射

線の漏えいがあったもの 

2) 放射性物質を輸送する車両において、火災の発生したもの及び核燃料物質等

の運搬中に事故が発生した旨、原子力事業者等から消防機関に通報があったも

の 

3)  原子力災害対策特別措置法（平成 11 年法律第 156 号）第１０条の規定により、

原子力事業者から基準以上の放射線が検出される等の事象の通報が市町村長に

あったもの 

4) 放射性同位元素等取扱事業所に係る火災であって、放射性同位元素又は放射

線の漏えいがあったもの 

    オ その他特定の事故 

可燃性ガス等の爆発、漏えい及び異臭等の事故であって、社会的に影響度が高

いと認められるもの 

(3) 社会的影響基準 

(1)一般基準、(2)個別基準に該当しない火災・事故であっても、報道機関に取り

上げられる等社会的影響度が高いと認められる場合には報告すること。 

 

 ２ 救急・救助事故即報 

救急・救助事故即報については、次の基準に該当する事故（該当するおそれがある場

合を含む。）について報告すること。 

1) 死者５人以上の救急事故 

   2) 死者及び負傷者の合計が１５人以上の救急事故 

    3) 要救助者が５人以上の救助事故 

    4) 覚知から救助完了までの所要時間が５時間以上を要した救助事故 

    5) その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高い救急・救助事故（社会的

影響が高いことが判明した時点での報告を含む。） 

       （例示） 

        ・列車、航空機、船舶に係る救急・救助事故 

        ・バスの転落による救急・救助事故 

        ・ハイジャック及びテロ等による救急・救助事故 

     ・消防防災ヘリコプター、消防用自動車等に係る救急・救助事故 

     ・全国的に流通している食品の摂取又は製品の利用による事故で、他の地域にお

いて同様の事案が発生する可能性があり、消費者安全の観点から把握されるべ

き救急・救助事故 
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３ 武力攻撃災害即報 

次の災害等（該当するおそれがある場合を含む。）についても、上記２と同様式を用

いて報告すること。 

1)  武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成 16 年法律

第 112 号）第２条第４項に規定する災害、すなわち、武力攻撃により直接又は間接

に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的

災害 

2)  武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関

する法律（平成 15 年法律第 79 号）第２５条第１項に規定する緊急対処事態、すな

わち、武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事

態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態 

 

４ 災害即報 

   災害即報については、次の基準に該当するもの（該当するおそれがある場合を含む。）

について報告すること。 

(1)  一般基準 

1) 災害救助法の適用基準に合致するもの 

2) 都道府県又は市町村が災害対策本部を設置したもの 

3) 災害が２都道府県以上にまたがるもので１の都道府県における被害は軽微であ

っても、全国的に見た場合に同一災害で大きな被害を生じているもの 

     

(2)  個別基準 

ア 地震 

地震が発生し、当該都道府県又は市町村の区域内で震度４以上を記録したもの 

    イ 津波 

      津波により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

ウ 風水害 

         1)  崖崩れ、地すべり、土石流等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

      2)  河川の溢水、堤防の決壊又は高潮等により、人的被害又は住家被害を生じた

もの 

     3)  強風、竜巻などの突風等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

      エ 雪害 

         1)  雪崩等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

         2)  道路の凍結又は雪崩等により、孤立集落を生じたもの 

      オ 火山災害 

        1)  噴火警報（火口周辺）が発表され、入山規制又は通行規制等を行ったもの 

2)  火山の噴火により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

  (3)  社会的影響基準 

    (1)一般基準、(2)個別基準に該当しない災害であっても、報道機関に取り上げられ
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る等社会的影響度が高いと認められる場合には報告すること。 

 

 

第３ 直接即報基準 

   市町村は、特に迅速に消防庁に報告すべき次の基準に該当する火災・災害等（該当す

るおそれがある場合を含む。）については、直接消防庁に報告するものとする。 

 

１ 火災等即報 

ア 交通機関の火災 

第２の１の（2）のアのウ）に同じ。 

イ 石油コンビナート等特別防災区域内の事故 

第２の１の（2）のイ 1)、2)に同じ。 

ウ 危険物等に係る事故（イの石油コンビナート等特別防災区域内の事故を除く。） 

1)  第２の１の（2）のウ 1)、2)に同じ。 

      2) 危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設の火災・爆発事故で、当該工場等の施設内又

は周辺で、５００平方メートル程度以上の区域に影響を与えたもの 

   3) 危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設からの危険物等の漏えい事故で、次に該当す

るもの 

    ① 海上、河川へ危険物等が流出し、防除・回収等の活動を要するもの 

    ② ５００キロリットル以上のタンクからの危険物等の漏えい等 

4)  市街地又は高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う漏えいで、付近住

民の避難、道路の全面通行禁止等の措置を要するもの 

5)  市街地又は高速道路上において発生したタンクローリーの火災 

エ 原子力災害等 

第２の１の（2）のエに同じ。 

オ ホテル、病院、映画館、百貨店において発生した火災 

カ 爆発、異臭等の事故であって、報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高いも

の（武力攻撃事態等又は緊急対処事態への発展の可能性があるものを含む。） 

 

２ 救急・救助事故即報 

   死者及び負傷者の合計が１５人以上発生した救急・救助事故で次に掲げるもの 

1) 列車、航空機、船舶の衝突、転覆等による救急・救助事故 

2) バスの転落等による救急・救助事故 

3) ハイジャック及びテロ等による救急・救助事故 

4) 映画館、百貨店、駅構内等不特定多数の者が集まる場所における救急・救助事故 

5) その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高いもの 

 

３ 武力攻撃災害即報 

   第２の３の 1)、2)に同じ。 
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４ 災害即報 

  ア 地震が発生し、当該市町村の区域内で震度５強以上を記録したもの（被害の有無を

問わない。） 

  イ 第２の４の(2)のイ、ウ及びオのうち、死者又は行方不明者が生じたもの 

 

第４ 記入要領 

第１号、第２号、第３号及び第４号様式の記入要領は、次に定めるもののほか、それ

ぞれの報告要領（「火災報告取扱要領」、「災害報告取扱要領」、「救急事故等報告要領」）

の定めるところによる。 

 

＜火災等即報＞ 

１ 第１号様式（火災） 

(1) 火災種別 

火災の種別は、「建物火災」「林野火災」「車両火災」「船舶火災」「航空機火災」及

び「その他の火災」とし、欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。 

(2) 消防活動状況 

当該火災の発生した地域の消防機関の活動状況のほか、他の消防機関への応援要

請及び消防機関による応援活動の状況についても記入すること。 

(3) 救急・救助活動状況 

報告時現在の救助活動の状況、救助人員の有無、傷病者の搬送状況等について記

入すること（消防機関等による応援活動の状況を含む。）。 

(4) 災害対策本部等の設置状況 

当該火災に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事

故対策本部等を設置した場合には、その設置及び解散の日時を記入すること。 

(5) その他参考事項 

次の火災の場合には、「その他参考事項」欄に、各項に掲げる事項を併せ記入する

こと。 

   1) 死者３人以上生じた火災 

        ア 死者を生じた建物等（建物、車両、船舶等をいう。アにおいて同じ。）の概要 

     ア) 建物等の用途、構造及び環境 

     イ) 建物等の消火設備、警報設備、避難設備、防火管理者の有無及びその管理

状況並びに予防査察の経過 

    イ 火災の状況 

     ア) 発見及び通報の状況 

     イ) 避難の状況 

   2)  建物火災で個別基準の 4)又は 5)に該当する火災 

    ア) 発見及び通報の状況 

    イ) 延焼拡大の理由 

        ア 消防事情 イ 都市構成 ウ 気象条件 エ その他 
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    ウ) 焼損地域名及び主な焼損建物の名称 

    エ) り災者の避難保護の状況 

オ) 都道府県及び市町村の応急対策の状況（他の地方公共団体の応援活動を含む。） 

   3)  林野火災 

    ア) 火災概況（火勢、延焼の状況、住家への影響、避難の状況等） 

※必要に応じて図面を添付する。 

    イ) 林野の植生 

    ウ) 自衛隊の派遣要請、出動状況 

    エ) 空中消火の実施状況（出動要請日時、消火活動日時、機種（所属）、機数等） 

   4) 交通機関の火災 

    ア) 車両、船舶、航空機等の概要 

    イ) 焼損状況、焼損程度 

 

２ 第２号様式（特定の事故） 

(1) 事故名（表頭）及び事故種別 

特定の事故のうち、「事故名」及び「事故種別」の欄中、該当するものの記号を○で

囲むこと。 

(2) 事業所名 

「事業所名」は、「○○（株）○○工場」のように、事業所の名称のすべてを記入す

ること。 

(3) 特別防災区域 

発災事業所が、石油コンビナート等災害防止法（昭和 50 年法律第 84 号。以下この

項で「法」という。）第２条第２号に規定する特別防災区域内に存する場合のみ、当該

地区名を記入すること。また、法第２条第４号に規定する第一種事業所にあっては、「レ

イアウト第一種」、「第一種」のいずれかを、同条第５号に規定する第二種事業所は「第

二種」を、その他の事業所は「その他」を○で囲むこと。 

(4) 覚知日時及び発見日時 

「覚知日時」は、消防機関が当該事故を覚知した日時を、「発見日時」は事業者が当

該事故を発見した日時を記入すること。 

(5) 物質の区分及び物質名 

事故の発端となった物質で、欄中、該当するものの記号を○で囲み、物質の化学名

を記入すること。なお、当該物質が消防法（昭和 23 年法律第 186 号）で定める危険物

である場合には、危険物の類別及び品名について記入すること。 

(6) 施設の区分 

欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。 

(7) 施設の概要 

「○○と××を原料とし、触媒を用いて＊＊製品を作る△△製造装置」のように記

入すること。なお、当該施設が危険物施設である場合には、危険物施設の区分（製造

所等の別）についても記入すること。 
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(8) 事故の概要 

事故発生に至る経緯、態様、被害の状況等を記入すること。 

(9) 消防防災活動状況及び救急救助活動状況 

防災本部、消防機関及び自衛防災組織等の活動状況並びに都道府県又は市町村の応

急対策の状況を記入すること。また、他の消防機関等への応援要請及び消防機関等に

よる応援活動の状況についても記入すること。 

(10) 災害対策本部等の設置状況 

当該事故に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事故

対策本部等を設置した場合には、その設置及び解散の日時について記入すること。 

(11) その他参考事項 

以上のほか、特記すべき事項があれば、記入すること。 

      （例） 

・自衛隊の派遣要請、出動状況 

(12) 原子力災害等の場合 

      ア 原子力災害等が発生するおそれがある場合には、「発生」を「発生のおそれ」に

読み替えること。 

      イ 原子力災害等による死傷者については、「負傷者」を「負傷者」、「被ばく者」、「汚

染者」に区分して記入すること。 

      ウ その他参考事項として、付近住民の避難、屋内避難及び安定ヨウ素剤服用の状況

を記入するとともに、地域防災計画に「原子力発電所異常事態通報様式」等が定

められている場合には、当該通報の内容を併せて報告すること。 

 

 ＜救急・救助事故等即報＞ 

 ３ 第３号様式（救急・救助事故等） 

(1)  事故災害種別 

「事故災害種別」の欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。 

(2)  事故等の概要 

「事故等の概要」は、発生した事故等の種別、概略、経過等を記入すること。 

(3)  死傷者等 

      ア 「死傷者等」には、急病人等を含む。 

      イ 「不明」とは、行方不明等所在が判明しないものをいう。 

(4) 救助活動の要否 

救助活動を要する又は要した事故であるか否かを記入すること。 

(5)  要救護者数（見込） 

救助する必要がある者（行方不明者あるいは救助の要否が不明の者を含む。）で、未

だ救助されていない者の数を記入すること。 

また、「救助人員」は、報告時点で救助が完了した者の数を記入すること。 

(6)  消防・救急・救助活動状況 

出動した消防隊、救急隊、救助隊等（応援出動したものを含む。）について、所属消
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防本部名、隊の数、人員、出動車両数等を記入するとともに、傷病者の搬送状況等活

動の状況について記入すること。 

(7)  災害対策本部等の設置状況 

当該事故に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事故

対策本部等を設置した場合には、その設置及び解散の日時について記入すること。 

(8)  その他参考事項 

        以上のほか、応急措置等について、特記すべき事項があれば記入すること。 

（例） 

・都道府県、市町村、その他関係機関の活動状況 

・避難の勧告・指示の状況 

・避難所の設置状況 

・自衛隊の派遣要請、出動状況 

 

＜災害即報＞ 

４ 第４号様式 

1)  第４号様式－その１（災害概況即報） 

災害の具体的な状況、個別の災害現場の概況等を報告する場合、災害の当初の段階

で被害状況が十分把握できていない場合（例えば、地震時の第一報で、死傷者の有無、

火災、津波の発生の有無等を報告する場合）には、本様式を用いること。 

(1) 災害の概況 

ア 発生場所、発生日時 

当該災害が発生した具体的地名（地域名）及び日時を記入すること。 

イ 災害種別概況 

(ア) 風水害については、降雨の状況及び河川のはん濫、溢水、崖崩れ、地す

べり、土石流等の概況 

（イ） 地震については、地震に起因して生ずる火災、津波、液状化、崖崩れ等

の概況 

（ウ） 雪害については、降雪の状況並びに雪崩、溢水等の概況 

（エ） 火山噴火については、噴火の状況及び溶岩流、泥流、火山弾、火山灰等

の概況 

（オ） その他これらに類する災害の概況 

(2)  被害の状況 

当該災害により生じた被害の状況について、判明している事項を具体的に記入す

ること。その際特に人的被害及び住家の被害に重点を置くこと。 

(3)  応急対策の状況 

当該災害に対して、災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部等を設置し

た場合にはその設置及び解散の日時を記入するとともに、市町村（消防機関を含む。）

及び都道府県が講じた応急対策について記入すること。 

なお、震度６弱以上（東京２３区については、震度５強以上）の地震の場合は、
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１１９番通報件数についても概数を記入すること。 

（例） 

・消防、水防、救急・救助等消防機関の活動状況 

・避難の勧告・指示の状況 

・避難所の設置状況 

・他の地方公共団体への応援要請、応援活動の状況 

・自衛隊の派遣要請、出動状況 

2) 第４号様式－その２（被害状況即報） 

(1)  各被害欄 

原則として、報告の時点で判明している最新の数値を記入する。ただし、被害額

については、省略することができる。 

なお、「水道」、「電話」、「電気」及び「ガス」については、それぞれ報告時点に

おける断水戸数、通話不能回線数、停電戸数及び供給停止戸数を記入すること。 

(2)  災害対策本部等の設置状況 

当該災害に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事

故対策本部等を設置した場合には、その設置及び解散の日時について記入すること。 

(3)  災害救助法適用市町村名 

市町村毎に、適用日時を記入すること。 

(4)  備考欄 

備考欄には次の事項を記入すること。 

ア 災害の発生場所 

被害を生じた市町村名又は地域名 

イ 災害の発生日時 

被害を生じた日時又は期間 

ウ 災害の種類、概況 

台風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等の種別、災害の経過、今後の見

通し等 

エ 応急対策の状況 

市町村（消防機関を含む。）及び都道府県が講じた応急対策について記入するこ

と。 

なお、震度６弱以上（東京２３区については、震度５強以上）の地震の場合は、

１１９番通報件数についても概数を記入すること。 

（例） 

・消防、水防、救急・救助等消防機関の活動状況 

・避難の勧告・指示の状況 

・避難所の設置状況 

・他の地方公共団体への応援要請、応援活動の状況 

・自衛隊の派遣要請、出動状況 

・災害ボランティアの活動状況 
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第１号様式 （火災）

第　　　　報報

年 月 日 時 分

※　爆発を除く。

月 日 時 分 （ 月 日 時 分 ）

（ 月 日 時 分 ） 月 日 時 分

死者（性別・年齢） 人

負傷者　重傷重症 人

中等症 人

軽症 人

構造 建築面積

階層 延べ面積

棟 建物焼損床面積 ㎡

棟 建物焼損表面積 ㎡

棟 　林野焼損面積 a

棟

世帯

消防本部（署） 台 人

消 防 団 台 人

そ の 他 人

その他参考事項

（注）　第一報については、原則として、覚知30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して
　　　報告すること。（確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨（「未確認」
　　　等）記入して報告すれば足りること。）

災害 対策 本部

等の 設置 状況

焼 損 面 積

気 象 状 況

ぼ　や

計

死者の生じた

理 由

程度

全　焼

半　焼

部分焼

(代表者氏名)

事 業 所 名

出 火 原 因

用 途

焼損

　１　建物　２　林野　３　車両　４　船舶　５　航空機　６　その他

( 鎮 圧 日 時 )

鎮 火 日 時

り 災 世 帯 数

救 急 ・ 救 助

消防 活動 状況

出 火 箇 所

死 傷 者

建 物 の 概 要

焼 損 程 度

出 火 場 所

出 火 日 時

（覚 知日 時）

火元 の業 態・

報告者名

消防庁受信者氏名

火 災 種 別

報告日時

都道府県

市町村
（消防本部名）

棟

活 動 状 況
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第２号様式 （特定の事故） 第　　　　報報

年 月 日 時 分

事故名

レイアウト第一種、第一種、

第二種、その他

死者（性別・年齢） 人 人 ( 人 )

人 ( 人 )

人 ( 人 )

人 ( 人 )

人

人

人

台

人
台

人

人

警戒区域の設定 月 日 時 分 人

使用停止命令 月 日 時 分 人

その他参考事項

時

時

発 見 日 時 月

報告日時

都道府県

市町村
（消防本部名）

報告者名

日 分

１　石油コンビナート等特別防災区域内の事故
２　危険物等に係る事故
３　原子力施設等に係る事故
４　その他特定の事故

事 業 所 名

消 防 覚 知 方 法

月 日

物 質 の 区 分
1 危険物　2 指定可燃物　3 高圧ガス　4 可燃性ガス
5 毒劇物　6 RI等        7 その他(　　　　　)

消防庁受信者氏名

重 症

中 等症

軽 症

負傷者等

死 傷 者

発 生 日 時

事 故 種 別 　１　火災　２　爆発　３　漏えい　４　その他(　　)

月 日

（注）　第一報については、原則として、覚知30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して
　　　報告すること。（確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨（「未確認」
　　　等）記入して報告すれば足りること。）

出 場 機 関

災 害 対 策 本 部

等 の 設 置 状 況

月（（ 覚 知 日 時 ）

発 生 場 所

時

鎮火日時
）

分
時

時 分

区 分

特別防災区域

日 分
(処理完了)

気 象 状 況

日

出場資機材

施 設 の 概 要
危険物施設の

施 設 の 区 分 １　危険物施設　２　高危混在施設　３　高圧ガス施設　４　その他(　　　　　)

物 質 名

事
業
所

事 故 の 概 要

出場人員

救 急 ・ 救 助

消 防 本 部 ( 署 )

消 防 防 災

消 防 団

そ の 他

活 動 状 況

分

そ の 他

海 上 保 安 庁

自 衛 隊

自衛防災組織

共同防災組織

活 動 状 況

及 び

)(

月
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第３号様式 （救急・救助事故等）

第　　　　報報

年 月 日 時 分

消防庁受信者氏名

月 日 時 分

（ 月 日 時 分 ）

死者（性別・年齢） 負傷者等 人 ( 人 )

人 ( 人 )

計 人 人 ( 人 )

不明 人 人 ( 人 )

その他参考事項

（注）　負傷者欄の（　　）書きは、救急隊による搬送人員を内書きで記入すること。

要救護者数 (見込)

死 傷 者

（注）　第一報については、原則として、覚知30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して
　　　報告すること。（確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨（「未確認」
　　　等）記入して報告すれば足りること。）

消防 ･救急･救助

救助活動の要否

事故 等の 概要

重 症

災害 対策 本部

等の 設置 状況

活 動 状 況

救 助 人 員

事故 災害 種別 　１　救急事故　２　救助事故　３　武力攻撃災害　４　緊急対処事態

中 等 症

軽 症

覚 知 方 法

発 生 場 所

発 生 日 時

（覚 知日 時）

報告者名

報告日時

都道府県

市町村
（消防本部名）
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第４号様式 （その１）

年 月 日 時 分

月 日 時 分

人 不明 人 棟 棟

人 計 人 棟 棟

（注）　第一報については、原則として、覚知30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して
　　　報告すること。（確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨（「未確認」
　　　等）記入して報告すれば足りること。）

一部破損

報告日時

都道府県

消防庁受信者氏名
市町村

（消防本部名）

発生場所

（災害概況即報）

被
　
害
　
の
　
状
　
況

床上浸水
死傷者

半壊

報告者名

死　者

負傷者
住　家

発生日時

災
　
害
　
の
　
概
　
況

（市町村）

応
急
対
策
の
状
況

災害対策本部等の

設 置 状 況

（都道府県）

全壊

災害名　　　　　　　　　　　　（第　　報）
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（その２）

被　　　　　害

災害名 ha

ha

ha

ha

箇

所

箇

所

箇

所

被　　　　　害
箇

所

人
箇

所

人
箇

所

人
箇

所

人
箇

所

棟
箇

所

世

帯

箇

所

人 隻

棟 戸

世

帯

回

線

人 戸

棟 戸

世

帯

箇

所

人

棟

世

帯

人

棟
世

帯

世

帯 人

人 件

棟 件

棟 件

り 災 者 数

火
災
発
生

一 部 破 損

ガ ス

非
住
家

公 共 建 物 危 険 物

そ の 他 そ の 他

床 下 浸 水

り 災 世 帯 数

清 掃 施 設

半 壊

水 道

電 話

電 気

床 上 浸 水

ブ ロ ッ ク 塀 等

建 物

鉄 道 不 通

重　　　　傷 砂 防

区　　　　　　　　　　　　分 橋 り ょ う

住
　
　
　
　
家
　
　
　
　
被
　
　
　
　
害

全 壊

崖 く ず れ

人
的
被
害

死 者 河 川

軽　　　　傷

行 方 不 明 者 港 湾

（　　　月　　　日　　　時現在） 文 教 施 設

報 告 者 名
病 院

そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
他

田

報 告 番 号

区　　　　　　　　　　　　分

・ 第　　　　　　　　　　報
畑

流失・埋没

冠　　　　水

被 害 船 舶

第4号様式

　（被害状況即報）　　

都 道 府 県

流失・埋没

災 害 名

道 路

負
傷
者

冠　　　　水
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被　　　　　害

千円

千円

千円

千円

千円

団体

千円

千円

千円

千円

千円

千円 人

千円 人

※１　被害額は省略することができるものとする。

※２　１１９番通報の件数は、１０件単位で、例えば約１０件、３０件、５０件（５０件を超える場合は多数）と

記入すること。

適
用
市
町
村
名

消防団員出動延人数

備
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
考

　
　災害発生場所

　災害発生年月日

　災害の種類・概況

　応急対策の状況

　１１９番通報件数

　　・消防、水防、救急・救助等消防機関の活動状況

　　・避難の勧告・指示の状況

　　・避難所の設置状況

　　・他の地方公共団体への応援要請、応援活動の状況

　　・自衛隊の派遣要請、出動状況

　　・災害ボランティアの活動状況

計　　　　　　　　　　　　　　　団体

そ の 他 消防職員出動延人数

災

害

救

助

法

商 工 被 害

そ
　
　
　
　
の
　
　
　
　
他

農 業 被 害

畜 産 被 害

小 計

公 共 施 設 被 害 市 町 村 数

都
道
府
県

市
町
村

水 産 被 害

公 立 文 教 施 設

区　　　　　　　　　　　　分

そ の 他 の 公 共 施 設

被 害 総 額

災
　
害
　
対
　
策
　
本
　
部

等
　
の
　
設
　
置
　
状
　
況

農 林 水 産 業 施 設

公 共 土 木 施 設

林 業 被 害

（その２）

被　　　　　害

災害名 ha

ha

ha

ha

箇

所

箇

所

箇

所

被　　　　　害
箇

所

人
箇

所

人
箇

所

人
箇

所

人
箇

所

棟
箇

所

世

帯

箇

所

人 隻

棟 戸

世

帯

回

線

人 戸

棟 戸

世

帯

箇

所

人

棟

世

帯

人

棟
世

帯

世

帯 人

人 件

棟 件

棟 件

り 災 者 数

火
災
発
生

一 部 破 損

ガ ス

非
住
家

公 共 建 物 危 険 物

そ の 他 そ の 他

床 下 浸 水

り 災 世 帯 数

清 掃 施 設

半 壊

水 道

電 話

電 気

床 上 浸 水

ブ ロ ッ ク 塀 等

建 物

鉄 道 不 通

重　　　　傷 砂 防

区　　　　　　　　　　　　分 橋 り ょ う

住
　
　
　
　
家
　
　
　
　
被
　
　
　
　
害

全 壊

崖 く ず れ

人
的
被
害

死 者 河 川

軽　　　　傷

行 方 不 明 者 港 湾

（　　　月　　　日　　　時現在） 文 教 施 設

報 告 者 名
病 院

そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
他

田

報 告 番 号

区　　　　　　　　　　　　分

・ 第　　　　　　　　　　報
畑

流失・埋没

冠　　　　水

被 害 船 舶

第4号様式

　（被害状況即報）　　

都 道 府 県

流失・埋没

災 害 名

道 路

負
傷
者

冠　　　　水 33



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種別 第２　即報基準 第３　直接即報基準

(1) 一般基準

1) 死者が３人以上生じたもの

2) 死者及び負傷者の合計が１０人以上生じたもの

(2)　個別基準

次の火災及び事故については(1)の一般基準に該当しないものにあって

も、それぞれ各項に定める個別基準に該当するもの（該当するおそれが

ある場合を含む。）について報告すること。

ア　火災

ア) 建物火災

1)特定防火対象物で死者の発生した火災

2)高層建築物の１１階以上の階、地下街又は準地下街におい

て発生した火災で利用者等が避難したもの

3)大使館・領事館、国指定重要文化財又は特定違反対象物の

火災

4)建物焼損延べ面積３，０００平方メートル以上と推定される火

災

5)損害額１億円以上と推定される火災

オ　ホテル、病院、映画館、百貨店において発生した火災

イ) 林野火災

1)焼損面積１０ヘクタール以上と推定されるもの

2)空中消火を要請又は実施したもの

3)住宅等へ延焼するおそれがある等社会的に影響度が高いもの

ウ) 交通機関の火災

船舶、航空機、列車、自動車の火災で、次に掲げるもの

1)航空機火災

2)タンカー火災の他社会的影響度が高い船舶火災

3)トンネル内車両火災

4)列車火災

エ) その他

以上に掲げるもののほか、特殊な原因による火災、特殊な態様の火災等

消防上特に参考となるもの

（例示）

・消火活動を著しく妨げる毒性ガスの放出を伴う火災

ア　交通機関の火災

第２の１の（2）のアのウ）に同じ。

船舶、航空機、列車、自動車の火災で、次に掲げるもの

1)航空機火災

2)タンカー火災の他社会的影響度が高い船舶火災

3)トンネル内車両火災

4)列車火災

イ　石油コンビナート等特別防災区域内の事故

1)危険物施設、高圧ガス施設等の火災又は爆発事故

（例示）

・危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物等を貯蔵し、又は取り扱う

施設の火災又は爆発事故

2)危険物、高圧ガス、毒性ガス等の漏えいで応急措置を必要とするもの

3)特定事業所内の火災（ 1)以外のもの。）

イ　石油コンビナート等特別防災区域内の事故

第２の１の（2）のイ1)、2)に同じ。

1)危険物施設、高圧ガス施設等の火災又は爆発事故

（例示）

・危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物等を貯蔵し、又は取り扱う

施設の火災又は爆発事故

2)危険物、高圧ガス、毒性ガス等の漏えいで応急措置を必要とするもの

ウ　危険物等に係る事故

危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物、火薬等（以下「危険物等」

という。）を貯蔵し又は取り扱う施設及び危険物等の運搬に係る事故で、

次に掲げるもの（イの石油コンビナート等特別防災区域内の事故を除

く。）

1)死者（交通事故によるものを除く。）又は行方不明者が発生したもの

2)負傷者が５名以上発生したもの

3)周辺地域の住民等が避難行動を起こしたもの又は爆発により周辺の

建物等に被害を及ぼしたもの

4)５００キロリットル以上のタンクの火災、爆発又は漏えい事故5) 海上、

河川への危険物等流出事故

6)高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う、火災・危険物等

の漏えい事故

ウ　危険物等に係る事故（イの石油コンビナート等特別防災区域内の事

故を除く。）

1) 第２の１の（2）のウ1)、2)に同じ。

①死者（交通事故によるものを除く。）又は行方不明者が発生したもの

②負傷者が５名以上発生したもの

2)危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設の火災・爆発事故で、当該工場

等の施設内又は周辺で、５００平方メートル程度以上の区域に影響を与

えたもの

3)危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設からの危険物等の漏えい事故で、

次に該当するもの

①海上、河川へ危険物等が流出し、防除・回収等の活動を要するもの

②５００キロリットル以上のタンクからの危険物等の漏えい等

4)市街地又は高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う漏えい

で、付近住民の避難、道路の全面通行禁止等の措置を要するもの

5)市街地又は高速道路上において発生したタンクローリーの火災

エ 原子力災害等

1)原子力施設において、爆発又は火災の発生したもの及び放射性物質

又は放射線の漏えいがあったもの

2)放射性物質を輸送する車両において、火災の発生したもの及び核燃

料物質等の運搬中に事故が発生した旨、原子力事業者等から消防機

関に通報があったもの

3)原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号）第１０条の規

定により、原子力事業者から基準以上の放射線が検出される等の事象

の通報が市町村長にあったもの

4)放射性同位元素等取扱事業所に係る火災であって、放射性同位元素

又は放射線の漏えいがあったもの

オ　その他特定の事故

可燃性ガス等の爆発、漏えい及び異臭等の事故であって、社会的に影

響度が高いと認められるもの

カ　爆発、異臭等の事故であって、報道機関に取り上げられる等社会的

影響度が高いもの（武力攻撃事態等又は緊急対処事態への発展の可

能性があるものを含む。）

(3)　社会的影響基準

　(1)一般基準、(2)個別基準に該当しない火災・事故であっても、報道機

関に取り上げられる等社会的影響度が高いと認められる場合には報告

すること。

火災

火災・災害等即報要領　「即報基準」と「直接即報基準」の比較表　　　　　　　　＜参考＞
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種別 第２　即報基準 第３　直接即報基準

救急・救

助事故

救急・救助事故即報については、次の基準に該当する事故（該当する

おそれがある場合を含む。）について報告すること。

1)死者５人以上の救急事故

2)死者及び負傷者の合計が１５人以上の救急事故

3)要救助者が５人以上の救助事故

4)覚知から救助完了までの所要時間が５時間以上を要した救助事故

5)その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高い救急・救助

事故（社会的影響が高いことが判明した時点での報告を含む。）

（例示）

・列車、航空機、船舶に係る救急・救助事故

・バスの転落による救急・救助事故

・ハイジャック及びテロ等による救急・救助事故

・消防防災ヘリコプター、消防用自動車等に係る救急・救助事故

・不特定又は多数の者が利用する建築物及び遊戯施設における設備

等において発生した救急・救助事故

・全国的に流通している食品の摂取又は製品の利用による事故で、他

の地域において同様の事案が発生する可能性があり、消費者安全の観

点から把握されるべき救急・救助事故

死者及び負傷者の合計が１５人以上発生した救急・救助事故で次に掲

げるもの

1)列車、航空機、船舶の衝突、転覆等による救急・救助事故

2)バスの転落等による救急・救助事故

3)ハイジャック及びテロ等による救急・救助事故

4)映画館、百貨店、駅構内等不特定多数の者が集まる場所における救

急・救助事故

5)その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高いもの

武力攻撃

災害

1)武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平

成16年法律第112号）第２条第４項に規定する災害、すなわち、武力攻

撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射

性物質の放出その他の人的又は物的災害

2)武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安

全の確保に関する法律（平成15年法律第79号）第２５条第１項に規定

する緊急対処事態、すなわち、武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて

多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明

白な危険が切迫していると認められるに至った事態

第２の３の1)、2)に同じ。

1)武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平

成16年法律第112号）第２条第４項に規定する災害、すなわち、武力攻

撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射

性物質の放出その他の人的又は物的災害

2)武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安

全の確保に関する法律（平成15年法律第79号）第２５条第１項に規定

する緊急対処事態、すなわち、武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて

多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明

白な危険が切迫していると認められるに至った事態

災害

(1) 一般基準

1)災害救助法の適用基準に合致するもの

2)都道府県又は市町村が災害対策本部を設置したもの

3)災害が２都道府県以上にまたがるもので１の都道府県における被害は

軽微であっても、全国的に見た場合に同一災害で大きな被害を生じてい

るもの

(2) 個別基準

ア　地震

地震が発生し、当該都道府県又は市町村の区域内で震度４以上を記録

したもの

イ　津波

津波により、人的被害又は住家被害を生じたもの

ウ　風水害

1)崖崩れ、地すべり、土石流等により、人的被害又は住家被害を生じた

もの

2)河川の溢水、堤防の決壊又は高潮等により、人的被害又は住家被害

を生じたもの

3)強風、竜巻などの突風等により、人的被害又は住家被害を生じたもの

エ　雪害

1)雪崩等により、人的被害又は住家被害を生じたもの

2)道路の凍結又は雪崩等により、孤立集落を生じたもの

オ　火山災害

1)噴火警報（火口周辺）が発表され、入山規制又は通行規制等を行った

もの

2)火山の噴火により、人的被害又は住家被害を生じたもの

(3) 社会的影響基準

　(1)一般基準、(2)個別基準に該当しない災害であっても、報道機関に

取り上げられる等社会的影響度が高いと認められる場合には報告するこ

と。

ア　地震が発生し、当該市町村の区域内で震度５強以上を記録したもの

（被害の有無を問わない。）

イ　第２の４の(2)のイ（※津波）、ウ（※風水害）及びオ（※火山災害）のう

ち、死者又は行方不明者が生じたもの

火災・災害等即報要領　「即報基準」と「直接即報基準」の比較表　　　　　　　　＜参考＞
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重要水防箇所評定基準（国土交通省）

Ａ 水防上最も重要な区間 Ｂ 水防上重要な区間

堤防高
(流下能力)

■計画高水流量規模の洪水の水位（高
潮区間の堤防にあっては計画高潮位）
が現況の堤防高を超える箇所

■計画高水流量規模の洪水の水位（高
潮区間の堤防にあっては計画高潮位）
が現況の堤防高との差が堤防の計画余
裕高に満たない箇所

堤防断面

■現況の堤防断面あるいは天端幅が計
画の堤防断面あるい計画の天端幅の二
分の一未満の箇所

■現況の堤防断面あるいは天端幅が、
計画の堤防断面あるいは計画の天端幅
に対して不足しているが、それぞれ二分
の一以上確保されている箇所

■法崩れ又はすべりの実績があるが、
その対策が暫定施工の箇所

■法崩れ又はすべりの実績はないが、
堤体あるいは基礎地盤の土質、法勾配
等からみて法崩れ又はすべりが発生す
るおそれのある箇所で、所要の対策が
未施工の箇所

■漏水の履歴があり、その対策が暫定
施工の箇所

■漏水の履歴はないが、破堤跡又は旧
川跡の堤防であること、あるいは基礎地
盤及び堤体の土質等からみて、漏水が
発生するおそれがある箇所で、所要の
対策が未施工の箇所

■水衝部にある堤防の前面の河床が深
掘れしているがその対策が未施工の箇
所

■橋台取り付け部やその他の工作物の
突出箇所で、堤防護岸の根固め等が洗
われ一部破損しているが、その対策が
未施工の箇所

■波浪による河岸の欠壊等の危険に瀕
した実績があるが、その対策が未施工
の箇所

■河川管理施設等応急対策基準に基
づく改善措置が必要な堰、橋梁、樋管
その他の工作物の設置されている箇所

■橋梁その他の河川横断工作物の桁
下高等が計画高水流量規模の洪水の
水位（高潮区間の堤防にあっては計画
高潮位）以下となる箇所

■出水期間中に堤防
を開削する工事箇所

■又は仮締切り等によ
り本堤に影響を及ぼす
箇所

■新堤防で築造後三
年以内の箇所

■破堤跡又は旧川跡
の箇所

陸閘
■陸閘が設置されてい
る箇所

新堤防・破堤跡・
旧川跡

工作物

■橋梁その他の河川横断工作物の桁
下高等と計画高水流量規模の洪水の水
位（高潮区間の堤防にあっては計画高
潮位）との差が堤防の計画余裕高に満
たない箇所

工事施工

漏水

■漏水の履歴があるが、その対策が未
施工の箇所

水衝・洗掘

■水衝部にある堤防の前面の河床が深
掘れにならない程度に洗掘されている
が、その対策が未施工の箇所

種別
重要度

要注意区間

法崩れ・すべり

■法崩れ又はすべりの実績があるが、
その対策が未施工の箇所
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河川、海岸における重要水防箇所指定基準（兵庫県） 

 

 

 

第 1条 （総  則） 

この基準は、水防法（昭和 24年法律 193号）第 7条第 1項に基づく兵庫県水防計画第 8章第 4節

の重要水防区域を、県が管理する河川、海岸の区域について指定することについての基準を示すもの

である。 

 

 

第２条 （定  義） 

この基準において「重要水防箇所」とは、洪水又は高潮が公共に及ぼす影響が大きいため、水防活

動を重点的に実施すべき区域をいう。 

 

 

第３条 （箇所指定の条件） 

河川、海岸の背後地が別表第１の何れかに該当し、かつ河川、海岸の現状が別表第２の何れかに該

当する区域。 

 

 

 

 

別表第１ 背後地の重要度に関する基準 

 

１  市街地又は集落を形成している区域があること。 

２ 
 公共施設（鉄道、国道、県市町道等）、公共建物（官公署、学校、病院等）のうち、 

 重要なものが所在する区域があること。 

３  農地、工場等の地域経済において重要な区域があること。 

４  その他の上記に準じる重要な区域があること。 
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別表第２  河川における重要水防箇所指定基準 

 

種   別 
重  要  水  防  箇  所 

A 水防上最も重要な箇所 B 次に重要な箇所 要注意箇所 

堤 防 高 

（流下能力） 

※ 

計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間

の堤防にあっては計画高潮位）が現況の堤防

高を越える箇所。 

計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間

の堤防にあっては計画高潮位）と現況の堤防

高との差が堤防の計画余裕高に満たない箇

所。 

 

堤防断面 

現況の堤防断面あるいは天端幅が、計画の

堤防断面あるいは計画の天端幅の２分の１未

満の箇所。 

現況の堤防断面あるいは天端幅が、計画の

堤防断面あるいは計画の天端幅に対して不足

しているが、それぞれ２分の１以上確保され

ている箇所。 

 

法崩れ・すべり 

法崩れ又はすべりの実績があるが、その対

策が未施工の箇所。 

法崩れ又はすべりの実績があるが、その対

策が暫定施工の箇所。 

法崩れ又はすべりの実績はないが、堤体あ

るいは基礎地盤の土質、法勾配等からみて法

崩れ又はすべりが発生するおそれのある箇所

で、所要の対策が未施工の箇所。 

 

漏   水 

漏水の履歴があるが、その対策が未施工の

箇所。 

漏水の履歴があり、その対策が暫定施工の

箇所。 

漏水の履歴はないが、破堤跡又は旧川跡の

堤防で、漏水が発生するおそれがある箇所で、

所要の対策が未施工の箇所。 
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種   別 
重  要  水  防  箇  所 

A 水防上最も重要な箇所 B 次に重要な箇所 要注意箇所 

水衝・洗掘 

水衡部にある堤防の前面の河床が深掘れし

ているがその対策が未施工の箇所。 

橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇

所で、堤防護岸の根固め等が洗われ一部破損

しているが、その対策が未施工の箇所。 

波浪による河岸の欠損等の危険に瀕した実

績があるが、その対策が未施工の箇所。 

水衡部にある堤防の前面の河床が深掘れに

ならない程度に洗掘されているが、その対策

が未施工の箇所。 

 

工 作 物 

河川管理施設等応急対策基準に基づく改善

措置が必要な堰、橋梁、樋管その他の工作物

の設置されている箇所。 

橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が

計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の

堤防にあっては計画高潮位）以下となる箇所。 

橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等と

計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の

堤防にあっては計画高潮位）との差が堤防の

計画余裕高に満たない箇所。 

 

工事施工 

   出水期間中に堤防を開削する工事箇所又

は仮締切り等により本堤に影響を及ぼす箇

所。 

新堤防・破堤 

防・旧川跡 

   新堤防で築造後３年以内の箇所。 

 破堤跡又は旧川跡の箇所。 

陸   閘    陸閘が設置されている箇所。 

※ 神戸土木事務所については、１００年確率流量に対して現況流下能力が１／２以下を重要水防箇所とし、背後地の状況により防水上最も重要な箇所、 

次に重要な箇所を選定している。ただし、改修済区域は重要水防箇所の対象外とする。 

備考１ 堤防の計画余裕高及び天端幅は、河川管理施設等構造令に準ずる。（表１、表２）
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表１ 計画余裕高 

 

項 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

計画高水流量（㎥／s） 200未満 
200以上 

500未満 

500以上 

2,000未満 

2,000以上 

5,000未満 

5,000以上 

10,000未満 
10,000以上 

計画高水位に加える値（m） 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 

 

      表２ 天端幅 

 

項 
計画高水流量 

（㎥／s） 

天端幅 

（m） 

１ 500未満 3.0 

２ 500以上 2,000未満 4.0 

３ 2,000以上 5,000未満 5.0 

４ 5,000以上 10,000未満 6.0 

５ 10,000以上 7.0 

 

   ２ 計画高水流量とは、中小、小規模、激特、助成、関連、農改等で一定規模で河川改修工事の完了区域はその改修断面相当の流量を計画高水流量

とし、その他の区域は平気降雨強度 50mm／hr とし、合理式により算出した流量を計画高水流量とする。 
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別表第３  海岸における重要水防箇所指定基準 

 

種   別 
重  要  水  防  箇  所 

A 水防上最も重要な箇所 B 次に重要な箇所 要注意箇所 

施 設 高 

計画高潮位が現況の施設高を越える箇所。 計画高潮位と現況の施設高との差が波高に

満たない箇所。 

 

被  災 

被災の実績があり、その対策が未施工の箇

所。 

被災の実績があり、その対策が暫定施工の

箇所。 

 

漏  水 

漏水の履歴があり、その対策が未施工の箇

所。 

漏水の履歴があり、その対策が暫定施工の

箇所。 

 

沈  下 

耐震診断結果において、地震時に施設が沈

下し、その高さが H.W.Lを下回る箇所で、そ

の対策が未施工の箇所。 

耐震診断結果において、地震時に施設が沈

下し、その高さが計画高潮位を下回る箇所で、

その対策が未施工の箇所。 

 

施設老朽化 

 今後概ね10年以内に対策が必要とされる箇

所。 

 

工事施工 
  台風期に施設を開削する工事箇所。 

陸  閘 
  陸閘が設置されている箇所（区間）。 
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直轄河川重要水防箇所箇所別調書 姫路河川国道事務所

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

図面 河川名 左右 種別 重要 地先名 距離杭 延長 対象と する 対 象 と す 現堤防高 計画堤 担 備考
象番 の 流　 　 　 量 流 量 を 現 余 裕 出張

(  ) は、 堤防高 道 に 流 し
対象距離杭 時 の 水 位

115 揖保川 左 工作物 Ｂ 宍粟市山崎町下宇原 24. 000km 1ヶ 所 3, 300( 24. 0) 66. 18 68. 34 1. 50 龍野 宇原橋( S37)

117 揖保川 左 堤防高 Ｂ 宍粟市山崎町下宇原 24. 100～24. 500km 400 3, 300( 24. 4) 69. 26 69. 62 1. 50 龍野 無堤

119 揖保川 左 堤防高 Ａ 宍粟市山崎町宇原 24. 500～24. 900km 400 3, 300( 24. 8) 69. 92 69. 71 1. 50 龍野

122 揖保川 左 堤防高 Ｂ 宍粟市山崎町川戸 25. 300～25. 700km 400 3, 300( 25. 6) 74. 27 75. 18 1. 50 龍野

123 揖保川 左 堤防高 Ｂ 宍粟市山崎町川戸 25. 900～27. 300km 1400 3, 300( 26. 0) 76. 70 77. 16 1. 50 龍野

124 揖保川 右 堤防高 Ａ 宍粟市山崎町下比地 26. 100～27. 100km 1, 000 3, 300( 26. 6) 77. 83 77. 65 1. 50 龍野

125 揖保川 右 水衝・ 洗掘 Ｂ 宍粟市山崎町下比地  26. 400～26. 500km 100 3, 300( 26. 4) 77. 54 76. 37 1. 50 龍野

126 揖保川 左 堤防断面 Ｂ 宍粟市山崎町川戸 26. 900～27. 300km 400 3, 300( 27. 2) 80. 01 80. 83 1. 50 龍野

127 揖保川 右 堤防高 Ａ 宍粟市山崎町御名 27. 100～27. 900km 800 3, 300( 27. 4) 80. 26 79. 56 1. 50 龍野

128 揖保川 右 水衝・ 洗掘 Ｂ 宍粟市山崎町御名 27. 300～27. 400km 100 3, 300( 27. 4) 80. 26 79. 56 1. 50 龍野

129 揖保川 右 工作物 Ｂ 宍粟市山崎町中比地 27. 400km 1ヶ 所 3, 300( 24. 0) 80. 26 79. 56 1. 50 龍野 戸原橋( 旧）

130 揖保川 左 工作物 Ｂ 宍粟市山崎町御名 27. 400km 1ヶ 所 3, 300( 24. 0) 80. 26 81. 82 1. 50 龍野 戸原橋( 新）

131 揖保川 左 堤防高 Ａ 宍粟市山崎町川戸 27. 700～28. 100km 400 3, 000( 28. 0) 82. 65 81. 90 1. 50 龍野 無堤

132 揖保川 右 堤防高 Ａ 宍粟市山崎町千本屋 27. 900～29. 300km 1400 3, 000( 28. 6) 84. 70 84. 04 1. 50 龍野 無堤

133 揖保川 左 堤防高 Ｂ 宍粟市山崎町川戸 28. 100～28. 500km 400 3, 000( 28. 2) 83. 16 83. 78 1. 50 龍野 無堤

134 揖保川 左 堤防高 Ａ 宍粟市山崎町須賀沢 29. 100～29. 500km 400 3, 000( 29. 4) 89. 20 88. 86 1. 50 龍野 無堤

135 揖保川 右 工作物 Ａ 宍粟市山崎町野 29. 200km 1ヶ 所 3, 000( 29. 2) 88. 83 86. 46 1. 50 龍野 山崎大橋( S39)

136 揖保川 左 水衝・ 洗掘 Ａ 宍粟市山崎町須賀沢 29. 200～29. 300km 100 3, 000( 29. 2) 88. 83 85. 92 1. 50 龍野

137 揖保川 右 堤防高 Ａ 宍粟市山崎町中広瀬 29. 300～30. 300km 1, 000 3, 000( 29. 8) 89. 59 89. 24 1. 50 龍野

138 揖保川 左 堤防高 Ｂ 宍粟市山崎町須賀沢 29. 500～29. 900km 400 3, 000( 29. 8) 89. 59 89. 82 1. 50 龍野

139 揖保川 左 堤防断面 Ｂ 宍粟市山崎町須賀沢 29. 700～29. 900km 200 3, 000( 29. 8) 89. 59 89. 82 1. 50 龍野

140 揖保川 左 堤防断面 Ａ 宍粟市山崎町須賀沢 29. 900～30. 100km 200 3, 000( 30. 0) 92. 22 90. 54 1. 50 龍野

141 揖保川 左 堤防高 Ａ 宍粟市山崎町須賀沢 29. 900～30. 300km 400 3, 000( 30. 2) 92. 31 91. 66 1. 50 龍野

142 揖保川 右 工作物 Ａ 宍粟市山崎町中広瀬 30. 200km 1ヶ 所 3, 000( 30. 2) 92. 31 91. 33 1. 50 龍野 宍粟橋( S9)

143 揖保川 右 堤防高 Ｂ 宍粟市山崎町中広瀬 30. 300～30. 700km 400 3, 000( 30. 6) 93. 37 93. 58 1. 50 龍野

144 揖保川 左 堤防高 Ｂ 宍粟市山崎町須賀沢 30. 300～30. 700km 400 3, 000( 30. 4) 93. 11 93. 56 1. 50 龍野

145 揖保川 右 堤防高 Ａ 宍粟市山崎町中広瀬 30. 700～30. 900km 200 3, 000( 30. 8) 94. 82 94. 25 1. 50 龍野

146 揖保川 左 堤防高 Ａ 宍粟市山崎町高所 30. 700～30. 900km 200 3, 000( 30. 8) 94. 82 94. 51 1. 50 龍野

147 揖保川 左 堤防断面 Ｂ 宍粟市山崎町高所 30. 700～30. 900km 200 3, 000( 30. 8) 94. 82 94. 51 1. 50 龍野

148 揖保川 右 堤防高 Ｂ 宍粟市山崎町中広瀬 30. 900～31. 300km 400 3, 000( 31. 0) 95. 31 96. 51 1. 50 龍野

149 揖保川 右 工作物 Ｂ 宍粟市山崎町中広瀬 31. 000km 1ヶ 所 3, 000( 31. 0) 95. 31 96. 51 1. 50 龍野 河東大橋( S46)

150 揖保川 左 堤防高 Ｂ 宍粟市山崎町高所 31. 100～31. 300km 200 3, 000( 31. 2) 95. 78 96. 78 1. 50 龍野
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直轄河川重要水防箇所箇所別調書 姫路河川国道事務所

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

図面 河川名 左右 種別 重要 地先名 距離杭 延長 対象と する 対 象 と す 現堤防高 計画堤 担 備考
象番 の 流　 　 　 量 流 量 を 現 余 裕 出張

(  ) は、 堤防高 道 に 流 し
対象距離杭 時 の 水 位

151 揖保川 左 堤防断面 Ｂ 宍粟市山崎町高所 31. 100～32. 100km 1000 2, 800( 31. 6) 98. 99 98. 66 1. 50 龍野

152 揖保川 右 堤防高 Ａ 宍粟市山崎町三津 31. 300～32. 100km 800 2, 800( 31. 8) 99. 32 98. 40 1. 50 龍野 無堤

153 揖保川 左 堤防高 Ａ 宍粟市山崎町高所 31. 300～31. 700km 400 2, 800( 31. 6) 98. 99 98. 66 1. 50 龍野

154 揖保川 左 堤防高 Ｂ 宍粟市山崎町高所 31. 700～32. 100km 400 2, 800( 32. 0) 99. 98 100. 54 1. 50 龍野

155 揖保川 右 堤防高 Ｂ 宍粟市山崎町三津 32. 100～32. 300km 200 2, 800( 32. 2) 100. 04 100. 10 1. 50 龍野

156 揖保川 右 工作物 Ａ 宍粟市山崎町神谷 32. 300km 1ヶ 所 2, 800( 32. 4) 103. 30 100. 68 1. 50 龍野 さ つき 大橋( S52)

157 揖保川 右 堤防高 Ａ 宍粟市山崎町三津 32. 300～33. 100km 800 2, 800( 32. 6) 103. 77 102. 26 1. 50 龍野

158 揖保川 左 堤防高 Ａ 宍粟市山崎町神谷 32. 300～32. 700km 400 2, 800( 32. 6) 103. 77 13. 59 1. 50 龍野

159 揖保川 左 堤防断面 Ｂ 宍粟市山崎町高所 32. 500～33. 900km 1, 400 2, 800( 33. 2) 105. 41 106. 90 1. 50 龍野

160 揖保川 左 堤防高 Ｂ 宍粟市山崎町神谷 32. 700～33. 900km 1, 200 2, 800( 33. 4) 106. 59 107. 93 1. 50 龍野

161 揖保川 右 堤防高 Ｂ 宍粟市山崎町五十波 33. 100～33. 700km 600 2, 800( 33. 4) 106. 59 107. 12 1. 50 龍野

162 揖保川 右 堤防高 Ｂ 宍粟市山崎町五十波 33. 900～34. 100km 200 2, 800( 34. 0) 108. 76 109. 94 1. 50 龍野

163 揖保川 右 水衝・ 洗掘 Ａ 宍粟市山崎町五十波 33. 900～34. 000km 100 2, 800( 34. 0) 108. 76 109. 94 1. 50 龍野

164 揖保川 右 堤防高 Ａ 宍粟市山崎町五十波 34. 100～34. 300km 200 2, 800( 34. 2) 110. 69 110. 67 1. 50 龍野

165 揖保川 左 堤防高 Ａ 宍粟市山崎町岸田 34. 100～34. 300km 200 2, 800( 34. 2) 110. 69 109. 67 1. 50 龍野

166 揖保川 左 堤防断面 Ａ 宍粟市山崎町岸田 34. 200～34. 500km 300 2, 800( 34. 4) 110. 86 111. 36 1. 50 龍野

167 揖保川 左 堤防高 Ｂ 宍粟市山崎町岸田 34. 300～34. 500km 200 2, 800( 34. 4) 110. 86 111. 36 1. 50 龍野

168 揖保川 右 堤防高 Ｂ 宍粟市山崎町五十波 34. 300～34. 500km 200 2, 800( 34. 4) 110. 86 111. 23 1. 50 龍野

169 揖保川 左 堤防断面 Ｂ 宍粟市山崎町岸田 34. 500～34. 600km 100 2, 800( 34. 6) 112. 88 112. 42 1. 50 龍野

170 揖保川 左 堤防断面 Ａ 宍粟市山崎町岸田 34. 600～35. 100km 500 2, 800( 35. 0) 115. 47 114. 65 1. 50 龍野

171 揖保川 左 堤防高 Ａ 宍粟市山崎町岸田 34. 500～34. 700km 200 2, 800( 34. 6) 112. 88 112. 42 1. 50 龍野

172 揖保川 右 堤防高 Ａ 宍粟市山崎町五十波 34. 500～34. 700km 200 2, 800( 34. 6) 112. 88 112. 03 1. 50 龍野

173 揖保川 右 堤防高 Ｂ 宍粟市山崎町五十波 34. 700～34. 900km 200 2, 800( 34. 8) 113. 50 113. 92 1. 50 龍野

174 揖保川 左 堤防高 Ｂ 宍粟市山崎町岸田 34. 700～34. 900km 200 2, 800( 34. 8) 113. 50 113. 79 1. 50 龍野

175 揖保川 左 堤防高 Ａ 宍粟市山崎町岸田 34. 900～35. 100km 200 2, 800( 35. 0) 115. 47 114. 65 1. 50 龍野

176 揖保川 右 工作物 Ｂ 宍粟市山崎町田井 35. 100km 1ヶ 所 2, 800( 35. 2) 116. 19 118. 07 1. 50 龍野 神河橋( H5)

177 揖保川 左 堤防高 Ｂ 宍粟市山崎町岸田 35. 100～35. 500km 400 2, 800( 35. 4) 116. 14 116. 40 1. 50 龍野

178 揖保川 左 堤防断面 Ｂ 宍粟市山崎町岸田 35. 200～35. 500km 300 2, 800( 35. 4) 116. 14 116. 40 1. 50 龍野

179 揖保川 左 水衝・ 洗掘 Ｂ 宍粟市山崎町岸田 35. 200～35. 300km 100 2, 800( 35. 2) 116. 19 116. 60 1. 50 龍野

180 揖保川 右 堤防高 Ａ 宍粟市山崎町田井 35. 300～36. 100km 800 2, 800( 35. 8) 119. 54 118. 41 1. 50 龍野

181 揖保川 左 水衝・ 洗掘 Ａ 宍粟市山崎町岸田 35. 300～35. 400km 100 2, 800( 35. 4) 116. 14 116. 40 1. 50 龍野

182 揖保川 左 堤防高 Ａ 宍粟市山崎町岸田 35. 500～36. 100km 600 2, 800( 35. 8) 119. 54 118. 58 1. 50 龍野
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

図面 河川名 左右 種別 重要 地先名 距離杭 延長 対象と する 対 象 と す 現堤防高 計画堤 担 備考
象番 の 流　 　 　 量 流 量 を 現 余 裕 出張

(  ) は、 堤防高 道 に 流 し
対象距離杭 時 の 水 位

183 揖保川 左 堤防断面 Ａ 宍粟市山崎町岸田 35. 500～35. 900km 400 2, 800( 35. 8) 119. 54 118. 58 1. 50 龍野

184 揖保川 左 水衝・ 洗掘 Ａ 宍粟市山崎町岸田 35. 800～35. 900km 100 2, 800( 35. 8) 119. 54 118. 58 1. 50 龍野

185 揖保川 左 堤防断面 Ｂ 宍粟市山崎町岸田 35. 900～36. 300km 400 2, 800( 36. 2) 120. 01 120. 03 1. 50 龍野

186 揖保川 右 堤防断面 Ｂ 宍粟市山崎町田井 35. 900～36. 100km 200 2, 800( 36. 0) 119. 71 119. 45 1. 50 龍野

187 揖保川 左 堤防高 Ｂ 宍粟市山崎町野々上 36. 100～36. 300km 200 2, 800( 36. 2) 120. 01 120. 03 1. 50 龍野

188 揖保川 右 堤防高 Ｂ 宍粟市山崎町田井 36. 300～36. 500km 200 2, 800( 36. 4) 121. 86 123. 08 1. 50 龍野

189 揖保川 左 堤防高 Ａ 宍粟市山崎町野々上 36. 300～36. 700km 400 2, 800( 36. 6) 123. 06 121. 19 1. 50 龍野

190 揖保川 左 堤防断面 Ａ 宍粟市山崎町野々上 36. 300～36. 500km 200 2, 800( 36. 4) 121. 86 121. 04 1. 50 龍野

191 揖保川 右 堤防高 Ａ 宍粟市山崎町田井 36. 500～36. 700km 200 2, 800( 36. 6) 123. 06 121. 53 1. 50 龍野 無堤

192 揖保川 左 工作物 Ａ 宍粟市山崎町野々上 36. 600km 1ヶ 所 2, 800( 36. 6) 123. 06 121. 19 1. 50 龍野 野田橋( S36)

193 揖保川 右 堤防高 Ｂ 宍粟市山崎町田井 36. 700～36. 900km 200 2, 800( 36. 8) 124. 74 125. 13 1. 50 龍野

194 揖保川 右 堤防高 Ｂ 宍粟市山崎町田井 37. 100～37. 300km 200 2, 800( 37. 2) 126. 77 127. 68 1. 50 龍野

195 揖保川 右 堤防高 Ａ 宍粟市山崎町田井 37. 300～37. 700km 400 2, 800( 37. 6) 129. 01 128. 12 1. 50 龍野

196 揖保川 左 堤防高 Ａ 宍粟市山崎町杉ケ瀬 37. 300～38. 300km 1000 2, 800( 37. 8) 130. 57 128. 74 1. 50 龍野 無堤

197 揖保川 左 工作物 Ａ 宍粟市山崎町杉ケ瀬 37. 400km 1ヶ 所 2, 800( 37. 4) 127. 43 125. 86 1. 50 龍野 井ケ瀬橋( S40)

198 揖保川 右 水衝・ 洗掘 Ａ 宍粟市山崎町与井 38. 000～38. 100km 100 2, 800( 38. 0) 130. 93 130. 54 1. 50 龍野

199 揖保川 右 堤防高 Ａ 宍粟市山崎町与井 38. 100～38. 300km 200 2, 800( 38. 0) 130. 93 130. 54 1. 50 龍野

200 揖保川 右 堤防高 Ａ 宍粟市山崎町与井 38. 300～38. 700km 400 2, 800( 38. 4) 132. 80 132. 38 1. 50 龍野

201 揖保川 左 堤防高 Ａ 宍粟市山崎町木ノ 谷 38. 400～39. 500km 1, 100 2, 800( 39. 0) 135. 38 134. 99 1. 50 龍野 無堤

202 揖保川 左 水衝・ 洗掘 Ａ 宍粟市山崎町木ノ 谷 38. 400～38. 500km 100 2, 800( 38. 4) 132. 80 132. 05 1. 50 龍野

203 揖保川 右 堤防高 Ａ 宍粟市山崎町木ノ 谷 38. 700～38. 900km 200 2, 800( 38. 8) 135. 24 133. 20 1. 50 龍野 無堤

204 揖保川 右 堤防高 Ａ 宍粟市山崎町清野 39. 100～39. 300km 200 2, 800( 39. 2) 137. 56 134. 68 1. 50 龍野

205 揖保川 右 堤防高 Ａ 宍粟市山崎町清野 39. 300～40. 100km 800 2, 800( 39. 4) 137. 77 136. 47 1. 50 龍野

206 揖保川 右 堤防高 Ｂ 宍粟市山崎町清野 40. 100～40. 300km 200 2, 800( 40. 2) 143. 17 143. 95 1. 50 龍野

207 揖保川 右 工作物 Ｂ 宍粟市山崎町清野 40. 400km 1ヶ 所 2, 800( 40. 4) 143. 67 145. 24 1. 50 龍野 清姫橋( S33)

208 揖保川 右 堤防高 Ｂ 宍粟市山崎町清野 40. 500～40. 900km 400 2, 800( 40. 6) 146. 18 146. 63 1. 50 龍野

209 揖保川 左 堤防高 Ｂ 宍粟市一宮町嶋田 40. 700～41. 100km 400 2, 800( 41. 0) 147. 95 149. 11 1. 50 龍野

210 揖保川 右 堤防断面 Ｂ 宍粟市山崎町清野 40. 700～40. 900km 200 2, 800( 40. 8) 146. 94 147. 33 1. 50 龍野

211 揖保川 左 水衝・ 洗掘 Ｂ 宍粟市一宮町嶋田 40. 800～40. 900km 100 2, 800( 40. 8) 146. 94 147. 80 1. 50 龍野

212 揖保川 左 堤防高 Ｂ 宍粟市一宮町嶋田 41. 300～41. 500km 200 2, 800( 41. 4) 150. 06 151. 45 1. 50 龍野

213 揖保川 左 堤防高 Ａ 宍粟市一宮町須行名 41. 700～41. 900km 200 2, 800( 41. 8) 153. 84 153. 60 1. 50 龍野

214 揖保川 左 堤防高 Ｂ 宍粟市一宮町須行名 41. 900～42. 500km 600 2, 800( 42. 2) 154. 75 155. 65 1. 50 龍野
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

図面 河川名 左右 種別 重要 地先名 距離杭 延長 対象と する 対 象 と す 現堤防高 計画堤 担 備考
象番 の 流　 　 　 量 流 量 を 現 余 裕 出張

(  ) は、 堤防高 道 に 流 し
対象距離杭 時 の 水 位

215 揖保川 左 堤防断面 Ｂ 宍粟市一宮町須行名 41. 900～42. 100km 200 2, 800( 42. 0) 154. 42 154. 76 1. 50 龍野

216 揖保川 右 工作物 Ａ 宍粟市一宮町閏賀 42. 400km 1ヶ 所 2, 800( 42. 4) 155. 36 161. 12 1. 50 龍野 名畑橋( S30)

217 揖保川 左 堤防断面 Ｂ 宍粟市一宮町名畑 42. 300～42. 700km 400 2, 800( 42. 6) 155. 75 157. 73 1. 50 龍野

218 揖保川 左 堤防高 Ｂ 宍粟市一宮町名畑 42. 900～43. 300km 400 2, 800( 43. 2) 159. 90 161. 22 1. 50 龍野

219 揖保川 左 堤防断面 Ｂ 宍粟市一宮町名畑 43. 100～43. 500km 400 2, 800( 43. 4) 160. 97 162. 63 1. 50 龍野

220 揖保川 右 堤防高 Ａ 宍粟市一宮町閏賀 43. 400～44. 500km 1, 100 2, 800( 43. 6) 161. 81 160. 05 1. 50 龍野

221 揖保川 左 堤防高 Ｂ 宍粟市一宮町安積 43. 700～43. 900km 200 2, 800( 43. 8) 164. 32 164. 68 1. 50 龍野

222 揖保川 左 堤防断面 Ｂ 宍粟市一宮町安積 43. 700～43. 900km 200 2, 800( 43. 8) 164. 32 164. 68 1. 50 龍野

223 揖保川 右 工作物 Ａ 宍粟市一宮町閏賀 44. 000km 1ヶ 所 2, 300( 44. 0) 165. 06 163. 12 1. 50 龍野 閏賀橋( S36)

224 揖保川 左 水衝・ 洗掘 Ｂ 宍粟市一宮町嶋田 44. 000～44. 100km 100 2, 300( 44. 0) 165. 06 167. 28 1. 50 龍野

225 揖保川 左 堤防高 Ａ 宍粟市一宮町安積 44. 100～44. 500km 400 2, 300( 44. 4) 167. 22 166. 22 1. 50 龍野

226 揖保川 左 堤防高 Ｂ 宍粟市一宮町安積 44. 500～44. 700km 200 2, 300( 44. 6) 167. 30 167. 48 1. 50 龍野

227 揖保川 右 堤防高 Ａ 宍粟市一宮町安積 44. 500～45. 500km 1, 000 1, 300( 45. 2) 172. 39 170. 47 1. 50 龍野

228 揖保川 左 堤防高 Ａ 宍粟市一宮町安積 44. 700～45. 100km 400 1, 300( 45. 0) 171. 78 171. 26 1. 50 龍野

229 揖保川 左 工作物 Ａ 宍粟市一宮町安積 44. 800km 1ヶ 所 2, 300( 44. 8) 168. 63 168. 04 1. 50 龍野 曲橋( S46)

230 揖保川 左 工作物 Ａ 宍粟市一宮町安積 44. 949km 1ヶ 所 1, 300( 45. 0) 171. 78 171. 26 1. 50 龍野 曲里頭首工

231 揖保川 左 工作物 Ａ 宍粟市一宮町安積 45. 000km 1ヶ 所 1, 300( 45. 0) 171. 78 171. 26 1. 50 龍野 安積橋( S6)

232 揖保川 右 堤防高 Ｂ 宍粟市一宮町安積 45. 500～45. 700km 200 1, 300( 45. 6) 175. 17 175. 25 1. 50 龍野

233 揖保川 左 堤防高 Ｂ 宍粟市一宮町安積 45. 500～45. 900km 400 1, 300( 45. 8) 177. 95 178. 32 1. 50 龍野

234 揖保川 右 工作物 Ｂ 宍粟市一宮町安積 45. 600km 1ヶ 所 1, 300( 45. 6) 175. 17 175. 25 1. 50 龍野 木坂橋( S39)

235 揖保川 右 堤防高 Ａ 宍粟市一宮町安積 45. 700～45. 900km 200 1, 300( 45. 8) 177. 95 177. 48 1. 50 龍野

236 揖保川 左 堤防高 Ａ 宍粟市一宮町安積 45. 900～46. 300km 400 1, 300( 46. 2) 179. 97 179. 41 1. 50 龍野

237 揖保川 左 堤防高 Ｂ 宍粟市一宮町安積 46. 300～46. 400km 100 1, 300( 46. 4) 183. 08 183. 34 1. 50 龍野
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭
図面対 河川名 左右岸 種別 重要度 地先名 距離杭 延長 対象と する 対象と す 現堤防高 計画堤防 担　 当 備考
象番号 の　 別 流　 　 　 量 流量を 現 余 裕 高 出張所

(  ) は、 堤防高 道に流し
対象距離杭 時の水位

1 引原川 右 堤防高 Ａ 宍粟市一宮町閏賀 44.800～44.900km 100 1,100(44.8) 169.14 168.58 1.50 龍野 無堤

2 引原川 右 堤防断面 Ｂ 宍粟市一宮町西安積 44.800～45.900km 1,100 1,100(44.8) 169.14 168.58 1.50 龍野 無堤

3 引原川 左 堤防高 Ａ 宍粟市一宮町西安積 44.800～44.900km 100 1,100(44.8) 169.14 167.92 1.50 龍野

4 引原川 右 堤防高 Ａ 宍粟市一宮町閏賀 44.900～45.300km 400 1,100(45.0) 170.32 169.52 1.50 龍野 無堤

5 引原川 左 堤防高 Ａ 宍粟市一宮町西安積 44.900～45.300km 400 1,100(45.0) 170.32 169.27 1.50 龍野 無堤

6 引原川 左 堤防断面 Ｂ 宍粟市一宮町安積 45.000～45.900km 900 1,100(45.6) 176.61 175.41 1.50 龍野 無堤

7 引原川 左 工作物 Ａ 宍粟市一宮町安積 45.200km 1ヶ所 1,100(45.2) 171.94 171.31 1.50 龍野 西安積橋(S35)

8 引原川 左 水衝・洗掘 Ａ 宍粟市一宮町安積 45.300～45.400km 100 1,100(45.4) 173.98 173.43 1.50 龍野

9 引原川 右 堤防高 Ａ 宍粟市一宮町西安積 45.300～45.900km 600 1,100(45.6) 176.47 173.66 1.50 龍野 無堤

10 引原川 左 堤防高 Ａ 宍粟市一宮町西安積 45.300～46.500km 1,200 1,100(46.0) 179.40 177.37 1.50 龍野 無堤

11 引原川 右 堤防高 Ａ 宍粟市一宮町西安積 46.300～46.500km 200 1,100(46.4) 182.48 181.88 1.50 龍野 無堤
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事　務　所　別　重　要　水　防　箇　所 龍野土木事務所    

番号
延長

（ｍ）
地　　名 危険理由

対策
工法

番号
延長

（ｍ）
地　　名 危険理由

対策
工法

番号
延長

（ｍ）
地　　名 危険理由

対策
工法

左

右 20 100
宍粟市一宮町百千家満
（砂出河原橋下流）

1-A　堤防断面 積土俵

左

右 21 450
宍粟市一宮町杉田
（杉田橋上下流）

1-B　堤防高 積土俵

左 22 200
宍粟市波賀町谷
（谷橋上流）

1-A　堤防断面 積土俵

右

左 23 200
宍粟市波賀町原
（原橋上流）

1-A　堤防断面 積土俵

右

左 2 400

右 1 100 1 450

要 注 意 箇 所

揖保川 揖保川

水系名 河川名

引原川

次 に 重 要 な 箇 所

揖保川 引原川

揖保川

揖保川 引原川

左
右
岸

水 防 上 最 も 重 要 な 箇 所

合計
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箇所
番号

事務所名 大字 字 危険度

危険
地区
面積
[ha]

保安林
等

227-001 光都農林 山崎町下比地 湯谷ヶ口 A 3.79 無
227-002 光都農林 山崎町段 観音谷 A 2.6 無
227-003 光都農林 山崎町土万 小保木 A 7.04 無
227-004 光都農林 山崎町土万 山根 C 4.24 無
227-005 光都農林 山崎町塩山 加賀須 A 3.6 無
227-006 光都農林 山崎町大沢 河内 A 6.16 無
227-007 光都農林 山崎町大沢 野々谷 A 9.95 有
227-008 光都農林 山崎町小茅野 ニラ畑 B 6.42 無
227-009 光都農林 山崎町小茅野 宮ノ下 B 24.09 無
227-010 光都農林 山崎町小茅野 上月 A 8.03 無
227-011 光都農林 山崎町塩山 赤坂 A 5.63 無
227-012 光都農林 山崎町土万 サコ山 A 16.58 有
227-013 光都農林 山崎町塩田 籠桶 C 4.7 有
227-014 光都農林 山崎町青木 向イ谷 A 7.28 有
227-015 光都農林 山崎町塩田 成岡 A 3.93 無
227-016 光都農林 山崎町塩田 北谷口 A 8.47 無
227-017 光都農林 山崎町塩田 政所 A 5.3 無
227-018 光都農林 山崎町塩田 木戸 A 2.34 無
227-019 光都農林 山崎町青木 廻り谷 A 29.3 有
227-020 光都農林 山崎町青木 槙谷 A 6.66 無
227-021 光都農林 山崎町青木 三田ノ上 A 9.16 無
227-022 光都農林 山崎町高下 大谷 A 6.31 無
227-023 光都農林 山崎町高下 管本 A 16.16 有
227-024 光都農林 山崎町高下 米山 B 4.45 無
227-025 光都農林 山崎町市場 法津 C 5.69 無
227-026 光都農林 山崎町加生 奥ノ谷山 B 8.57 有
227-027 光都農林 山崎町上寺 雨ノ鼻 A 3.25 有
227-028 光都農林 山崎町上寺 雨ノ鼻 A 9.07 有
227-029 光都農林 山崎町上牧谷 高下 C 2.11 無
227-030 光都農林 山崎町東下野 西田 A 22.55 有
227-031 光都農林 山崎町東下野 井口 A 16.09 無
227-032 光都農林 山崎町中野 三度佐 A 9.19 有
227-033 光都農林 山崎町中野 宮ノ元 A 2.81 有
227-034 光都農林 山崎町上ノ 老後 A 16.69 有
227-035 光都農林 山崎町上ノ 田ノ上 A 34.89 有
227-036 光都農林 山崎町上ノ 川原山口 B 21.12 有
227-037 光都農林 山崎町上ノ 上ノ山 A 36.79 無
227-038 光都農林 山崎町中野 権現 A 10.24 無
227-039 光都農林 山崎町東下野 ナサラベ B 2.99 無
227-040 光都農林 山崎町上牧谷 糸崎 A 3.65 無
227-041 光都農林 山崎町片山 山根 A 7.37 無
227-042 光都農林 山崎町生谷 東法師ヶ谷 A 3.08 有
227-043 光都農林 山崎町三津 北山 A 6.89 有
227-044 光都農林 山崎町五十波 大畑 A 8.03 有
227-045 光都農林 山崎町五十波 才の元 A 2.02 無
227-046 光都農林 山崎町田井 妙慶谷 C 2.52 無
227-047 光都農林 山崎町田井 菖蒲谷 A 28.54 有
227-048 光都農林 山崎町田井 宮ノ谷 A 15.71 有
227-049 光都農林 山崎町清野 長谷 A 5.18 無
227-050 光都農林 山崎町杉ヶ瀬 クシケ谷 A 25.49 無
227-051 光都農林 山崎町矢原 宮ノ谷 A 10.96 無
227-052 光都農林 山崎町中 中山 C 0.78 無
227-053 光都農林 山崎町三谷 道上 A 4.78 無
227-054 光都農林 山崎町須賀沢 非尼谷 A 1.04 無
227-055 光都農林 山崎町川戸 上ノ山 B 4.75 有
227-056 光都農林 山崎町川戸 上ノ山 A 10.02 有
227-057 光都農林 山崎町宇原 堰山 B 2.79 有
227-058 光都農林 山崎町母栖 上ノ山 B 7.78 無
227-059 光都農林 山崎町塩山 宮ノ段 A 2.08 無
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227-060 光都農林 山崎町段 亀ノ尾 A 6.04 無
227-061 光都農林 山崎町葛根 畑尻の上 B 13.73 無
227-062 光都農林 山崎町元山崎 上ノ山 B 0.72 無
227-063 光都農林 山崎町三谷 淡路 A 8.56 有
227-064 光都農林 一宮町閏賀 高畑 A 7.91 有
227-065 光都農林 一宮町深河谷 弥治郎　谷山 B 11.42 有
227-066 光都農林 一宮町深河谷 上工谷 A 15.12 無
227-067 光都農林 一宮町西深 上ノ山 A 32.87 有
227-068 光都農林 一宮町西深 小田 A 0.03 有
227-069 光都農林 一宮町河原田 釜河内 A 9.88 有
227-070 光都農林 一宮町三方町 城山 B 17.59 無
227-071 光都農林 一宮町公文 峡 B 5.42 有
227-072 光都農林 一宮町百千家満 寺垣内 C 2.25 無
227-073 光都農林 一宮町倉床 生身 A 4.78 有
227-074 光都農林 一宮町黒原 西坂谷 B 3.4 有
227-075 光都農林 一宮町黒原 丑ノ谷 A 2.71 無
227-076 光都農林 一宮町上岸田 戸谷 A 9.91 無
227-077 光都農林 一宮町上岸田 松葉谷 A 2.41 無
227-078 光都農林 一宮町福中 イシコロビ A 5.83 無
227-079 光都農林 一宮町草木 西家の上 B 5.78 無
227-080 光都農林 一宮町千町 浦山 A 20.64 無
227-081 光都農林 一宮町福知 田ノ小屋 A 34.55 有
227-082 光都農林 一宮町福知 登り A 8.63 有
227-083 光都農林 一宮町福知 向ヒ山 A 6.81 有
227-084 光都農林 一宮町福知 長山 B 4.49 無
227-085 光都農林 一宮町生栖 梶原 A 22.45 有
227-086 光都農林 一宮町安積 曲里山 A 62.61 有
227-087 光都農林 一宮町下野田 トチノ元 A 48.14 有
227-088 光都農林 一宮町東市場 人ツ山 A 17.36 無
227-089 光都農林 一宮町黒原 ホウ山 A 5.89 無
227-090 光都農林 一宮町深河谷 川永 A 18.79 無
227-091 光都農林 一宮町西深 垣見口 C 7.2 有
227-092 光都農林 波賀町日見谷 ホラ谷 A 11.19 無
227-093 光都農林 波賀町日見谷 ホキ A 9.05 無
227-094 光都農林 波賀町小野 タヌキヨ A 9.26 無
227-095 光都農林 波賀町小野 段林 A 18.72 無
227-096 光都農林 波賀町小野 向ヒ山 B 2.5 無
227-097 光都農林 波賀町小野 ヒナ山 A 11.37 無
227-098 光都農林 波賀町安賀 空林 A 19.16 無
227-099 光都農林 波賀町安賀 宮ノ上 B 1.15 無
227-100 光都農林 波賀町斉木 漆谷 C 3.44 有
227-101 光都農林 波賀町原 宮ノ谷 A 19.87 有
227-102 光都農林 波賀町原 トチサコ A 2.74 有
227-103 光都農林 波賀町原 西ニレンジ C 7.06 有
227-104 光都農林 波賀町鹿伏 植木 B 5.49 無
227-105 光都農林 波賀町鹿伏 セイキ C 2.45 有
227-106 光都農林 波賀町戸倉 スガ町 C 4.99 無
227-107 光都農林 波賀町戸倉 スガ町 A 10.19 有
227-108 光都農林 波賀町戸倉 宮ノ後 B 5.75 無
227-109 光都農林 波賀町戸倉 上向山 B 3.63 無
227-110 光都農林 波賀町道谷 町通り A 7.51 有
227-111 光都農林 波賀町道谷 畑ヶ谷 A 6.04 無
227-112 光都農林 波賀町戸倉 杉谷 A 11.47 有
227-113 光都農林 波賀町鹿伏 鶴ヶ岡 A 3.4 無
227-114 光都農林 波賀町鹿伏 堂山 B 3.74 無
227-115 光都農林 波賀町鹿伏 カイサコ A 3.73 有
227-116 光都農林 波賀町引原 三久安 A 8.03 有
227-117 光都農林 波賀町日ノ原 大曲り A 22.86 無
227-118 光都農林 波賀町日ノ原 二連瀬 A 11.48 有
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227-119 光都農林 波賀町原 防垣内 B 6.49 有
227-120 光都農林 波賀町原 権現 B 1.44 有
227-121 光都農林 波賀町原 権現 A 3.68 無
227-122 光都農林 波賀町野尻 向山 A 15.33 有
227-123 光都農林 波賀町皆木 白口 A 30.63 無
227-124 光都農林 波賀町上野 徳長 A 3.34 無
227-125 光都農林 波賀町上野 城 B 2.49 無
227-126 光都農林 波賀町谷 溝野山 A 12.07 有
227-127 光都農林 波賀町谷 中山 A 9.07 無
227-128 光都農林 波賀町谷 東山 A 5.51 無
227-129 光都農林 波賀町今市 森の前 B 1.24 無
227-130 光都農林 波賀町鹿伏 清木 A 7.73 有
227-131 光都農林 千種町下河野 宮ノ下 A 11.31 無
227-132 光都農林 千種町室 奥 C 1.47 無
227-133 光都農林 千種町西山 土井 B 7 無
227-134 光都農林 千種町西山 門前 B 3.17 無
227-135 光都農林 千種町西山 花尻 B 6.91 無
227-136 光都農林 千種町西山 垣内 A 4.28 無
227-137 光都農林 千種町千草 木ノ原 A 7.01 無
227-138 光都農林 千種町西河内 高保木 B 17.62 無
227-139 光都農林 千種町河内 水木 B 4.97 無
227-140 光都農林 千種町河内 下田 A 4.4 無
227-141 光都農林 千種町岩野辺 森脇 B 7.61 有
227-142 光都農林 千種町岩野辺 室谷 C 12.76 有
227-143 光都農林 千種町岩野辺 高山 C 2.58 有
227-144 光都農林 千種町岩野辺 山田 C 4.44 無
227-145 光都農林 千種町黒土 道ノ上 A 15.76 無
227-146 光都農林 千種町鷹巣 棟山 C 2.46 無
227-147 光都農林 千種町鷹巣 村ノ内 A 8.9 無
227-148 光都農林 千種町鷹巣 村ノ岡 A 1.35 無
227-149 光都農林 千種町下河野 井筒元 A 6.2 有
227-150 光都農林 千種町岩野辺 円の元 C 0.15 無
227-151 光都農林 千種町鷹巣 谷口 B 6.77 有
227-152 光都農林 山崎町梯 毛剃 A 21.26 有
227-153 光都農林 山崎町上ノ 老後下 B 17.45 有
227-154 光都農林 山崎町与位 シカキ谷 B 24.36 有
227-155 光都農林 山崎町五十波 大畑 C 11.86 有
227-156 光都農林 一宮町草木 向山 A 7.76 無
227-157 光都農林 一宮町横山 上ミ谷 C 8.87 有
227-158 光都農林 一宮町安積 本谷 C 9 有
227-159 光都農林 一宮町能倉 地ゴク谷 C 3.04 有
227-160 光都農林 一宮町上岸田 滝山 B 9.84 無
227-161 光都農林 波賀町上野 中谷 C 2.72 有
227-162 光都農林 波賀町上野 墓地 C 13.77 有
227-163 光都農林 波賀町上野 上東山 B 5.53 有
227-164 光都農林 一宮町上野田 打呑口 B 6.66 有
227-165 光都農林 波賀町有賀 長谷 A 6.56 無
227-166 光都農林 千種町千草 上谷 B 18.94 無
227-199 光都農林 一宮町深河谷 ユリ上ヱ A 7.31 有
227-203 光都農林 一宮町福知 白口向ヒ C 4.9 有
227-204 光都農林 一宮町福知 白口向ヒ A 7.98 有
227-214 光都農林 千種町七野 西谷 B 20 無
227-215 光都農林 波賀町今市 上ミ山 B 5.29 無
227-250 光都農林 千種町七野 山根 B 1.18 無
227-251 光都農林 千種町七野 向河原 B 2.5 有
227-252 光都農林 山崎町土万 サコ山 C 1.09 無
227-253 光都農林 千種町岩野辺 柳谷 B 6.25 無
227-254 光都農林 一宮町福知 南 B 4.14 無
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227-001 光都農林 山崎町下比地 下谷 A 0.366 610 有
227-002 光都農林 山崎町下比地 子の谷 A 0.33 550 有
227-003 光都農林 山崎町下比地 湯屋ヶ口 A 0.312 520 有
227-004 光都農林 山崎町上比地 砂理谷 A 0.702 780 有
227-005 光都農林 山崎町金谷 亀ヶ尾 B 0.039 130 無
227-006 光都農林 山崎町段 観音谷 B 0.12 200 有
227-007 光都農林 山崎町春安 鎌谷 A 0.24 400 無
227-008 光都農林 山崎町春安 大谷 A 0.51 850 有
227-009 光都農林 山崎町木谷 北水ヶ谷 A 0.864 960 無
227-010 光都農林 山崎町高下 保工 A 0.324 540 有
227-011 光都農林 山崎町高下 間所 A 0.204 340 無
227-012 光都農林 山崎町高下 平 A 0.348 580 無
227-013 光都農林 山崎町高下 皆森 A 0.444 740 無
227-014 光都農林 山崎町高下 助森 A 0.354 590 有
227-015 光都農林 山崎町高下 助森 A 0.702 780 有
227-016 光都農林 山崎町青木 若狭 A 0.936 1040 無
227-017 光都農林 山崎町土万 大谷 B 0.102 170 無
227-018 光都農林 山崎町塩山 デンショボ B 0.459 510 有
227-019 光都農林 山崎町塩山 平 B 0.084 280 無
227-020 光都農林 山崎町大沢 谷ノ奥 A 0.504 560 有
227-021 光都農林 山崎町大沢 差の谷 A 1.608 1340 有
227-022 光都農林 山崎町塩山 神子谷 A 0.36 600 有
227-023 光都農林 山崎町土万 カトロ B 0.354 590 無
227-024 光都農林 山崎町土万 高尾上山 B 0.222 370 有
227-025 光都農林 山崎町土万 キノミ C 0.099 110 有
227-026 光都農林 山崎町土万 ゴンゲン A 0.204 340 有
227-027 光都農林 山崎町葛根 小矢野東平 C 0.405 450 有
227-028 光都農林 山崎町葛根 峠 B 2.088 1740 有
227-029 光都農林 山崎町青木 向ノ谷 A 0.477 530 有
227-030 光都農林 山崎町青木 井塚 A 7.83 870 無
227-031 光都農林 山崎町青木 宮ノ谷 A 0.621 690 無
227-032 光都農林 山崎町青木 角ヶ谷 A 0.42 700 無
227-033 光都農林 山崎町高下 大谷 A 0.585 650 無
227-034 光都農林 山崎町高下 広岡 A 0.24 400 有
227-035 光都農林 山崎町高下 谷 A 0.252 420 無
227-036 光都農林 山崎町高下 米山 A 0.27 450 無
227-037 光都農林 山崎町市場 百枝月 A 0.342 570 無
227-038 光都農林 山崎町加生 外輪谷山 A 0.306 510 有
227-039 光都農林 山崎町加生 上ノ山 A 0.204 340 無
227-040 光都農林 山崎町門前 上ノ山 A 0.204 340 有
227-041 光都農林 山崎町上寺 雨ヶ鼻 B 0.108 180 有
227-042 光都農林 山崎町下町 コニケ谷 A 0.369 410 無
227-043 光都農林 山崎町上牧谷 高下 B 0.648 720 有
227-044 光都農林 山崎町東下野 西田 A 0.36 400 有
227-045 光都農林 山崎町中野 矢柄 A 0.558 620 無
227-046 光都農林 山崎町中野 宮ノ元 A 0.396 440 有
227-047 光都農林 山崎町上ノ 小和田 A 0.621 690 有
227-048 光都農林 山崎町上ノ 白井谷 A 0.765 850 有
227-049 光都農林 山崎町上ノ 明延 A 0.468 390 有
227-050 光都農林 山崎町中野 山ノ上 A 1.74 1450 有
227-051 光都農林 山崎町中野 権現 A 0.684 760 有
227-052 光都農林 山崎町東下野 ナサラベ A 1.062 1180 有
227-053 光都農林 山崎町大谷 北畑 A 2.325 1550 有
227-054 光都農林 山崎町片山 山根 A 0.21 350 有
227-055 光都農林 山崎町宇野 谷口 A 0.654 1090 無
227-056 光都農林 山崎町宇野 東山 B 0.228 380 無
227-057 光都農林 山崎町生谷 西法師ヶ谷 B 1.536 1280 有
227-058 光都農林 山崎町梯 西山 B 0.27 450 有
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227-059 光都農林 山崎町梯 北山 B 0.306 510 有
227-060 光都農林 山崎町五十波 宮山 A 0.348 580 有
227-061 光都農林 山崎町与位 奥谷 A 0.963 1070 有
227-062 光都農林 山崎町与位 頃谷山 A 2.88 1920 有
227-063 光都農林 山崎町与位 北山 A 0.558 620 有
227-064 光都農林 山崎町与位 黒尾山 B 1.788 1490 有
227-065 光都農林 山崎町母栖 トンゴネ A 0.945 630 有
227-066 光都農林 山崎町野々上 本谷 A 1.416 1180 有
227-067 光都農林 山崎町野々上 寺谷 A 1.068 890 無
227-068 光都農林 山崎町野々上 妙見谷 A 0.657 730 無
227-069 光都農林 山崎町岸田 カシ谷 A 0.312 520 有
227-070 光都農林 山崎町神谷 森谷 A 0.864 960 無
227-071 光都農林 山崎町神谷 森谷 A 0.33 550 無
227-072 光都農林 山崎町三谷 寺谷 A 1.956 1630 無
227-073 光都農林 山崎町三谷 ツヅラ谷 A 0.6 1000 有
227-074 光都農林 山崎町川戸 上ノ山 A 0.297 330 有
227-075 光都農林 山崎町宇原 禪師ヶ谷 A 0.486 810 有
227-076 光都農林 山崎町高下 西山 B 0.924 770 有
227-077 光都農林 山崎町塩山 木野見 A 0.54 900 有
227-078 光都農林 山崎町下町 戸敷 B 0.264 440 無
227-079 光都農林 山崎町三谷 淡路 B 0.8325 1110 有
227-080 光都農林 山崎町塩田 籠桶 C 0.696 1160 無
227-081 光都農林 山崎町下町 与泰寺 A 0.975 1300 無
227-082 光都農林 山崎町木ノ谷 畑ノ谷 B 0.234 390 無
227-083 光都農林 山崎町土万 両歩谷 C 0.126 210 無
227-084 光都農林 山崎町土万 市場 B 0.06 100 無
227-085 光都農林 山崎町段 西山 C 0.708 1180 有
227-086 光都農林 山崎町下町 権現 B 0.114 190 無
227-087 光都農林 山崎町大沢 丸山 B 0.0486 30 無
227-088 光都農林 山崎町塩山 平 C 0.5508 340 無
227-089 光都農林 山崎町葛根 小矢野東平 B 0.324 200 有
227-090 光都農林 山崎町大谷 坂手 C 0.081 50 無
227-091 光都農林 山崎町川戸 川戸 B 0.081 90 有
227-092 光都農林 一宮町閏賀 三尾 A 1.236 1030 有
227-093 光都農林 一宮町西安積 上ケ市山 A 0.492 820 有
227-094 光都農林 一宮町西安積 上ケ市山 A 0.468 780 有
227-095 光都農林 一宮町西安積 大道山 A 2.775 1850 有
227-096 光都農林 一宮町深河谷 松崎山 A 0.621 690 有
227-097 光都農林 一宮町深河谷 金山末 A 0.828 920 有
227-098 光都農林 一宮町深河谷 下河原 A 0.162 270 無
227-099 光都農林 一宮町西深 池田 A 0.576 640 有
227-100 光都農林 一宮町西深 下上ノ山 A 0.9 1000 有
227-101 光都農林 一宮町西深 岡常 A 0.396 660 有
227-102 光都農林 一宮町福野 テラタニ A 1.116 620 有
227-103 光都農林 一宮町福野 ウエヤマ A 1.02 850 有
227-104 光都農林 一宮町河原田 西奥 A 1.392 1160 無
227-105 光都農林 一宮町河原田 段 B 0.12 200 無
227-106 光都農林 一宮町河原田 石飛 C 0.246 410 無
227-107 光都農林 一宮町公文 上高下 A 0.558 620 無
227-108 光都農林 一宮町公文 大畑ケ B 0.243 270 無
227-109 光都農林 一宮町公文 肥土 B 0.15 250 無
227-110 光都農林 一宮町横山 月谷 B 0.603 670 無
227-111 光都農林 一宮町倉床 青菜 B 4.248 2360 有
227-112 光都農林 一宮町倉床 生身 A 1.467 1630 有
227-113 光都農林 一宮町黒原 奥太谷 A 1.332 1480 有
227-114 光都農林 一宮町黒原 松山 A 0.204 340 有
227-115 光都農林 一宮町黒原 東坂谷 A 0.216 240 有
227-116 光都農林 一宮町黒原 丑ノ谷 A 0.936 780 無
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227-117 光都農林 一宮町上岸田 戸谷 A 1.341 1490 無
227-118 光都農林 一宮町百千家満 坂ノ谷 A 0.9 1000 無
227-119 光都農林 一宮町三方町 地獄谷 A 1.26 700 有
227-120 光都農林 一宮町三方町 井ノ谷 A 0.39 650 有
227-121 光都農林 一宮町千町 大谷 C 6.096 2540 有
227-122 光都農林 一宮町福知 高取り A 0.567 630 無
227-123 光都農林 一宮町福知 藪 B 3.6126 2230 有
227-124 光都農林 一宮町福知 東 A 1.68 1400 有
227-125 光都農林 一宮町福知 空 A 1.296 1080 有
227-126 光都農林 一宮町生栖 梶原 A 0.621 690 有
227-127 光都農林 一宮町生栖 平石 A 0.747 830 有
227-128 光都農林 一宮町生栖 ユリ A 1.8 1500 有
227-129 光都農林 一宮町安積 本谷 A 1.488 1240 有
227-130 光都農林 一宮町下野田 平戸 A 0.585 650 有
227-131 光都農林 一宮町能倉 山根 A 1.485 990 有
227-132 光都農林 一宮町能倉 西山 A 1.86 1240 有
227-133 光都農林 一宮町東河内 山田堂ケ市 A 0.852 710 無
227-134 光都農林 一宮町東河内 山田岡ノ上 A 2.445 1630 有
227-135 光都農林 一宮町東河内 林 A 4.656 1940 有
227-136 光都農林 一宮町公文 中山 A 0.828 920 有
227-137 光都農林 一宮町東河内 中山 A 2.256 1880 有
227-138 光都農林 一宮町東河内 秋曽 A 0.792 880 有
227-139 光都農林 一宮町安黒 湯ノ郷 A 0.666 740 無
227-140 光都農林 一宮町福野 ヲウエガイチ B 0.1305 290 無
227-141 光都農林 一宮町黒原 東坂谷 C 0.216 240 無
227-142 光都農林 一宮町東河内 日城 A 0.684 570 有
227-143 光都農林 一宮町千町 奥田谷 B 0.81 900 有
227-144 光都農林 一宮町横山 板屋 B 0.144 240 無
227-145 光都農林 一宮町公文 下金屋 A 0.5022 310 有
227-146 光都農林 一宮町生栖 塚ノ元 A 0.6642 410 無
227-147 光都農林 一宮町千町 林 B 0.1458 90 有
227-148 光都農林 一宮町黒原 東坂谷 A 1.0854 670 有
227-149 光都農林 一宮町東市場 岡城山 C 0.324 200 有
227-150 光都農林 一宮町能倉 打呑口 A 0.972 600 有
227-151 光都農林 波賀町小野 アカタマ A 1.701 1050 無
227-152 光都農林 波賀町小野 井ノ谷 B 0.054 90 無
227-153 光都農林 波賀町安賀 白滝 B 0.846 940 無
227-154 光都農林 波賀町安賀 一ノ谷 A 0.459 510 無
227-155 光都農林 波賀町斉木 ソマ谷 A 1.092 910 有
227-156 光都農林 波賀町原 宮ノ谷 A 0.21 350 有
227-157 光都農林 波賀町引原 三久安 C 0.552 460 有
227-158 光都農林 波賀町原 トチサコ B 0.138 230 有
227-159 光都農林 波賀町鹿伏 植木 A 0.288 480 無
227-160 光都農林 波賀町鹿伏 セイキ B 2.115 2350 有
227-161 光都農林 波賀町戸倉 スガ町 C 0.162 180 有
227-162 光都農林 波賀町道谷 六朗谷 A 2.088 2320 有
227-163 光都農林 波賀町道谷 町通り A 4.428 410 有
227-164 光都農林 波賀町道谷 アリヤス B 0.444 740 無
227-165 光都農林 波賀町道谷 惣屋敷 A 1.272 1060 有
227-166 光都農林 波賀町鹿伏 奥山 B 1.008 1680 有
227-167 光都農林 波賀町鹿伏 平桑モミヤマ A 0.531 590 有
227-168 光都農林 波賀町原 トチサコ B 0.36 400 有
227-169 光都農林 波賀町皆木 大谷 B 0.45 750 有
227-170 光都農林 波賀町上野 徳長 B 0.768 640 有
227-171 光都農林 波賀町上野 大榎 A 0.48 800 無
227-172 光都農林 波賀町上野 南垣内 A 0.549 610 有
227-173 光都農林 波賀町谷 溝野山 A 0.819 910 有
227-174 光都農林 波賀町鹿伏 平桑 A 2.445 1630 有
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227-175 光都農林 波賀町鹿伏 平桑 A 0.456 760 有
227-176 光都農林 波賀町戸倉 宮ノ後 C 0.102 170 無
227-177 光都農林 波賀町上野 下滝ヶ畑 B 0.045 50 有
227-178 光都農林 波賀町原 大将 A 0.549 610 有
227-179 光都農林 波賀町斉木 ハカサカ B 0.324 200 有
227-180 光都農林 波賀町原 ウツノミ B 0.3402 210 無
227-181 光都農林 波賀町原 ウルシ谷 A 0.5184 320 有
227-182 光都農林 波賀町引原 三久安 C 0.5022 310 無
227-183 光都農林 千種町七野 西谷 B 1.8468 1140 有
227-184 光都農林 千種町室 清水 A 1.08 900 無
227-185 光都農林 千種町西山 岩吹 B 1.593 1770 有
227-186 光都農林 千種町西河内 上ノ山 A 0.528 880 有
227-187 光都農林 千種町西河内 寺谷 A 1.368 2280 有
227-188 光都農林 千種町西河内 千ノ尾 C 0.264 440 無
227-189 光都農林 千種町河内 寺谷 A 0.546 910 有
227-190 光都農林 千種町河内 テラタニ A 1.068 1780 有
227-191 光都農林 千種町河内 川井 A 0.426 710 有
227-192 光都農林 千種町河呂 山平 A 0.414 690 無
227-193 光都農林 千種町岩野辺 高谷 A 0.636 1060 有
227-194 光都農林 千種町岩野辺 室谷 A 0.981 1090 有
227-195 光都農林 千種町岩野辺 荒尾 A 0.504 840 有
227-196 光都農林 千種町下河野 揃木 A 0.774 860 有
227-197 光都農林 千種町下河野 岡 A 0.81 900 有
227-198 光都農林 千種町下河野 下田 C 0.414 460 有
227-199 光都農林 千種町下河野 阿踏 B 0.486 540 有
227-200 光都農林 山崎町高下 保工 B 0.2754 170 無
227-201 光都農林 山崎町高下 池ノ谷 A 0.06 200 無
227-202 光都農林 一宮町杉田 トチガクボ A 1.863 1150 有
227-203 光都農林 山崎町五十波 大畑 A 0.3 500 無
227-204 光都農林 一宮町伊和 滝ノ内 A 1.233 1370 有
227-205 光都農林 千種町下河野 戌ヶ谷 A 0.696 1160 有
227-206 光都農林 一宮町三方町 下モ田 A 0.675 750 有
227-207 光都農林 千種町下河野 猶原 A 0.045 50 無
227-208 光都農林 千種町下河野 竹内 A 0.348 580 有
227-209 光都農林 一宮町百千家満 青木 A 0.51 850 有
227-210 光都農林 一宮町百千家満 菖蒲ヶ谷 A 1.008 1120 有
227-211 光都農林 一宮町深河谷 大サコ山 A 0.372 310 有
227-212 光都農林 一宮町横山 水船 C 0.234 260 有
227-213 光都農林 一宮町福中 キドコ山１ A 0.189 210 有
227-214 光都農林 一宮町福中 キドコ山 A 0.333 370 有
227-215 光都農林 千種町下河野 宮ノ下 A 0.657 730 無
227-216 光都農林 千種町七野 寺ノ前 A 0.297 330 有
227-217 光都農林 山崎町上牧谷 アガタ B 0.12 200 有
227-218 光都農林 一宮町上岸田 鐘鋳場 B 0.042 140 有
227-219 光都農林 一宮町上岸田 鐘鋳場 B 0.06 200 有
227-220 光都農林 一宮町上岸田 鐘鋳場 B 0.072 240 有
227-221 光都農林 一宮町千町 ヲソゴエ B 0.513 570 有
227-222 光都農林 一宮町千町 奥田谷 C 0.678 1130 有
227-223 光都農林 一宮町東公文 丑神 A 0.072 240 有
227-224 光都農林 一宮町東公文 丑神 A 0.087 290 有
227-225 光都農林 千種町七野 寺ノ前 A 1.017 1130 有
227-226 光都農林 千種町河呂 高下 A 0.066 110 有
227-227 光都農林 一宮町井内 クソ原 C 0.156 260 有
227-228 光都農林 一宮町福知 ヨシノ A 0.09 300 有
227-229 光都農林 一宮町横山 大坪 B 0.036 120 有
227-230 光都農林 一宮町生栖 塚ノ元 B 0.222 370 有
227-231 光都農林 一宮町生栖 柴 A 0.912 760 有
227-232 光都農林 一宮町千町 向ヒ B 0.132 220 有
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227-233 光都農林 山崎町大谷 向林 A 0.12 200 有
227-234 光都農林 一宮町倉床 板屋 B 0.204 340 無
227-235 光都農林 一宮町黒原 山出 B 0.09 150 無
227-236 光都農林 一宮町黒原 一ノ谷 B 0.318 530 無
227-237 光都農林 一宮町閏賀 三尾2 B 0.22 370 無
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227-001 光都農林 一宮町生栖 下モ山 B 64 有
227-002 光都農林 一宮町生栖 栃ヶ磯 C 11 有
227-003 光都農林 一宮町深河谷 ヤケハタ山 C 8 有
227-004 光都農林 一宮町福知 熊原 C 90 無
227-005 光都農林 一宮町深河谷 弥治朗谷 B 53 無
227-006 光都農林 一宮町富土野 坂谷山 B 43 有
227-007 光都農林 波賀町引原 三久安 C 39 無
227-008 光都農林 波賀町引原 高山 C 26 無
227-009 光都農林 波賀町戸倉 兵坂 C 14 無

県治山課所管地すべり危険地区一覧表（H26.3.31現在）
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　　急傾斜地崩壊危険箇所等（Ⅰ･･･人家５戸以上等の箇所）

傾斜度 延長 高さ
（度） （ｍ） （ｍ）

自然 （山）1 清野 宍粟市 山崎町清野 34 230 120
自然 （山）2 与位 宍粟市 山崎町与位 35 300 70
自然 （山）3 田井（1） 宍粟市 山崎町田井 32 480 190
自然 （山）4 杉ヶ瀬 宍粟市 山崎町杉ヶ瀬 31 100 80
自然 （山）5 野々上 宍粟市 山崎町野々上 39 200 40
自然 （山）6 田井（2） 宍粟市 山崎町田井 36 720 330
自然 （山）7 五十波（1） 宍粟市 山崎町五十波 37 170 90
自然 （山）8 矢原 宍粟市 山崎町矢原 35 300 100
自然 （山）9 神谷 宍粟市 山崎町神谷 35 120 70
自然 （山）10 三谷 宍粟市 山崎町三谷 41 310 70
自然 （山）11 中 宍粟市 山崎町中 37 180 60
自然 （山）12 出石 宍粟市 山崎町須賀沢出石 35 370 50
自然 （山）13 梯 宍粟市 山崎町梯 37 270 60
自然 （山）14 五十波（2） 宍粟市 山崎町五十波 39 270 80
自然 （山）15 三津 宍粟市 山崎町三津 41 200 130
自然 （山）16 山崎（2） 宍粟市 山崎町中野宮ノ北 30 250 190
自然 （山）17 山崎（3） 宍粟市 山崎町上ノ上ノ下 34 100 150
自然 （山）18 山崎（4） 宍粟市 山崎町上ノ上ノ上 30 270 150
自然 （山）19 宮ノ元 宍粟市 山崎町中野宮ノ元 35 220 50
自然 （山）20 中野 宍粟市 山崎町中野 37 300 260
自然 （山）21 東下野 宍粟市 山崎町東下野 30 190 130
自然 （山）22 上牧谷 宍粟市 山崎町上牧谷 36 250 60
自然 （山）23 片山 宍粟市 山崎町片山 34 300 70
自然 （山）24 宇野 宍粟市 山崎町宇野 37 270 100
自然 （山）25 寺西 宍粟市 山崎町塩田寺西 32 180 150
自然 （山）26 塩田（1） 宍粟市 山崎町塩田 36 250 100
自然 （山）27 塩田（2） 宍粟市 山崎町塩田 35 160 90
自然 （山）28 塩田（4） 宍粟市 山崎町塩田 30 200 90
自然 （山）29 塩田（3） 宍粟市 山崎町塩田 42 200 90
自然 （山）30 中井 宍粟市 山崎町中井 34 280 80
自然 （山）31 大沢 宍粟市 山崎町大沢 40 350 60
自然 （山）32 大沢（2） 宍粟市 山崎町大沢 31 370 70
自然 （山）33 小河内 宍粟市 山崎町小河内 30 360 90
自然 （山）34 塩山 宍粟市 山崎町塩山 32 260 140
自然 （山）35 土万（2） 宍粟市 山崎町土万 30 200 120
自然 （山）36 土万 宍粟市 山崎町土万 35 260 80
自然 （山）37 葛根 宍粟市 山崎町葛根 33 240 120
自然 （山）38 青木（1） 宍粟市 山崎町青木 34 240 40
自然 （山）39 青木（2） 宍粟市 山崎町青木 35 210 50
自然 （山）40 宇原 宍粟市 山崎町宇原 30 130 50
自然 （山）41 加生 宍粟市 山崎町加生 31 500 30
自然 （山）42 上寺 宍粟市 山崎町上寺 30 100 40
自然 （山）43 寺町 宍粟市 山崎町山崎寺町 32 320 70
自然 （山）44 最上山 宍粟市 山崎町元山崎原谷 45 160 30
自然 （山）45 春安 宍粟市 山崎町春安 35 155 50
自然 （山）46 山崎（1） 宍粟市 山崎町上比地 37 200 30
自然 （山）47 下比地 宍粟市 山崎町下比地 40 240 170
自然 （山）48 川戸（2） 宍粟市 山崎町川戸東北山 30 340 70
自然 （山）49 川戸（1） 宍粟市 山崎町川戸東北山 30 290 70
自然 （山）50 川戸（3） 宍粟市 山崎町川戸 31 160 60
自然 （山）51 葛根（2） 宍粟市 山崎町葛根 36 80 15
自然 （山）52 高下（1） 宍粟市 山崎町高下 34 150 60
自然 （山）53 高下（2） 宍粟市 山崎町高下 34 140 100
自然 （山）54 高下（3） 宍粟市 山崎町高下 38 250 70
自然 （山）55 塩田（5） 宍粟市 山崎町塩田 36 200 110
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自然 （山）56 川戸（4） 宍粟市 山崎町川戸 34 170 20
自然 （山）57 久住 宍粟市 山崎町中野久住 35 320 190
自然 （山）58 上牧谷（1） 宍粟市 山崎町上牧谷 30 70 30
自然 （山）59 上牧谷（2） 宍粟市 山崎町上牧谷 41 80 80
自然 （山）60 三津（2） 宍粟市 山崎町三津 30 70 10
自然 （山）61 野々上（2） 宍粟市 山崎町野々上 31 90 30
自然 （山）62 野々上（3） 宍粟市 山崎町野々上 34 110 80
自然 （山）63 小河内（2） 宍粟市 山崎町小河内 35 220 50
自然 （山）64 土万（3） 宍粟市 山崎町土万 30 130 60
自然 （山）65 土万（4） 宍粟市 山崎町土万 38 270 80
自然 （山）66 土万（5） 宍粟市 山崎町土万 34 240 70
自然 （山）67 最上山（2） 宍粟市 山崎町元山崎 45 300 30
自然 （山）68 万燈山 宍粟市 山崎町高所 37 100 30
自然 （山）69 三谷（2） 宍粟市 山崎町三谷 30 110 40
自然 （山）70 矢原（2） 宍粟市 山崎町矢原 43 100 140
自然 （山）71 杉ヶ瀬（2） 宍粟市 山崎町杉ヶ瀬 33 260 160
自然 （山）72 杉ヶ瀬（3） 宍粟市 山崎町杉ヶ瀬 43 240 140
自然 （山）73 横須（1） 宍粟市 山崎町横須 30 150 70
自然 （山）74 横須（2） 宍粟市 山崎町横須 33 350 130
自然 （山）75 横須（3） 宍粟市 山崎町横須 32 200 70
自然 （山）76 横須（4） 宍粟市 山崎町横須 30 200 80
自然 （山）77 下町（1） 宍粟市 山崎町下町 35 120 120
自然 （山）78 下町（2） 宍粟市 山崎町下町 32 180 170
自然 （山）79 宮ノ元（2） 宍粟市 山崎町中野宮ノ元 33 220 130
自然 （山）80 段（1） 宍粟市 山崎町段 36 90 40
自然 （山）81 段（2） 宍粟市 山崎町段 32 200 100
自然 （山）82 寺西（2） 宍粟市 山崎町塩田寺西 35 80 70
自然 （山）83 大谷 宍粟市 山崎町大谷 30 130 60
自然 （山）84 大沢（3） 宍粟市 山崎町大沢 40 450 70
自然 （山）85 東下野（2） 宍粟市 山崎町東下野 35 90 100
自然 （山）86 宇野（2） 宍粟市 山崎町宇野 35 140 70
自然 （山）87 宇野（3） 宍粟市 山崎町宇野 36 130 60
自然 （山）88 神谷（2） 宍粟市 山崎町神谷 31 110 60
自然 （山）89 与位（2） 宍粟市 山崎町与位 34 550 250
自然 （山）90 梯（2） 宍粟市 山崎町梯 34 400 300
自然 （山）91 生谷 宍粟市 山崎町生谷 30 300 90
人工 （山）1 加生 宍粟市 山崎町加生 34 110 40
自然 （一）1 冨土野 宍粟市 一宮町冨土野倉床 32 410 200
自然 （一）2 倉床(3） 宍粟市 一宮町倉床 30 300 110
自然 （一）3 倉床(1） 宍粟市 一宮町倉床 30 340 60
自然 （一）4 倉床(2） 宍粟市 一宮町倉床 40 190 90
自然 （一）5 倉床(4) 宍粟市 一宮町倉床 34 170 80
自然 （一）6 黒原 宍粟市 一宮町黒原 36 200 110
自然 （一）7 大野 宍粟市 一宮町黒原 35 220 90
自然 （一）8 井内（1） 宍粟市 一宮町井内 35 140 65
自然 （一）9 上千町 宍粟市 一宮町千町 31 170 80
自然 （一）10 草木 宍粟市 一宮町草木 39 350 60
自然 （一）11 三方（1） 宍粟市 一宮町三方町 45 140 30
自然 （一）12 三方（2） 宍粟市 一宮町三方町 30 160 25
自然 （一）13 三方（3） 宍粟市 一宮町三方町 30 125 45
自然 （一）14 三方（4） 宍粟市 一宮町三方町 30 30 30
自然 （一）15 河原田 宍粟市 一宮町河原田 52 115 90
自然 （一）16 平 宍粟市 一宮町河原田平 30 200 90
自然 （一）17 福野 宍粟市 一宮町福野 50 280 90
自然 （一）18 福中 宍粟市 一宮町福中 45 300 190
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自然 （一）19 吉野 宍粟市 一宮町福知吉野 30 220 240
自然 （一）20 福知 宍粟市 一宮町福知 40 260 90
自然 （一）21 上西深 宍粟市 一宮町西深上西深 34 295 320
自然 （一）22 下西深 宍粟市 一宮町西深下西深 35 100 50
自然 （一）23 東川 宍粟市 一宮町深河谷段垣内 55 445 130
自然 （一）24 生栖 宍粟市 一宮町生栖 30 185 130
自然 （一）25 三林（2） 宍粟市 一宮町安積三林 36 120 60
自然 （一）26 三林（1） 宍粟市 一宮町安積三林 35 80 50
自然 （一）27 中安積 宍粟市 一宮町安積中安積 33 200 40
自然 （一）28 曲里(1) 宍粟市 一宮町安積曲里 55 220 40
自然 （一）29 曲里(2) 宍粟市 一宮町安積曲里 53 85 17
自然 （一）30 曲里(3) 宍粟市 一宮町安積曲里 37 125 230
自然 （一）31 曲里(4) 宍粟市 一宮町安積曲里 30 50 50
自然 （一）32 三軒屋 宍粟市 一宮町東市場三軒屋 45 260 14
自然 （一）33 閏賀（2) 宍粟市 一宮町閏賀 39 280 80
自然 （一）34 閏賀（1) 宍粟市 一宮町閏賀 35 260 140
自然 （一）35 下野田 宍粟市 一宮町下野田 36 200 180
自然 （一）36 上野田 宍粟市 一宮町上野田 30 110 60
自然 （一）37 三林(3) 宍粟市 一宮町安積三林 30 170 60
自然 （一）38 吉野(2) 宍粟市 一宮町福知吉野 30 90 230
自然 （一）39 下野田（2） 宍粟市 一宮町下野田 36 150 390
自然 （一）40 倉床(5) 宍粟市 一宮町倉床 30 150 80
自然 （一）41 倉床(6) 宍粟市 一宮町倉床 35 200 50
自然 （一）42 百千家満 宍粟市 一宮町百千家満 32 130 50
自然 （一）43 福野(2) 宍粟市 一宮町福野 38 120 80
自然 （一）44 生栖(2) 宍粟市 一宮町生栖 30 115 140
自然 （一）45 生栖(3) 宍粟市 一宮町生栖 31 500 40
自然 （一）46 中坪 宍粟市 一宮町東河内中坪 36 160 90
自然 （一）47 河原田（2） 宍粟市 一宮町河原田 36 140 90
自然 （一）48 河原田（3） 宍粟市 一宮町河原田 30 100 40
自然 （一）49 上岸田 宍粟市 一宮町上岸田 32 80 45
自然 （一）50 深河谷 宍粟市 一宮町深河谷 35 55 140
自然 （一）51 深河谷(2) 宍粟市 一宮町深河谷 30 130 30
自然 （一）52 深河谷(3) 宍粟市 一宮町深河谷 40 240 100
自然 （一）53 千町 宍粟市 一宮町千町 32 100 70
自然 （一）54 三方（5） 宍粟市 一宮町三方町 35 250 120
自然 （一）55 三方（6） 宍粟市 一宮町三方町 50 310 40
自然 （一）56 西深 宍粟市 一宮町西深 30 80 100
自然 （一）57 下西深（2） 宍粟市 一宮町西深 30 140 25
自然 （一）58 下西深（3） 宍粟市 一宮町西深 35 460 70
自然 （一）59 曲里（5） 宍粟市 一宮町安積曲里 36 90 110
自然 （一）60 曲里（6） 宍粟市 一宮町安積曲里 31 80 110
自然 （一）61 本谷 宍粟市 一宮町東河内本谷 38 90 20
自然 （一）62 福田 宍粟市 一宮町東河内福田 30 410 130
自然 （一）63 井内(2) 宍粟市 一宮町井内 32 80 70
自然 （一）64 黒原(2) 宍粟市 一宮町黒原 32 200 60
自然 （一）65 糀屋a 宍粟市 一宮町公文 45 110 50
自然 （一）66 曲里（7） 宍粟市 一宮町安積曲里 40 135 280
自然 （一）67 曲里（8） 宍粟市 一宮町安積曲里 40 190 200
自然 （一）68 閏賀（3） 宍粟市 一宮町 40 190 180
自然 （一）69 三軒屋（2） 宍粟市 一宮町東市場三軒屋 40 400 220
自然 （一）70 本谷（2） 宍粟市 一宮町東河内本谷（2） 35 180 230
自然 （波）1 戸倉 宍粟市 波賀町戸倉 40 210 60
自然 （波）2 鹿伏（1） 宍粟市 波賀町鹿伏 30 180 80
自然 （波）3 鹿伏（2） 宍粟市 波賀町鹿伏 30 190 140
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自然 （波）4 引原 宍粟市 波賀町引原 40 90 130
自然 （波）5 日ノ原 宍粟市 波賀町原 40 75 130
自然 （波）6 原（1） 宍粟市 波賀町原 30 125 100
自然 （波）7 原（2） 宍粟市 波賀町原 30 260 90
自然 （波）8 野尻 宍粟市 波賀町野尻 30 130 30
自然 （波）9 皆木 宍粟市 波賀町皆木 40 200 120
自然 （波）10 安賀 宍粟市 波賀町安賀 40 220 60
自然 （波）11 奥谷 宍粟市 波賀町谷奥谷 40 200 90
自然 （波）12 谷 宍粟市 波賀町谷 40 135 110
自然 （波）13 下谷 宍粟市 波賀町谷下谷 30 220 80
自然 （波）14 日見谷 宍粟市 波賀町日見谷 32 350 130
自然 （波）15 安賀（2） 宍粟市 波賀町安賀 45 240 60
自然 （波）16 上小野（1） 宍粟市 波賀町小野上小野 45 100 60
自然 （波）17 上野（1） 宍粟市 波賀町上野　 45 280 20
自然 （波）18 安賀（3） 宍粟市 波賀町安賀　 40 150 25
自然 （波）19 上野（2） 宍粟市 波賀町上野　 40 110 100
自然 （波）20 安賀（4） 宍粟市 波賀町安賀　 45 200 12
自然 （波）21 溝野（1） 宍粟市 波賀町谷溝野 32 200 150
自然 （波）22 上小野（2） 宍粟市 波賀町小野上小野 40 330 200
自然 （波）23 道谷（1） 宍粟市 波賀町道谷 40 120 65
自然 （波）24 道谷（2） 宍粟市 波賀町道谷 40 140 125
自然 （波）25 日ノ原（2） 宍粟市 波賀町日ノ原 50 80 30
自然 （波）26 原（3） 宍粟市 波賀町原 48 80 190
自然 （波）27 水谷 宍粟市 波賀町上野水谷 40 140 110
自然 （波）28 下小野 宍粟市 波賀町小野下小野 37 140 110
自然 （波）29 奥谷（2） 宍粟市 波賀町谷奥谷 46 150 60
自然 （波）30 原（4） 宍粟市 波賀町原 40 120 80
自然 （波）31 小野（2） 宍粟市 波賀町小野 40 120 120
自然 （波）32 引原（2） 宍粟市 波賀町引原 65 120 16
自然 （波）33 道谷（3） 宍粟市 波賀町道谷 35 150 50
自然 （波）34 道谷（4） 宍粟市 波賀町道谷 40 100 75
自然 （波）35 鹿伏（3） 宍粟市 波賀町鹿伏 35 150 135
自然 （波）36 鹿伏（4） 宍粟市 波賀町鹿伏 35 550 140
自然 （波）37 引原（3） 宍粟市 波賀町引原 40 250 155
自然 （波）38 日ノ原（3） 宍粟市 波賀町日ノ原 40 350 60
自然 （波）39 原（5） 宍粟市 波賀町原 40 230 55
自然 （波）40 原（6） 宍粟市 波賀町原 35 350 150
自然 （波）41 原（7） 宍粟市 波賀町原原有賀 35 80 150
自然 （波）42 野尻（2） 宍粟市 波賀町野尻 32 150 150
自然 （波）43 野尻（3） 宍粟市 波賀町野尻 40 300 110
自然 （波）44 飯見（1） 宍粟市 波賀町飯見 35 200 70
自然 （波）45 有賀（1） 宍粟市 波賀町有賀 45 50 10
自然 （波）46 上野（3） 宍粟市 波賀町上野 35 200 110
自然 （波）47 上野（4） 宍粟市 波賀町上野 40 120 25
自然 （波）48 上野（5） 宍粟市 波賀町安賀 30 250 40
自然 （波）49 今市 宍粟市 波賀町今市 45 130 90
自然 （波）50 溝野（2） 宍粟市 波賀町谷溝野 40 100 120
自然 （波）51 原（8） 宍粟市 波賀町原 45 260 230
自然 （波）52 上野（6） 宍粟市 波賀町上野 43 170 160
自然 （波）53 上野（7） 宍粟市 波賀町上野 60 170 60
自然 （波）54 上野（8） 宍粟市 波賀町上野 60 360 70
自然 （波）55 高山 宍粟市 波賀町引原高山 40 250 190
自然 （千）1 川井（１） 宍粟市 千種町川井 40 160 135
自然 （千）2 川井（２） 宍粟市 千種町川井 44 125 215
自然 （千）3 千草（１） 宍粟市 千種町千草 44 40 35
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自然 （千）4 越乢 宍粟市 千種町岩野辺 30 155 20
自然 （千）5 千草（２） 宍粟市 千種町千草 45 80 20
自然 （千）6 鷹巣（１） 宍粟市 千種町鷹巣 35 220 100
自然 （千）7 鷹巣（２） 宍粟市 千種町鷹巣 35 100 50
自然 （千）8 城ヶ乢 宍粟市 千種町黒土 40 220 50
自然 （千）9 紙屋 宍粟市 千種町西山 45 150 30
自然 （千）10 西山（１） 宍粟市 千種町西山 55 170 45
自然 （千）11 西山（２） 宍粟市 千種町西山 45 175 35
自然 （千）12 西山（３） 宍粟市 千種町西山 40 110 55
自然 （千）13 七野 宍粟市 千種町七野 45 100 100
自然 （千）14 猶原 宍粟市 千種町下河野 45 250 250
自然 （千）15 下河野（１） 宍粟市 千種町下河野 50 130 170
自然 （千）16 宮ノ下 宍粟市 千種町下河野 43 360 200
自然 （千）18 竹ノ内（２） 宍粟市 千種町下河野 50 105 60
自然 （千）19 西河内Ａ 宍粟市 千種町西河内 37 120 25
自然 （千）20 西河内Ｄ 宍粟市 千種町西河内 40 135 120
自然 （千）21 奧西山Ｃ 宍粟市 千種町西山 35 235 150
自然 （千）22 鷹巣ｃ 宍粟市 千種町鷹巣 65 75 80
自然 （千）23 西河内ｂ 宍粟市 千種町西河内 35 410 80
自然 （千）24 河内Ｂ 宍粟市 千種町河内 42 145 50
自然 （千）25 河内Ｄ 宍粟市 千種町河内 40 180 95
自然 （千）26 河呂Ａ 宍粟市 千種町河呂 30 190 430
自然 （千）27 西山Ａ 宍粟市 千種町西山 40 45 50
自然 （千）28 西山 宍粟市 千種町西山 45 190 70
自然 （千）29 奧西山Ｅ 宍粟市 千種町西山 60 145 60
自然 （千）30 下河野１ 宍粟市 千種町下河野 65 190 300
自然 （千）31 下河野ｂ 宍粟市 千種町下河野 47 250 230
自然 （千）32 鷹巣Ｂ 宍粟市 千種町鷹巣 40 75 50
自然 （千）33 鷹巣Ｃ 宍粟市 千種町鷹巣 35 75 20
自然 （千）34 下鷹巣１ 宍粟市 千種町鷹巣 30 50 20
自然 （千）35 七野Ａ 宍粟市 千種町七野 30 90 70
自然 （千）36 黒土１ 宍粟市 千種町黒土 30 130 95
自然 （千）37 黒土ｂ 宍粟市 千種町黒土 45 260 60
人工 （千）1 西河内Ｆ 宍粟市 千種町西河内 40 115 230
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自然 （山）1 万合Ａ 宍粟市 山崎町万合 36 130 110
自然 （山）2 塩山Ａ 宍粟市 山崎町塩山 33 60 40
自然 （山）3 塩山Ｂ 宍粟市 山崎町塩山 35 110 90
自然 （山）4 塩山Ｃ 宍粟市 山崎町塩山 30 130 50
自然 （山）5 塩山Ｄ 宍粟市 山崎町塩山 32 160 50
自然 （山）6 土万Ａ 宍粟市 山崎町土万 30 120 70
自然 （山）7 土万Ｂ 宍粟市 山崎町土万 30 80 70
自然 （山）8 土万Ｃ 宍粟市 山崎町土万 38 110 100
自然 （山）9 葛根Ａ 宍粟市 山崎町葛根 40 90 30
自然 （山）10 葛根Ｂ 宍粟市 山崎町葛根 30 60 15
自然 （山）11 葛根Ｃ 宍粟市 山崎町葛根 30 40 20
自然 （山）12 比地町Ａ 宍粟市 山崎町比地町 45 70 30
自然 （山）13 比地町Ｂ 宍粟市 山崎町比地町 45 120 50
自然 （山）14 寺西Ａ 宍粟市 山崎町塩田寺西 40 80 110
自然 （山）15 塩田Ａ 宍粟市 山崎町塩田 45 80 40
自然 （山）16 塩田Ｂ 宍粟市 山崎町塩田 37 80 30
自然 （山）17 中井Ａ 宍粟市 山崎町中井 35 120 70
自然 （山）18 中井Ｂ 宍粟市 山崎町中井 40 130 50
自然 （山）19 高下Ａ 宍粟市 山崎町高下 37 100 120
自然 （山）20 高下Ｂ 宍粟市 山崎町高下 34 90 40
自然 （山）21 段Ａ 宍粟市 山崎町段 34 60 20
自然 （山）22 段Ｂ 宍粟市 山崎町段 33 40 40
自然 （山）23 上比地Ａ 宍粟市 山崎町上比地 38 220 80
自然 （山）24 上比地Ｂ 宍粟市 山崎町上比地 33 90 60
自然 （山）25 上ノ下Ａ 宍粟市 山崎町上ノ上ノ下 30 100 80
自然 （山）26 上ノ下Ｂ 宍粟市 山崎町上ノ上ノ下 36 100 30
自然 （山）27 上ノ下Ｃ 宍粟市 山崎町上ノ上ノ下 36 80 90
自然 （山）28 上ノ下Ｄ 宍粟市 山崎町上ノ上ノ下 35 100 120
自然 （山）29 上ノ下Ｅ 宍粟市 山崎町上ノ上ノ下 32 70 50
自然 （山）30 中野Ａ 宍粟市 山崎町中野 36 100 60
自然 （山）31 久住Ａ 宍粟市 山崎町中野久住 32 110 90
自然 （山）32 上牧谷Ａ 宍粟市 山崎町上牧谷 37 160 160
自然 （山）33 大谷Ａ 宍粟市 山崎町大谷 30 70 100
自然 （山）34 宇野Ａ 宍粟市 山崎町宇野 41 100 70
自然 （山）35 下町Ａ 宍粟市 山崎町下町 35 160 130
自然 （山）36 横須Ａ 宍粟市 山崎町横須 39 70 50
自然 （山）37 梯Ａ 宍粟市 山崎町梯 39 60 40
自然 （山）38 五十波Ａ 宍粟市 山崎町五十波 39 120 80
自然 （山）39 五十波Ｂ 宍粟市 山崎町五十波 40 90 110
自然 （山）40 矢原Ａ 宍粟市 山崎町矢原 38 50 80
自然 （山）41 三谷Ａ 宍粟市 山崎町三谷 34 50 20
自然 （山）42 中山Ａ 宍粟市 山崎町中 38 100 70
自然 （山）43 高所Ａ 宍粟市 山崎町高所 31 60 30
自然 （山）44 須賀沢Ａ 宍粟市 山崎町須賀沢 39 90 90
自然 （山）45 須賀沢Ｂ 宍粟市 山崎町須賀沢 34 40 20
自然 （山）46 土万Ｄ 宍粟市 山崎町土万 30 100 40
自然 （山）47 土万Ｅ 宍粟市 山崎町土万 30 100 70
自然 （山）48 下町Ｂ 宍粟市 山崎町下町 40 150 110
自然 （山）49 下町Ｃ 宍粟市 山崎町下町 36 100 170
自然 （山）50 宇野Ｂ 宍粟市 山崎町宇野 30 130 60
自然 （山）51 宇野Ｃ 宍粟市 山崎町宇野 37 160 100
自然 （山）52 片山Ａ 宍粟市 山崎町片山 36 120 60
自然 （山）53 須賀沢Ｃ 宍粟市 山崎町須賀沢 37 60 60
自然 （山）54 段Ｃ 宍粟市 山崎町段 31 90 60
自然 （山）55 上ノ上Ａ 宍粟市 山崎町上ノ上ノ上 36 80 60
自然 （山）56 大沢Ａ 宍粟市 山崎町大沢 37 100 70
自然 （山）57 中井Ａ 宍粟市 山崎町中井 37 70 130
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自然 （山）58 中井Ｂ 宍粟市 山崎町中井 41 180 70
自然 （山）59 塩田Ｃ 宍粟市 山崎町塩田 34 90 40
自然 （山）60 三谷Ｂ 宍粟市 山崎町三谷 32 110 70
自然 （山）61 高下Ｃ 宍粟市 山崎町高下 31 120 60
自然 （山）62 上牧谷Ｂ 宍粟市 山崎町上牧谷 45 70 60
自然 （山）63 川戸Ａ 宍粟市 山崎町川戸 31 300 110
自然 （山）64 小芽野A 宍粟市 山崎町小芽野上月 30 220 70
自然 （山）65 大沢Ｂ 宍粟市 山崎町大沢 30 320 100
自然 （山）66 大沢Ｃ 宍粟市 山崎町大沢 35 170 60
自然 （山）67 大沢Ｄ 宍粟市 山崎町大沢 30 420 60
自然 （山）68 上ノ上Ｂ 宍粟市 山崎町上ノ上ノ上 30 150 50
自然 （山）69 上ノ上Ｃ 宍粟市 山崎町上ノ上ノ上 34 110 140
自然 （山）70 上ノ下Ｆ 宍粟市 山崎町上ノ上ノ下 31 150 140
自然 （山）71 上ノ下Ｇ 宍粟市 山崎町上ノ上ノ下 31 250 230
自然 （山）72 上ノ下Ｈ 宍粟市 山崎町上ノ上ノ下 34 100 70
自然 （山）73 小河内Ａ 宍粟市 山崎町小河内 39 220 80
自然 （山）74 小河内Ｂ 宍粟市 山崎町小河内 35 170 90
自然 （山）75 土万Ｆ 宍粟市 山崎町土万 35 300 100
自然 （山）76 土万Ｇ 宍粟市 山崎町土万 30 120 90
自然 （山）77 土万Ｈ 宍粟市 山崎町土万 30 80 90
自然 （山）78 土万Ｉ 宍粟市 山崎町土万 30 190 100
自然 （山）79 土万Ｊ 宍粟市 山崎町土万 31 300 110
自然 （山）80 葛根Ｄ 宍粟市 山崎町葛根 30 170 50
自然 （山）81 葛根Ｅ 宍粟市 山崎町葛根 30 360 70
自然 （山）82 葛根Ｆ 宍粟市 山崎町葛根 35 200 90
自然 （山）83 葛根Ｇ 宍粟市 山崎町葛根 30 170 30
自然 （山）84 葛根Ｈ 宍粟市 山崎町葛根 30 350 30
自然 （山）85 葛根Ｉ 宍粟市 山崎町葛根 30 300 60
自然 （山）86 葛根Ｊ 宍粟市 山崎町葛根 34 120 60
自然 （山）87 葛根Ｋ 宍粟市 山崎町葛根 36 150 80
自然 （山）88 葛根Ｌ 宍粟市 山崎町葛根 34 130 40
自然 （山）89 比地町Ｃ 宍粟市 山崎町比地町 41 310 140
自然 （山）90 比地町Ｄ 宍粟市 山崎町比地 35 250 70
自然 （山）91 寺西Ｂ 宍粟市 山崎町塩田寺西 30 600 300
自然 （山）92 寺西Ｃ 宍粟市 山崎町塩田寺西 42 130 80
自然 （山）93 寺西Ｄ 宍粟市 山崎町塩田寺西 36 200 150
自然 （山）94 青木Ａ 宍粟市 山崎町青木 40 250 50
自然 （山）95 青木Ｂ 宍粟市 山崎町青木 32 250 90
自然 （山）96 青木Ｃ 宍粟市 山崎町青木 37 300 60
自然 （山）97 宮ノ北Ａ 宍粟市 山崎町中野宮ノ北 30 110 100
自然 （山）98 宮ノ北Ｂ 宍粟市 山崎町中野宮ノ北 30 80 90
自然 （山）99 宮ノ元Ａ 宍粟市 山崎町中野宮ノ元 30 100 90
自然 （山）100 宮ノ元Ｂ 宍粟市 山崎町中野宮ノ元 45 100 60
自然 （山）101 大谷Ｂ 宍粟市 山崎町大谷 30 110 70
自然 （山）102 大谷Ｃ 宍粟市 山崎町大谷 33 200 80
自然 （山）103 上牧谷Ｃ 宍粟市 山崎町上牧谷 30 100 90
自然 （山）104 上牧谷Ｄ 宍粟市 山崎町上牧谷 30 100 80
自然 （山）105 下町D 宍粟市 山崎町下町 30 80 50
自然 （山）106 下町E 宍粟市 山崎町下町 30 100 120
自然 （山）107 上寺Ａ 宍粟市 山崎町上寺 32 130 50
自然 （山）108 三谷Ｃ 宍粟市 山崎町三谷 35 200 70
自然 （山）109 梯Ｂ 宍粟市 山崎町梯 33 200 90
自然 （山）110 五十波Ｃ 宍粟市 山崎町五十波 45 230 60
自然 （山）111 野々上Ａ 宍粟市 山崎町野々上 33 500 200
自然 （山）112 比地Ａ 宍粟市 山崎町比地 33 170 40
自然 （山）113 中比地Ａ 宍粟市 山崎町中比地 32 170 85
自然 （山）114 下比地Ａ 宍粟市 山崎町下比地 40 380 170
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自然 （山）115 下宇原Ａ 宍粟市 山崎町下宇原 30 350 210
自然 （山）116 中野Ｂ 宍粟市 山崎町中野 34 130 70
自然 （山）117 与位Ａ 宍粟市 山崎町与位 42 370 80
自然 （山）118 生谷Ａ 宍粟市 山崎町生谷 35 110 100
自然 （山）119 矢原Ｂ 宍粟市 山崎町神谷 43 210 140
自然 （山）120 木ノ谷Ａ 宍粟市 山崎町木ノ谷 31 120 60
自然 （山）121 与位c 宍粟市 山崎町与位 30 270 70
自然 （山）122 田井c 宍粟市 山崎町田井 30 150 180
自然 （山）123 五十波e 宍粟市 山崎町五十波 34 250 80
自然 （山）124 五十波ｈ 宍粟市 山崎町五十波 30 280 180
自然 （山）125 中野f 宍粟市 山崎町中野 35 150 30
自然 （山）126 塩田b 宍粟市 山崎町塩田 34 140 90
自然 （山）127 青木b 宍粟市 山崎町青木 30 170 160
自然 （山）128 中a 宍粟市 山崎町中 30 200 50
自然 （一）1 溝谷Ａ 宍粟市 一宮町溝谷 34 90 90
自然 （一）2 小原Ａ 宍粟市 一宮町小原 45 150 50
自然 （一）3 西公文Ａ 宍粟市 一宮町西公文 38 90 40
自然 （一）4 東公文Ａ 宍粟市 一宮町公文 30 80 20
自然 （一）5 東公文Ｂ 宍粟市 一宮町東公文 31 100 30
自然 （一）6 東公文Ｃ 宍粟市 一宮町公文 31 90 50
自然 （一）7 糀屋Ａ 宍粟市 一宮町鬼門 37 120 50
自然 （一）8 倉床Ａ 宍粟市 一宮町倉床 32 100 20
自然 （一）9 倉床Ｂ 宍粟市 一宮町倉床 30 180 70
自然 （一）10 横山Ａ 宍粟市 一宮町横山 30 80 35
自然 （一）11 横山Ｂ 宍粟市 一宮町横山 30 150 30
自然 （一）12 横山Ｃ 宍粟市 一宮町横山 35 190 50
自然 （一）13 上岸田Ａ 宍粟市 一宮町上岸田 38 200 26
自然 （一）14 上岸田Ｂ 宍粟市 一宮町上岸田 38 60 80
自然 （一）15 上岸田Ｃ 宍粟市 一宮町上岸田 31 100 80
自然 （一）16 黒原Ａ 宍粟市 一宮町黒原 32 105 50
自然 （一）17 黒原Ｂ 宍粟市 一宮町黒原 31 85 40
自然 （一）18 黒原Ｃ 宍粟市 一宮町黒原 39 180 130
自然 （一）19 大谷 宍粟市 一宮町大谷 38 110 90
自然 （一）20 百千家満Ａ 宍粟市 一宮町百千家満 42 150 50
自然 （一）21 百千家満Ｂ 宍粟市 一宮町百千家満 30 140 50
自然 （一）22 草木Ａ 宍粟市 一宮町草木 34 80 50
自然 （一）23 下千町Ａ 宍粟市 一宮町千町 37 140 50
自然 （一）24 河原田Ａ 宍粟市 一宮町河原田 32 90 50
自然 （一）25 三方町Ａ 宍粟市 一宮町三方町 33 125 80
自然 （一）26 三方町Ｂ 宍粟市 一宮町三方町 31 90 110
自然 （一）27 福知Ａ 宍粟市 一宮町福知 32 140 50
自然 （一）28 福知Ｂ 宍粟市 一宮町福知 31 60 120
自然 （一）29 西深Ａ 宍粟市 一宮町西深 30 60 80
自然 （一）30 西深Ｂ 宍粟市 一宮町西深 38 110 150
自然 （一）31 生栖Ａ 宍粟市 一宮町生栖 39 65 40
自然 （一）32 生栖Ｂ 宍粟市 一宮町生栖 35 95 50
自然 （一）33 深河谷Ａ 宍粟市 一宮町深河谷 35 110 70
自然 （一）34 田ノ尻 宍粟市 一宮町田ノ尻 30 100 50
自然 （一）35 閏賀Ａ 宍粟市 一宮町閏賀 30 90 60
自然 （一）36 閏賀Ｂ 宍粟市 一宮町閏賀 40 100 130
自然 （一）37 下野田Ａ 宍粟市 一宮町下野田 40 80 170
自然 （一）38 下野田Ｂ 宍粟市 一宮町下野田 30 50 70
自然 （一）39 山田Ａ 宍粟市 一宮町山田 30 70 60
自然 （一）40 福田 宍粟市 一宮町福田 30 120 18
自然 （一）41 本谷Ａ 宍粟市 一宮町本谷 31 75 30
自然 （一）42 本谷Ｂ 宍粟市 一宮町本谷 35 125 50
自然 （一）43 本谷Ｃ 宍粟市 一宮町本谷 30 50 40
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自然 （一）44 本谷Ｄ 宍粟市 一宮町本谷 37 70 30
自然 （一）45 本谷Ｅ 宍粟市 一宮町本谷 40 50 50
自然 （一）46 伊和 宍粟市 一宮町伊和 35 130 30
自然 （一）47 安黒 宍粟市 一宮町安黒 34 70 130
自然 （一）48 高野Ａ 宍粟市 一宮町河原田 41 210 80
自然 （一）49 河原田Ｂ 宍粟市 一宮町河原田 30 120 90
自然 （一）50 溝谷Ｂ 宍粟市 一宮町溝谷 34 190 40
自然 （一）51 小原Ｂ 宍粟市 一宮町小原 32 110 80
自然 （一）52 小原Ｃ 宍粟市 一宮町小原 37 140 45
自然 （一）53 阿舎利Ａ 宍粟市 一宮町阿舎利 38 150 60
自然 （一）54 阿舎利Ｂ 宍粟市 一宮町阿舎利 37 150 50
自然 （一）55 阿舎利Ｃ 宍粟市 一宮町阿舎利 40 75 80
自然 （一）56 阿舎利Ｄ 宍粟市 一宮町阿舎利 40 135 80
自然 （一）57 本谷F 宍粟市 一宮町本谷 30 90 40
自然 （一）58 志倉 宍粟市 一宮町志倉 31 80 50
自然 （一）59 富士野Ａ 宍粟市 一宮町倉床 34 110 90
自然 （一）60 富士野Ｂ 宍粟市 一宮町倉床 36 75 70
自然 （一）61 小原Ｄ 宍粟市 一宮町小原 31 140 100
自然 （一）62 溝谷Ｃ 宍粟市 一宮町溝谷 36 110 80
自然 （一）63 溝谷Ｄ 宍粟市 一宮町溝谷 33 80 100
自然 （一）64 溝谷Ｅ 宍粟市 一宮町溝谷 32 70 90
自然 （一）65 倉床Ｂ 宍粟市 一宮町倉床 35 80 60
自然 （一）66 倉床Ｃ 宍粟市 一宮町倉床 33 50 110
自然 （一）67 倉床Ｄ 宍粟市 一宮町倉床 37 75 30
自然 （一）68 倉床Ｅ 宍粟市 一宮町倉床 30 100 60
自然 （一）69 横山Ｄ 宍粟市 一宮町横山 32 100 90
自然 （一）70 黒原Ｄ 宍粟市 一宮町黒原 35 120 70
自然 （一）71 黒原Ｅ 宍粟市 一宮町黒原 38 90 80
自然 （一）72 横山Ｅ 宍粟市 一宮町横山 40 60 60
自然 （一）73 上岸田Ｄ 宍粟市 一宮町上岸田 33 70 60
自然 （一）74 百千家満Ｃ 宍粟市 一宮町百千家満 32 60 50
自然 （一）75 東公文Ｄ 宍粟市 一宮町公文 30 90 50
自然 （一）76 東公文Ｅ 宍粟市 一宮町東公文 32 160 90
自然 （一）77 黒原F 宍粟市 一宮町黒原 32 140 80
自然 （一）78 千町Ａ 宍粟市 一宮町千町 30 100 50
自然 （一）79 千町Ｂ 宍粟市 一宮町千町 30 120 50
自然 （一）80 河原田Ｃ 宍粟市 一宮町河原田 33 90 60
自然 （一）81 百千家満Ｄ 宍粟市 一宮町百千家満 41 65 80
自然 （一）82 三方町Ｃ 宍粟市 一宮町三方町 35 50 60
自然 （一）83 三方町Ｄ 宍粟市 一宮町三方町 37 70 50
自然 （一）84 下西深Ａ 宍粟市 一宮町西深 34 100 190
自然 （一）85 深河谷Ｂ 宍粟市 一宮町深河谷 34 90 60
自然 （一）86 西安積Ａ 宍粟市 一宮町安積 35 80 50
自然 （一）87 下野田Ｃ 宍粟市 一宮町下野田 40 60 100
自然 （一）88 冨土野Ｃ 宍粟市 一宮町倉床 40 300 150
自然 （一）89 冨土野Ｄ 宍粟市 一宮町倉床 34 190 110
自然 （一）90 倉床F 宍粟市 一宮町倉床 30 60 30
自然 （一）91 倉床G 宍粟市 一宮町倉床 35 60 60
自然 （一）92 倉床Ｈ 宍粟市 一宮町倉床 45 130 30
自然 （一）93 倉床Ｉ 宍粟市 一宮町倉床 31 180 170
自然 （一）94 横山Ｆ 宍粟市 一宮町横山 33 80 80
自然 （一）95 横山Ｇ 宍粟市 一宮町横山 30 110 70
自然 （一）96 横山Ｈ 宍粟市 一宮町横山 33 90 80
自然 （一）97 上岸田E 宍粟市 一宮町上岸田 30 140 100
自然 （一）98 上岸田Ｆ 宍粟市 一宮町上岸田 30 100 70
自然 （一）99 上岸田Ｇ 宍粟市 一宮町上岸田 36 80 70
自然 （一）100 井内Ａ 宍粟市 一宮町井内 30 160 60
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自然 （一）101 黒原Ｇ 宍粟市 一宮町黒原 33 110 80
自然 （一）102 上岸田Ｈ 宍粟市 一宮町上岸田 31 170 80
自然 （一）103 百千家満Ｅ 宍粟市 一宮町百千家満 32 150 100
自然 （一）104 百千家満Ｆ 宍粟市 一宮町百千家満 30 120 130
自然 （一）105 草木Ｂ 宍粟市 一宮町草木 45 150 70
自然 （一）106 草木Ｃ 宍粟市 一宮町草木 43 280 150
自然 （一）107 上千町Ｂ 宍粟市 一宮町上千町 32 150 70
自然 （一）108 三方町Ｅ 宍粟市 一宮町三方町 35 100 120
自然 （一）109 三方町Ｆ 宍粟市 一宮町三方町 30 100 110
自然 （一）110 三方町Ｇ 宍粟市 一宮町三方町 34 170 80
自然 （一）111 三方町Ｈ 宍粟市 一宮町三方町 30 90 80
自然 （一）112 三方町Ｉ 宍粟市 一宮町三方町 37 680 90
自然 （一）113 糀屋Ｂ 宍粟市 一宮町公文 31 60 60
自然 （一）114 金屋Ａ 宍粟市 一宮町西公文 32 150 70
自然 （一）115 金屋Ｂ 宍粟市 一宮町金屋 30 60 120
自然 （一）116 河原田Ｃ 宍粟市 一宮町河原田 30 120 60
自然 （一）117 河原田Ｄ 宍粟市 一宮町河原田 30 150 50
自然 （一）118 河原田Ｅ 宍粟市 一宮町河原田 32 85 100
自然 （一）119 河原田Ｆ 宍粟市 一宮町河原田 35 220 120
自然 （一）120 河原田Ｇ 宍粟市 一宮町河原田 30 260 100
自然 （一）121 河原田Ｈ 宍粟市 一宮町河原田 36 100 60
自然 （一）122 阿舎利Ｅ 宍粟市 一宮町河原田 35 160 210
自然 （一）123 平 宍粟市 一宮町平 32 330 120
自然 （一）124 高野Ｂ 宍粟市 一宮町高野 39 110 90
自然 （一）125 福中 宍粟市 一宮町福中 36 70 11
自然 （一）126 吉野 宍粟市 一宮町吉野 32 160 100
自然 （一）127 下西深Ｂ 宍粟市 一宮町西深 30 140 20
自然 （一）128 深河谷Ａ 宍粟市 一宮町深河谷 30 110 45
自然 （一）129 深河谷Ｂ 宍粟市 一宮町深河谷 30 435 80
自然 （一）130 深河谷Ｃ 宍粟市 一宮町深河谷 37 250 250
自然 （一）131 深河谷Ｄ 宍粟市 一宮町深河谷 38 340 150
自然 （一）132 深河谷Ｅ 宍粟市 一宮町深河谷 36 190 80
自然 （一）133 深河谷Ｆ 宍粟市 一宮町深河谷 40 120 50
自然 （一）134 山田Ｂ 宍粟市 一宮町山田 30 50 60
自然 （一）135 上野田A 宍粟市 一宮町上野田 30 60 70
自然 （一）136 安積 宍粟市 一宮町安積 45 230 40
自然 （一）137 西安積Ｂ 宍粟市 一宮町安積 35 100 100
自然 （一）138 藪Ａ 宍粟市 一宮町福知 45 100 15
自然 （一）139 高取Ａ 宍粟市 一宮町福知 35 50 25
自然 （一）140 高取Ｂ 宍粟市 一宮町福知 40 80 60
自然 （一）141 奥福知Ａ 宍粟市 一宮町奥福知 33 100 70
自然 （一）142 奥福知Ｂ 宍粟市 一宮町奥福知 32 90 70
自然 （一）143 奥福知Ｃ 宍粟市 一宮町奥福知 33 150 130
自然 （一）144 奥福知Ｄ 宍粟市 一宮町奥福知 35 100 120
自然 （一）145 福知Ｃ 宍粟市 一宮町福知 32 180 160
自然 （一）146 白口Ａ 宍粟市 一宮町白口 35 220 230
自然 （一）147 白口Ｂ 宍粟市 一宮町白口 36 200 180
自然 （一）148 小原Ｅ 宍粟市 一宮町公文 45 40 60
自然 （一）149 大谷Ｂ 宍粟市 一宮町大谷 30 200 110
自然 （一）150 大谷Ｃ 宍粟市 一宮町大谷 33 100 60
自然 （一）151 大谷Ｄ 宍粟市 一宮町大谷 32 130 90
自然 （一）152 中坪 宍粟市 一宮町東河内 30 120 100
自然 （一）153 椴ヶ段 宍粟市 一宮町本谷 33 160 170
自然 （一）154 西公文Ｂ 宍粟市 一宮町西公文 32 280 90
自然 （一）155 東公文F 宍粟市 一宮町東公文 30 120 30
自然 （一）156 能倉A 宍粟市 一宮町能倉 32 450 150
自然 （一）157 溝谷F 宍粟市 一宮町溝谷 41 150 120
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自然 （一）158 下千町B 宍粟市 一宮町千町 33 200 130
自然 （一）159 三方町Ｊ 宍粟市 一宮町三方町 33 90 80
自然 （一）160 百千家満Ｇ 宍粟市 一宮町百千家満 35 120 70
自然 （一）161 井内B 宍粟市 一宮町井内 37 170 90
自然 （一）162 下西深C 宍粟市 一宮町西深 30 80 130
自然 （一）163 倉床J 宍粟市 一宮町倉床 45 300 50
自然 （一）164 糀屋d 宍粟市 一宮町公文 30 80 40
自然 （一）165 生栖 宍粟市 一宮町生栖 42 200 70
自然 （一）166 本谷G 宍粟市 一宮町東河内本谷 40 80 130
自然 （一）167 本谷Ｈ 宍粟市 一宮町東河内本谷 40 180 130
自然 （一）168 本谷I 宍粟市 一宮町東河内本谷 40 160 100
自然 （波）1 音水Ａ 宍粟市 波賀町音水 50 118 30
自然 （波）2 日ノ原Ａ 宍粟市 波賀町日ノ原 42 120 135
自然 （波）3 原Ａ 宍粟市 波賀町原原 43 70 100
自然 （波）4 原Ｂ 宍粟市 波賀町原 45 90 120
自然 （波）5 飯見Ａ 宍粟市 波賀町飯見 30 65 65
自然 （波）6 皆木Ａ 宍粟市 波賀町皆木 40 120 80
自然 （波）7 上野Ａ 宍粟市 波賀町上野 40 110 100
自然 （波）8 奥水谷Ａ 宍粟市 波賀町上野水谷 40 90 90
自然 （波）9 奥水谷Ｂ 宍粟市 波賀町上野水谷 43 90 35
自然 （波）10 水谷Ａ 宍粟市 波賀町上野水谷 40 150 60
自然 （波）11 水谷Ｂ 宍粟市 波賀町上野水谷 50 110 80
自然 （波）12 水谷Ｃ 宍粟市 波賀町上野水谷 48 150 50
自然 （波）13 流田Ａ 宍粟市 波賀町斉木流田 43 50 160
自然 （波）14 上小野Ａ 宍粟市 波賀町小野上小野 40 100 90
自然 （波）15 下小野Ａ 宍粟市 波賀町小野下小野 30 60 100
自然 （波）16 奥谷Ａ 宍粟市 波賀町谷奥谷 40 150 60
自然 （波）17 奥谷Ｂ 宍粟市 波賀町谷奥谷 35 300 55
自然 （波）18 原Ｃ 宍粟市 波賀町原原 35 250 200
自然 （波）19 水谷Ｄ 宍粟市 波賀町上野水谷 45 100 40
自然 （波）20 水谷Ｅ 宍粟市 波賀町上野水谷 35 100 120
自然 （波）21 上野Ｃ 宍粟市 波賀町上野 40 140 150
自然 （波）22 上野Ｂ 宍粟市 波賀町上野 45 80 65
自然 （波）23 流田Ｂ 宍粟市 波賀町斉木流田 40 100 30
自然 （波）24 安賀Ａ 宍粟市 波賀町安賀 40 130 15
自然 （波）25 流田Ｃ 宍粟市 波賀町斉木流田 55 75 18
自然 （波）26 下谷A 宍粟市 波賀町谷下谷 45 150 40
自然 （波）27 戸倉Ａ 宍粟市 波賀町戸倉 42 220 45
自然 （波）28 音水Ｂ 宍粟市 波賀町音水 40 150 120
自然 （波）29 水谷Ｆ 宍粟市 波賀町上野水谷 50 100 35
自然 （波）30 日ノ原Ｂ 宍粟市 波賀町日ノ原 40 40 100
自然 （波）31 日ノ原Ｃ 宍粟市 波賀町日ノ原 40 80 70
自然 （波）32 日見谷Ａ 宍粟市 波賀町日見谷 58 70 50
自然 （波）33 戸倉Ｂ 宍粟市 波賀町戸倉 35 90 50
自然 （波）34 水谷Ｇ 宍粟市 波賀町上野水谷 42 70 90
自然 （波）35 水谷Ｈ 宍粟市 波賀町上野水谷 45 120 110
自然 （波）36 日ノ原Ｄ 宍粟市 波賀町日ノ原 35 60 40
自然 （波）37 堀Ａ 宍粟市 波賀町堀 42 150 60
自然 （波）38 戸倉Ｃ 宍粟市 波賀町戸倉 36 210 80
自然 （波）39 戸倉Ｄ 宍粟市 波賀町戸倉 34 250 110
自然 （波）40 道谷Ａ 宍粟市 波賀町道谷 40 250 65
自然 （波）41 道谷Ｂ 宍粟市 波賀町道谷 42 350 60
自然 （波）42 鹿伏Ａ 宍粟市 波賀町鹿伏 30 250 100
自然 （波）43 鹿伏Ｂ 宍粟市 波賀町鹿伏 35 350 35
自然 （波）44 鹿伏Ｃ 宍粟市 波賀町鹿伏石亀 40 120 70
自然 （波）45 鹿伏Ｄ 宍粟市 波賀町鹿伏 45 300 70
自然 （波）46 鹿伏Ｅ 宍粟市 波賀町鹿伏 42 120 95
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自然 （波）47 鹿伏Ｆ 宍粟市 波賀町鹿伏 50 80 40
自然 （波）48 音水Ｃ 宍粟市 波賀町音水 45 280 100
自然 （波）49 音水Ｄ 宍粟市 波賀町音水 80 280 35
自然 （波）50 音水Ｅ 宍粟市 波賀町音水 45 150 45
自然 （波）51 音水Ｆ 宍粟市 波賀町音水 50 150 100
自然 （波）52 原Ｄ 宍粟市 波賀町原 40 190 60
自然 （波）53 原Ｅ 宍粟市 波賀町原 42 130 260
自然 （波）54 原Ｆ 宍粟市 波賀町原 45 120 70
自然 （波）55 飯見Ｂ 宍粟市 波賀町飯見 35 250 70
自然 （波）56 水谷Ｉ 宍粟市 波賀町上野奥水谷 45 120 85
自然 （波）57 上野Ｊ 宍粟市 波賀町安賀 45 250 30
自然 （波）58 流田Ｄ 宍粟市 波賀町斉木流田 40 200 45
自然 （波）59 奥谷Ｂ 宍粟市 波賀町谷奥谷 40 100 55
自然 （波）60 前地Ａ 宍粟市 波賀町斉木流田 45 100 60
自然 （波）61 流田Ｅ 宍粟市 波賀町斉木流田 30 100 30
自然 （波）62 上小野Ｂ 宍粟市 波賀町小野上小野 45 180 120
自然 （波）63 上小野Ｃ 宍粟市 波賀町小野上小野 30 200 65
自然 （波）64 上小野Ｄ 宍粟市 波賀町小野上小野 50 250 75
自然 （波）65 上小野Ｅ 宍粟市 波賀町小野上小野 45 190 90
自然 （波）66 下小野Ｂ 宍粟市 波賀町小野下小野 42 190 90
自然 （波）67 奥谷Ｄ 宍粟市 波賀町谷奥谷 40 100 40
自然 （波）68 谷Ａ 宍粟市 波賀町谷奥谷 40 120 90
自然 （波）69 谷Ｂ 宍粟市 波賀町谷 40 220 120
自然 （波）70 流田Ｆ 宍粟市 波賀町斉木流田 45 160 45
自然 （波）71 原Ｇ 宍粟市 波賀町原 35 170 50
自然 （波）72 原Ｈ 宍粟市 波賀町原 40 150 130
自然 （波）73 上野Ｄ 宍粟市 波賀町上野 30 150 100
自然 （波）74 引原A 宍粟市 波賀町引原 40 150 80
自然 （波）75 引原B 宍粟市 波賀町引原 40 180 70
自然 （波）76 引原Ｃ 宍粟市 波賀町引原 45 110 150
自然 （千）2 西河内Ｂ 宍粟市 千種町西河内 40 50 15
自然 （千）3 西河内Ｃ 宍粟市 千種町西河内 40 65 190
自然 （千）5 西河内Ｅ 宍粟市 千種町西河内 42 40 35
自然 （千）6 河内Ａ 宍粟市 千種町河内 40 40 50
自然 （千）8 河内Ｃ 宍粟市 千種町河内 30 200 160
自然 （千）10 奥西山Ａ 宍粟市 千種町西山奥西山 35 50 45
自然 （千）11 奥西山Ｂ 宍粟市 千種町西山奥西山 45 60 55
自然 （千）12 奥西山Ｃ 宍粟市 千種町西山奧西山 35 60 80
自然 （千）13 奥西山Ｄ 宍粟市 千種町西山奥西山 35 90 75
自然 （千）15 室Ａ 宍粟市 千種町室 30 50 20
自然 （千）16 室Ｂ 宍粟市 千種町室 45 60 20
自然 （千）18 黒土Ａ 宍粟市 千種町黒土 30 60 35
自然 （千）20 七野Ｂ 宍粟市 千種町七野 50 60 55
自然 （千）21 下河野Ａ 宍粟市 千種町下河野 37 160 30
自然 （千）23 河呂Ｂ 宍粟市 千種町河呂 30 85 80
自然 （千）24 岩野辺Ａ 宍粟市 千種町岩野辺 40 90 30
自然 （千）25 岩野辺Ｂ 宍粟市 千種町岩野辺 30 250 25
自然 （千）26 岩野辺Ｃ 宍粟市 千種町岩野辺 45 150 15
自然 （千）27 岩野辺Ｄ 宍粟市 千種町岩野辺 40 112 20
自然 （千）28 荒尾Ａ 宍粟市 千種町岩野辺荒尾 40 70 50
自然 （千）29 鷹巣Ａ 宍粟市 千種町鷹巣 40 60 90
自然 （千）32 内海Ａ 宍粟市 千種町岩野辺内海 40 100 65
自然 （千）33 内海Ｂ 宍粟市 千種町岩野辺内海 47 70 80
自然 （千）35 奥田 宍粟市 千種町西河内 32 90 80
自然 （千）36 西河内ｌ 宍粟市 千種町西河内 50 270 60
自然 （千）37 西河内ｅ 宍粟市 千種町西河内 45 290 120
自然 （千）38 西河内ｄ 宍粟市 千種町西河内 40 190 100
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自然 （千）39 西河内ｊ 宍粟市 千種町西河内 45 30 45
自然 （千）40 池田ａ 宍粟市 千種町西河内 40 90 75
自然 （千）41 中野ａ 宍粟市 千種町西河内 45 130 200
自然 （千）42 河内ｆ 宍粟市 千種町河内 30 100 110
自然 （千）43 河内ｄ 宍粟市 千種町河内 40 120 120
自然 （千）44 河内３ 宍粟市 千種町河内 40 50 80
自然 （千）45 河内２ 宍粟市 千種町河内 50 80 150
自然 （千）46 河内１ 宍粟市 千種町河内 65 225 120
自然 （千）47 大久保ａ 宍粟市 千種町河内 40 110 70
自然 （千）48 大久保ｃ 宍粟市 千種町河内 40 265 170
自然 （千）49 河呂ａ 宍粟市 千種町河呂 45 100 160
自然 （千）50 河呂 宍粟市 千種町河呂 30 90 20
自然 （千）51 荒尾ｄ 宍粟市 千種町岩野辺荒尾 45 120 90
自然 （千）52 高橋１ 宍粟市 千種町岩野辺 42 45 30
自然 （千）53 奥西山ａ 宍粟市 千種町西山奥西山 30 120 165
自然 （千）54 西山ａ 宍粟市 千種町西山 40 260 80
自然 （千）55 上町ａ 宍粟市 千種町西山 40 380 120
自然 （千）56 中島ａ 宍粟市 千種町黒土中島 35 190 90
自然 （千）57 黒土ａ 宍粟市 千種町黒土 50 80 100
自然 （千）58 黒土 宍粟市 千種町黒土 60 75 20
自然 （千）59 黒土ｃ 宍粟市 千種町黒土 60 390 70
自然 （千）61 滝尻ａ 宍粟市 千種町黒土 35 570 250
自然 （千）62 東代 宍粟市 千種町黒土 55 50 25
自然 （千）63 七野ｂ 宍粟市 千種町室 60 20 310
自然 （千）64 七野１ 宍粟市 千種町七野 40 70 100
自然 （千）65 内海１ 宍粟市 千種町岩野辺内海 40 50 25
自然 （千）66 内海ａ 宍粟市 千種町岩野辺内海 45 40 35
自然 （千）67 内海ｄ 宍粟市 千種町岩野辺内海 30 50 70
自然 （千）68 内海ｃ 宍粟市 千種町岩野辺内海 45 60 30
自然 （千）69 鷹巣ａ 宍粟市 千種町鷹巣 40 60 50
自然 （千）70 鷹巣ｂ 宍粟市 千種町鷹巣 40 55 55
自然 （千）71 下河野２ 宍粟市 千種町下河野 45 120 50
自然 （千）72 下河野（２） 宍粟市 千種町下河野 35 135 125
自然 （千）73 下河野（３） 宍粟市 千種町下河野 65 95 140
自然 （千）74 揃木 宍粟市 千種町下河野 40 130 380
自然 （千）75 竹ノ内（３） 宍粟市 千種町下河野 70 100 90
自然 （千）76 竹ノ内 宍粟市 千種町下河野 40 160 230
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傾斜度 延長 高さ
（度） （ｍ） （ｍ）

自然 （山）1 大沢ｂ 宍粟市 山崎町大沢 45 250 90
自然 （山）2 塩山ａ 宍粟市 山崎町塩山 45 200 60
自然 （山）3 塩山ｂ 宍粟市 山崎町塩山 30 147 40
自然 （山）4 塩山ｃ 宍粟市 山崎町塩山 39 220 70
自然 （山）5 土万ａ 宍粟市 山崎町土万 31 97 30
自然 （山）6 土万ｇ 宍粟市 山崎町土万 32 200 85
自然 （山）7 土万ｈ 宍粟市 山崎町土万 42 110 150
自然 （山）8 土万ｊ 宍粟市 山崎町土万 63 80 110
自然 （山）9 土万ｋ 宍粟市 山崎町土万 45 200 135
自然 （山）10 土万ｌ 宍粟市 山崎町土万 41 180 70
自然 （山）11 寺西ｃ 宍粟市 山崎町塩田寺西 31 205 30
自然 （山）12 寺西ｅ 宍粟市 山崎町塩田寺西 35 300 190
自然 （山）13 寺西ｆ 宍粟市 山崎町塩田寺西 31 490 250
自然 （山）14 塩田ａ 宍粟市 山崎町塩田 41 180 50
自然 （山）16 比地町ａ 宍粟市 山崎町青木比地町 36 420 110
自然 （山）17 比地町ｄ 宍粟市 山崎町青木比地町 35 380 110
自然 （山）18 中井ａ 宍粟市 山崎町青木中井 45 600 140
自然 （山）19 中井ｂ 宍粟市 山崎町青木中井 39 100 70
自然 （山）20 中井ｃ 宍粟市 山崎町青木中井 39 100 150
自然 （山）21 中井ｄ 宍粟市 山崎町青木中井 38 290 130
自然 （山）23 青木ｃ 宍粟市 山崎町青木 37 300 70
自然 （山）24 高下ａ 宍粟市 山崎町高下 37 193 30
自然 （山）25 高下ｂ 宍粟市 山崎町高下 70 197 33
自然 （山）26 高下ｄ 宍粟市 山崎町高下 36 200 90
自然 （山）27 野々隅原ａ 宍粟市 山崎町野々隅原 33 300 140
自然 （山）28 野々隅原ｂ 宍粟市 山崎町野々隅原 40 300 50
自然 （山）29 野々隅原ｃ 宍粟市 山崎町野々隅原 36 271 60
自然 （山）30 野々隅原ｄ 宍粟市 山崎町野々隅原 39 310 50
自然 （山）31 上ノ上ｂ 宍粟市 山崎町上ノ上上ノ上 32 220 300
自然 （山）32 上ノ上ｄ 宍粟市 山崎町上ノ上上ノ上 35 500 320
自然 （山）33 上ノ上ｅ 宍粟市 山崎町上ノ上上ノ上 30 100 340
自然 （山）34 宮ノ北ａ 宍粟市 山崎町上ノ上宮ノ元 35 600 190
自然 （山）35 上ノ下ｂ 宍粟市 山崎町上ノ上上ノ上 36 80 180
自然 （山）36 久住ａ 宍粟市 山崎町中野久住 37 80 230
自然 （山）37 宮ノ元ｂ 宍粟市 山崎町中野宮ノ元 34 480 250
自然 （山）38 中野ａ 宍粟市 山崎町中野 38 190 80
自然 （山）39 中野ｂ 宍粟市 山崎町中野 39 180 120
自然 （山）40 中野ｃ 宍粟市 山崎町中野 38 360 290
自然 （山）41 中野ｄ 宍粟市 山崎町中野 39 190 70
自然 （山）43 東下野ｂ 宍粟市 山崎町東下野 40 200 140
自然 （山）44 東下野ｃ 宍粟市 山崎町東下野 32 175 50
自然 （山）45 東下野ｄ 宍粟市 山崎町東下野 33 210 110
自然 （山）46 大谷ｂ 宍粟市 山崎町大谷 35 220 140
自然 （山）47 大谷ｄ 宍粟市 山崎町大谷 34 100 55
自然 （山）48 大谷ｆ 宍粟市 山崎町大谷 34 280 150
自然 （山）49 上牧谷ａ 宍粟市 山崎町上牧谷 35 80 120
自然 （山）50 上牧谷ｂ 宍粟市 山崎町上牧谷 41 330 90
自然 （山）51 上牧谷ｃ 宍粟市 山崎町上牧谷 39 290 90
自然 （山）52 上牧谷ｄ 宍粟市 山崎町上牧谷 31 200 70
自然 （山）53 片山ａ 宍粟市 山崎町片山 41 300 160
自然 （山）54 下牧谷ａ 宍粟市 山崎町下牧谷 41 310 160
自然 （山）55 下牧谷ｂ 宍粟市 山崎町下牧谷 40 280 130
自然 （山）56 宇野ｅ 宍粟市 山崎町宇野 49 125 130
自然 （山）57 宇野ｂ 宍粟市 山崎町宇野 36 187 140

龍野土木事務所
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斜面
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箇所名
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自然 （山）58 宇野ｃ 宍粟市 山崎町宇野 45 190 120
自然 （山）59 下町ａ 宍粟市 山崎町下町 31 333 240
自然 （山）60 木ノ谷ａ 宍粟市 山崎町木ノ谷 43 290 160
自然 （山）61 与井ａ 宍粟市 山崎町与位 36 200 110
自然 （山）63 与井ｄ 宍粟市 山崎町与位 56 350 80
自然 （山）64 田井ａ 宍粟市 山崎町田井 36 130 140
自然 （山）65 田井ｂ 宍粟市 山崎町田井 38 380 250
自然 （山）67 田井ｄ 宍粟市 山崎町田井 37 175 150
自然 （山）68 野々上ｂ 宍粟市 山崎町野々上 30 103 70
自然 （山）69 岸田ａ 宍粟市 山崎町岸田 43 500 260
自然 （山）70 岸田ｂ 宍粟市 山崎町岸田 31 390 240
自然 （山）71 梯ａ 宍粟市 山崎町梯 30 180 20
自然 （山）72 梯ｂ 宍粟市 山崎町梯 37 215 100
自然 （山）73 梯ｄ 宍粟市 山崎町梯 42 240 230
自然 （山）74 五十波ａ 宍粟市 山崎町五十波 31 200 140
自然 （山）75 五十波ｂ 宍粟市 山崎町五十波 38 220 142
自然 （山）76 五十波ｄ 宍粟市 山崎町五十波 35 380 140
自然 （山）78 五十波ｆ 宍粟市 山崎町五十波 30 260 50
自然 （山）79 五十波ｇ 宍粟市 山崎町五十波 42 480 230
自然 （山）81 五十波ｉ 宍粟市 山崎町五十波 36 250 160
自然 （山）82 矢原ａ 宍粟市 山崎町矢原 43 130 170
自然 （山）83 矢原ｂ 宍粟市 山崎町矢原 38 150 120
自然 （山）84 三津ａ 宍粟市 山崎町三津 35 900 190
自然 （山）85 三津ｂ 宍粟市 山崎町三津 43 290 190
自然 （山）86 三谷ａ 宍粟市 山崎町三谷 38 400 180
自然 （山）87 三谷ｂ 宍粟市 山崎町三谷 45 70 50
自然 （山）89 中ｂ 宍粟市 山崎町中 45 350 90
自然 （山）90 中山ａ 宍粟市 山崎町中 37 280 90
自然 （山）91 木谷ａ 宍粟市 山崎町木谷 31 200 60
自然 （山）92 木谷ｂ 宍粟市 山崎町木谷 36 390 50
自然 （山）93 木谷ｃ 宍粟市 山崎町木谷 35 250 80
自然 （山）94 木谷ｄ 宍粟市 山崎町木谷 36 250 70
自然 （山）95 横須ａ 宍粟市 山崎町横須 31 220 170
自然 （山）96 横須ｄ 宍粟市 山崎町横須 39 200 70
自然 （山）97 横須ｅ 宍粟市 山崎町横須 36 300 130
自然 （山）98 高所ａ 宍粟市 山崎町高所 38 250 60
自然 （山）99 春安ａ 宍粟市 山崎町春安 34 220 80
自然 （山）100 春安ｂ 宍粟市 山崎町春安 32 100 70
自然 （山）101 段ａ 宍粟市 山崎町段 31 250 120
自然 （山）102 須賀沢ａ 宍粟市 山崎町須賀沢 38 237 90
自然 （山）103 須賀沢ｂ 宍粟市 山崎町須賀沢 38 150 70
自然 （山）104 須賀沢ｃ 宍粟市 山崎町須賀沢 35 270 110
自然 （山）105 須賀沢ｄ 宍粟市 山崎町須賀沢 32 190 70
自然 （山）106 須賀沢ｅ 宍粟市 山崎町須賀沢 36 180 100
自然 （山）107 須賀沢ｆ 宍粟市 山崎町須賀沢出石 34 500 110
自然 （山）108 中比地ｂ 宍粟市 山崎町中比地 34 130 70
自然 （山）109 下比地ｂ 宍粟市 山崎町下比地 36 400 240
自然 （山）110 川戸ａ 宍粟市 山崎町川戸 43 900 170
自然 （山）111 川戸ｂ 宍粟市 山崎町川戸 33 210 160
自然 （一）1 富士野ａ 宍粟市 一宮町倉床富士野 39 420 120
自然 （一）2 富士野ｃ 宍粟市 一宮町倉床富士野 37 180 250
自然 （一）3 倉床ａ 宍粟市 一宮町倉床 49 170 120
自然 （一）4 倉床ｂ 宍粟市 一宮町倉床 39 182 80
自然 （一）6 倉床ｉ 宍粟市 一宮町倉床 43 120 140
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自然 （一）7 倉床ｊ 宍粟市 一宮町倉床 36 113 120
自然 （一）8 富士野ｅ 宍粟市 一宮町倉床 45 299 180
自然 （一）9 中垣内ａ 宍粟市 一宮町横山中垣内 49 88 70
自然 （一）10 横山ｃ 宍粟市 一宮町横山 39 188 120
自然 （一）11 横山ｄ 宍粟市 一宮町横山 53 283 140
自然 （一）12 上岸田ａ 宍粟市 一宮町上岸田 53 440 180
自然 （一）13 上岸田ｆ 宍粟市 一宮町上岸田 49 200 50
自然 （一）14 上岸田ｇ 宍粟市 一宮町上岸田 49 223 70
自然 （一）15 上岸田ｈ 宍粟市 一宮町上岸田 42 230 110
自然 （一）16 上岸田ｉ 宍粟市 一宮町上岸田 53 458 70
自然 （一）17 井内ａ 宍粟市 一宮町井内 53 175 70
自然 （一）18 井内ｄ 宍粟市 一宮町井内 45 105 50
自然 （一）19 黒原ｅ 宍粟市 一宮町黒原 53 271 70
自然 （一）20 黒原ｂ 宍粟市 一宮町黒原 45 63 160
自然 （一）21 黒原ｃ 宍粟市 一宮町黒原 39 108 130
自然 （一）22 黒原ｄ 宍粟市 一宮町黒原 45 156 130
自然 （一）23 百千家満ｄ 宍粟市 一宮町百千家満 42 127 110
自然 （一）24 百千家満ｅ 宍粟市 一宮町百千家満 45 110 80
自然 （一）25 草木ａ 宍粟市 一宮町草木 41 137 70
自然 （一）26 草木ｂ 宍粟市 一宮町草木 45 152 85
自然 （一）27 草木ｃ 宍粟市 一宮町草木 53 633 80
自然 （一）28 草木ｅ 宍粟市 一宮町草木 45 328 240
自然 （一）29 草木ｇ 宍粟市 一宮町草木 45 148 100
自然 （一）30 草木ｈ 宍粟市 一宮町草木 43 115 60
自然 （一）31 下千町ａ 宍粟市 一宮町千町下千町 43 70 80
自然 （一）32 千町ｂ 宍粟市 一宮町千町 39 235 90
自然 （一）33 千町ｃ 宍粟市 一宮町千町 45 91 110
自然 （一）34 三方町ｅ 宍粟市 一宮町三方町 49 221 60
自然 （一）36 糀屋ｃ 宍粟市 一宮町公文糀屋 45 170 60
自然 （一）38 東公文ｂ 宍粟市 一宮町公文東公文 49 188 130
自然 （一）39 西公文ａ 宍粟市 一宮町公文西公文 45 407 130
自然 （一）40 西公文ｂ 宍粟市 一宮町公文西公文 53 347 170
自然 （一）41 西公文ｃ 宍粟市 一宮町公文西公文 45 635 150
自然 （一）42 西公文ｅ 宍粟市 一宮町公文西公文 45 265 110
自然 （一）43 志倉a 宍粟市 一宮町公文志倉 45 190 100
自然 （一）44 志倉ｂ 宍粟市 一宮町公文志倉 39 290 130
自然 （一）45 志倉ｃ 宍粟市 一宮町公文志倉 53 263 180
自然 （一）46 小原ｄ 宍粟市 一宮町公文小原 39 168 100
自然 （一）47 小原ａ 宍粟市 一宮町公文小原 45 131 80
自然 （一）48 小原ｂ 宍粟市 一宮町公文小原 53 115 80
自然 （一）49 溝谷ａ 宍粟市 一宮町公文溝谷 33 232 130
自然 （一）50 阿舎利ａ 宍粟市 一宮町河原田阿舎利 49 155 60
自然 （一）51 阿舎利ｃ 宍粟市 一宮町河原田阿舎利 53 226 170
自然 （一）52 阿舎利ｄ 宍粟市 一宮町河原田阿舎利 63 105 30
自然 （一）53 河原田ａ 宍粟市 一宮町河原田 44 252 110
自然 （一）54 河原田ｇ 宍粟市 一宮町河原田 53 218 50
自然 （一）55 河原田ｈ 宍粟市 一宮町河原田 53 275 150
自然 （一）56 河原田ｊ 宍粟市 一宮町河原田 38 457 180
自然 （一）57 高野ａ 宍粟市 一宮町河原田高野 53 331 240
自然 （一）58 高野ｃ 宍粟市 一宮町河原田高野 49 275 60
自然 （一）59 高野ｄ 宍粟市 一宮町河原田高野 45 151 60
自然 （一）60 福野ａ 宍粟市 一宮町福野 51 177 160
自然 （一）61 福野ｂ 宍粟市 一宮町福野 63 261 90
自然 （一）62 福野ｃ 宍粟市 一宮町福野 49 176 240
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　　急傾斜地崩壊危険箇所等（Ⅲ…人家はないが今後新規の住宅立地等が見込まれる箇所）

傾斜度 延長 高さ
（度） （ｍ） （ｍ）

龍野土木事務所

地形位置
斜面

箇所
番号

箇所名
郡市名 大字小字名

自然 （一）63 福中ｂ 宍粟市 一宮町福中 50 368 290
自然 （一）64 福中ｃ 宍粟市 一宮町福中 53 543 300
自然 （一）65 福知ａ 宍粟市 一宮町福知 43 517 190
自然 （一）66 福知ｂ 宍粟市 一宮町福知 39 138 40
自然 （一）67 福知ｃ 宍粟市 一宮町福知 39 140 110
自然 （一）68 津羅ａ 宍粟市 一宮町福知津羅 53 121 130
自然 （一）69 奧福知ａ 宍粟市 一宮町福知奧福知 45 310 356
自然 （一）70 奧福知ｄ 宍粟市 一宮町福知奧福知 45 170 200
自然 （一）71 白口ｃ 宍粟市 一宮町福知白口 53 425 400
自然 （一）72 西深ａ 宍粟市 一宮町西深 37 216 190
自然 （一）73 上西深ａ 宍粟市 一宮町西深上西深 45 301 140
自然 （一）74 下西深ｄ 宍粟市 一宮町西深 37 333 400
自然 （一）75 生栖ｂ 宍粟市 一宮町生栖 45 273 180
自然 （一）76 生栖ｃ 宍粟市 一宮町生栖 45 138 80
自然 （一）77 生栖ｄ 宍粟市 一宮町生栖 63 243 100
自然 （一）79 生栖ｆ 宍粟市 一宮町生栖 45 110 100
自然 （一）80 生栖ｇ 宍粟市 一宮町生栖 53 163 50
自然 （一）81 深河谷ｈ 宍粟市 一宮町深河谷 53 170 150
自然 （一）82 深河内ｊ 宍粟市 一宮町深河谷 45 176 60
自然 （一）83 田尻ａ 宍粟市 一宮町生栖田ノ尻 45 425 180
自然 （一）84 嵯峨山ａ 宍粟市 一宮町安積嵯峨山 53 183 130
自然 （一）85 乗取ａ 宍粟市 一宮町西安積乗取 44 420 60
自然 （一）86 乗取ｂ 宍粟市 一宮町西安積乗取 45 117 30
自然 （一）87 西安積ａ 宍粟市 一宮町西安積 45 515 90
自然 （一）92 伊和ａ 宍粟市 一宮町伊和 39 251 190
自然 （一）93 伊和ｂ 宍粟市 一宮町伊和 31 183 40
自然 （一）94 伊和ｃ 宍粟市 一宮町伊和 39 152 70
自然 （一）95 安黒ａ 宍粟市 一宮町安黒 44 112 370
自然 （一）96 安黒ｂ 宍粟市 一宮町安黒 53 248 170
自然 （一）97 下野田ａ 宍粟市 一宮町下野田 38 187 260
自然 （一）98 下野田ｂ 宍粟市 一宮町下野田 53 448 260
自然 （一）99 下野田ｃ 宍粟市 一宮町下野田 40 433 320
自然 （一）100 下野田ｄ 宍粟市 一宮町下野田 45 116 220
自然 （一）101 下野田ｅ 宍粟市 一宮町下野田 38 313 210
自然 （一）102 上野田ｂ 宍粟市 一宮町下野田 45 187 220
自然 （一）103 能倉ａ 宍粟市 一宮町能倉 45 303 160
自然 （一）104 能倉ｅ 宍粟市 一宮町能倉 45 199 110
自然 （一）105 能倉ｃ 宍粟市 一宮町能倉 45 166 150
自然 （一）106 能倉ｄ 宍粟市 一宮町能倉 45 211 210
自然 （一）107 東河内ａ 宍粟市 一宮町東河内山田 45 332 100
自然 （一）109 本谷ｃ 宍粟市 一宮町東河内本谷 45 135 100
自然 （一）113 本谷ｇ 宍粟市 一宮町東河内本谷 39 103 20
自然 （一）114 椴ヶ段ａ 宍粟市 一宮町東河内椴ヶ段 45 148 350
自然 （一）115 椴ヶ段ｂ 宍粟市 一宮町東河内椴ヶ段 39 227 140
自然 （一）116 椴ヶ段ｄ 宍粟市 一宮町東河内椴ヶ段 39 433 170
自然 （一）117 椴ヶ段ｅ 宍粟市 一宮町東河内椴ヶ段 45 380 190
自然 （一）118 椴ヶ段ｆ 宍粟市 一宮町東河内椴ヶ段 45 212 200
自然 （波）1 堀ａ 宍粟市 波賀町堀 45 378 140
自然 （波）2 堀ｃ 宍粟市 波賀町堀 45 233 140
自然 （波）3 堀ｄ 宍粟市 波賀町堀 45 310 155
自然 （波）4 戸倉ａ 宍粟市 波賀町戸倉 53 130 80
自然 （波）5 戸倉ｅ 宍粟市 波賀町戸倉 39 163 150
自然 （波）6 戸倉Ａ 宍粟市 波賀町戸倉 39 172 100
自然 （波）7 道谷ａ 宍粟市 波賀町道谷 53 248 160
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　　急傾斜地崩壊危険箇所等（Ⅲ…人家はないが今後新規の住宅立地等が見込まれる箇所）

傾斜度 延長 高さ
（度） （ｍ） （ｍ）

龍野土木事務所

地形位置
斜面

箇所
番号

箇所名
郡市名 大字小字名

自然 （波）8 鹿伏ｇ 宍粟市 波賀町鹿伏 45 123 190
自然 （波）9 鹿伏ｊ 宍粟市 波賀町鹿伏 45 217 170
自然 （波）14 小原ａ 宍粟市 波賀町引原 45 123 200
自然 （波）15 原ｃ 宍粟市 波賀町原 53 332 260
自然 （波）16 原ｈ 宍粟市 波賀町原 49 407 190
自然 （波）17 原ｊ 宍粟市 波賀町原 63 57 20
自然 （波）18 日ノ原ａ 宍粟市 波賀町日ノ原 53 127 110
自然 （波）19 野尻ｃ 宍粟市 波賀町野尻 45 370 100
自然 （波）20 上野ｆ 宍粟市 波賀町上野 39 277 90
自然 （波）21 流田ｂ 宍粟市 波賀町斉木流田 53 122 60
自然 （波）22 流田ｃ 宍粟市 波賀町斉木流田 39 185 50
自然 （波）23 水谷ｃ 宍粟市 波賀町上野水谷 39 293 134
自然 （波）24 安賀ｂ 宍粟市 波賀町今市 45 583 280
自然 （千）1 ちぐさａ 宍粟市 千種町 45 217 110
自然 （千）2 西河内ａ 宍粟市 千種町西河内 34 367 140
自然 （千）3 西河内ｍ 宍粟市 千種町西河内 45 327 165
自然 （千）4 西河内ｈ 宍粟市 千種町西河内 39 203 110
自然 （千）5 西河内ｉ 宍粟市 千種町西河内 30 200 70
自然 （千）6 西河内ｋ 宍粟市 千種町西河内 45 207 90
自然 （千）7 三室ａ 宍粟市 千種町河内三室 30 127 20
自然 （千）8 三室ｂ 宍粟市 千種町河内三室 45 160 30
自然 （千）9 道上ａ 宍粟市 千種町河内道上 38 235 140
自然 （千）10 道上ｂ 宍粟市 千種町河内道上 34 267 80
自然 （千）11 道上ｅ 宍粟市 千種町河内道上 45 125 50
自然 （千）12 河内ｈ 宍粟市 千種町河内 45 173 120
自然 （千）13 河内ｉ 宍粟市 千種町河内 40 217 100
自然 （千）14 河内ｇ 宍粟市 千種町河内 31 117 50
自然 （千）15 大久保ｂ 宍粟市 千種町河内大久保 34 150 140
自然 （千）16 河呂ｂ 宍粟市 千種町河呂 45 183 100
自然 （千）17 千草ｂ 宍粟市 千種町千草 32 416 60
自然 （千）18 奧西山ｆ 宍粟市 千種町西山奧西山 34 183 80
自然 （千）19 奧西山ｂ 宍粟市 千種町西山奧西山 35 215 80
自然 （千）20 奥西山ｄ 宍粟市 千種町西山奧西山 40 240 110
自然 （千）21 奥西山ｅ 宍粟市 千種町西山奧西山 31 200 60
自然 （千）22 七野ｃ 宍粟市 千種町七野 39 467 380
自然 （千）23 七野ｄ 宍粟市 千種町七野 38 470 350
自然 （千）24 下河野ａ 宍粟市 千種町下河野 35 183 180
自然 （千）25 岩野辺ａ 宍粟市 千種町岩野辺 38 277 90
自然 （千）26 荒尾ａ 宍粟市 千種町岩野辺荒尾 31 377 170
自然 （千）27 荒尾ｃ 宍粟市 千種町岩野辺荒尾 45 293 70
自然 （千）28 荒尾ｅ 宍粟市 千種町岩野辺荒尾 35 173 100
自然 （千）29 荒尾ｆ 宍粟市 千種町岩野辺荒尾 37 133 50
自然 （千）30 荒尾ｇ 宍粟市 千種町岩野辺荒尾 45 170 60
自然 （千）31 内海ｂ 宍粟市 千種町岩野辺内海 39 202 80
自然 （千）32 内海ｅ 宍粟市 千種町岩野辺内海 45 193 40
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土石流危険渓流等（渓流番号中のⅠ、Ⅱ、Ⅲの別は「急傾斜地崩壊危険箇所」のそれに同義）

渓流長
（10ｍ）

流域面積
（ha）

流下部平均
勾配（度）

揖-山崎-Ⅰ 1 揖保川 揖保川 木ノ谷川 木ノ谷 46 14 21
揖-山崎-Ⅰ 2 揖保川 揖保川 天神川 与位 59 8 27
揖-山崎-Ⅰ 3 揖保川 揖保川 木ノ谷川 木ノ谷 37 8 26
揖-山崎-Ⅰ 4 揖保川 頃谷川 奥谷川 与位 90 44 24
揖-山崎-Ⅰ 5 揖保川 頃谷川 北谷川 与位 87 38 14
揖-山崎-Ⅰ 6 揖保川 母楢谷川 上ノ谷 杉ヶ瀬 44 5 30
揖-山崎-Ⅰ 7 揖保川 母楢谷川 小畑 杉ヶ瀬 35 8 25
揖-山崎-Ⅰ 8 揖保川 揖保川 天神川 田井 21 3 24
揖-山崎-Ⅰ 9 揖保川 揖保川 上野川 田井 37 6 34
揖-山崎-Ⅰ 10 揖保川 揖保川 菖藤谷 田井 46 11 28
揖-山崎-Ⅰ 11 揖保川 揖保川 才ノ天川 田井 29 13 30
揖-山崎-Ⅰ 12 揖保川 揖保川 才ノ元 五十波 21 3 23
揖-山崎-Ⅰ 13 揖保川 揖保川 大畑 五十波 52 24 13
揖-山崎-Ⅰ 14 揖保川 揖保川 胡麻谷川 西五十波 25 9 14
揖-山崎-Ⅰ 15 揖保川 揖保川 胡麻谷川 西五十波 17 11 16
揖-山崎-Ⅰ 16 揖保川 揖保川 野々上川 野々上 42 11 16
揖-山崎-Ⅰ 17 揖保川 揖保川 大谷川 野々上 122 78 26
揖-山崎-Ⅰ 18 揖保川 揖保川 寺谷川 野々上 89 46 20
揖-山崎-Ⅰ 19 揖保川 揖保川 妙見谷 野々上 29 3 22
揖-山崎-Ⅰ 20 揖保川 揖保川 塚谷川 野々上 36 4 23
揖-山崎-Ⅰ 21 揖保川 揖保川 天神 野々上 52 13 23
揖-山崎-Ⅰ 22 揖保川 揖保川 天神 野々上 43 17 25
揖-山崎-Ⅰ 23 揖保川 揖保川 シャレ谷 岸田 32 5 28
揖-山崎-Ⅰ 24 揖保川 梯川 橋岡川 梯 42 4 28
揖-山崎-Ⅰ 25 揖保川 梯川 大畑 梯 35 39 20
揖-山崎-Ⅰ 26 揖保川 梯川 才の木 五十波 17 4 28
揖-山崎-Ⅰ 27 揖保川 揖保川 五十波川 西五十波 22 3 23
揖-山崎-Ⅰ 28 揖保川 揖保川 赤塚 矢原 7 4 18
揖-山崎-Ⅰ 29 揖保川 揖保川 金山川 矢原 7 2 21
揖-山崎-Ⅰ 30 揖保川 揖保川 宮ノ谷 矢原 8 3 21
揖-山崎-Ⅰ 31 揖保川 揖保川 上ノ山川 三津 64 34 29
揖-山崎-Ⅰ 32 揖保川 揖保川 八岡川 神谷 87 38 21
揖-山崎-Ⅰ 33 揖保川 揖保川 森谷川 神谷 44 8 28
揖-山崎-Ⅰ 34 揖保川 伊沢川 老後下 上ノ上 45 6 26
揖-山崎-Ⅰ 35 揖保川 伊沢川 木地屋川 上ノ上 74 23 32
揖-山崎-Ⅰ 36 揖保川 伊沢川 平野川 上ノ上 155 88 20
揖-山崎-Ⅰ 37 揖保川 伊沢川 小部 上ノ下 33 24 19
揖-山崎-Ⅰ 38 揖保川 伊沢川 白井谷川 上ノ下 105 25 20
揖-山崎-Ⅰ 39 揖保川 伊沢川 細野川 上ノ下 200 153 14
揖-山崎-Ⅰ 40 揖保川 伊沢川 ゴソロ川 宮ノ北 56 14 17
揖-山崎-Ⅰ 41 揖保川 伊沢川 明延川 明延 117 69 19
揖-山崎-Ⅰ 42 揖保川 伊沢川 明延川 明延 150 47 16
揖-山崎-Ⅰ 43 揖保川 伊沢川 伊沢川 宮ノ元 19 4 29
揖-山崎-Ⅰ 44 揖保川 伊沢川 実友川 明延 73 47 26
揖-山崎-Ⅰ 45 揖保川 伊沢川 上段川 明延 39 16 29
揖-山崎-Ⅰ 46 揖保川 伊沢川 宿 宮ノ元 84 71 19
揖-山崎-Ⅰ 47 揖保川 伊沢川 紙屋 紙屋 32 11 21
揖-山崎-Ⅰ 48 揖保川 伊沢川 宗広川 東下野 36 15 23
揖-山崎-Ⅰ 49 揖保川 伊沢川 北畠川 大谷 178 124 12
揖-山崎-Ⅰ 50 揖保川 伊沢川 大谷川 大谷 134 66 15
揖-山崎-Ⅰ 51 揖保川 伊沢川 向林川 大谷 19 6 15
揖-山崎-Ⅰ 52 揖保川 伊沢川 上牧谷川 上牧谷 69 47 13
揖-山崎-Ⅰ 53 揖保川 伊沢川 高下川 上牧谷 33 13 15
揖-山崎-Ⅰ 54 揖保川 伊沢川 有谷川 上牧谷 70 13 11
揖-山崎-Ⅰ 55 揖保川 伊沢川 横野 上牧谷 110 73 11
揖-山崎-Ⅰ 56 揖保川 伊沢川 山田川 県 57 19 17
揖-山崎-Ⅰ 57 揖保川 伊沢川 藤ケタワ川 県 97 19 21

渓流名
渓流所在地

（字名）

渓流概況
渓流番号 水系名 河川名
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土石流危険渓流等（渓流番号中のⅠ、Ⅱ、Ⅲの別は「急傾斜地崩壊危険箇所」のそれに同義）

渓流長
（10ｍ）

流域面積
（ha）

流下部平均
勾配（度）

渓流名
渓流所在地

（字名）

渓流概況
渓流番号 水系名 河川名

揖-山崎-Ⅰ 58 揖保川 伊沢川 山根川 片山 13 7 14
揖-山崎-Ⅰ 59 揖保川 伊沢川 下牧谷川 下牧谷 50 25 14
揖-山崎-Ⅰ 60 揖保川 伊沢川 長水川 宇野 89 33 21
揖-山崎-Ⅰ 61 揖保川 伊沢川 小山川 宇野 52 15 22
揖-山崎-Ⅰ 62 揖保川 伊沢川 せんざい川 下牧谷 37 21 14
揖-山崎-Ⅰ 63 揖保川 伊沢川 谷川 下牧谷 41 11 11
揖-山崎-Ⅰ 64 揖保川 伊沢川 東山 宇野 32 8 24
揖-山崎-Ⅰ 65 揖保川 伊沢川 与泰寺川 下田 123 82 21
揖-山崎-Ⅰ 66 揖保川 伊沢川 戸敷 戸敷 33 5 24
揖-山崎-Ⅰ 67 揖保川 伊沢川 戸敷 戸敷 35 7 26
揖-山崎-Ⅰ 68 揖保川 伊沢川 戸敷 戸敷 29 6 24
揖-山崎-Ⅰ 69 揖保川 伊沢川 戸敷 横須 12 3 27
揖-山崎-Ⅰ 70 揖保川 伊沢川 岩ケ谷川 横須 40 14 24
揖-山崎-Ⅰ 71 揖保川 伊沢川 岩ケ谷川 生谷 49 8 19
揖-山崎-Ⅰ 72 揖保川 伊沢川 岩ケ谷川 横須 11 2 15
揖-山崎-Ⅰ 73 揖保川 伊沢川 生谷川 上寺 149 54 12
揖-山崎-Ⅰ 74 揖保川 三谷川 石ケ谷川 中ノ内 59 12 25
揖-山崎-Ⅰ 75 揖保川 三谷川 垣内 垣内 18 4 16
揖-山崎-Ⅰ 76 揖保川 三谷川 岡 垣内 21 3 30
揖-山崎-Ⅰ 77 揖保川 三谷川 応治ケ谷 三谷 24 2 7
揖-山崎-Ⅰ 78 揖保川 三谷川 寺谷川 垣内 19 2 31
揖-山崎-Ⅰ 79 揖保川 三谷川 寺谷川 垣内 189 104 16
揖-山崎-Ⅰ 80 揖保川 三谷川 カジヤ谷 上土井 96 18 18
揖-山崎-Ⅰ 81 揖保川 揖保川 寺院川 上寺 39 7 29
揖-山崎-Ⅰ 82 揖保川 揖保川 カジヤ谷 出石 123 122 10
揖-山崎-Ⅰ 83 揖保川 揖保川 春日谷川 須賀沢 15 12 14
揖-山崎-Ⅰ 84 揖保川 揖保川 油谷川 横須沢 33 8 7
揖-山崎-Ⅰ 85 揖保川 揖保川 北谷口川 須賀沢 22 5 18
揖-山崎-Ⅰ 86 揖保川 菅野川 段川 塩田 39 27 13
揖-山崎-Ⅰ 87 揖保川 菅野川 政所 塩田 13 4 19
揖-山崎-Ⅰ 88 揖保川 菅野川 若杉川 塩田 85 43 18
揖-山崎-Ⅰ 89 揖保川 菅野川 中井川 中井 37 8 24
揖-山崎-Ⅰ 90 揖保川 菅野川 鍛冶屋川 鍛冶屋 89 34 27
揖-山崎-Ⅰ 91 揖保川 菅野川 折橋川 折橋 89 56 23
揖-山崎-Ⅰ 92 揖保川 菅野川 日裏川 青木 40 26 24
揖-山崎-Ⅰ 93 揖保川 菅野川 勝地川 青木 83 75 21
揖-山崎-Ⅰ 94 揖保川 菅野川 谷畑川 青木 25 4 33
揖-山崎-Ⅰ 95 揖保川 菅野川 尾鼻川 青木 58 17 24
揖-山崎-Ⅰ 96 揖保川 菅野川 尾鼻川 青木 55 20 24
揖-山崎-Ⅰ 97 揖保川 菅野川 諏訪川 青木 23 6 29
揖-山崎-Ⅰ 98 揖保川 菅野川 菅本 菅本 25 6 24
揖-山崎-Ⅰ 99 揖保川 菅野川 高下川 高下 10 10 18
揖-山崎-Ⅰ 100 揖保川 菅野川 高下川 高下 10 11 16
揖-山崎-Ⅰ 101 揖保川 菅野川 向イ市場川 市場 7 13 12
揖-山崎-Ⅰ 102 揖保川 菅野川 木谷川 木谷 67 43 11
揖-山崎-Ⅰ 103 揖保川 菅野川 古木谷川 木谷 33 18 12
揖-山崎-Ⅰ 104 揖保川 菅野川 赤尾川 木谷 39 7 26
揖-山崎-Ⅰ 105 揖保川 菅野川 加生川 加生 35 9 27
揖-山崎-Ⅰ 106 揖保川 菅野川 障子谷 障子谷 25 8 30
揖-山崎-Ⅰ 107 揖保川 菅野川 上ノ谷 奥ノ谷 23 6 23
揖-山崎-Ⅰ 108 揖保川 菅野川 鎌谷川 春安 30 10 26
揖-山崎-Ⅰ 109 揖保川 菅野川 加寺川 門前 33 5 28
揖-山崎-Ⅰ 110 揖保川 菅野川 加寺川 西大王寺 43 10 29
揖-山崎-Ⅰ 111 揖保川 菅野川 門前永谷 門前永谷 38 5 19
揖-山崎-Ⅰ 112 揖保川 菅野川 西源ケ谷 元山崎 21 3 16
揖-山崎-Ⅰ 113 揖保川 菅野川 観音谷川 段 1 4 9
揖-山崎-Ⅰ 114 揖保川 菅野川 琴平川 段 50 37 24
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揖-山崎-Ⅰ 115 揖保川 菅野川 横谷川 段 26 9 28
揖-山崎-Ⅰ 116 揖保川 菅野川 山根 段 25 3 28
揖-山崎-Ⅰ 117 揖保川 菅野川 山那川 金谷 33 6 28
揖-山崎-Ⅰ 118 揖保川 揖保川 法師ヶ谷 金谷 25 4 29
揖-山崎-Ⅰ 119 揖保川 揖保川 金谷川 金谷 140 59 19
揖-山崎-Ⅰ 120 揖保川 揖保川 奥地川 上比地 240 176 7
揖-山崎-Ⅰ 121 揖保川 滝川 上ノ段川 上比地 78 63 26
揖-山崎-Ⅰ 122 揖保川 滝川 神子谷 上比地 40 6 24
揖-山崎-Ⅰ 123 揖保川 滝川 湯谷川 中比地 43 13 28
揖-山崎-Ⅰ 124 揖保川 揖保川 下谷川 下比地 38 14 28
揖-山崎-Ⅰ 125 揖保川 揖保川 下谷川 下比地 50 19 25
揖-山崎-Ⅰ 126 揖保川 揖保川 上ノ山川 川戸 27 4 24
揖-山崎-Ⅰ 127 揖保川 揖保川 上ノ山川 川戸 22 3 22
揖-山崎-Ⅰ 128 揖保川 揖保川 上ノ山川 川戸 17 2 27
揖-山崎-Ⅰ 129 揖保川 揖保川 禅寺川 宇原 110 28 17
揖-山崎-Ⅰ 130 揖保川 揖保川 宇原谷川 宇原 115 84 12
揖-山崎-Ⅰ 131 揖保川 宇原谷川 前谷川 宇原 67 76 9
千-山崎-Ⅰ 132 千種川 志文川 宮ノ下 小芽野 17 9 13
千-山崎-Ⅰ 133 千種川 志文川 出合川 小芽野 31 8 14
千-山崎-Ⅰ 134 千種川 志文川 出合川 小芽野 18 5 14
千-山崎-Ⅰ 135 千種川 志文川 出合川 小芽野 27 4 22
千-山崎-Ⅰ 136 千種川 志文川 出合川 小芽野 32 4 17
千-山崎-Ⅰ 137 千種川 志文川 野々谷川 大沢 26 6 23
千-山崎-Ⅰ 138 千種川 志文川 大谷川 大沢 103 63 16
千-山崎-Ⅰ 139 千種川 志文川 平萱谷 大沢 126 79 29
千-山崎-Ⅰ 140 千種川 小河内川 小河内川 円免小河内 13 4 19
千-山崎-Ⅰ 141 千種川 小河内川 立ゴモ川 小河内 38 11 28
千-山崎-Ⅰ 142 千種川 志文川 銀山川 塩山 88 19 11
千-山崎-Ⅰ 143 千種川 志文川 塩山川 塩山 123 93 11
千-山崎-Ⅰ 144 千種川 志文川 今出川 土万 29 7 17
千-山崎-Ⅰ 145 千種川 志文川 大谷川 土万 53 7 14
千-山崎-Ⅰ 146 千種川 志文川 大谷川 土万 29 2 16
千-山崎-Ⅰ 147 千種川 志文川 奥土万川 土万 23 3 10
千-山崎-Ⅰ 148 千種川 志文川 八重谷川 土万 30 9 8
千-山崎-Ⅰ 149 千種川 志文川 土万川 土万 14 3 14
千-山崎-Ⅰ 150 千種川 志文川 土万川 土万 13 6 13
千-山崎-Ⅰ 151 千種川 矢野川 西谷川 葛根 49 18 12
揖-山崎-Ⅱ 1 揖保川 揖保川 水木ケサコ 母栖 24 5 14
揖-山崎-Ⅱ 2 揖保川 揖保川 ツヅラ谷 母栖 48 17 12
揖-山崎-Ⅱ 3 揖保川 頃谷川 西山川 与位 36 10 9
揖-山崎-Ⅱ 4 揖保川 母栖谷川 小畑 杉ヶ瀬 28 15 16
揖-山崎-Ⅱ 5 揖保川 揖保川 菖溝谷 田井 27 6 30
揖-山崎-Ⅱ 6 揖保川 揖保川 福城谷 田井 59 13 26
揖-山崎-Ⅱ 7 揖保川 揖保川 天神川 野々上 13 5 14
揖-山崎-Ⅱ 8 揖保川 揖保川 岨下川 野々上 28 15 21
揖-山崎-Ⅱ 9 揖保川 梯川 毛利川 梯 54 32 14
揖-山崎-Ⅱ 10 揖保川 梯川 毛刺 梯 28 7 29
揖-山崎-Ⅱ 11 揖保川 梯川 中林 梯 33 9 10
揖-山崎-Ⅱ 12 揖保川 梯川 焼ノ谷 梯 57 32 13
揖-山崎-Ⅱ 13 揖保川 梯川 釜屋川 梯 48 34 13
揖-山崎-Ⅱ 14 揖保川 梯川 坂手 西五十波 34 10 17
揖-山崎-Ⅱ 15 揖保川 梯川 才の木 西五十波 9 5 18
揖-山崎-Ⅱ 16 揖保川 梯川 小瀬 五十波 167 109 10
揖-山崎-Ⅱ 17 揖保川 梯川 小滝 五十波 32 9 14
揖-山崎-Ⅱ 18 揖保川 伊沢川 平野 上ノ上 71 26 17
揖-山崎-Ⅱ 19 揖保川 原山川 河原山川 野々住原 59 23 13
揖-山崎-Ⅱ 20 揖保川 伊沢川 宮ノ元 宮ノ元 47 9 24
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揖-山崎-Ⅱ 21 揖保川 伊沢川 イブロ谷川 久住 81 35 16
揖-山崎-Ⅱ 22 揖保川 伊沢川 久保川 東下野 151 77 13
揖-山崎-Ⅱ 23 揖保川 伊沢川 塩谷川 上牧谷 17 9 11
揖-山崎-Ⅱ 24 揖保川 伊沢川 日ノ川 上牧谷 129 72 18
揖-山崎-Ⅱ 25 揖保川 伊沢川 堂ノ尾 下牧谷 34 10 9
揖-山崎-Ⅱ 26 揖保川 伊沢川 堂ノ尾 下牧谷 25 9 11
揖-山崎-Ⅱ 27 揖保川 伊沢川 山才 下牧谷 20 6 14
揖-山崎-Ⅱ 28 揖保川 伊沢川 コニケ谷 下町 41 22 12
揖-山崎-Ⅱ 29 揖保川 伊沢川 権現 下町 14 4 16
揖-山崎-Ⅱ 30 揖保川 伊沢川 雨ケ鼻 横須 90 3 2
揖-山崎-Ⅱ 31 揖保川 三谷川 妙法寺川 三谷 39 10 12
揖-山崎-Ⅱ 32 揖保川 揖保川 大谷川 須賀沢 20 4 9
揖-山崎-Ⅱ 33 揖保川 揖保川 峠川 須賀沢 49 15 14
揖-山崎-Ⅱ 34 揖保川 揖保川 無如谷 須賀沢 37 10 14
揖-山崎-Ⅱ 35 揖保川 揖保川 石ケ谷 須賀沢 38 11 11
揖-山崎-Ⅱ 36 揖保川 揖保川 石ケ谷川 横須沢 37 13 9
揖-山崎-Ⅱ 37 揖保川 揖保川 宮ノ下 須賀沢 17 4 12
揖-山崎-Ⅱ 38 揖保川 揖保川 駒ノ尾 川戸 19 8 18
揖-山崎-Ⅱ 39 揖保川 菅野川 明字 寺西 33 14 18
揖-山崎-Ⅱ 40 揖保川 菅野川 北谷口 寺西 10 7 18
揖-山崎-Ⅱ 41 揖保川 菅野川 段 塩田 54 17 17
揖-山崎-Ⅱ 42 揖保川 菅野川 成岡 塩田 41 17 15
揖-山崎-Ⅱ 43 揖保川 菅野川 井塚川 青木 70 43 11
揖-山崎-Ⅱ 44 揖保川 菅野川 助森川 高下 71 28 10
揖-山崎-Ⅱ 45 揖保川 菅野川 助森 高下 44 9 9
揖-山崎-Ⅱ 46 揖保川 菅野川 北畑川 高下 33 12 21
揖-山崎-Ⅱ 47 揖保川 菅野川 米山 市場 36 15 15
揖-山崎-Ⅱ 48 揖保川 菅野川 大谷川 春安 88 41 10
揖-山崎-Ⅱ 49 揖保川 滝川 上ノ段川 上比地 82 25 16
揖-山崎-Ⅱ 50 揖保川 滝川 奥地川 上比地 33 24 14
揖-山崎-Ⅱ 51 揖保川 揖保川 大谷川 下比地 34 23 12
千-山崎-Ⅱ 52 千種川 志文川 立ゴモ 塩山 29 7 10
千-山崎-Ⅱ 53 千種川 志文川 神子谷川 塩山 33 5 12
千-山崎-Ⅱ 54 千種川 志文川 加ト 塩山 55 16 12
千-山崎-Ⅱ 55 千種川 志文川 井上川 土万 86 16 12
千-山崎-Ⅱ 56 千種川 志文川 市場 土万 22 5 18
千-山崎-Ⅱ 57 千種川 矢野川 フサン谷川 葛根 28 6 10
千-山崎-Ⅱ 58 千種川 矢野川 南山 葛根 59 15 11
揖-山崎-Ⅲ 1 千種川 伊沢川 雨ケ鼻 生谷 16 5 24

揖-一宮-Ⅰ 1 揖保川 桑倉川 富士野谷 富士野 37 16 18
揖-一宮-Ⅰ 2 揖保川 桑倉川 生身谷 桑垣 110 131 15
揖-一宮-Ⅰ 3 揖保川 揖保川 奥横山川 大坪 63 19 22
揖-一宮-Ⅰ 4 揖保川 揖保川 下垣内川 横山 17 6 15
揖-一宮-Ⅰ 5 揖保川 黒原川 黒原川 奥組 250 242 10
揖-一宮-Ⅰ 6 揖保川 黒原川 奥山出川 奥組 50 4 10
揖-一宮-Ⅰ 7 揖保川 黒原川 上西山川 奥組 17 3 21
揖-一宮-Ⅰ 8 揖保川 黒原川 上山出川 奥組 22 4 13
揖-一宮-Ⅰ 9 揖保川 黒原川 中山出川 奥組 97 16 12
揖-一宮-Ⅰ 10 揖保川 黒原川 下山出川 奥組 137 27 12
揖-一宮-Ⅰ 11 揖保川 黒原川 下西山川 奥組 63 24 15
揖-一宮-Ⅰ 12 揖保川 黒原川 上松山川 奥組 50 6 13
揖-一宮-Ⅰ 13 揖保川 黒原川 上一ノ谷川 奥組 20 5 14
揖-一宮-Ⅰ 14 揖保川 黒原川 中松山川 奥組 17 2 15
揖-一宮-Ⅰ 15 揖保川 黒原川 下一ノ谷川 奥組 13 2 14
揖-一宮-Ⅰ 16 揖保川 黒原川 下松山川 黒原 50 6 16
揖-一宮-Ⅰ 17 揖保川 黒原川 牛谷川 黒原 138 31 15
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揖-一宮-Ⅰ 18 揖保川 黒原川 奥太谷川 大谷 117 57 12
揖-一宮-Ⅰ 19 揖保川 黒原川 上太谷川 大谷 13 3 14
揖-一宮-Ⅰ 20 揖保川 黒原川 下太谷川 黒原 130 36 16
揖-一宮-Ⅰ 21 揖保川 黒原川 太谷川 大谷 40 9 9
揖-一宮-Ⅰ 22 揖保川 黒原川 井内川 井内 35 6 22
揖-一宮-Ⅰ 23 揖保川 黒原川 タワ川 上岸田 25 4 14
揖-一宮-Ⅰ 24 揖保川 黒原川 岸田川 野々谷 7 1 18
揖-一宮-Ⅰ 25 揖保川 揖保川 前田川 上岸田 98 10 20
揖-一宮-Ⅰ 26 揖保川 揖保川 野々谷川 上岸田 178 63 17
揖-一宮-Ⅰ 27 揖保川 揖保川 戸谷 戸谷 133 88 20
揖-一宮-Ⅰ 28 揖保川 揖保川 草木川 半瀬 100 31 19
揖-一宮-Ⅰ 29 揖保川 揖保川 半瀬川 百千家満 133 32 20
揖-一宮-Ⅰ 30 揖保川 揖保川 薄木川 百千家満 98 13 13
揖-一宮-Ⅰ 31 揖保川 揖保川 下百千家満川 下百千家満 130 38 21
揖-一宮-Ⅰ 32 揖保川 揖保川 下井ノ田川 三方町 50 8 25
揖-一宮-Ⅰ 33 揖保川 揖保川 タコラ川 三方町 45 11 25
揖-一宮-Ⅰ 34 揖保川 公文川 唐野川 上山 33 9 8
揖-一宮-Ⅰ 35 揖保川 公文川 上上山川 和田 37 16 14
揖-一宮-Ⅰ 36 揖保川 公文川 下上山川 和田 33 14 15
揖-一宮-Ⅰ 37 揖保川 公文川 森木谷 西公文 20 3 24
揖-一宮-Ⅰ 38 揖保川 公文川 和田川 西公文 50 19 25
揖-一宮-Ⅰ 39 揖保川 公文川 百千川 西公文 63 7 24
揖-一宮-Ⅰ 40 揖保川 東公文川 銭亀谷川 東公文 28 4 19
揖-一宮-Ⅰ 41 揖保川 公文川 下谷川 三方町 20 6 22
揖-一宮-Ⅰ 42 揖保川 公文川 堂谷川 三方町 15 2 29
揖-一宮-Ⅰ 43 揖保川 公文川 上城山川 三方町 25 3 28
揖-一宮-Ⅰ 44 揖保川 公文川 下城山川 三方町 12 2 27
揖-一宮-Ⅰ 45 揖保川 阿舎利川 釜河内川 釜河内 7 4 26
揖-一宮-Ⅰ 46 揖保川 揖保川 下谷川 河原田 15 4 34
揖-一宮-Ⅰ 47 揖保川 揖保川 中台川 河原田 33 8 27
揖-一宮-Ⅰ 48 揖保川 揖保川 高野川 千代 329 317 14
揖-一宮-Ⅰ 49 揖保川 揖保川 中垣内川 高野 50 21 25
揖-一宮-Ⅰ 50 揖保川 揖保川 下モ田山川 前川 50 21 14
揖-一宮-Ⅰ 51 揖保川 揖保川 福野川 福野 34 4 28
揖-一宮-Ⅰ 52 揖保川 横住川 千町谷 千町 40 7 23
揖-一宮-Ⅰ 53 揖保川 草木川 千町川 下千町 100 40 17
揖-一宮-Ⅰ 54 揖保川 草木川 下千町川 千町 50 8 22
揖-一宮-Ⅰ 55 揖保川 揖保川 福中川 福中 48 14 25
揖-一宮-Ⅰ 56 揖保川 揖保川 吉野川 福知 21 8 28
揖-一宮-Ⅰ 57 揖保川 福知川 ズラ川 福知 23 7 24
揖-一宮-Ⅰ 58 揖保川 福知川 下田川 福知 145 80 14
揖-一宮-Ⅰ 59 揖保川 福知川 南川 成了 92 19 17
揖-一宮-Ⅰ 60 揖保川 揖保川 岡常川 西深 57 13 28
揖-一宮-Ⅰ 61 揖保川 揖保川 笛谷川 生楢 107 21 19
揖-一宮-Ⅰ 62 揖保川 揖保川 朽ヶ谷川 生楢 71 28 19
揖-一宮-Ⅰ 63 揖保川 揖保川 中ノ歩危川 生楢 23 5 7
揖-一宮-Ⅰ 64 揖保川 揖保川 上ノ山川 西深 65 13 24
揖-一宮-Ⅰ 65 揖保川 揖保川 ヒヤガ谷川 西深 125 49 23
揖-一宮-Ⅰ 66 揖保川 揖保川 月谷川 生楢 223 219 13
揖-一宮-Ⅰ 67 揖保川 揖保川 塚先谷川 生楢 50 9 26
揖-一宮-Ⅰ 68 揖保川 深河谷川 加門垣内川 深河谷 155 93 12
揖-一宮-Ⅰ 69 揖保川 深河谷川 中津ゴ川 池垣内 134 116 15
揖-一宮-Ⅰ 70 揖保川 深河谷川 助谷 深河谷 128 63 45
揖-一宮-Ⅰ 71 揖保川 深河谷川 池垣川 深河谷 125 76 14
揖-一宮-Ⅰ 72 揖保川 深河谷川 ゴウゾ谷川 深河谷 38 12 17
揖-一宮-Ⅰ 73 揖保川 深河谷川 東川 深河谷 41 7 31
揖-一宮-Ⅰ 74 揖保川 揖保川 上田尻川 田ノ尻 45 19 21
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揖-一宮-Ⅰ 75 揖保川 揖保川 下田尻川 田ノ尻 97 69 18
揖-一宮-Ⅰ 76 揖保川 揖保川 本谷川 嵯峨山 125 121 19
揖-一宮-Ⅰ 77 揖保川 揖保川 アシ谷 曲里 54 9 28
揖-一宮-Ⅰ 78 揖保川 引原川 大谷川 杉田 113 90 14
揖-一宮-Ⅰ 79 揖保川 引原川 乗取川 西積 240 272 16
揖-一宮-Ⅰ 80 揖保川 引原川 岩ヶ口川 西安積 142 129 15
揖-一宮-Ⅰ 81 揖保川 引原川 上田川 西安積 55 9 27
揖-一宮-Ⅰ 82 揖保川 引原川 長谷川 西安積 78 19 25
揖-一宮-Ⅰ 83 揖保川 揖保川 平山川 閏賀 35 8 22
揖-一宮-Ⅰ 84 揖保川 揖保川 カナゴ川 閏賀 32 5 21
揖-一宮-Ⅰ 85 揖保川 揖保川 溝谷川 閏賀 135 94 19
揖-一宮-Ⅰ 86 揖保川 染河内川 中本谷川 本谷 102 76 17
揖-一宮-Ⅰ 87 揖保川 染河内川 中垣内川 中坪 26 5 23
揖-一宮-Ⅰ 88 揖保川 染河内川 とうろ川 中坪 30 11 20
揖-一宮-Ⅰ 89 揖保川 染河内川 木歩川 福田 45 3 24
揖-一宮-Ⅰ 90 揖保川 染河内川 山田川 山田 118 63 19
揖-一宮-Ⅰ 91 揖保川 染河内川 ぶり谷川 山田 73 13 22
揖-一宮-Ⅰ 92 揖保川 染河内川 いとぢ川 山田 49 13 18
揖-一宮-Ⅰ 93 揖保川 染河内川 末元川 能倉 121 64 8
揖-一宮-Ⅰ 94 揖保川 染河内川 生東川 能倉 104 99 13
揖-一宮-Ⅰ 95 揖保川 染河内川 稲荷川 能倉 34 4 30
揖-一宮-Ⅰ 96 揖保川 染河内川 山根川 上野田 92 69 13
揖-一宮-Ⅰ 97 揖保川 染河内川 穴虫川 上野田 31 5 25
揖-一宮-Ⅰ 98 揖保川 染河内川 大平川 上野田 32 6 24
揖-一宮-Ⅰ 99 揖保川 染河内川 平戸川 下野田 47 24 23
揖-一宮-Ⅰ 100 揖保川 染河内川 湯ノ郷川 島田 73 17 25
揖-一宮-Ⅱ 1 揖保川 桑倉川 樋峪川 南田 204 100 10
揖-一宮-Ⅱ 2 揖保川 揖保川 入江川 倉床 33 10 22
揖-一宮-Ⅱ 3 揖保川 桑倉川 南田川 南田 123 42 14
揖-一宮-Ⅱ 4 揖保川 揖保川 浜廻川 浜廻 18 3 25
揖-一宮-Ⅱ 5 揖保川 揖保川 カモン川 下垣内 47 30 11
揖-一宮-Ⅱ 6 揖保川 揖保川 コジコミ川 下垣内 36 12 19
揖-一宮-Ⅱ 7 揖保川 揖保川 北谷 上岸田 48 7 25
揖-一宮-Ⅱ 8 揖保川 揖保川 鐘鋳場川 垣尻 25 4 26
揖-一宮-Ⅱ 9 揖保川 黒原川 岡川 奥組 79 18 6
揖-一宮-Ⅱ 10 揖保川 黒原川 坂谷 黒原 33 6 13
揖-一宮-Ⅱ 11 揖保川 黒原川 西谷川 井内 28 21 13
揖-一宮-Ⅱ 12 揖保川 黒原川 杤ヶ谷 井内 23 3 27
揖-一宮-Ⅱ 13 揖保川 揖保川 平山川 上岸田 16 4 15
揖-一宮-Ⅱ 14 揖保川 揖保川 ミョウゴ谷 埋野 36 16 12
揖-一宮-Ⅱ 15 揖保川 揖保川 段畑川 百千家満 67 19 15
揖-一宮-Ⅱ 16 揖保川 揖保川 地蔵ヶ谷 段畑 66 14 15
揖-一宮-Ⅱ 17 揖保川 揖保川 矢ノ谷 段畑 50 10 14
揖-一宮-Ⅱ 18 揖保川 揖保川 地獄谷 下百千家満 108 25 14
揖-一宮-Ⅱ 19 揖保川 揖保川 上井ノ田川 三方町 75 14 24
揖-一宮-Ⅱ 20 揖保川 公文川 井ノナル川 小原 25 7 17
揖-一宮-Ⅱ 21 揖保川 公文川 小原川向イ川 小原 20 4 9
揖-一宮-Ⅱ 22 揖保川 公文川 小原川 小原 16 7 22
揖-一宮-Ⅱ 23 揖保川 公文川 門付川 小原 14 2 23
揖-一宮-Ⅱ 24 揖保川 公文川 下金屋川 金屋 17 5 18
揖-一宮-Ⅱ 25 揖保川 東公文川 丑神川 糀屋 27 7 16
揖-一宮-Ⅱ 26 揖保川 東公文川 ソバダニ 糀屋 18 2 16
揖-一宮-Ⅱ 27 揖保川 東公文川 糀屋川 糀屋 13 3 18
揖-一宮-Ⅱ 28 揖保川 東公文川 萬ヶ谷 糀屋 44 26 9
揖-一宮-Ⅱ 29 揖保川 東公文川 竹花川 東公文 25 6 25
揖-一宮-Ⅱ 30 揖保川 東公文川 うるい谷川 東公文 45 5 29
揖-一宮-Ⅱ 31 揖保川 公文川 西川 三方町 27 7 10
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揖-一宮-Ⅱ 32 揖保川 阿舎利川 本谷 阿舎利 105 95 12
揖-一宮-Ⅱ 33 揖保川 阿舎利川 サルザコ川 阿舎利 18 5 19
揖-一宮-Ⅱ 34 揖保川 阿舎利川 西栗山川 阿舎利 16 4 18
揖-一宮-Ⅱ 35 揖保川 阿舎利川 セト谷 阿舎利 160 143 11
揖-一宮-Ⅱ 36 揖保川 阿舎利川 クジヤ川 阿舎利 122 70 9
揖-一宮-Ⅱ 37 揖保川 阿舎利川 轟川 河原田 20 3 11
揖-一宮-Ⅱ 38 揖保川 阿舎利川 石飛川 河原田 16 4 11
揖-一宮-Ⅱ 39 揖保川 揖保川 椿下川 椿下 3 2 16
揖-一宮-Ⅱ 40 揖保川 揖保川 馬野川 福野 74 31 20
揖-一宮-Ⅱ 41 揖保川 草木川 上千町川 上千町 30 2 16
揖-一宮-Ⅱ 42 揖保川 草木川 浦山川 上千町 25 4 7
揖-一宮-Ⅱ 43 揖保川 福知川 白口川 白口 49 12 29
揖-一宮-Ⅱ 44 揖保川 福知川 小ノ倉川 福知 218 221 6
揖-一宮-Ⅱ 45 揖保川 揖保川 如生谷 西深 224 158 13
揖-一宮-Ⅱ 46 揖保川 揖保川 イソ垣内川 西深 14 8 8
揖-一宮-Ⅱ 47 揖保川 揖保川 池田川 西深 58 16 12
揖-一宮-Ⅱ 48 揖保川 揖保川 ミツゴ谷 生楢 59 9 20
揖-一宮-Ⅱ 49 揖保川 揖保川 塚ノ元川 生楢 69 34 11
揖-一宮-Ⅱ 50 揖保川 引原川 弥治谷川 閏賀 65 10 24
揖-一宮-Ⅱ 51 揖保川 染河内川 椴ヶ段川 椴ヶ段 104 96 7
揖-一宮-Ⅱ 52 揖保川 染河内川 トチノ元川 下野田 55 10 29

揖-波賀-Ⅰ 1 揖保川 引原川 赤谷川 戸倉 293 148 14
揖-波賀-Ⅰ 2 揖保川 道谷川 ナシノ谷 道谷 38 6 14
揖-波賀-Ⅰ 3 揖保川 道谷川 マカド谷 道谷 10 3 30
揖-波賀-Ⅰ 4 揖保川 道谷川 雨山谷 戸倉 225 295 12
揖-波賀-Ⅰ 5 揖保川 道谷川 花尻 戸倉 100 23 17
揖-波賀-Ⅰ 6 揖保川 引原川 家ノ谷 宮中 208 103 17
揖-波賀-Ⅰ 7 揖保川 引原川 三久安川 原 203 209 13
揖-波賀-Ⅰ 8 揖保川 引原川 大曲谷 日ノ原 38 13 26
揖-波賀-Ⅰ 9 揖保川 引原川 八丈川 八丈 447 911 7
揖-波賀-Ⅰ 10 揖保川 引原川 権現 原有賀 80 18 22
揖-波賀-Ⅰ 11 揖保川 引原川 林ノ谷 林殿 57 14 16
揖-波賀-Ⅰ 12 揖保川 皆木川 皆木川 皆木 104 40 17
揖-波賀-Ⅰ 13 揖保川 水谷川 大榎 奥水谷 57 31 15
揖-波賀-Ⅰ 14 揖保川 水谷川 縄手 下水谷 28 4 21
揖-波賀-Ⅰ 15 揖保川 皆木川 徳永川 水谷 122 51 12
揖-波賀-Ⅰ 16 揖保川 水谷川 東山 下小谷 108 104 9
揖-波賀-Ⅰ 17 揖保川 水谷川 南垣内 上野 75 19 21
揖-波賀-Ⅰ 18 揖保川 水谷川 水無谷 上野 53 13 23
揖-波賀-Ⅰ 19 揖保川 斉木川 ソマ谷 前地 160 113 18
揖-波賀-Ⅰ 20 揖保川 斉木川 谷口谷 前地 17 3 11
揖-波賀-Ⅰ 21 揖保川 斉木川 石ケ谷 前地 78 17 16
揖-波賀-Ⅰ 22 揖保川 斉木川 ホウトチ 前地 80 29 17
揖-波賀-Ⅰ 23 揖保川 斉木川 大谷川 前地 175 212 18
揖-波賀-Ⅰ 24 揖保川 斉木川 小谷 前地 17 8 14
揖-波賀-Ⅰ 25 揖保川 斉木川 樫ノ谷 流田 77 15 19
揖-波賀-Ⅰ 26 揖保川 斉木川 菅谷 中村 28 4 16
揖-波賀-Ⅰ 27 揖保川 斉木川 水戸谷 中村 70 15 15
揖-波賀-Ⅰ 28 揖保川 斉木川 中村川 中村 125 50 32
揖-波賀-Ⅰ 29 揖保川 下保川 千保川 中村 180 115 19
揖-波賀-Ⅰ 30 揖保川 斉木川 寺脇川 寺脇 65 12 18
揖-波賀-Ⅰ 31 揖保川 斉木川 西名古城元屋敷谷 名古城 51 10 18
揖-波賀-Ⅰ 32 揖保川 引原川 ウバガ谷 有賀 66 30 17
揖-波賀-Ⅰ 33 揖保川 引原川 空林谷 安賀 17 6 18
揖-波賀-Ⅰ 34 揖保川 引原川 一ノ谷 安賀 35 16 26
揖-波賀-Ⅰ 35 揖保川 引原川 森ノ下 市 39 7 20
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揖-波賀-Ⅰ 36 揖保川 引原川 小野川 小野 375 608 11
揖-波賀-Ⅰ 37 揖保川 引原川 井ノ谷 下小野 42 12 22
揖-波賀-Ⅰ 38 揖保川 引原川 谷川 谷 222 659 15
揖-波賀-Ⅰ 39 揖保川 谷川 上垣内谷 谷 75 33 22
揖-波賀-Ⅰ 40 揖保川 谷川 東山 谷 43 7 16
揖-波賀-Ⅰ 41 揖保川 谷川 神ヱ山 谷 33 5 18
揖-波賀-Ⅰ 42 揖保川 引原川 長谷 谷 80 23 16
揖-波賀-Ⅰ 43 揖保川 引原川 大畑山 谷 112 38 22
揖-波賀-Ⅰ 44 揖保川 引原川 ホラ谷 月見谷 36 7 22
揖-波賀-Ⅱ 1 揖保川 道谷川 シカ谷 道谷 15 2 25
揖-波賀-Ⅱ 2 揖保川 道谷川 畑ケ谷 道谷 25 3 24
揖-波賀-Ⅱ 3 揖保川 引原川 鶴ヶ岡 石亀 45 10 16
揖-波賀-Ⅱ 4 揖保川 引原川 高倉谷 鹿伏 220 239 24
揖-波賀-Ⅱ 5 揖保川 引原川 カイガス川 小原 177 135 15
揖-波賀-Ⅱ 6 揖保川 音水川 小杉谷 音水 108 32 19
揖-波賀-Ⅱ 7 揖保川 引原川 林ノ谷 八丈 44 11 16
揖-波賀-Ⅱ 8 揖保川 引原川 宮ノ谷 原 62 15 24
揖-波賀-Ⅱ 9 揖保川 引原川 河垣 皆木 13 5 21
揖-波賀-Ⅱ 10 揖保川 水谷川 杉ケ谷 下水谷 178 89 14
揖-波賀-Ⅱ 11 揖保川 斉川 滝谷 前地 61 15 18
揖-波賀-Ⅱ 12 揖保川 引原川 寺ノ前 今市 39 4 21
揖-波賀-Ⅱ 13 揖保川 引原川 今市川 今市 38 8 18
揖-波賀-Ⅱ 14 揖保川 引原川 溝野山 溝野 76 37 17

千-千種-Ⅰ 1 千種川 西河内川 セドの谷 通ノ谷 104 23 14
千-千種-Ⅰ 2 千種川 西河内川 樋の谷川 木地山 138 40 13
千-千種-Ⅰ 3 千種川 西河内川 奥田川 奥田 52 6 17
千-千種-Ⅰ 4 千種川 西河内川 オクラ谷 木地山 32 6 17
千-千種-Ⅰ 5 千種川 西河内川 柿谷 西河内 78 10 14
千-千種-Ⅰ 6 千種川 西河内川 寺谷川 中野 198 114 17
千-千種-Ⅰ 7 千種川 西河内川 畦の谷川 中野 83 31 17
千-千種-Ⅰ 8 千種川 西河内川 高保木 高穂木 40 8 16
千-千種-Ⅰ 9 千種川 西河内川 奥町 高穂木 52 5 21
千-千種-Ⅰ 10 千種川 河内川 大外地 道上 178 170 13
千-千種-Ⅰ 11 千種川 西河内川 大上川 河内 60 13 12
千-千種-Ⅰ 12 千種川 西河内川 林川 河内 103 50 17
千-千種-Ⅰ 13 千種川 西河内川 空山 河内 52 12 9
千-千種-Ⅰ 14 千種川 西河内川 大谷 河内 27 7 8
千-千種-Ⅰ 15 千種川 河内川 寺谷川 中村 172 76 21
千-千種-Ⅰ 16 千種川 河内川 中村川 中村 103 41 11
千-千種-Ⅰ 17 千種川 河内川 川井川 川井 52 12 22
千-千種-Ⅰ 18 千種川 千種川 種姫 宝ノ木 54 10 27
千-千種-Ⅰ 19 千種川 千種川 明地野 宝ノ木 55 18 21
千-千種-Ⅰ 20 千種川 千種川 宝ノ木 河呂 20 3 19
千-千種-Ⅰ 21 千種川 千種川 前田 河呂 31 5 11
千-千種-Ⅰ 22 千種川 千種川 岡川 宝ノ木 67 37 11
千-千種-Ⅰ 23 千種川 岩野辺川 杉山口 小海 82 43 10
千-千種-Ⅰ 24 千種川 岩野辺川 荒尾川 荒尾 210 321 23
千-千種-Ⅰ 25 千種川 岩野辺川 波賀坂川 荒尾 129 76 13
千-千種-Ⅰ 26 千種川 岩野辺川 柿谷 岩野辺 44 10 19
千-千種-Ⅰ 27 千種川 岩野辺川 福海寺 岩野辺 74 33 16
千-千種-Ⅰ 28 千種川 岩野辺川 一坪川 森脇 63 17 18
千-千種-Ⅰ 29 千種川 岩野辺川 森脇 森脇 28 8 20
千-千種-Ⅰ 30 千種川 岩野辺川 大河内川 小河 233 305 13
千-千種-Ⅰ 31 千種川 岩野辺川 越乢川 越 121 101 10
千-千種-Ⅰ 32 千種川 岩野辺川 柳谷 柳谷 50 19 21
千-千種-Ⅰ 33 千種川 岩野辺川 天神谷 大山 76 22 28
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土石流危険渓流等（渓流番号中のⅠ、Ⅱ、Ⅲの別は「急傾斜地崩壊危険箇所」のそれに同義）

渓流長
（10ｍ）

流域面積
（ha）

流下部平均
勾配（度）

渓流名
渓流所在地

（字名）

渓流概況
渓流番号 水系名 河川名

千-千種-Ⅰ 34 千種川 岩野辺川 新宮川 大山 37 11 14
千-千種-Ⅰ 35 千種川 千種川 杉谷 西山 12 3 9
千-千種-Ⅰ 36 千種川 西山川 イオト谷 西山 123 53 13
千-千種-Ⅰ 37 千種川 西山川 反田川 西山 126 42 10
千-千種-Ⅰ 38 千種川 西山川 ダケの谷 西山 29 9 12
千-千種-Ⅰ 39 千種川 西山川 小谷川 雛倉 100 50 17
千-千種-Ⅰ 40 千種川 千種川 西方寺 室 97 35 19
千-千種-Ⅰ 41 千種川 黒土川 奥ノ垣内 河井 55 10 16
千-千種-Ⅰ 42 千種川 志文川 別所 別所 47 6 8
千-千種-Ⅰ 43 千種川 志文川 村の内 村ノ上 10 3 18
千-千種-Ⅰ 44 千種川 志文川 下鷹巣 村ノ上 14 2 18
千-千種-Ⅱ 1 千種川 千種川 真所川 河内 62 19 13
千-千種-Ⅱ 2 千種川 河内川 高羅口川 川井 55 11 17
千-千種-Ⅱ 3 千種川 千種川 小久保 河呂 54 19 19
千-千種-Ⅱ 4 千種川 岩野辺川 内海 小海 27 5 10
千-千種-Ⅱ 5 千種川 内海川 下垣内 内海 63 15 6
千-千種-Ⅱ 6 千種川 荒尾川 谷口 荒尾 28 4 18
千-千種-Ⅱ 7 千種川 荒尾川 釜本 荒尾 40 14 12
千-千種-Ⅱ 8 千種川 岩野辺川 室谷 荒尾 66 27 24
千-千種-Ⅱ 9 千種川 岩野辺川 下室谷 荒尾 24 7 12
千-千種-Ⅱ 10 千種川 岩野辺川 徳久 荒尾 43 11 17
千-千種-Ⅱ 11 千種川 岩野辺川 穴尾 岩野辺 87 53 11
千-千種-Ⅱ 12 千種川 西山川 大仙 西山 36 6 14
千-千種-Ⅱ 13 千種川 西山川 屋垣内 雛倉 36 7 11
千-千種-Ⅱ 14 千種川 千種川 七室川 室 131 31 20
千-千種-Ⅱ 15 千種川 黒上川 河井 河井 32 5 14
千-千種-Ⅱ 16 千種川 千種川 青木 河井 34 6 16
千-千種-Ⅱ 17 千種川 千種川 宮前川 七野 105 48 18
千-千種-Ⅱ 18 千種川 千種川 寺前 七野 31 7 16
千-千種-Ⅱ 19 千種川 千種川 楢原川 下河野 80 33 22
千-千種-Ⅱ 20 千種川 千種川 井筒ノ元 下河野 24 11 27
千-千種-Ⅱ 21 千種川 千種川 戌ケ谷川 下河野 133 75 18
千-千種-Ⅱ 22 千種川 千種川 宮ノ上 下河野 16 3 27
千-千種-Ⅱ 23 千種川 千種川 宮ノ下 下河野 16 5 32
千-千種-Ⅱ 24 千種川 千種川 竹ノ内 下河野 45 12 22
千-千種-Ⅱ 25 千種川 千種川 阿踏川 阿踏 44 14 19
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地すべり危険箇所

水系名 幹川名 渓流名 郡市 大字

521- 1 小茅野 千種川 志文川 小茅野 宍粟市 山崎町小茅野 43.5

523- 1 埋野 揖保川 揖保川 － 宍粟市 一宮町百千家満 18.8

523- 2 下百千家満 揖保川 揖保川 － 宍粟市 一宮町百千家満 85.4

523- 3 津羅 揖保川 福知川 － 宍粟市 一宮町福知 24.2

523- 4 成る 揖保川 福知川 － 宍粟市 一宮町福知 48.6

523- 5 福知 揖保川 福知川 － 宍粟市 一宮町福知 22.83 S53. 8.17

524- 1 皆木 揖保川 引原川 － 宍粟市 波賀町皆木 47.7

525- 1 中嶋 千種川 千種川 － 宍粟市 千種町千種 54.4

525- 2 倉谷 千種川 千種川 － 宍粟市 千種町七野 56.6

9 箇所 合 計 402.03

国土交通省所管

（注） 過去の災害、現地の活動の兆候、地形等から地すべりの発生の可能性があり、人家、公共施
設等に被害を及ぼすおそれがある箇所を登載した。

面積
(ha)

地すべり
防止区域
の指定

整理番号 箇所名

河川名 位置
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関係 整理 面積 指定年月日

事務所 番号 市郡 大字 (ha) 備　　　考

342 河内 宍粟市 千種町河内 38.0

小計 1箇所 38.0

地すべり危険地
農林水産省農村振興局所管

箇所名

光都

位置
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土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）

地域 字 箇所番号 区域名
区域名
(フリガナ)

公示番号 公示日

山崎町 須賀沢 128010010 須賀沢AⅢ ｽｶｻﾞﾜ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 須賀沢 128010011 須賀沢AⅡ ｽｶｻﾞﾜ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 須賀沢 128010012 須賀沢EⅢ ｽｶｻﾞﾜ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 須賀沢 128010013 須賀沢BⅡ ｽｶｻﾞﾜ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 須賀沢 128010014 須賀沢DⅢ ｽｶｻﾞﾜ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 須賀沢 128010015 須賀沢CⅢ ｽｶｻﾞﾜ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 須賀沢 128010016 須賀沢CⅡ ｽｶｻﾞﾜ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 須賀沢 128010017 須賀沢BⅢ ｽｶｻﾞﾜ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 須賀沢 128010018 須賀沢FⅢ ｽｶｻﾞﾜ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 須賀沢 128010019 出石Ⅰ ｲﾀﾞｲｼ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 須賀沢 128010020 高所AⅢ ｺｳｿﾞ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 高所 128010021 高所AⅡ ｺｳｿﾞ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 高所 128010022 万燈山Ⅰ ﾏﾝﾄｳﾔﾏ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 中 128010023 中AⅡ ﾅｶ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 中 128010024 中Ⅰ ﾅｶ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 中 128010025 中BⅢ ﾅｶ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 中 128010026 中山AⅢ ﾅｶﾔﾏ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 中 128010027 中山AⅡ ﾅｶﾔﾏ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 神谷 128010036 神谷Ⅰ ｺｳﾀﾞﾆ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 神谷 128010037 矢原Ⅱ ﾔﾊﾞﾗ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 神谷 128010038 矢原(2)Ⅰ ﾔﾊﾞﾗ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 岸田 128010043 岸田BⅢ ｷｼﾀﾞ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 岸田 128010044 岸田AⅢ ｷｼﾀﾞ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 杉ヶ瀬 128010050 杉ヶ瀬(3)Ⅰ ｽｷﾞｶﾞｾ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 杉ヶ瀬 128010051 杉ヶ瀬Ⅰ ｽｷﾞｶﾞｾ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 杉ヶ瀬 128010052 杉ヶ瀬(2)Ⅰ ｽｷﾞｶﾞｾ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 中比地 128010058 中比地BⅢ ﾅｶﾋｼﾞ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 中比地 128010059 中比地AⅡ ﾅｶﾋｼﾞ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 上比地 128010060 上比地BⅡ ｶﾐﾋｼﾞ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 上比地 128010061 山崎(1)Ⅰ ﾔﾏｻｷ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 上比地 128010062 上比地AⅡ ｶﾐﾋｼﾞ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 五十波 128010200 五十波GⅢ ｲｶﾊﾞ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 五十波 128010201 五十波HⅡ ｲｶﾊﾞ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 五十波 128010202 五十波BⅡ ｲｶﾊﾞ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 五十波 128010203 五十波DⅢ ｲｶﾊﾞ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 五十波 128010204 五十波BⅢ ｲｶﾊﾞ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 五十波 128010205 五十波AⅢ ｲｶﾊﾞ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 五十波 128010206 五十波EⅡ ｲｶﾊﾞ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 五十波 128010207 五十波(2)Ⅰ ｲｶﾊﾞ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 五十波 128010208 五十波CⅡ ｲｶﾊﾞ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 五十波 128010209 五十波AⅡ ｲｶﾊﾞ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 五十波 128010210 五十波IⅢ ｲｶﾊﾞ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 五十波 128010211 五十波(1)Ⅰ ｲｶﾊﾞ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 梯 128010212 梯DⅢ ｶｹﾊｼ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 梯 128010213 梯(2)Ⅰ ｶｹﾊｼ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 梯 128010214 梯BⅡ ｶｹﾊｼ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 梯 128010215 梯AⅢ ｶｹﾊｼ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 梯 128010216 梯BⅢ ｶｹﾊｼ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 梯 128010217 梯AⅡ ｶｹﾊｼ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 梯 128010218 梯Ⅰ ｶｹﾊｼ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 上寺 128010219 寺町Ⅰ ﾃﾗﾏﾁ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 上寺 128010220 上寺Ⅰ ｳｴﾃﾞﾗ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 上寺 128010221 上寺AⅡ ｳｴﾃﾞﾗ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 横須 128010222 横須EⅢ ﾖｺｽ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 横須 128010223 横須DⅢ ﾖｺｽ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 横須 128010224 横須(1)Ⅰ ﾖｺｽ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 横須 128010225 横須(4)Ⅰ ﾖｺｽ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 横須 128010226 横須(3)Ⅰ ﾖｺｽ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
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土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）

地域 字 箇所番号 区域名
区域名
(フリガナ)

公示番号 公示日

山崎町 横須 128010227 横須AⅡ ﾖｺｽ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 三津 128010228 生谷Ⅰ ｲｷﾞﾀﾞﾆ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 三津 128010229 三津AⅢ ﾐﾂﾂﾞ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 三津 128010230 三津(2)Ⅰ ﾐﾂﾂﾞ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 三津 128010231 三津Ⅰ ﾐﾂﾂﾞ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 三津 128010232 三津BⅢ ﾐﾂﾂﾞ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 生谷 128010233 生谷AⅡ ｲｷﾞﾀﾞﾆ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 生谷 128010234 横須(2)Ⅰ ﾖｺｽ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 下町 128010235 横須AⅢ ﾖｺｽ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 下町 128010236 下町AⅡ ｼﾓﾏﾁ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 下町 128010237 下町EⅡ ｼﾓﾏﾁ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 下町 128010238 下町(2)Ⅰ ｼﾓﾏﾁ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 下町 128010239 下町AⅢ ｼﾓﾏﾁ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 下町 128010240 下町DⅡ ｼﾓﾏﾁ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 下町 128010241 下町(1)Ⅰ ｼﾓﾏﾁ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 下町 128010242 下町CⅡ ｼﾓﾏﾁ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 下町 128010243 下町BⅡ ｼﾓﾏﾁ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 宇野 128010244 下牧谷BⅢ ｼﾓﾏｷﾀﾞﾆ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 宇野 128010245 下牧谷AⅢ ｼﾓﾏｷﾀﾞﾆ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 宇野 128010246 宇野AⅡ ｳﾉ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 宇野 128010247 宇野CⅢ ｳﾉ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 宇野 128010248 宇野CⅡ ｳﾉ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 宇野 128010249 宇野BⅡ ｳﾉ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 宇野 128010250 宇野(3)Ⅰ ｳﾉ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 宇野 128010251 宇野BⅢ ｳﾉ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 宇野 128010252 宇野(2)Ⅰ ｳﾉ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 宇野 128010253 宇野Ⅰ ｳﾉ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 片山 128010254 片山Ⅰ ｶﾀﾔﾏ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 片山 128010255 片山AⅢ ｶﾀﾔﾏ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 片山 128010256 片山AⅡ ｶﾀﾔﾏ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 上牧谷 128010257 上牧谷DⅡ ｶﾐﾏｷﾀﾞﾆ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 上牧谷 128010258 上牧谷BⅢ ｶﾐﾏｷﾀﾞﾆ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 上牧谷 128010259 上牧谷BⅡ ｶﾐﾏｷﾀﾞﾆ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 上牧谷 128010260 上牧谷Ⅰ ｶﾐﾏｷﾀﾞﾆ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 上牧谷 128010261 上牧谷DⅢ ｶﾐﾏｷﾀﾞﾆ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 上牧谷 128010262 上牧谷CⅢ ｶﾐﾏｷﾀﾞﾆ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 上牧谷 128010263 中野FⅡ ﾅｶﾉ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 上牧谷 128010264 上牧谷(1)Ⅰ ｶﾐﾏｷﾀﾞﾆ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 上牧谷 128010265 上牧谷CⅡ ｶﾐﾏｷﾀﾞﾆ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 上牧谷 128010266 上牧谷AⅢ ｶﾐﾏｷﾀﾞﾆ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 上牧谷 128010267 上牧谷AⅡ ｶﾐﾏｷﾀﾞﾆ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 上牧谷 128010268 東下野BⅢ ﾋｶﾞｼｼﾓﾉ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 大谷 128010269 大谷FⅢ ｵｵﾀﾆ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 大谷 128010270 大谷CⅡ ｵｵﾀﾆ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 大谷 128010271 大谷AⅡ ｵｵﾀﾆ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 大谷 128010272 大谷DⅢ ｵｵﾀﾆ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 大谷 128010273 大谷BⅡ ｵｵﾀﾆ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 大谷 128010274 大谷BⅢ ｵｵﾀﾆ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 東下野 128010275 上牧谷(2)Ⅰ ｶﾐﾏｷﾀﾞﾆ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 東下野 128010276 東下野(2)Ⅰ ﾋｶﾞｼｼﾓﾉ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 東下野 128010277 東下野Ⅰ ﾋｶﾞｼｼﾓﾉ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 東下野 128010278 東下野DⅢ ﾋｶﾞｼｼﾓﾉ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 東下野 128010279 東下野CⅢ ﾋｶﾞｼｼﾓﾉ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 中野 128010280 中野CⅢ ﾅｶﾉ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 中野 128010281 中野AⅢ ﾅｶﾉ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 中野 128010282 中野AⅡ ﾅｶﾉ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 中野 128010283 中野BⅡ ﾅｶﾉ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 中野 128010284 中野DⅢ ﾅｶﾉ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
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山崎町 中野 128010285 宮ノ元BⅡ ﾐﾔﾉﾓﾄ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 中野 128010286 宮ノ元(2)Ⅰ ﾐﾔﾉﾓﾄ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 中野 128010287 宮ノ元Ⅰ ﾐﾔﾉﾓﾄ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 中野 128010288 中野Ⅰ ﾅｶﾉ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 中野 128010289 久住AⅢ ｸｼﾞｭｳ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 中野 128010290 久住AⅡ ｸｼﾞｭｳ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 中野 128010291 中野BⅢ ﾅｶﾉ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 中野 128010292 久住Ⅰ ｸｼﾞｭｳ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 中野 128010293 宮ノ元BⅢ ﾐﾔﾉﾓﾄ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 中野 128010294 宮ノ元AⅡ ﾐﾔﾉﾓﾄ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 上ノ 128010295 宮ノ北AⅡ ﾐﾔﾉｷﾀ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 上ノ 128010296 宮ノ北BⅡ ﾐﾔﾉｷﾀ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 上ノ 128010297 上ノ下DⅡ ｶﾐﾉｼﾓ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 上ノ 128010298 山崎(2)Ⅰ ﾔﾏｻｷ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 上ノ 128010299 宮ノ北AⅢ ﾐﾔﾉｷﾀ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 上ノ 128010300 上ノ下HⅡ ｶﾐﾉｼﾓ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 上ノ 128010301 上ノ下BⅡ ｶﾐﾉｼﾓ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 上ノ 128010302 上ノ下CⅡ ｶﾐﾉｼﾓ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 上ノ 128010303 上ノ下AⅡ ｶﾐﾉｼﾓ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 上ノ 128010304 上ノ下GⅡ ｶﾐﾉｼﾓ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 上ノ 128010305 上ノ下BⅢ ｶﾐﾉｼﾓ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 上ノ 128010306 山崎(3)Ⅰ ﾔﾏｻｷ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 上ノ 128010307 上ノ上EⅢ ｶﾐﾉｶﾐ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 上ノ 128010308 上ノ上DⅢ ｶﾐﾉｶﾐ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 上ノ 128010309 上ノ下FⅡ ｶﾐﾉｶﾐ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 上ノ 128010310 上ノ上CⅡ ｶﾐﾉｶﾐ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 上ノ 128010311 上ノ上AⅡ ｶﾐﾉｶﾐ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 上ノ 128010312 上ノ上BⅡ ｶﾐﾉｶﾐ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 上ノ 128010313 上ノ上BⅡ ｶﾐﾉｶﾐ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 上ノ 128010314 山崎(4)Ⅰ ﾔﾏｻｷ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 上ノ 128010315 野ノ隅原DⅢ ﾉﾉｽﾐﾊﾗ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 上ノ 128010316 野ノ隅原BⅢ ﾉﾉｽﾐﾊﾗ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 上ノ 128010317 野ノ隅原AⅢ ﾉﾉｽﾐﾊﾗ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
山崎町 小茅野 128010318 小茅野AⅡ ｺｶﾞｲﾉ 兵庫県告示第112号 平成22年2月2日
一宮町 河原田 128020105 河原田Ⅰ ｶﾜﾊﾗﾀﾞ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 河原田 128020106 平Ⅰ ﾀｲﾗ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 河原田 128020107 河原田(2)Ⅰ ｶﾜﾊﾗﾀﾞ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 河原田 128020108 三方(6)Ⅰ ﾐｶﾀ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 河原田 128020109 河原田AⅡ ｶﾜﾊﾗﾀﾞ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 河原田 128020110 高野AⅡ ﾀｶﾉ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 河原田 128020111 三方町CⅡ ﾐｶﾀ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 河原田 128020112 三方町DⅡ ﾐｶﾀ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 河原田 128020113 河原田CⅡ ｶﾜﾊﾗﾀﾞ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 河原田 128020114 河原田DⅡ ｶﾜﾊﾗﾀﾞ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 河原田 128020115 河原田EⅡ ｶﾜﾊﾗﾀﾞ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 河原田 128020116 河原田下Ⅱ ｶﾜﾊﾗﾀﾞ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 河原田 128020117 河原田GⅡ ｶﾜﾊﾗﾀﾞ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 河原田 128020118 河原田HⅡ ｶﾜﾊﾗﾀﾞ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 河原田 128020119 平Ⅱ ﾀｲﾗ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 河原田 128020120 高野BⅡ ﾀｶﾉ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 河原田 128020121 三方町JⅡ ﾐｶﾀ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 河原田 128020122 河原田AⅢ ｶﾜﾊﾗﾀﾞ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 河原田 128020123 河原田GⅢ ｶﾜﾊﾗﾀﾞ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 河原田 128020124 河原田JⅢ ｶﾜﾊﾗﾀﾞ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 河原田 128020125 高野AⅢ ﾀｶﾉ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 河原田 128020126 高野CⅢ ﾀｶﾉ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 河原田 128020127 高野DⅢ ﾀｶﾉ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 公文 128020128 糀屋AⅠ ｺｳｼﾞﾔ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
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一宮町 公文 128020129 西公文AⅡ ﾆｼｸﾓﾝ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 公文 128020130 東公文CⅡ ﾋｶﾞｼｸﾓﾝ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 公文 128020131 糀屋AⅡ ｺｳｼﾞﾔ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 公文 128020132 河原田BⅡ ｶﾜﾊﾗﾀﾞ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 公文 128020133 東公文DⅡ ﾋｶﾞｼｸﾓﾝ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 公文 128020134 東公文EⅡ ﾋｶﾞｼｸﾓﾝ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 公文 128020135 糀屋BⅡ ｺｳｼﾞﾔ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 公文 128020136 西公文BⅡ ﾆｼｸﾓﾝ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 公文 128020137 糀屋DⅡ ｺｳｼﾞﾔ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 公文 128020138 糀屋CⅢ ｺｳｼﾞﾔ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 公文 128020139 東公文BⅢ ﾋｶﾞｼｸﾓﾝ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 公文 128020140 西公文AⅢ ﾆｼｸﾓﾝ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 公文 128020141 西公文BⅢ ﾆｼｸﾓﾝ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 公文 128020142 西公文CⅢ ﾆｼｸﾓﾝ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 公文 128020143 西公文EⅢ ﾆｼｸﾓﾝ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 公文 128020144 河原田HⅢ ｶﾜﾊﾗﾀﾞ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 西深 128020145 下西深(2)Ⅰ ｼﾓﾆｼﾌﾞｶ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 西深 128020146 下西深BⅡ ｼﾓﾆｼﾌﾞｶ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 百千家満 128020147 百千家満Ⅰ ｵﾁﾔﾏ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 百千家満 128020148 百千家満AⅡ ｵﾁﾔﾏ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 百千家満 128020149 百千家満BⅡ ｵﾁﾔﾏ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 百千家満 128020150 百千家満DⅡ ｵﾁﾔﾏ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 百千家満 128020151 百千家満EⅡ ｵﾁﾔﾏ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 百千家満 128020152 百千家満FⅡ ｵﾁﾔﾏ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 百千家満 128020153 三方町EⅡ ﾐｶﾀ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 百千家満 128020154 百千家満GⅡ ｵﾁﾔﾏ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 百千家満 128020155 百千家満DⅢ ｵﾁﾔﾏ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 百千家満 128020156 草木AⅢ ｸｻｷﾞ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 百千家満 128020157 草木BⅢ ｸｻｷﾞ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 百千家満 128020158 草木CⅢ ｸｻｷﾞ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福知 128020159 吉野Ⅰ ﾖｼﾉ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福知 128020160 福知Ⅰ ﾌｸﾁ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福知 128020161 吉野(2)Ⅰ ﾖｼﾉ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福知 128020162 福知AⅡ ﾌｸﾁ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福知 128020163 福知BⅡ ﾌｸﾁ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福知 128020164 吉野Ⅱ ﾖｼﾉ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福知 128020165 藪AⅡ ﾔﾌﾞ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福知 128020166 高取AⅡ ﾀｶﾄﾘ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福知 128020167 高取BⅡ ﾀｶﾄﾘ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福知 128020168 奥福知AⅡ ｵｸﾌｸﾁ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福知 128020169 奥福知BⅡ ｵｸﾌｸﾁ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福知 128020170 奥福知CⅡ ｵｸﾌｸﾁ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福知 128020171 奥福知DⅡ ｵｸﾌｸﾁ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福知 128020172 福知CⅡ ﾌｸﾁ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福知 128020173 白口AⅡ ｼﾗｸﾁ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福知 128020174 白口BⅡ ｼﾗｸﾁ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福知 128020175 福知AⅢ ﾌｸﾁ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福知 128020176 福知BⅢ ﾌｸﾁ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福知 128020177 福知CⅢ ﾌｸﾁ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福知 128020178 津羅AⅢ ﾂﾗ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福知 128020179 奥福知AⅢ ｵｸﾌｸﾁ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福知 128020180 奥福知DⅢ ｵｸﾌｸﾁ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福知 128020181 白口CⅢ ｼﾗｸﾁ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福中 128020182 福中Ⅰ ﾌｸﾅｶ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福中 128020183 福中Ⅱ ﾌｸﾅｶ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福中 128020184 福中BⅢ ﾌｸﾅｶ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福野 128020185 福野Ⅰ ﾌｸﾉ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福野 128020186 福野(2)Ⅰ ﾌｸﾉ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
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一宮町 福野 128020187 福野AⅢ ﾌｸﾉ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福野 128020188 福野BⅢ ﾌｸﾉ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福野 128020189 福野CⅢ ﾌｸﾉ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福野 128020190 福中CⅢ ﾌｸﾅｶ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 三方町 128020191 三方(1)Ⅰ ﾐｶﾀ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 三方町 128020192 三方(2)Ⅰ ﾐｶﾀ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 三方町 128020193 三方(3)Ⅰ ﾐｶﾀ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 三方町 128020194 三方(4)Ⅰ ﾐｶﾀ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 三方町 128020195 河原田(3)Ⅰ ｶﾜﾊﾗﾀﾞ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 三方町 128020196 三方(5)Ⅰ ﾐｶﾀ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 三方町 128020197 三方町AⅡ ﾐｶﾀﾏﾁ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 三方町 128020198 三方町BⅡ ﾐｶﾀﾏﾁ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 三方町 128020199 河原田CⅡ ｶﾜﾊﾗﾀﾞ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 三方町 128020200 三方町FⅡ ﾐｶﾀﾏﾁ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 三方町 128020201 三方町GⅡ ﾐｶﾀﾏﾁ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 三方町 128020202 三方町HⅡ ﾐｶﾀﾏﾁ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 三方町 128020203 三方町IⅡ ﾐｶﾀﾏﾁ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 三方町 128020204 金屋BⅡ ｶﾅﾔ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 三方町 128020205 三方町EⅢ ﾐｶﾀﾏﾁ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 森添 128020206 東公文AⅡ ﾋｶﾞｼｸﾓﾝ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 森添 128020207 東公文BⅡ ﾋｶﾞｼｸﾓﾝ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 森添 128020208 百千家満CⅡ ｵﾁﾔﾏ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 森添 128020209 金屋AⅡ ｶﾅﾔ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 森添 128020210 東公文FⅡ ﾋｶﾞｼｸﾓﾝ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 森添 128020211 百千家満EⅢ ｵﾁﾔﾏ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 嶋田 128020001 安黒Ⅱ ｱｸﾞﾛ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 嶋田 128020002 安黒AⅢ ｱｸﾞﾛ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 嶋田 128020003 安黒BⅢ ｱｸﾞﾛ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 伊和 128020004 伊和Ⅱ ｲﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 伊和 128020005 伊和BⅢ ｲﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 伊和 128020006 伊和CⅢ ｲﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 東市場 128020007 三軒屋Ⅰ ｻﾝｹﾞﾝﾔ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 東市場 128020008 三軒屋(2)Ⅰ ｻﾝｹﾞﾝﾔ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 閏賀 128020009 閏賀(2)Ⅰ ｳﾙｶﾞ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 閏賀 128020010 閏賀(1)Ⅰ ｳﾙｶﾞ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 閏賀 128020011 閏賀(3)Ⅰ ｳﾙｶﾞ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 閏賀 128020012 閏賀AⅡ ｳﾙｶﾞ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 閏賀 128020013 閏賀BⅡ ｳﾙｶﾞ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 西安積 128020014 西安積BⅡ ﾆｼｱﾂﾞﾐ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 西安積 128020015 西安積AⅡ ﾆｼｱﾂﾞﾐ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 西安積 128020016 乗取AⅢ ｼﾞｮｳｼｭ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 西安積 128020017 乗取BⅢ ｼﾞｮｳｼｭ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 西安積 128020018 西安積AⅢ ﾆｼｱﾂﾞﾐ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 安積 128020019 三林(2)Ⅰ ﾐﾊﾔｼ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 安積 128020020 三林(1)Ⅰ ﾐﾊﾔｼ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 安積 128020021 中安積Ⅰ ﾅｶｱﾂﾞﾐ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 安積 128020022 曲里Ⅰ ﾏｶﾞﾘ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 安積 128020023 曲里(2)Ⅰ ﾏｶﾞﾘ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 安積 128020024 曲里(3)Ⅰ ﾏｶﾞﾘ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 安積 128020025 曲里(4)Ⅰ ﾏｶﾞﾘ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 安積 128020026 三林(3)Ⅰ ﾐﾊﾔｼ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 安積 128020027 曲里(5)Ⅰ ﾏｶﾞﾘ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 安積 128020028 曲里(6)Ⅰ ﾏｶﾞﾘ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 安積 128020029 曲里(7)Ⅰ ﾏｶﾞﾘ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 安積 128020030 曲里(8)Ⅰ ﾏｶﾞﾘ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 安積 128020031 安積Ⅱ ｱﾂﾞﾐ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 安積 128020032 嵯峨山AⅢ ｻｶﾞｻﾝ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 上野田 128020033 上野田Ⅰ ｶﾐﾉﾀﾞ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
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一宮町 上野田 128020034 上野田AⅡ ｶﾐﾉﾀﾞ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 上野田 128020035 下野田BⅡ ｼﾓﾉﾀﾞ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 上野田 128020036 上野田BⅢ ｶﾐﾉﾀﾞ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 能倉 128020037 能倉AⅡ ﾖｸﾗ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 能倉 128020038 能倉AⅢ ﾖｸﾗ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 能倉 128020039 能倉CⅡ ﾖｸﾗ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 東河内 128020040 中坪Ⅰ ﾅｶﾂﾎﾞ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 東河内 128020041 福田Ⅰ ﾌｸﾀﾞ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 東河内 128020042 本谷(2)Ⅰ ﾎﾝﾀﾆ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 東河内 128020043 山田BⅡ ﾔﾏﾀﾞ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 東河内 128020044 中坪Ⅱ ﾅｶﾂﾎﾞ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 東河内 128020045 本谷GⅡ ﾎﾝﾀﾆ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 東河内 128020046 本谷HⅡ ﾎﾝﾀﾆ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 東河内 128020047 本谷IⅡ ﾎﾝﾀﾆ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 東河内 128020048 山田AⅡ ﾔﾏﾀﾞ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 東河内 128020049 本谷AⅡ ﾎﾝﾀﾆ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 東河内 128020050 本谷BⅡ ﾎﾝﾀﾆ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 東河内 128020051 本谷CⅡ ﾎﾝﾀﾆ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 東河内 128020052 本谷FⅡ ﾎﾝﾀﾆ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 東河内 128020053 東河内AⅢ ﾋｶﾞｼｺｳﾁ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 東河内 128020054 本谷CⅢ ﾎﾝﾀﾆ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 東河内 128020055 本谷GⅢ ﾎﾝﾀﾆ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 東河内 128020056 椴ヶ段AⅢ ﾓﾐｶﾞﾀﾞﾝ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 東河内 128020057 椴ヶ段BⅢ ﾓﾐｶﾞﾀﾞﾝ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 下野田 128020058 下野田Ⅰ ｼﾓﾉﾀﾞ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 下野田 128020059 下野田(2)Ⅰ ｼﾓﾉﾀﾞ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 下野田 128020060 下野田AⅡ ｼﾓﾉﾀﾞ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 下野田 128020061 下野田CⅡ ｼﾓﾉﾀﾞ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 下野田 128020062 下野田DⅢ ｼﾓﾉﾀﾞ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 下野田 128020063 下野田EⅢ ｼﾓﾉﾀﾞ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 下野田 128020064 椴ヶ段EⅢ ﾓﾐｶﾞﾀﾞﾝ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 下野田 128020065 椴ヶ段FⅢ ﾓﾐｶﾞﾀﾞﾝ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 下野田 128020066 下野田AⅢ ｼﾓﾉﾀﾞ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 下野田 128020067 下野田CⅢ ｼﾓﾉﾀﾞ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 生栖 128020068 生栖Ⅰ ｲｷﾞｽ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 生栖 128020069 生栖(2)Ⅰ ｲｷﾞｽ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 生栖 128020070 生栖(3)Ⅰ ｲｷﾞｽ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 生栖 128020071 生栖Ⅱ ｲｷﾞｽ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 生栖 128020072 生栖AⅡ ｲｷﾞｽ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 生栖 128020073 生栖BⅡ ｲｷﾞｽ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 生栖 128020074 田ノ尻AⅡ ﾀﾆｼﾞﾘ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 生栖 128020075 生栖BⅢ ｲｷﾞｽ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 生栖 128020076 生栖CⅢ ｲｷﾞｽ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 生栖 128020077 生栖DⅢ ｲｷﾞｽ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 生栖 128020078 生栖FⅢ ｲｷﾞｽ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 生栖 128020079 生栖GⅢ ｲｷﾞｽ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 生栖 128020080 田尻AⅢ ﾀｼﾞﾘ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 西深 128020081 上西澤Ⅰ ｶﾐﾆｼｻﾞﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 西深 128020082 下西深Ⅰ ｼﾓﾆｼﾌｶ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 西深 128020083 西深Ⅰ ﾆｼﾌｶ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 西深 128020084 下西深(3)Ⅰ ｼﾓﾆｼﾌｶ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 西深 128020085 下西深CⅡ ｼﾓﾆｼﾌｶ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 西深 128020086 西深AⅡ ﾆｼﾌｶ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 西深 128020087 西深BⅡ ﾆｼﾌｶ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 西深 128020088 下西深AⅡ ｼﾓﾆｼﾌｶ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 西深 128020089 西深AⅢ ﾆｼﾌｶ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 西深 128020090 上西深AⅢ ｶﾐﾆｼﾌｶ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 西深 128020091 下西深DⅢ ｼﾓﾆｼﾌｶ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
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一宮町 深河谷 128020092 東川Ⅰ ｱｽﾞﾏｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 深河谷 128020093 深河谷Ⅰ ﾌｶﾀﾞﾆ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 深河谷 128020094 深河谷(2)Ⅰ ﾌｶﾀﾞﾆ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 深河谷 128020095 深河谷(3)Ⅰ ﾌｶﾀﾞﾆ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 深河谷 128020096 深河内AⅡ ﾌｶｳﾁ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 深河谷 128020097 深河内BⅡ ﾌｶｳﾁ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 深河谷 128020098 深河谷CⅡ ﾌｶﾀﾞﾆ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 深河谷 128020099 深河谷DⅡ ﾌｶﾀﾞﾆ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 深河谷 128020100 深河谷EⅡ ﾌｶﾀﾞﾆ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 深河谷 128020101 深河谷FⅡ ﾌｶﾀﾞﾆ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 深河谷 128020102 深河谷AⅡ ﾌｶﾀﾞﾆ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 深河谷 128020103 深河谷BⅡ ﾌｶﾀﾞﾆ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 深河谷 128020104 深河谷JⅢ ﾌｶﾀﾞﾆ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
山崎町 宇原 128010002 宇原Ⅰ ｳﾜﾗ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 川戸 128010003 川戸BⅢ ｶﾜﾄ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 川戸 128010004 川戸AⅡ ｶﾜﾄ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 川戸 128010005 川戸(4)Ⅰ ｶﾜﾄ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 川戸 128010006 川戸(2)Ⅰ ｶﾜﾄ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 川戸 128010007 川戸(1)Ⅰ ｶﾜﾄ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 川戸 128010008 川戸(3)Ⅰ ｶﾜﾄ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 川戸 128010009 川戸AⅢ ｶﾜﾄ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 三谷 128010028 神谷(2)Ⅰ ｺｳﾀﾞﾆ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 三谷 128010029 三谷AⅢ ﾐﾀﾆ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 三谷 128010030 三谷AⅡ ﾐﾀﾆ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 三谷 128010031 三谷BⅢ ﾐﾀﾆ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 三谷 128010032 三谷Ⅰ ﾐﾀﾆ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 三谷 128010033 三谷(2)Ⅰ ﾐﾀﾆ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 三谷 128010034 三谷CⅡ ﾐﾀﾆ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 三谷 128010035 三谷BⅡ ﾐﾀﾆ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 矢原 128010039 矢原AⅢ ﾔﾊﾞﾗ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 矢原 128010040 矢原Ⅰ ﾔﾊﾞﾗ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 矢原 128010041 矢原BⅢ ﾔﾊﾞﾗ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 矢原 128010042 矢原AⅡ ﾔﾊﾞﾗ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 野々上 128010045 野々上(3)Ⅰ ﾉﾉｳｴ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 野々上 128010046 野々上BⅢ ﾉﾉｳｴ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 野々上 128010047 野々上(2)Ⅰ ﾉﾉｳｴ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 野々上 128010048 野々上Ⅰ ﾉﾉｳｴ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 野々上 128010049 野々上AⅡ ﾉﾉｳｴ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 木ノ谷 128010053 木ノ谷AⅢ ｷﾉﾀﾆ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 木ノ谷 128010054 木ノ谷AⅡ ｷﾉﾀﾆ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 下比地 128010055 下比地BⅢ ｼﾓﾋｼﾞ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 下比地 128010056 下比地AⅡ ｼﾓﾋｼﾞ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 下比地 128010057 下比地Ⅰ ｼﾓﾋｼﾞ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 比地 128010063 比地AⅡ ﾋｼﾞ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 田井 128010064 田井CⅡ ﾀｲ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 田井 128010065 田井(2)Ⅰ ﾀｲ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 田井 128010066 田井BⅢ ﾀｲ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 田井 128010067 田井(1)Ⅰ ﾀｲ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 田井 128010068 田井AⅢ ﾀｲ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 与位 128010069 田井DⅢ ﾀｲ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 与位 128010070 与位DⅢ ﾖｲ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 与位 128010071 与位AⅡ ﾖｲ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 与位 128010072 与位AⅢ ﾖｲ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 与位 128010073 与位Ⅰ ﾖｲ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 与位 128010074 与位CⅡ ﾖｲ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 清野 128010075 与位(2)Ⅰ ﾖｲ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 清野 128010076 清野Ⅰ ｾｲﾉ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 段 128010077 段(1)Ⅰ ﾀﾞﾝ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
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山崎町 段 128010078 段AⅢ ﾀﾞﾝ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 段 128010079 段BⅡ ﾀﾞﾝ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 段 128010080 段(2)Ⅰ ﾀﾞﾝ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 段 128010081 段AⅡ ﾀﾞﾝ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 段 128010082 段CⅡ ﾀﾞﾝ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 段 128010083 春安BⅢ ﾊﾙﾔｽ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 春安 128010084 春安AⅢ ﾊﾙﾔｽ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 春安 128010085 春安Ⅰ ﾊﾙﾔｽ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 木谷 128010086 木谷CⅢ ｷﾀﾞﾆ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 木谷 128010087 木谷DⅢ ｷﾀﾞﾆ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 木谷 128010088 木谷BⅢ ｷﾀﾞﾆ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 元山崎 128010089 最上山Ⅰ ﾓｶﾞﾐﾔﾏ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 元山崎 128010090 最上山(2)Ⅰ ﾓｶﾞﾐﾔﾏ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 門前 128010091 加生(2)Ⅰ ｶｼｮｳ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 加生 128010092 加生Ⅰ ｶｼｮｳ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 市場 128010093 木谷AⅢ ｷﾀﾞﾆ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 市場 128010094 高下DⅢ ｺｳｹﾞ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 高下 128010095 高下BⅡ ｺｳｹﾞ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 高下 128010096 高下(2)Ⅰ ｺｳｹﾞ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 高下 128010097 高下(3)Ⅰ ｺｳｹﾞ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 高下 128010098 高下CⅡ ｺｳｹﾞ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 高下 128010099 高下(1)Ⅰ ｺｳｹﾞ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 高下 128010100 高下BⅢ ｺｳｹﾞ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 高下 128010101 高下AⅢ ｺｳｹﾞ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 高下 128010102 高下AⅡ ｺｳｹﾞ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 高下 128010103 青木BⅡ ｱｵｷ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 青木 128010104 青木CⅡ ｱｵｷ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 青木 128010105 青木(2)Ⅰ ｱｵｷ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 青木 128010106 青木CⅢ ｱｵｷ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 青木 128010107 青木BⅡ ｱｵｷ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 青木 128010108 青木(1)Ⅰ ｱｵｷ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 青木 128010109 中井BⅡ ﾅｶｲ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 青木 128010110 中井AⅡ ﾅｶｲ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 青木 128010111 中井BⅢ ﾅｶｲ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 青木 128010112 中井BⅡ ﾅｶｲ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 青木 128010113 中井Ⅰ ﾅｶｲ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 青木 128010114 中井CⅢ ﾅｶｲ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 青木 128010115 中井AⅡ ﾅｶｲ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 青木 128010116 中井DⅢ ﾅｶｲ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 青木 128010117 中井AⅢ ﾅｶｲ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 青木 128010118 青木AⅡ ｱｵｷ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 青木 128010119 比地町BⅡ ﾋｼﾞﾏﾁ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 青木 128010120 比地町DⅢ ﾋｼﾞﾏﾁ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 青木 128010121 比地町AⅡ ﾋｼﾞﾏﾁ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 青木 128010122 比地町CⅡ ﾋｼﾞﾏﾁ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 青木 128010123 比地町DⅡ ﾋｼﾞﾏﾁ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 青木 128010124 比地町AⅢ ﾋｼﾞﾏﾁ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 塩田 128010125 塩田(5)Ⅰ ｼｵﾀ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 塩田 128010126 塩田AⅢ ｼｵﾀ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 塩田 128010127 塩田(2)Ⅰ ｼｵﾀ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 塩田 128010128 塩田(3)Ⅰ ｼｵﾀ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 塩田 128010129 塩田(4)Ⅰ ｼｵﾀ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 塩田 128010130 塩田CⅡ ｼｵﾀ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 塩田 128010131 塩田BⅡ ｼｵﾀ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 塩田 128010132 塩田(1)Ⅰ ｼｵﾀ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 塩田 128010133 塩田BⅡ ｼｵﾀ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 塩田 128010134 塩田AⅡ ｼｵﾀ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 塩田 128010135 寺西FⅢ ﾃﾗﾆｼ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
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山崎町 塩田 128010136 寺西Ⅰ ﾃﾗﾆｼ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 塩田 128010137 寺西CⅡ ﾃﾗﾆｼ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 塩田 128010138 寺西(2)Ⅰ ﾃﾗﾆｼ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 塩田 128010139 寺西AⅡ ﾃﾗﾆｼ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 塩田 128010140 寺西EⅢ ﾃﾗﾆｼ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 塩田 128010141 寺西BⅡ ﾃﾗﾆｼ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 塩田 128010142 寺西DⅡ ﾃﾗﾆｼ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 葛根 128010143 葛根DⅡ ｶｽﾞﾗﾈ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 葛根 128010144 葛根JⅡ ｶｽﾞﾗﾈ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 土万 128010145 土万CⅡ ﾋｼﾞﾏ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 葛根 128010146 葛根CⅡ ｶｽﾞﾗﾈ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 葛根 128010147 葛根GⅡ ｶｽﾞﾗﾈ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 葛根 128010148 葛根AⅡ ｶｽﾞﾗﾈ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 葛根 128010149 葛根BⅡ ｶｽﾞﾗﾈ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 葛根 128010150 葛根IⅡ ｶｽﾞﾗﾈ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 葛根 128010151 葛根FⅡ ｶｽﾞﾗﾈ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 葛根 128010152 土万JⅡ ﾋｼﾞﾏ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 葛根 128010153 葛根HⅡ ｶｽﾞﾗﾈ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 葛根 128010154 葛根ＬⅡ ｶｽﾞﾗﾈ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 葛根 128010155 葛根KⅡ ｶｽﾞﾗﾈ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 葛根 128010156 葛根Ⅰ ｶｽﾞﾗﾈ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 土万 128010157 土万IⅡ ﾋｼﾞﾏ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 土万 128010158 土万EⅡ ﾋｼﾞﾏ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 土万 128010159 土万HⅡ ﾋｼﾞﾏ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 土万 128010160 土万GⅡ ﾋｼﾞﾏ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 土万 128010161 土万(5)Ⅰ ﾋｼﾞﾏ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 土万 128010162 土万BⅡ ﾋｼﾞﾏ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 土万 128010163 土万IⅢ ﾋｼﾞﾏ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 葛根 128010164 葛根EⅡ ｶｽﾞﾗﾈ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 土万 128010165 土万HⅢ ﾋｼﾞﾏ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 土万 128010166 土万Ⅰ ﾋｼﾞﾏ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 土万 128010167 土万(4)Ⅰ ﾋｼﾞﾏ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 土万 128010168 土万FⅡ ﾋｼﾞﾏ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 土万 128010169 土万GⅢ ﾋｼﾞﾏ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 土万 128010170 土万AⅢ ﾋｼﾞﾏ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 土万 128010171 土万AⅡ ﾋｼﾞﾏ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 土万 128010172 土万DⅡ ﾋｼﾞﾏ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 土万 128010173 土万(2)Ⅰ ﾋｼﾞﾏ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 土万 128010174 土万JⅢ ﾋｼﾞﾏ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 土万 128010175 土万(3)Ⅰ ﾋｼﾞﾏ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 土万 128010176 土万KⅢ ﾋｼﾞﾏ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 塩山 128010177 塩山CⅡ ｼｵﾔﾏ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 塩山 128010178 塩山DⅡ ｼｵﾔﾏ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 塩山 128010179 塩山CⅢ ｼｵﾔﾏ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 塩山 128010180 塩山BⅡ ｼｵﾔﾏ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 塩山 128010181 塩山AⅡ ｼｵﾔﾏ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 塩山 128010182 塩山AⅢ ｼｵﾔﾏ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 塩山 128010183 塩山Ⅰ ｼｵﾔﾏ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 大沢 128010184 万合AⅡ ﾏｱｲ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 大沢 128010185 小河内BⅡ ｵｺﾞｳﾁ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 大沢 128010186 小河内(2)Ⅰ ｵｺﾞｳﾁ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 大沢 128010187 小河内AⅡ ｵｺﾞｳﾁ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 大沢 128010188 小河内Ⅰ ｵｺﾞｳﾁ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 大沢 128010189 大沢DⅡ ｵｵｻﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 大沢 128010190 大沢AⅡ ｵｵｻﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 大沢 128010191 大沢CⅡ ｵｵｻﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 大沢 128010192 大沢(3)Ⅰ ｵｵｻﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 大沢 128010193 大沢(2)Ⅰ ｵｵｻﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
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山崎町 大沢 128010194 大沢BⅢ ｵｵｻﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 大沢 128010195 大沢Ⅰ ｵｵｻﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 大沢 128010196 大沢BⅡ ｵｵｻﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
一宮町 東河内 128020212 本谷Ⅰ ﾓﾄﾀﾆ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 東河内 128020213 本谷BⅡ ﾓﾄﾀﾆ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 東河内 128020214 本谷EⅡ ﾓﾄﾀﾆ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 草木 128020215 草木Ⅰ ｸｻｷﾞ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 草木 128020216 草木AⅡ ｸｻｷﾞ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 草木 128020217 草木BⅡ ｸｻｷﾞ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 草木 128020218 草木CⅡ ｸｻｷﾞ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 草木 128020219 草木EⅢ ｸｻｷﾞ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 草木 128020220 草木GⅢ ｸｻｷﾞ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 草木 128020221 草木HⅢ ｸｻｷﾞ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 千町 128020222 上千町Ⅰ ｳｴｾﾝﾁｮｳ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 千町 128020223 下千町AⅡ ｼﾀｾﾝﾁｮｳ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 千町 128020224 千町AⅡ ｾﾝﾁｮｳ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 千町 128020225 千町BⅡ ｾﾝﾁｮｳ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 千町 128020226 上千町BⅡ ｳｴｾﾝﾁｮｳ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 千町 128020227 下千町BⅡ ｼﾀｾﾝﾁｮｳ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 千町 128020228 下千町AⅢ ｼﾀｾﾝﾁｮｳ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 千町 128020229 千町BⅢ ｾﾝﾁｮｳ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 河原田 128020230 阿舎利AⅡ ｱｼﾞｬﾘ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 河原田 128020231 阿舎利BⅡ ｱｼﾞｬﾘ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 河原田 128020232 阿舎利CⅡ ｱｼﾞｬﾘ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 河原田 128020233 阿舎利DⅡ ｱｼﾞｬﾘ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 河原田 128020234 阿舎利EⅡ ｱｼﾞｬﾘ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 河原田 128020235 阿舎利AⅢ ｱｼﾞｬﾘ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 河原田 128020236 阿舎利CⅢ ｱｼﾞｬﾘ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 河原田 128020237 阿舎利DⅢ ｱｼﾞｬﾘ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 上岸田 128020238 上岸田Ⅰ ｶﾐｷｼﾀﾞ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 上岸田 128020239 上岸田Ⅱ ｶﾐｷｼﾀﾞ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 上岸田 128020240 上岸田BⅡ ｶﾐｷｼﾀﾞ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 上岸田 128020241 上岸田CⅡ ｶﾐｷｼﾀﾞ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 上岸田 128020242 上岸田DⅡ ｶﾐｷｼﾀﾞ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 上岸田 128020243 上岸田EⅡ ｶﾐｷｼﾀﾞ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 上岸田 128020244 上岸田FⅡ ｶﾐｷｼﾀﾞ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 上岸田 128020245 上岸田GⅡ ｶﾐｷｼﾀﾞ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 上岸田 128020246 上岸田HⅡ ｶﾐｷｼﾀﾞ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 上岸田 128020247 上岸田AⅢ ｶﾐｷｼﾀﾞ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 上岸田 128020248 上岸田FⅢ ｶﾐｷｼﾀﾞ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 上岸田 128020249 上岸田GⅢ ｶﾐｷｼﾀﾞ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 上岸田 128020250 上岸田HⅢ ｶﾐｷｼﾀﾞ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 上岸田 128020251 上岸田IⅢ ｶﾐｷｼﾀﾞ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 井内 128020252 井内(1)Ⅰ ｲｳﾁ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 井内 128020253 井内(B)Ⅰ ｲｳﾁ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 井内 128020254 井内AⅡ ｲｳﾁ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 井内 128020255 井内(2)Ⅱ ｲｳﾁ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 井内 128020256 井内AⅢ ｲｳﾁ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 井内 128020257 井内DⅢ ｲｳﾁ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 横山 128020258 横山Ⅰ ﾖｺﾔﾏ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 横山 128020259 横山AⅡ ﾖｺﾔﾏ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 横山 128020260 横山BⅡ ﾖｺﾔﾏ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 横山 128020261 横山CⅡ ﾖｺﾔﾏ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 横山 128020262 横山DⅡ ﾖｺﾔﾏ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 横山 128020263 横山EⅡ ﾖｺﾔﾏ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 横山 128020264 横山FⅡ ﾖｺﾔﾏ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 横山 128020265 横山GⅡ ﾖｺﾔﾏ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 横山 128020266 横山HⅡ ﾖｺﾔﾏ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
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一宮町 横山 128020267 中垣内AⅢ ﾅｶｶﾞｲﾁ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 横山 128020268 横山CⅢ ﾖｺﾔﾏ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 黒原 128020269 黒原Ⅰ ｸﾛﾊﾗ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 黒原 128020270 大野Ⅰ ｵｵﾉ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 黒原 128020271 黒原(2)Ⅰ ｸﾛﾊﾗ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 黒原 128020272 黒原AⅡ ｸﾛﾊﾗ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 黒原 128020273 黒原BⅡ ｸﾛﾊﾗ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 黒原 128020274 黒原CⅡ ｸﾛﾊﾗ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 黒原 128020275 黒原DⅡ ｸﾛﾊﾗ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 黒原 128020276 黒原EⅡ ｸﾛﾊﾗ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 黒原 128020277 黒原FⅡ ｸﾛﾊﾗ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 黒原 128020278 黒原GⅡ ｸﾛﾊﾗ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 黒原 128020279 大谷Ⅱ ｵｵﾀﾆ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 黒原 128020280 大谷BⅡ ｵｵﾀﾆ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 黒原 128020281 大谷CⅡ ｵｵﾀﾆ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 黒原 128020282 大谷DⅡ ｵｵﾀﾆ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 黒原 128020283 黒原BⅢ ｸﾛﾊﾗ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 黒原 128020284 黒原DⅢ ｸﾛﾊﾗ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 黒原 128020285 黒原EⅢ ｸﾛﾊﾗ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 公文 128020286 溝谷AⅡ ﾐｿﾞﾀﾆ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 公文 128020287 溝谷BⅡ ﾐｿﾞﾀﾆ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 公文 128020288 溝谷CⅡ ﾐｿﾞﾀﾆ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 公文 128020289 溝谷DⅡ ﾐｿﾞﾀﾆ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 公文 128020290 溝谷EⅡ ﾐｿﾞﾀﾆ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 公文 128020291 溝谷FⅡ ﾐｿﾞﾀﾆ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 公文 128020292 小原AⅡ ｵﾊﾗ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 公文 128020293 小原BⅡ ｵﾊﾗ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 公文 128020294 小原CⅡ ｵﾊﾗ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 公文 128020295 小原DⅡ ｵﾊﾗ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 公文 128020296 小原EⅡ ｵﾊﾗ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 公文 128020297 志倉Ⅱ ｼｸﾗ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 公文 128020298 志倉CⅢ ｼｸﾗ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 公文 128020299 志倉DⅢ ｼｸﾗ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 公文 128020300 小原BⅢ ｵﾊﾗ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 倉床 128020301 冨士野Ⅰ ﾌﾄﾞﾉ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 倉床 128020302 倉床(1)Ⅰ ｸﾗﾄｺ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 倉床 128020303 倉床(2)Ⅰ ｸﾗﾄｺ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 倉床 128020304 倉床(3)Ⅰ ｸﾗﾄｺ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 倉床 128020305 倉床(5)Ⅰ ｸﾗﾄｺ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 倉床 128020306 倉床(6)Ⅰ ｸﾗﾄｺ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 倉床 128020307 倉床AⅡ ｸﾗﾄｺ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 倉床 128020308 倉床BⅡ ｸﾗﾄｺ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 倉床 128020309 倉床CⅡ ｸﾗﾄｺ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 倉床 128020310 倉床DⅡ ｸﾗﾄｺ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 倉床 128020311 倉床EⅡ ｸﾗﾄｺ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 倉床 128020312 倉床FⅡ ｸﾗﾄｺ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 倉床 128020313 倉床GⅡ ｸﾗﾄｺ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 倉床 128020314 倉床HⅡ ｸﾗﾄｺ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 倉床 128020315 倉床JⅡ ｸﾗﾄｺ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 倉床 128020316 倉床KⅡ ｸﾗﾄｺ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 倉床 128020317 冨士野AⅡ ﾌﾄﾞﾉ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 倉床 128020318 冨士野BⅡ ﾌﾄﾞﾉ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 倉床 128020319 冨士野CⅡ ﾌﾄﾞﾉ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 倉床 128020320 冨士野DⅡ ﾌﾄﾞﾉ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 倉床 128020321 冨士野CⅢ ﾌﾄﾞﾉ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 倉床 128020322 倉床AⅢ ｸﾗﾄｺ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 倉床 128020323 倉床BⅢ ｸﾗﾄｺ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 倉床 128020324 倉床IⅢ ｸﾗﾄｺ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
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一宮町 倉床 128020325 倉床JⅢ ｸﾗﾄｺ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 倉床 128020326 冨士野AⅢ ﾌﾄﾞﾉ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 倉床 128020327 冨士野EⅢ ﾌﾄﾞﾉ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
波賀町 日見谷 128030001 日見谷Ⅰ ﾋﾐﾀﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 日見谷 128030002 日見谷AⅡ ﾋﾐﾀﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 小野 128030003 上小野BⅡ ｶﾐｵﾉ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 小野 128030004 下小野AⅡ ｼﾓｵﾉ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 小野 128030005 下小野Ⅰ ｼﾓｵﾉ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 小野 128030006 上小野EⅡ ｶﾐｵﾉ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 小野 128030007 上小野（2）Ⅰ ｶﾐｵﾉ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 小野 128030008 上小野DⅡ ｶﾐｵﾉ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 小野 128030009 上小野（1）Ⅰ ｶﾐｵﾉ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 小野 128030010 上小野AⅡ ｶﾐｵﾉ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 小野 128030011 上小野CⅡ ｶﾐｵﾉ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 小野 128030012 上小野BⅡ ｶﾐｵﾉ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 小野 128030013 小野Ⅰ ｵﾉ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 谷 128030014 下谷Ⅰ ｼﾓﾀﾞﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 谷 128030015 下谷AⅡ ｼﾓﾀﾞﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 谷 128030016 奥谷DⅡ ｵｸﾀﾞﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 谷 128030017 奥谷Ⅰ ｵｸﾀﾞﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 谷 128030018 奥谷CⅡ ｵｸﾀﾞﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 谷 128030019 奥谷BⅡ ｵｸﾀﾞﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 谷 128030020 奥谷AⅡ ｵｸﾀﾞﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 谷 128030021 谷AⅡ ﾀﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 谷 128030022 溝野（2）Ⅰ ﾐｿﾞﾉ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 谷 128030023 溝野（1）Ⅰ ﾐｿﾞﾉ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 谷 128030024 奥谷Ⅰ ｵｸﾀﾞﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 谷 128030025 谷Ⅰ ﾀﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 谷 128030026 谷BⅡ ﾀﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 今市 128030027 今市Ⅰ ｲﾏｲﾁ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 今市 128030028 安賀bⅢ ﾔｽｶﾞ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 安賀 128030029 安賀（2）Ⅰ ﾔｽｶﾞ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 安賀 128030030 安賀Ⅰ ﾔｽｶﾞ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 安賀 128030031 上野（5）Ⅰ ｳｴﾉ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 安賀 128030032 安賀（4）Ⅰ ﾔｽｶﾞ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 安賀 128030033 安賀（3）Ⅰ ﾔｽｶﾞ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 安賀 128030034 上野JⅡ ｳｴﾉ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 安賀 128030035 安賀AⅡ ﾔｽｶﾞ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 斉木 128030036 流田BⅡ ﾅｶﾞﾚﾀﾞ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 斉木 128030037 流田AⅡ ﾅｶﾞﾚﾀﾞ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 斉木 128030038 流田DⅡ ﾅｶﾞﾚﾀﾞ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 斉木 128030039 流田CⅡ ﾅｶﾞﾚﾀﾞ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 斉木 128030040 前地AⅡ ﾏｴﾁﾞ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 斉木 128030041 流田EⅡ ﾅｶﾞﾚﾀﾞ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 斉木 128030042 流田FⅡ ﾅｶﾞﾚﾀﾞ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 斉木 128030043 有賀（1）Ⅰ ｱﾘｶﾞ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 上野 128030044 上野（6）Ⅰ ｳｴﾉ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 上野 128030045 上野（8）Ⅰ ｳｴﾉ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 上野 128030046 上野FⅡ ｳｴﾉ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 上野 128030047 上野（7）Ⅰ ｳｴﾉ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 上野 128030048 上野（4）Ⅰ ｳｴﾉ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 上野 128030049 上野（3）Ⅰ ｳｴﾉ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 上野 128030050 上野AⅡ ｳｴﾉ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 上野 128030051 上野（2）Ⅰ ｳｴﾉ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 上野 128030052 上野CⅡ ｳｴﾉ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 上野 128030053 上野DⅡ ｳｴﾉ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 上野 128030054 上野（2）Ⅰ ｳｴﾉ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 上野 128030055 上野fⅢ ｳｴﾉ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
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波賀町 上野 128030056 水谷cⅢ ﾐｽﾞﾀﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 上野 128030057 水谷HⅡ ﾐｽﾞﾀﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 上野 128030058 水谷CⅡ ﾐｽﾞﾀﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 上野 128030059 水谷DⅡ ﾐｽﾞﾀﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 上野 128030060 水谷EⅡ ﾐｽﾞﾀﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 上野 128030061 水谷AⅡ ﾐｽﾞﾀﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 上野 128030062 水谷Ⅰ ﾐｽﾞﾀﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 上野 128030063 水谷GⅡ ﾐｽﾞﾀﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 上野 128030064 水谷BⅡ ﾐｽﾞﾀﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 上野 128030065 水谷FⅡ ﾐｽﾞﾀﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 上野 128030066 奥水谷BⅡ ｵｸﾐｽﾞﾀﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 上野 128030067 水谷IⅡ ﾐｽﾞﾀﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 上野 128030068 奥水谷AⅡ ｵｸﾐｽﾞﾀﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 皆木 128030069 皆木Ⅰ ﾐﾅｷﾞ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 皆木 128030070 皆木AⅡ ﾐﾅｷﾞ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 飯見 128030071 飯見（1）Ⅰ ｲｲﾐ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 飯見 128030072 飯見BⅡ ｲｲﾐ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 飯見 128030073 飯見AⅡ ｲｲﾐ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 野尻 128030074 野尻Ⅰ ﾉｼﾞﾘ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 野尻 128030075 野尻（3）Ⅰ ﾉｼﾞﾘ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 野尻 128030076 野尻（2）Ⅰ ﾉｼﾞﾘ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 野尻 128030077 野尻cⅢ ﾉｼﾞﾘ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 原 128030078 原hⅢ ﾊﾗ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 原 128030079 原（3）Ⅰ ﾊﾗ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 原 128030080 原（7）Ⅰ ﾊﾗ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 原 128030081 原（4）Ⅰ ﾊﾗ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 原 128030082 原（8）Ⅰ ﾊﾗ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 原 128030083 原BⅡ ﾊﾗ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 原 128030084 原FⅡ ﾊﾗ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 原 128030085 原（1）Ⅰ ﾊﾗ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 原 128030086 原AⅡ ﾊﾗ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 原 128030087 原（6）Ⅰ ﾊﾗ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 原 128030088 原HⅡ ﾊﾗ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 原 128030089 原CⅡ ﾊﾗ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 原 128030090 原GⅡ ﾊﾗ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 音水 128030091 原ｊⅢ ﾊﾗ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 音水 128030092 原（5）Ⅰ ﾊﾗ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 音水 128030093 原（2）Ⅰ ﾊﾗ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 音水 128030094 原cⅢ ﾊﾗ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 音水 128030095 原EⅡ ﾊﾗ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 原 128030096 原DⅡ ﾊﾗ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 音水 128030097 音水DⅡ ｵﾝｽﾞｲ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 音水 128030098 音水AⅡ ｵﾝｽﾞｲ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 音水 128030099 音水CⅡ ｵﾝｽﾞｲ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 音水 128030100 音水BⅡ ｵﾝｽﾞｲ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 日ノ原 128030101 日ノ原Ⅰ ﾋﾉﾊﾗ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 日ノ原 128030102 音水FⅡ ｵﾝｽﾞｲ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 日ノ原 128030103 日ノ原AⅡ ﾋﾉﾊﾗ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 日ノ原 128030104 音水（1）Ⅰ ｵﾝｽﾞｲ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 日ノ原 128030105 日ノ原CⅡ ﾋﾉﾊﾗ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 日ノ原 128030106 日ノ原（2）Ⅰ ﾋﾉﾊﾗ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 日ノ原 128030107 音水EⅡ ｵﾝｽﾞｲ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 日ノ原 128030108 日ノ原BⅡ ﾋﾉﾊﾗ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 日ノ原 128030109 日ノ原DⅡ ﾋﾉﾊﾗ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 日ノ原 128030110 日ノ原aⅢ ﾋﾉﾊﾗ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 引原 128030111 引原(2)Ⅰ ﾋｷﾊﾗ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 引原 128030112 引原AⅡ ﾋｷﾊﾗ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 引原 128030113 引原BⅡ ﾋｷﾊﾗ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
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波賀町 引原 128030114 引原CⅡ ﾋｷﾊﾗ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 引原 128030115 引原(3)Ⅰ ﾋｷﾊﾗ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 引原 128030116 引原Ⅰ ﾋｷﾊﾗ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 引原 128030117 高山Ⅰ ﾀｶﾔﾏ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 引原 128030118 小原AⅢ ｵﾊﾗ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 鹿伏 128030119 鹿伏(2)Ⅰ ｼｶﾌﾞｼ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 鹿伏 128030120 鹿伏DⅡ ｼｶﾌﾞｼ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 鹿伏 128030121 鹿伏GⅢ ｼｶﾌﾞｼ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 鹿伏 128030122 鹿伏FⅡ ｼｶﾌﾞｼ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 鹿伏 128030123 鹿伏EⅡ ｼｶﾌﾞｼ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 鹿伏 128030124 鹿伏(1)Ⅰ ｼｶﾌﾞｼ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 鹿伏 128030125 鹿伏JⅢ ｼｶﾌﾞｼ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 鹿伏 128030126 鹿伏(4)Ⅰ ｼｶﾌﾞｼ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 戸倉 128030127 鹿伏CⅡ ｼｶﾌﾞｼ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 戸倉 128030128 鹿伏BⅡ ｼｶﾌﾞｼ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 戸倉 128030129 鹿伏AⅡ ｼｶﾌﾞｼ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 戸倉 128030130 鹿伏(3)Ⅰ ｼｶﾌﾞｼ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 戸倉 128030131 戸倉EⅢ ﾄｸﾗ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 戸倉 128030132 戸倉DⅡ ﾄｸﾗ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 戸倉 128030133 戸倉Ⅰ ﾄｸﾗ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 戸倉 128030134 戸倉CⅡ ﾄｸﾗ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 戸倉 128030135 戸倉AⅢ ﾄｸﾗ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 戸倉 128030136 堀CⅢ ﾎﾘ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 戸倉 128030137 堀AⅡ ﾎﾘ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 戸倉 128030138 堀AⅢ ﾎﾘ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 道谷 128030139 道谷AⅢ ﾄﾞｳﾀﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 道谷 128030140 道谷BⅡ ﾄﾞｳﾀﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 道谷 128030141 道谷AⅡ ﾄﾞｳﾀﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 道谷 128030142 道谷(3)Ⅰ ﾄﾞｳﾀﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 道谷 128030143 道谷(2)Ⅰ ﾄﾞｳﾀﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 道谷 128030144 道谷(4)Ⅰ ﾄﾞｳﾀﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 道谷 128030145 道谷(1)Ⅰ ﾄﾞｳﾀﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 道谷 128030146 戸倉BⅡ ﾄｸﾗ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 道谷 128030147 戸倉AⅡ ﾄｸﾗ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
千種町 下河野 128040001 猶原Ⅰ ユハラ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 下河野 128040002 下河野(1)Ⅰ ケゴノ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 下河野 128040003 宮ノ下Ⅰ ミヤノシタ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 下河野 128040004 竹ノ内(2)Ⅰ タケノウチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 下河野 128040005 下河野1Ⅰ ケゴノ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 下河野 128040006 下河野bⅠ ケゴノ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 下河野 128040007 下河野AⅡ ケゴノ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 下河野 128040008 下河野2Ⅱ ケゴノ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 下河野 128040009 下河野(2)Ⅱ ケゴノ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 下河野 128040010 下河野(3)Ⅱ ケゴノ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 下河野 128040011 揃木Ⅱ ソロキ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 下河野 128040012 竹ノ内(3)Ⅱ タケノウチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 下河野 128040013 竹ノ内Ⅱ タケノウチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 下河野 128040014 下河野aⅢ ケゴノ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 鷹巣 128040015 鷹巣(1)Ⅰ タカノス 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 鷹巣 128040016 鷹巣(2)Ⅰ タカノス 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 鷹巣 128040017 鷹巣cⅠ タカノス 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 鷹巣 128040018 鷹巣BⅠ タカノス 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 鷹巣 128040019 鷹巣CⅠ タカノス 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 鷹巣 128040020 下鷹巣1Ⅰ シモタカノス 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 鷹巣 128040021 鷹巣AⅡ タカノス 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 鷹巣 128040022 鷹巣aⅡ タカノス 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
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千種町 鷹巣 128040023 鷹巣bⅡ タカノス 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 七野 128040024 七野Ⅰ ヒツノ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 七野 128040025 七野AⅠ ヒツノ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 七野 128040026 七野BⅡ ヒツノ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 七野 128040027 七野bⅡ ヒツノ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 七野 128040028 七野1Ⅱ ヒツノ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 七野 128040029 七野cⅢ ヒツノ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 七野 128040030 七野dⅢ ヒツノ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 室 128040031 室AⅡ ムロ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 室 128040032 室BⅡ ムロ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 黒土 128040033 城ヶ乢Ⅰ ジョウガタワ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 黒土 128040034 黒土1Ⅰ クロヅチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 黒土 128040035 黒土bⅠ クロヅチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 黒土 128040036 黒土AⅡ クロヅチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 黒土 128040037 中嶋aⅡ ナカジマ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 黒土 128040038 黒土aⅡ クロヅチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 黒土 128040039 黒土Ⅱ クロヅチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 黒土 128040040 黒土cⅡ クロヅチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 黒土 128040041 滝尻aⅡ タキジリ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 黒土 128040042 東代Ⅱ トウダイ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西山 128040043 紙屋Ⅰ カミヤ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西山 128040044 奥西山CⅠ オクニシヤマ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西山 128040045 奥西山EⅠ オクニシヤマ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西山 128040046 奥西山AⅡ オクニシヤマ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西山 128040047 奥西山CⅡ オクニシヤマ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西山 128040048 奥西山DⅡ オクニシヤマ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西山 128040049 奥西山aⅡ オクニシヤマ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西山 128040050 奥西山fⅢ オクニシヤマ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西山 128040051 奥西山bⅢ オクニシヤマ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西山 128040052 奥西山dⅢ オクニシヤマ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西山 128040053 奥西山eⅢ オクニシヤマ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西山 128040054 西山(1)Ⅰ ニシヤマ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西山 128040055 西山(2)Ⅰ ニシヤマ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西山 128040056 西山(3)Ⅰ ニシヤマ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西山 128040057 西山AⅠ ニシヤマ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西山 128040058 西山Ⅰ ニシヤマ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西山 128040059 奥西山BⅡ オクニシヤマ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西山 128040060 西山aⅡ ニシヤマ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西山 128040061 上町aⅡ カミマチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 千草 128040062 千草(1)Ⅰ チクサ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 千草 128040063 千草(2)Ⅰ チクサ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 千草 128040064 千草bⅢ チクサ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 128040065 越乢Ⅰ オチタワ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 128040066 岩野辺AⅡ イワノベ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 128040067 岩野辺BⅡ イワノベ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 128040068 岩野辺CⅡ イワノベ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 128040069 岩野辺DⅡ イワノベ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 128040070 荒尾AⅡ アラオ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 128040071 内海AⅡ ウチノミ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 128040072 内海BⅡ ウチノミ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 128040073 荒尾dⅡ アラオ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 128040074 高橋1Ⅱ タカハシ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 128040075 内海1Ⅱ ウチノミ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 128040076 内海aⅡ ウチノミ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
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千種町 岩野辺 128040077 内海dⅡ ウチノミ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 128040078 内海cⅡ ウチノミ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 128040079 岩野辺aⅢ イワノベ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 128040080 荒尾aⅢ アラオ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 128040081 荒尾cⅢ アラオ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 128040082 荒尾eⅢ アラオ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 128040083 荒尾fⅢ アラオ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 128040084 荒尾gⅢ アラオ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 128040085 内海bⅢ ウチノミ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 128040086 内海eⅢ ウチノミ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河呂 128040087 河呂AⅠ コウロ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河呂 128040088 河呂BⅡ コウロ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河呂 128040089 河呂aⅡ コウロ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河呂 128040090 河呂Ⅱ コウロ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河呂 128040091 河呂bⅢ コウロ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西河内 128040092 西河内AⅠ ニシコウチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西河内 128040093 西河内DⅠ ニシコウチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西河内 128040094 西河内bⅠ ニシコウチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西河内 128040095 西河内FⅠ ニシコウチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西河内 128040096 西河内BⅡ ニシコウチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西河内 128040097 西河内cⅡ ニシコウチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西河内 128040098 西河内EⅡ ニシコウチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西河内 128040099 奥田Ⅱ オクダ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西河内 128040100 西河内ｌⅡ ニシコウチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西河内 128040101 西河内eⅡ ニシコウチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西河内 128040102 西河内dⅡ ニシコウチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西河内 128040103 西河内jⅡ ニシコウチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西河内 128040104 池田aⅡ イケダ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西河内 128040105 中野aⅡ ナカノ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西河内 128040106 ちぐさaⅢ チグサ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西河内 128040107 西河内aⅢ ニシコウチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西河内 128040108 西河内mⅢ ニシコウチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西河内 128040109 西河内hⅢ ニシコウチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西河内 128040110 西河内iⅢ ニシコウチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西河内 128040111 西河内kⅢ ニシコウチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河内 128040112 川井(1)Ⅰ カワイ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河内 128040113 川井(2)Ⅰ カワイ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河内 128040114 河内BⅠ コウチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河内 128040115 河内DⅠ コウチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河内 128040116 河内AⅡ コウチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河内 128040117 河内CⅡ コウチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河内 128040118 河内fⅡ コウチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河内 128040119 河内dⅡ コウチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河内 128040120 河内3Ⅱ コウチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河内 128040121 河内2Ⅱ コウチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河内 128040122 河内1Ⅱ コウチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河内 128040123 大久保aⅡ オオクボ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河内 128040124 大久保cⅡ オオクボ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河内 128040125 三室aⅢ ミムロ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河内 128040126 三室bⅢ ミムロ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河内 128040127 道上aⅢ ドウジョウ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河内 128040128 道上bⅢ ドウジョウ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河内 128040129 道上eⅢ ドウジョウ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河内 128040130 河内hⅢ コウチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
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土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）

地域 字 箇所番号 区域名
区域名
(フリガナ)

公示番号 公示日

千種町 河内 128040131 河内iⅢ コウチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河内 128040132 河内gⅢ コウチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河内 128040133 大久保bⅢ オオクボ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
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土砂災害警戒区域（土石流）

地域 字 箇所番号 区域名
区域名
（フリガナ）

公示番号 公示日

山崎町 須賀沢 228010008 峠川Ⅱ ﾐﾈｶﾜ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 須賀沢 228010009 無如谷Ⅱ ﾑﾆｮﾀﾆ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 須賀沢 228010010 石ヶ谷Ⅱ ｲｼｶﾞﾀﾆ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 須賀沢 228010011 石ヶ谷川Ⅱ ｲｼｶﾞﾀﾆｶﾜ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 須賀沢 228010012 油谷川Ⅰ ｱﾌﾞﾗﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 須賀沢 228010013 大谷川Ⅱ ｵｵﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 須賀沢 228010014 春日谷川Ⅰ ｶｽｶﾞﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 須賀沢 228010015 北谷口川Ⅰ ｷﾀﾀﾆｸﾞﾁｶﾞﾜ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 須賀沢 228010016 宮ノ下Ⅱ ﾐﾔﾉｼﾀ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 高所 228010017 カジヤ谷(2)Ⅰ ｶｼﾞﾔﾀﾆ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 高所 228010018 カジヤ谷(1)Ⅰ ｶｼﾞﾔﾀﾆ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 神谷 228010026 森谷川Ⅰ ﾓﾘﾀﾆｶﾜ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 神谷 228010027 八岡川Ⅰ ﾔｵｶｶﾞﾜ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 岸田 228010031 シャレ谷Ⅰ ｼｬﾚﾀﾆ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 杉ヶ瀬 228010041 小畑Ⅱ ｺﾊﾞﾀ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 杉ヶ瀬 228010042 小畑Ⅰ ｺﾊﾞﾀ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 杉ヶ瀬 228010043 上ノ谷Ⅰ ｳｴﾉﾀﾆ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 母栖 228010046 水木ケサコⅡ ﾐｽﾞｷｹｻｺ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 母栖 228010047 ツヅラ谷Ⅱ ﾂﾂﾞﾗﾀﾆ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 中比地 228010051 湯谷川Ⅰ ﾕﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 上比地 228010052 神子谷Ⅰ ｶﾐｺﾀﾞﾆ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 上比地 228010053 奥地川Ⅱ ｵｸﾁｶﾜ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 上比地 228010054 上ノ段川Ⅰ ｳｴﾉﾀﾞﾝｶﾜ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 上比地 228010055 上ノ段川Ⅱ ｳｴﾉﾀﾞﾝｶﾜ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 上比地 228010056 奥地川Ⅰ ｵｸﾁｶﾜ 兵庫県告示第875号 平成18年8月15日
山崎町 五十波 228010132 才ノ天川Ⅰ ｻｲﾉﾃﾝｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 五十波 228010133 才ノ元Ⅰ ｻｲﾉﾓﾄ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 五十波 228010134 大畑(1)Ⅰ ｵｵﾊﾀ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 五十波 228010135 胡麻谷川(1)Ⅰ ｺﾞﾏﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 五十波 228010136 胡麻谷川(2)Ⅰ ｺﾞﾏﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 五十波 228010137 五十波川Ⅰ ｲｶﾊﾞｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 五十波 228010138 大畑(2)Ⅰ ｵｵﾊﾀ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 五十波 228010139 才の木(1)Ⅱ ｻｲﾉｷ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 五十波 228010140 坂手Ⅱ ｻｶﾃ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 五十波 228010141 才ノ木(2)Ⅰ ｻｲﾉｷ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 五十波 228010142 小瀬Ⅱ ｺｾ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 五十波 228010143 小滝Ⅱ ｺﾀｷ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 梯 228010144 橋岡川Ⅰ ﾊｼｵｶｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 梯 228010145 毛利川Ⅱ ﾓｳﾘｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 梯 228010146 毛刺Ⅱ ｹｻｼ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 梯 228010147 中林Ⅱ ﾅｶﾊﾞﾔｼ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 梯 228010148 焼ノ谷Ⅱ ﾔｷﾉﾀﾆ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 梯 228010149 釜屋川Ⅱ ｶﾏﾔｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 上寺 228010150 寺院川Ⅰ ｼﾞｲﾝｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 上寺 228010151 雨ヶ鼻(1)Ⅱ ｱﾏｶﾞﾊﾅ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 横須 228010152 岩ヶ谷川(1)Ⅰ ｲﾜｶﾞﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 横須 228010153 岩ヶ谷川(2)Ⅰ ｲﾜｶﾞﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 横須 228010154 岩ヶ谷川(3)Ⅰ ｲﾜｶﾞﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 横須 228010155 雨ヶ鼻(2)Ⅱ ｱﾏｶﾞﾊﾅ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 三津 228010156 上ノ山川Ⅰ ｶﾐﾉﾔﾏｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 生谷 228010157 生谷川Ⅰ ｲｷﾞﾀﾞﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 下町 228010158 与泰寺川Ⅰ ﾖﾀｲｼﾞｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 下町 228010159 戸敷(1)Ⅰ ﾄｼｷ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 下町 228010160 戸敷(2)Ⅰ ﾄｼｷ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 下町 228010161 戸敷(3)Ⅰ ﾄｼｷ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 下町 228010162 戸敷(4)Ⅰ ﾄｼｷ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 下町 228010163 権現Ⅱ ｹﾝｹﾞﾝ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 下町 228010164 コニケ谷Ⅱ ﾕﾆｹﾀﾆ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
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土砂災害警戒区域（土石流）

地域 字 箇所番号 区域名
区域名
（フリガナ）

公示番号 公示日

山崎町 宇野 228010165 長水川Ⅰ ﾁｮｳｽｲｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 宇野 228010166 小山川Ⅰ ｺﾔﾏｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 宇野 228010167 東山Ⅰ ﾋｶﾞｼﾔﾏ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 宇野 228010168 堂ノ尾(1)Ⅱ ﾄﾞｳﾉｵ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 宇野 228010169 堂ノ尾(2)Ⅱ ﾄﾞｳﾉｵ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 宇野 228010170 山才Ⅱ ｻﾝｻﾞｲ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 下牧谷 228010171 下牧谷川Ⅰ ｼﾓﾏｷﾀﾞﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 下牧谷 228010172 せんざい川Ⅰ ｾﾝｻﾞｲｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 下牧谷 228010173 谷川Ⅰ ﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 片山 228010174 日ノ川Ⅱ ﾋﾉｶﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 片山 228010175 山根川Ⅰ ﾔﾏﾈｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 上牧谷 228010176 塩谷川Ⅱ ｼｵﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 上牧谷 228010177 横野Ⅰ ﾖｺﾉ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 上牧谷 228010178 上牧谷川Ⅰ ｶﾐﾏｷﾀﾞﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 上牧谷 228010179 高下川Ⅰ ｺｳｹﾞｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 上牧谷 228010180 有谷川Ⅰ ｱﾘﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 上牧谷 228010181 山田川Ⅰ ﾔﾏﾀﾞｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 上牧谷 228010182 藤ケタワ川Ⅰ ﾌｼﾞｹﾀﾜｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 大谷 228010183 北畠川Ⅰ ｷﾀﾊﾞﾀｹｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 大谷 228010184 大谷川Ⅰ ｵｵﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 大谷 228010185 向林川Ⅰ ﾑｺｳﾊﾞﾔｼｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 東下野 228010186 宗広川Ⅰ ﾑﾈﾋﾛｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 東下野 228010187 久保川Ⅱ ｸﾎﾞｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 中野 228010188 伊沢川Ⅰ ｲｿｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 中野 228010189 宮ノ元Ⅱ ﾐﾔﾉﾓﾄ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 中野 228010190 実友川Ⅰ ﾐﾄﾓｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 中野 228010191 上段川Ⅰ ｼﾞｮｳﾀﾞﾝｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 中野 228010192 宿Ⅰ ﾔﾄﾞ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 中野 228010193 紙屋Ⅰ ｶﾐﾔ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 中野 228010194 イブロ谷川Ⅱ ｲﾌﾞﾛﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 上ノ 228010195 老後下Ⅰ ﾛｳｺﾞｼﾀ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 上ノ 228010196 木地屋川Ⅰ ｷｼﾞﾔｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 上ノ 228010197 平野川Ⅰ ﾋﾗﾉｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 上ノ 228010198 平野Ⅱ ﾋﾗﾉ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 上ノ 228010199 小部Ⅰ ｵｳﾌﾞ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 上ノ 228010200 白井谷川Ⅰ ｼﾗｲﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 上ノ 228010201 細野川Ⅰ ﾎｿﾉｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 上ノ 228010202 ゴソロ川Ⅰ ｺﾞｿﾛｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 上ノ 228010203 明延川(1)Ⅰ ｱｹﾉﾍﾞｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 上ノ 228010204 明延川(2)Ⅰ ｱｹﾉﾍﾞｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 上ノ 228010205 河原山川Ⅱ ｶﾜﾗﾔﾏｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 小茅野 228010206 出合川(1)Ⅰ ﾃﾞｱｲｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 小茅野 228010207 出合川(2)Ⅰ ﾃﾞｱｲｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 小茅野 228010208 出合川(3)Ⅰ ﾃﾞｱｲｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 小茅野 228010209 出合川(4)Ⅰ ﾃﾞｱｲｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
山崎町 小茅野 228010210 出合川(5)Ⅰ ﾃﾞｱｲｶﾞﾜ 兵庫県告示第112号 平成22年2月22日
一宮町 河原田 228020050 釜河内川Ⅰ ｶﾏｶﾜﾁｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 河原田 228020051 下谷川Ⅰ ｼﾀﾔｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 河原田 228020052 中台川Ⅰ ﾅｶﾀﾞｲｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 河原田 228020053 段川Ⅰ ﾀﾞﾝｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 河原田 228020054 高野川Ⅰ ﾀｶﾉｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 河原田 228020055 中垣内川Ⅰ ﾅｶｶｷｳﾁｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 河原田 228020056 轟川Ⅱ ﾄﾄﾞﾛｷｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 河原田 228020057 石飛川Ⅱ ｲｼﾄﾋﾞｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 河原田 228020058 椿下川Ⅱ ﾂﾊﾞｷｼﾀｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 公文 228020059 唐野川Ⅰ ﾄｳﾉｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 公文 228020060 上上山川Ⅰ ｳｴｶﾐﾔﾏｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 公文 228020061 下上山川Ⅰ ｼﾀｶﾐﾔﾏｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
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一宮町 公文 228020062 森木谷川Ⅰ ﾓﾘｷﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 公文 228020063 和田川Ⅰ ﾜﾀﾞｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 公文 228020064 ソバダニⅡ ｿﾊﾞﾀﾞﾆ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 公文 228020065 糀屋川Ⅱ ｺｳｼﾞﾔｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 公文 228020066 萬ヶ谷Ⅱ ﾏﾝｶﾞﾀﾆ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 公文 228020067 竹花川Ⅱ ﾀｹﾊﾅｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 百千家満 228020068 草木川Ⅰ ｸｻｷｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 百千家満 228020069 半瀬川Ⅰ ﾊﾝｾｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 百千家満 228020070 薄木川Ⅰ ｳｽｷｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 百千家満 228020071 下百千家満川Ⅰ ｼﾓｵﾁﾔﾏｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 百千家満 228020072 平山川Ⅰ ﾋﾗﾔﾏｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 百千家満 228020073 ミョウゴ谷Ⅱ ﾐｮｳｺﾞﾀﾆ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 百千家満 228020074 段畑川Ⅱ ﾀﾞﾝﾊﾀｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 百千家満 228020075 地蔵ヶ谷Ⅱ ｼﾞｿﾞｳｶﾞﾀﾆ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 百千家満 228020076 矢ノ谷Ⅱ ﾔﾉﾀﾆ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 百千家満 228020077 地獄谷Ⅱ ｼﾞｺﾞｸﾀﾆ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福知 228020078 吉野川Ⅰ ﾖｼﾉｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福知 228020079 ズラ川Ⅰ ｽﾞﾗｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福知 228020080 下田川Ⅰ ｼﾓﾀﾞｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福知 228020081 南川Ⅰ ﾐﾅﾐｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福知 228020082 白口川Ⅱ ｼﾛｸﾁｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福知 228020083 小ノ倉川Ⅱ ｵﾉｸﾗｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福中 228020084 福中川Ⅰ ﾌｸﾅｶｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福野 228020085 下モ田山川Ⅰ ｼﾀﾓﾀﾔﾏｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福野 228020086 福野川Ⅰ ﾌｸﾉｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 福野 228020087 馬野川Ⅱ ｳﾏﾉｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 三方町 228020088 下井ノ田川Ⅰ ｼﾓｲﾉﾀﾞｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 三方町 228020089 タコラ川Ⅰ ﾀｺﾗｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 三方町 228020090 下谷川Ⅰ ｼﾓﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 三方町 228020091 堂谷川Ⅰ ﾄﾞｳﾔｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 三方町 228020092 上城山川Ⅰ ｳｴｼﾛﾔﾏｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 三方町 228020093 下城山川Ⅰ ｼﾀｼﾛﾔﾏｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 三方町 228020094 上井ノ田川Ⅱ ｳｴｲﾉﾀﾞｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 三方町 228020095 西川Ⅱ ﾆｼｶﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 森添 228020096 百千川Ⅰ ｵﾁｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 森添 228020097 銭亀谷川Ⅰ ｾﾞﾆｶﾞﾒﾀﾆｶﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 森添 228020098 下金屋川Ⅱ ｼﾀｶﾅﾔｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 森添 228020099 うるい谷川Ⅱ ｳﾙｲﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 横山 228020100 下垣内川Ⅰ ｼﾀｶｷｳﾁｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 横山 228020101 カモン川Ⅱ ｶﾓﾝｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 横山 228020102 コジコミ川Ⅱ ｺｼﾞｺﾐｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 横山 228020103 丑神川Ⅱ ｳｼｶﾞﾐｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 上岸田 228020104 タワ川Ⅰ ﾀﾜｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 上岸田 228020105 岸田川Ⅰ ｷｼﾀﾞｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 上岸田 228020106 前田川Ⅰ ﾏｴﾀﾞｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 上岸田 228020107 野々谷川Ⅰ ﾉﾉﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 上岸田 228020108 戸谷川Ⅰ ﾄﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 上岸田 228020109 北谷川Ⅱ ｷﾀﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 上岸田 228020110 鐘鋳場川Ⅱ ｶﾈｲﾊﾞｶﾞﾜ 兵庫県告示第155号 平成22年2月16日
一宮町 嶋田 228020001 湯ノ郷川Ⅰ ﾕﾉｺﾞｳｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 閏賀 228020002 平山川Ⅰ ﾋﾗﾔﾏｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 閏賀 228020003 カナゴ川Ⅰ ｶﾅｺﾞｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 閏賀 228020004 溝谷川Ⅰ ﾐｿﾞﾀﾆｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 閏賀 228020005 弥治谷川Ⅱ ﾔｼﾞﾀﾆｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 西安積 228020006 乗取川Ⅰ ｼﾞｮｳｼｭｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 西安積 228020007 岩ヶ口川Ⅰ ｲﾜｹｸﾁｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 西安積 228020008 上田川Ⅰ ｳｴﾀﾞｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 西安積 228020009 長谷川Ⅰ ﾊｾｶﾞﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
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一宮町 安積 228020010 本谷川Ⅰ ﾎﾝﾀﾆｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 安積 228020011 アシ谷Ⅰ ｱｼﾀﾆｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 杉田 228020012 大谷川Ⅰ ｵｵﾀﾆｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 下野田 228020013 平戸川Ⅰ ﾋﾗﾄｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 下野田 228020014 トチノ元川Ⅱ ﾄﾁﾉﾓﾄｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 上野田 228020015 山根川Ⅰ ﾔﾅﾈｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 上野田 228020016 穴虫川Ⅰ ｱﾅﾑｼｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 上野田 228020017 大平川Ⅰ ｵｵﾋﾗｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 能倉 228020018 末元川Ⅰ ｽｴﾓﾄｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 能倉 228020019 生東川Ⅰ ｼｮｳﾄｳｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 能倉 228020020 稲荷川Ⅰ ｲﾅﾘｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 東河内 228020021 中本谷川Ⅰ ﾅｶﾎﾝﾀﾆｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 東河内 228020022 中垣内川Ⅰ ﾅｶｶｷｳﾁｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 東河内 228020023 とうろ川Ⅰ ﾄｳﾛｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 東河内 228020024 木歩川Ⅰ ｷﾎｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 東河内 228020025 山田川Ⅰ ﾔﾏﾀﾞｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 東河内 228020026 ぶり谷川Ⅰ ﾌﾞﾘﾀﾆｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 東河内 228020027 いとぢ川Ⅰ ｲﾄﾁﾞｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 東河内 228020028 椴ヶ段川Ⅱ ﾓﾐｶﾞﾀﾞﾝｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 生栖 228020029 笛谷川Ⅰ ﾌｴﾀﾆｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 生栖 228020030 朽ヶ谷川Ⅰ ｸｹﾀﾆｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 生栖 228020031 中ノ歩危川Ⅰ ﾅｶﾉﾎｷｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 生栖 228020032 月谷川Ⅰ ﾂｷﾀﾆｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 生栖 228020033 塚先谷川Ⅰ ﾂｶｻｷｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 生栖 228020034 上田尻川Ⅰ ｶﾐﾀｼﾞﾘｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 生栖 228020035 下田尻川Ⅰ ｼﾓﾀｼﾞﾘｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 生栖 228020036 ミツゴ谷Ⅱ ﾐﾂｺﾞﾀﾆ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 生栖 228020037 塚ノ元川Ⅱ ﾂｶﾉﾓﾄｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 西深 228020038 岡常川Ⅰ ｵｶﾂﾈｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 西深 228020039 上ノ山川Ⅰ ｳｴﾉﾔﾏｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 西深 228020040 ヒヤガ谷川Ⅰ ﾋﾔｶﾞﾀﾆｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 西深 228020041 如生谷Ⅱ ﾆｮｾｲﾀﾆ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 西深 228020042 イソ垣内川Ⅱ ｲｿｶｲｳﾁｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 西深 228020043 池田川Ⅱ ｲｹﾀﾞｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 深河谷 228020044 加門垣内川Ⅰ ｶﾓﾝｶｲｳﾁｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 深河谷 228020045 中津ゴ川Ⅰ ﾅｶﾂｺﾞｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 深河谷 228020046 助谷Ⅰ ｽｹﾀﾆ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 深河谷 228020047 池垣川Ⅰ ｲｸｶﾞｷｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 深河谷 228020048 ゴウゾ谷川Ⅰ ｺﾞｳｿﾞﾀﾆｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
一宮町 深河谷 228020049 東川Ⅰ ｱｽﾞﾏｶﾜ 兵庫県告示第348号 平成22年3月26日
山崎町 宇原 228010001 前谷川Ⅰ ﾏｴﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 宇原 228010002 宇原谷川Ⅰ ｳﾜﾗﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 宇原 228010003 禅寺川Ⅰ ｾﾞﾝﾃﾞﾗｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 川戸 228010004 上ノ山川（1）Ⅰ ｳｴﾉﾔﾏｶﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 川戸 228010005 上ノ山川（2）Ⅰ ｳｴﾉﾔﾏｶﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 川戸 228010006 上ノ山川（3）Ⅰ ｳｴﾉﾔﾏｶﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 川戸 228010007 駒ノ尾Ⅱ ｺﾏﾉｵ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 三谷 228010019 妙法寺川Ⅱ ﾐｮｳﾎｳｼﾞｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 三谷 228010020 応治ケ谷Ⅰ ｵｳｼﾞｶﾞﾀﾆ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 三谷 228010021 石ケ谷川(2)Ⅰ ｲｼｶﾞﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 三谷 228010022 垣内Ⅰ ｶｷｳﾁ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 三谷 228010023 岡Ⅰ ｵｶ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 三谷 228010024 寺谷川(1)Ⅰ ﾃﾗﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 三谷 228010025 寺谷川(2)Ⅰ ﾃﾗﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 矢原 228010028 宮ノ谷Ⅰ ﾐﾔﾉﾀﾆ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 矢原 228010029 金山川Ⅰ ｶﾅﾔﾏｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 矢原 228010030 赤塚Ⅰ ｱｶﾂｶ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 野ノ上 228010032 岨下川Ⅱ ｼｮｹﾞｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
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山崎町 野ノ上 228010033 天神(2)Ⅰ ﾃﾝｼﾞﾝ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 野ノ上 228010034 天神川Ⅱ ﾃﾝｼﾞﾝｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 野ノ上 228010035 天神(1)Ⅰ ﾃﾝｼﾞﾝ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 野ノ上 228010036 塚谷川Ⅰ ﾂｶﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 野ノ上 228010037 妙見谷Ⅰ ﾐｮｳｹﾝﾀﾞﾆ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 野ノ上 228010038 寺谷川(3)Ⅰ ﾃﾗﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 野ノ上 228010039 大谷川(2)Ⅰ ｵｵﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 野ノ上 228010040 野々上川Ⅰ ﾉﾉｳｴｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 木ノ谷 228010044 木ノ谷川(2)Ⅰ ｷﾉﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 木ノ谷 228010045 木ノ谷川(1)Ⅰ ｷﾉﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 下比地 228010048 大谷川（3）Ⅱ ｵｵﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 下比地 228010049 下谷川(2)Ⅰ ｼﾓﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 下比地 228010050 下谷川(1)Ⅰ ｼﾓﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 金谷 228010057 金谷川Ⅰ ｶﾅﾔｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 金谷 228010058 法師ケ谷Ⅰ ﾎｳｼｶﾞﾀﾆ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 金谷 228010059 山那川Ⅰ ﾔﾏﾅｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 段 228010060 山根Ⅰ ﾔﾏﾈ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 段 228010061 横谷川Ⅰ ﾖｺﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 段 228010062 琴平川Ⅰ ｺﾄﾋﾗｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 段 228010063 観音谷川Ⅰ ｶﾝﾉﾝﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 春安 228010064 鎌谷川Ⅰ ｶﾏﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 春安 228010065 大谷川Ⅱ ｵｵﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 木谷 228010066 赤尾川Ⅰ ｱｶｵｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 木谷 228010067 古木谷川Ⅰ ﾌﾙｷﾀﾞﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 木谷 228010068 木谷川Ⅰ ｷﾀﾞﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 高下 228010069 北畑川(1)Ⅱ ｷﾀﾊﾞﾀｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 高下 228010070 助森川Ⅱ ｼﾞｮｼﾝｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 青木 228010071 勝地川Ⅰ ｼｮｳﾁｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 青木 228010072 折橋川Ⅰ ｵﾘﾊﾞｼｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 青木 228010073 鍛冶屋川Ⅰ ｶｼﾞﾔｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 元山崎 228010074 西源ケ谷Ⅰ ﾆｼｹﾞﾝｶﾞﾀﾞﾆ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 門前 228010075 門前永谷Ⅰ ﾓﾝｾﾞﾝﾅｶﾞﾀﾆ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 門前 228010076 加寺川(2)Ⅰ ｶｼﾞｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 門前 228010077 加寺川(1)Ⅰ ｶｼﾞｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 加生 228010078 上ノ谷Ⅰ ｳｴﾉﾀﾞﾆ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 加生 228010079 障子谷Ⅰ ｼｮｳｼﾞﾀﾞﾆ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 加生 228010080 加生川Ⅰ ｶｼｮｳｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 市場 228010081 向イ市場川Ⅰ ﾑｶｲｲﾁﾊﾞｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 高下 228010082 米山Ⅱ ｺﾒﾔﾏｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 高下 228010083 高下川(2)Ⅰ ｺｳｹﾞｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 高下 228010084 高下川(1)Ⅰ ｺｳｹﾞｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 高下 228010085 菅本Ⅰ ｽｶﾞﾓﾄ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 高下 228010086 諏訪川Ⅰ ｽﾜﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 高下 228010087 北畑川(2)Ⅱ ｷﾀﾊﾞﾀｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 高下 228010088 尾鼻川(2)Ⅰ ｵﾊﾞﾅｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 青木 228010089 尾鼻川(1)Ⅰ ｵﾊﾞﾅｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 青木 228010090 谷畑川Ⅰ ﾀﾆﾊﾀｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 青木 228010091 日裏川Ⅰ ﾋｳﾗｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 青木 228010092 井塚川Ⅱ ｲﾂｶｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 青木 228010093 中井川Ⅰ ﾅｶｲｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 田井 228010094 福城谷Ⅱ ﾌｸｼﾛﾀﾞﾆ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 田井 228010095 菖藤谷Ⅰ ｼｮｳﾄｳﾀﾞﾆ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 田井 228010096 上野川Ⅰ ｳｴﾉｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 田井 228010097 菖溝谷Ⅱ ｼｮｳｺｳﾀﾞﾆ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 田井 228010098 天神川(2)Ⅰ ﾃﾝｼﾞﾝｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 与位 228010099 北谷川Ⅰ ｷﾀﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 与位 228010100 奥谷川Ⅰ ｵｸﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 与位 228010101 西山川Ⅱ ﾆｼﾔﾏｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
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山崎町 与位 228010102 天神川(1)Ⅰ ﾃﾝｼﾞﾝｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 塩田 228010103 成岡Ⅱ ﾅﾘｵｶ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 塩田 228010104 若杉川Ⅰ ﾜｶｽｷﾞｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 塩田 228010105 政所Ⅰ ﾏﾝﾄﾞｺﾛ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 塩田 228010106 段Ⅱ ﾀﾞﾝ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 塩田 228010107 段川Ⅰ ﾀﾞﾝｶﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 塩田 228010108 北谷口Ⅱ ｷﾀﾀﾆｸﾞﾁ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 塩田 228010109 明字Ⅱ ﾐｮｳｼﾞ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 葛根 228010110 南山Ⅱ ﾐﾅﾐﾔﾏ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 葛根 228010111 フサン谷川Ⅱ ﾌｻﾝﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 葛根 228010112 西谷川Ⅰ ﾆｼﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 土万 228010113 土万川(2)Ⅰ ﾋｼﾞﾏｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 土万 228010114 市場Ⅱ ｲﾁﾊﾞ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 土万 228010115 土万川(1)Ⅰ ﾋｼﾞﾏｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 土万 228010116 八重谷川Ⅰ ﾔｴﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 土万 228010117 奥土万川Ⅰ ｵｸﾋｼﾞﾏｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 土万 228010118 大谷川(2)Ⅰ ｵｵﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 土万 228010119 大谷川(1)Ⅰ ｵｵﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 土万 228010120 井上川Ⅱ ｲﾉｳｴｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 土万 228010121 今出川Ⅰ ｲﾏﾃﾞｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 土万 228010122 加トⅡ ｶﾄ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 塩山 228010123 神子谷川Ⅱ ﾐｺﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 塩山 228010124 塩山川Ⅰ ｼｵﾔﾏｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 塩山 228010125 銀山川Ⅰ ｷﾞﾝｻﾞﾝｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 大沢 228010126 立ゴモⅡ ﾀﾃｺﾞﾓ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 大沢 228010127 立ゴモ川Ⅰ ﾀﾃｺﾞﾓｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 大沢 228010128 小河内川Ⅰ ｺｶﾞﾜﾁｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 大沢 228010129 平萱谷Ⅰ ﾋﾗｶﾔﾀﾆ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 大沢 228010130 大谷川Ⅰ ｵｵﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
山崎町 大沢 228010131 野々谷川Ⅰ ﾉﾉﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第399号 平成22年3月30日
一宮町 千町 228020111 千町谷Ⅰ ｾﾝﾁｮｳﾀﾞﾆ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 千町 228020112 千町川Ⅰ ｾﾝﾁｮｳｶﾞﾜ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 千町 228020113 下千町川Ⅰ ｼﾀｾﾝﾁｮｳｶﾞﾜ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 千町 228020114 上千町川Ⅱ ｳｴｾﾝﾁｮｳｶﾞﾜ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 千町 228020115 浦山川Ⅱ ｳﾗﾔﾏｶﾞﾜ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 河原田 228020116 本谷Ⅱ ﾓﾄﾀﾆ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 河原田 228020117 サルザコ川Ⅱ ｻﾙｻﾞｺｶﾞﾜ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 河原田 228020118 西栗山川Ⅱ ﾆｼｸﾘﾔﾏｶﾞﾜ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 河原田 228020119 セト谷Ⅱ ｾﾄﾀﾆ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 河原田 228020120 クジヤ川Ⅱ ｸｼﾞﾔｶﾞﾜ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 井内 228020121 井内川Ⅰ ｲｳﾁｶﾞﾜ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 井内 228020122 西谷川Ⅱ ﾆｼﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 井内 228020123 杤ヶ谷Ⅱ ﾄﾁｶﾞﾀﾆ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 横山 228020124 奥横山川Ⅰ ｵｸﾖｺﾔﾏｶﾜ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 黒原 228020125 黒原川Ⅰ ｸﾛﾊﾗｶﾞﾜ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 黒原 228020126 上西山川Ⅰ ｳｴﾆｼﾔﾏｶﾜ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 黒原 228020127 上山出川Ⅰ ｶﾐﾔﾏｲﾃﾞｶﾜ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 黒原 228020128 中山出川Ⅰ ﾅｶﾔﾏｲﾃﾞｶﾜ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 黒原 228020129 下山出川Ⅰ ｹﾞｻﾞﾝｲﾃﾞｶﾜ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 黒原 228020130 上一ノ谷川Ⅰ ｳｴｲﾁﾉﾔｶﾞﾜ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 黒原 228020131 中松山川Ⅰ ﾅｶﾏﾂﾔﾏｶﾜ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 黒原 228020132 下一ノ谷川Ⅰ ｼﾀｲﾁﾉﾔｶﾞﾜ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 黒原 228020133 下松山川Ⅰ ｸﾀﾞﾏﾂﾔﾏｶﾜ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 黒原 228020134 牛谷川Ⅰ ｳｼﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 黒原 228020135 奥太谷川Ⅰ ｵｸﾌﾄｼﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 黒原 228020136 上太谷川Ⅰ ｳｴﾌﾞﾄﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 黒原 228020137 下太谷川Ⅰ ｼﾓﾌﾄﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 黒原 228020138 太谷川Ⅰ ﾌﾄｼﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
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一宮町 黒原 228020139 岡川Ⅱ ｵｶｶﾞﾜ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 黒原 228020140 坂谷Ⅱ ｻｶﾀﾆ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 公文 228020141 井ノナル川Ⅱ ｲﾉﾅﾙｶﾜ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 公文 228020142 小原川向イ川Ⅱ ｵﾊﾗｶﾜﾑｶｲｲｶﾜ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 公文 228020143 小原川Ⅱ ｵﾊﾗｶﾞﾜ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 公文 228020144 門付川Ⅱ ﾓﾝﾂﾞｹｶﾜ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 倉床 228020145 冨士野谷Ⅰ ﾌﾄﾞﾉﾀﾆ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 倉床 228020146 生身谷Ⅰ ﾅﾏﾐﾀﾆ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 倉床 228020147 樋峪川Ⅱ ﾄｲﾀﾆｶﾜ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 倉床 228020148 入江川Ⅱ ｲﾘｴｶﾞﾜ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 倉床 228020149 南田川Ⅱ ﾐﾅﾐﾀｶﾞﾜ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
一宮町 倉床 228020150 浜廻川Ⅱ ﾊﾏﾏﾜﾘｶﾞﾜ 兵庫県告示第400号 平成22年3月30日
波賀町 日見谷 228030001 ホラ谷Ⅰ ﾎﾗﾀﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 谷 228030002 大畑山Ⅰ ｵｵﾊﾀﾔﾏ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 谷 228030003 長谷Ⅰ ﾊｾ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 谷 228030004 神ヱ山Ⅰ ｶﾐｴﾔﾏ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 谷 228030005 東山Ⅰ ﾋｶﾞｼﾔﾏ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 谷 228030006 上垣内谷 ｶﾐｶｷｳﾁﾀﾞﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 小野 228030007 井ノ谷Ⅰ ｲﾉﾀﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 小野 228030008 小野川Ⅰ ｵﾉｶﾞﾜ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 今市 228030009 溝野山Ⅱ ﾐｿﾞﾉﾔﾏ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 今市 228030010 今市川Ⅱ ｲﾏｲﾁｶﾞﾜ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 今市 228030011 森ノ下Ⅰ ﾓﾘﾉｼﾀ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 今市 228030012 寺ノ前Ⅱ ﾃﾗﾉﾏｴ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 安賀 228030013 一ノ谷Ⅰ ｲﾁﾉﾔ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 安賀 228030014 空林谷Ⅰ ｸｳﾘﾝﾀﾞﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 斉木 228030015 滝谷Ⅱ ﾀｷﾀﾞﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 斉木 228030016 ホウトチⅠ ﾎｳﾄﾁ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 斉木 228030017 石ヶ谷Ⅰ ｲｼｶﾞﾀﾞﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 斉木 228030018 ソマ谷Ⅰ ｿﾏﾀﾞﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 斉木 228030019 谷口谷Ⅰ ﾀﾆｸﾞﾁﾀﾞﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 斉木 228030020 大谷川Ⅰ ｵｵﾀﾆｶﾞﾜ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 斉木 228030021 小谷Ⅰ ｺﾔ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 斉木 228030022 樫ノ谷Ⅰ ｶｼﾉﾀﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 斉木 228030023 西名古城元屋敷谷Ⅰ ﾆｼﾅｺﾞｼﾞｮｳﾔｼｷﾀﾞﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 斉木 228030024 菅谷Ⅰ ｽｶﾞﾔ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 斉木 228030025 水戸谷Ⅰ ﾐﾄﾀﾞﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 斉木 228030026 中村川Ⅰ ﾅｶﾑﾗｶﾞﾜ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 斉木 228030027 千保川Ⅰ ｾﾝﾎﾞｶﾞﾜ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 斉木 228030028 寺脇川Ⅰ ﾃﾗﾜｷｶﾞﾜ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 上野 228030029 水無谷Ⅰ ﾐﾅｼﾀﾞﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 上野 228030030 南垣内Ⅰ ﾐﾅﾐｶｷｳﾁ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 有賀 228030031 ウバガ谷Ⅰ ｳﾊﾞｶﾞﾀﾞﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 皆木 228030032 河垣Ⅱ ｶﾜｶﾞｷ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 上野 228030033 東山Ⅰ ﾋｶﾞｼﾔﾏ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 上野 228030034 杉ヶ谷Ⅱ ｽｷﾞｶﾞﾀﾞﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 上野 228030035 皆木川Ⅰ ｶｲｷｶﾞﾜ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 上野 228030036 縄手Ⅰ ﾅﾜﾃ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 上野 228030037 徳永川Ⅰ ﾄｸﾅｶﾞｶﾞﾜ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 野尻 228030038 林ノ谷Ⅰ ﾊﾔｼﾉﾀﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 上野 228030039 大榎Ⅰ ｵｵｴﾉｷ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 原 228030040 権現Ⅰ ｺﾞﾝｹﾞﾝ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 原 228030041 宮ノ谷Ⅱ ﾐﾔﾉﾀﾞﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 音水 228030042 八丈川Ⅰ ﾊﾁｼﾞｮｳｶﾞﾜ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 原 228030043 林ノ谷Ⅱ ﾊﾔｼﾉﾀﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 日ノ原 228030044 大曲谷Ⅰ ﾀﾞｲｷｮｸﾀﾞﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 音水 228030045 小杉谷Ⅱ ｺｽｷﾞﾀﾞﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 引原 228030046 三久安川Ⅰ ﾐｸﾔｽｶﾜ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
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波賀町 引原 228030047 カイガス川Ⅱ ｶｲｶﾞｽｶﾞﾜ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 鹿伏 228030048 高倉谷Ⅱ ﾀｶｸﾗﾀﾞﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 鹿伏 228030049 鶴ヶ岡Ⅱ ﾂﾙｶﾞｵｶ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 戸倉 228030050 家ノ谷Ⅰ ｲｴﾉﾀﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 道谷 228030051 花尻Ⅰ ﾊﾅｼﾞﾘ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 道谷 228030052 畑ヶ谷Ⅱ ﾊﾀｶﾞﾀﾞﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 道谷 228030053 ナシノ谷Ⅰ ﾅｼﾉﾀﾞﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 道谷 228030054 シカ谷Ⅱ ｼｶﾀﾞﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 道谷 228030055 マカド谷Ⅰ ﾏｶﾄﾞﾀﾞﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 鹿伏 228030056 雨山谷Ⅰ ｼｸﾞﾚﾀﾞﾆ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
波賀町 戸倉 228030057 赤谷川Ⅰ ｾｷﾔｶﾞﾜ 兵庫県告示第401号 平成22年3月30日
千種町 下河野 228040001 楢原川Ⅱ ユハラガワ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 下河野 228040002 井筒ノ元Ⅱ イヅツノモト 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 下河野 228040003 戌ヶ谷川Ⅱ イヌガタニガワ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 下河野 228040004 宮ノ上Ⅱ ミヤノカミ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 下河野 228040005 宮ノ下Ⅱ ミヤノシタ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 下河野 228040006 竹ノ内Ⅱ タケノウチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 下河野 228040007 阿踏川Ⅱ アブミガワ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 鷹巣 228040008 別所Ⅰ ベッショ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 鷹巣 228040009 村の内Ⅰ ムラノウチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 鷹巣 228040010 下鷹巣Ⅰ シモタカノス 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 七野 228040011 青木Ⅱ アオキ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 七野 228040012 宮前川Ⅱ ミヤマエガワ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 七野 228040013 寺前Ⅱ テラマエ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 室 228040014 小谷川Ⅰ コタニガワ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 室 228040015 西方寺Ⅰ セイホウジ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 室 228040016 七室川Ⅱ ヒツムロガワ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 黒土 228040017 奥ノ垣内Ⅰ オクノカキウチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 黒土 228040018 河井Ⅱ カワイ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西山 228040019 イオト谷Ⅰ イオトタニ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西山 228040020 反田川Ⅰ ハンダガワ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西山 228040021 ダケの谷Ⅰ ダケノタニ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西山 228040022 大仙Ⅱ ダイセン 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西山 228040023 屋垣内Ⅱ オクカキウチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 228040024 杉山口Ⅰ スギヤマグチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 228040025 荒尾川Ⅰ アラオガワ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 228040026 波賀坂川Ⅰ ハガサカガワ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 228040027 柿谷Ⅰ カキタニ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 228040028 福海寺Ⅰ フクカイジ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 228040029 一坪川Ⅰ イトツボガワ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 228040030 森脇Ⅰ モリワキ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 228040031 大河内川Ⅰ オオコウチガワ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 228040032 越乢川Ⅰ オチタワガワ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 228040033 柳谷Ⅰ ヤナギダニ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 228040034 天神谷Ⅰ テンジンダニ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 228040035 新宮川Ⅰ シングウガワ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 228040036 内海Ⅱ ウチノミ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 228040037 下垣内Ⅱ シモカキウチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 228040038 谷口Ⅱ タニグチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 228040039 釜本Ⅱ カマモト 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 228040040 室谷Ⅱ ムロタニ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 228040041 下室谷Ⅱ シモムロタニ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 228040042 徳久Ⅱ トクヒサ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 岩野辺 228040043 穴尾Ⅱ アナオ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河呂 228040044 種姫Ⅰ タネヒメ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
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土砂災害警戒区域（土石流）

地域 字 箇所番号 区域名
区域名
（フリガナ）

公示番号 公示日

千種町 河呂 228040045 明地野Ⅰ アケチノ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河呂 228040046 宝ノ木Ⅰ ホウノキ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河呂 228040047 前田Ⅰ マエダ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河呂 228040048 岡川Ⅰ オカガワ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河呂 228040049 小久保Ⅱ コクボ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西河内 228040050 セドの谷Ⅰ セドノタニ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西河内 228040051 樋の谷川Ⅰ オケノタニ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西河内 228040052 奥田川Ⅰ オクダガワ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西河内 228040053 オクラ谷Ⅰ オクラタニ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西河内 228040054 柿谷Ⅰ カキタニ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西河内 228040055 寺谷川Ⅰ テラタニガワ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西河内 228040056 畦の谷川Ⅰ アゼノタニガワ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西河内 228040057 高保木Ⅰ タカホギ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 西河内 228040058 奥町Ⅰ オクマチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河内 228040059 大外地Ⅰ オオガイチ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河内 228040060 大上川Ⅰ オオカミガワ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河内 228040061 林川Ⅰ ハヤシガワ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河内 228040062 空山Ⅰ ソラカワ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河内 228040063 大谷Ⅰ オオタニ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河内 228040064 寺谷川Ⅰ テラタニガワ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河内 228040065 中村川Ⅰ ナカムラガワ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河内 228040066 川井川Ⅰ カワイガワ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河内 228040067 真所川Ⅱ マドコロカワ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
千種町 河内 228040068 高羅口川Ⅱ コウラグチカワ 兵庫県告示373号 平成23年3月29日
一宮町 伊和 228020151 伊和川 イワガワ 兵庫県告示424号 平成26年5月13日
一宮町 安黒 228020152 安黒川 アグロガワ 兵庫県告示424号 平成25年5月13日
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土砂災害警戒区域（地すべり）

地域 字 箇所番号 区域名
区域名

（フリガナ）
公示番号 公示日

山崎町 小茅野 328010001 小茅野 ｺｶﾞｲﾉ 兵庫県告示第307号 平成24年3月13日
一宮町 埋野 328020001 埋野 ｳｽﾞﾐﾉ 兵庫県告示第307号 平成24年3月13日
一宮町 下百千家満 328020002 下百千家満 ｼﾓｵﾁﾔﾏ 兵庫県告示第307号 平成24年3月13日
一宮町 津羅 328020003 津羅 ﾂﾞﾗ 兵庫県告示第307号 平成24年3月13日
一宮町 成る 328020004 成る ﾅﾙ 兵庫県告示第307号 平成24年3月13日
一宮町 福知 328020005 福知 ﾌｸﾁ 兵庫県告示第307号 平成24年3月13日
波賀町 皆木 328030001 皆木 ﾐﾅｷﾞ 兵庫県告示第307号 平成24年3月13日
千種町 倉谷 328040001 倉谷 ｸﾗﾀﾆ 兵庫県告示第307号 平成24年3月13日
千種町 中嶋 328040002 中嶋 ﾅｶｼﾏ 兵庫県告示第307号 平成24年3月13日
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宅地造成工事規制区域（昭和48年４月７日 官報第13884号 建設省告示第843号） 

 

 次の境界線で囲まれた区域（昭和48年４月７日時点の名称で表記） 

 

 

山崎町Ａ地区 

１ 伊沢川 

２ 町道生谷線 

３ 県道内海山崎線 

４ 町道大谷線 

５ 町道五十波梯線 

６ 県道一宮塩田線 

７ 町道与位頃谷線 

８ 頃谷川 

９ 町道与位清野線 

10 町道田井旧道線 

11 国道29号 

 

 

山崎町Ｂ地区 

１ 町道神谷三谷線 

２ 町道河東富栖線 

３ 山崎町と安富町の境界線 

４ 町道川戸塩野線 

５ 町道北山奥所線 

６ 県道香寺山崎線 

７ 揖保川 

８ 国道29号 

９ 町道石ヶ谷宍粟橋線 

10 県道杉ヶ瀬中広瀬線 
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急傾斜地崩壊危険区域（特例措置を除く） （平成27．4．1）

郡市名 大字名

土万 宍粟市 山崎町土万 4.32
(昭48年２月28日)
平13年３月21日

(県告第334号の2)
 県告第 424号

大沢 〃 山崎町大沢 2.40 昭48年２月28日 県告第 334号の2

最上山 〃
山崎町元山崎
山崎町山崎

1.49
(昭48年２月28日)
 平16年２月17日

(県告第334号の2)
 県告第 184号

最上山(2) 〃 山崎町上寺 1.69 平19年１月12日 県告第 25号

梯 〃 山崎町梯 10.68
(昭48年２月28日)
 平16年６月４日

(県告第334号の2)
 県告第 761号

宇野 〃
山崎町宇野
山崎町片山

5.40
(昭48年２月28日)
 平16年２月17日

(県告第334号の2)
　県告第 184号

三谷 〃 山崎町三谷 8.94
(昭48年２月28日)
 平16年３月30日

(県告第334号の2)
　県告第 454号

川戸(1) 〃 山崎町川戸 2.21
(昭48年２月28日)
 平17年１月21日

(県告第334号の2)
　県告第 79号

川戸(2) 〃 山崎町川戸 2.61 〃 〃

山崎(2) 〃 山崎町上ノ 5.32 平15年11月11日 県告第1319号

清野 〃 山崎町清野 2.55 平19年11月13日 県告第1172号

曲里 〃 一宮町安積 1.22 昭48年２月28日 県告第 334号の2

曲里(2) 〃 〃 0.33 昭55年３月28日 県告第733号

三林(1) 〃 〃 1.24 昭48年２月28日 県告第 334号の2

三林(2) 〃 〃 0.85
(昭48年２月28日)
 平10年４月７日

(県告第334号の2)
 県告第611号

三林(3) 〃 〃 2.25 平10年４月７日 県告第610号

三軒屋(1) 〃
一宮町安積
一宮町東市場

1.43 平17年５月13日 県告第622号

三軒屋(2) 〃 一宮町東市場 0.63 平19年２月27日 県告第 205号

東川 〃 一宮町深河谷 2.29 昭48年２月28日 県告第334号の2

三方町(1) 〃 一宮町三方町 0.71 〃 〃

三方町(2) 〃 〃 0.54
(昭48年２月28日)
 昭49年５月24日

(県告第334号の2)
 県告第1006号

河原田 〃 一宮町河原田 0.85 昭48年２月28日 県告第 334号の2

城ヶ乢 〃 千種町黒土 1.46 〃 〃

東代 〃 〃 0.35 〃 〃

猶原 〃 千種町下河原 5.13 〃 〃

川井(1) 〃 千種町河内 3.16 〃 〃

川井(2) 〃 〃 4.60 〃 〃

西山(1) 〃 千種町西山 0.62 平25年11月19日 県告第1306号

西山(2) 〃 〃 1.33 〃 〃

皆木 〃
波賀町皆木
波賀町上野

0.49 平10年９月22日 県告第1367号

上野 〃 波賀町上野 0.44 平22年12月３日 県告第1191号

日見谷 〃 波賀町日見谷 1.58 平25年６月３日 県告第840号

安賀 〃 波賀町安賀 2.03 平26年11月18日 県告第1029号

33か所 81.14

指定年月日 告示番号区域名
所在地 面積

(ha)
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年号 年 月 日 告示名 番号
1-12 揖保川 宇原谷川 昭和 25 8 25 建設省 991 山崎町
1-12-1 揖保川 前谷川 昭和 29 7 2 建設省 1220 　〃
1-13-1 揖保川 下谷川・子の谷川 昭和 42 3 31 建設省 987 　〃
1-14 揖保川 湯谷川 昭和 41 5 30 建設省 1631 　〃
1-15 揖保川 上ノ山川 昭和 53 1 21 建設省 47 　〃
1-16-1 揖保川 木谷川 昭和 37 11 29 建設省 2953 　〃
1-16-2 揖保川 谷畑川 昭和 42 11 21 建設省 3893 　〃
1-16-3-1 揖保川 尾鼻川 昭和 47 5 9 建設省 925 　〃
1-16-3-2 揖保川 尾鼻川 昭和 61 3 10 建設省 309 　〃
1-16-4 揖保川 宮の谷川 昭和 47 5 9 建設省 925 　〃
1-16-5 揖保川 折橋川 昭和 26 8 13 建設省 760 　〃
1-16-6 揖保川 井塚川 昭和 47 5 9 建設省 925 　〃
1-16-7 揖保川 中井川 昭和 47 8 24 建設省 1517 　〃
1-17 揖保川 伊沢川 昭和 23 9 11 建設省 80 　〃
1-17-1 揖保川 大谷川・北畑川 昭和 47 5 9 建設省 925 　〃
1-17-2 揖保川 明延川 昭和 23 9 11 建設省 80 　〃
1-17-3 揖保川 細野川 昭和 23 9 11 建設省 80 　〃
1-17-4 揖保川 川原山川 昭和 23 9 11 建設省 80 　〃
1-17-4-1 揖保川 東谷川 昭和 23 9 11 建設省 80 　〃
1-18 揖保川 天神川 昭和 31 2 11 建設省 256 　〃
1-19-1 揖保川 高尾川 昭和 21 5 25 内務省 71 　〃
1-19-2 揖保川 高尾川 昭和 47 5 9 建設省 925 　〃
1-20-1 揖保川 岡城川 昭和 18 2 18 内務省 94 一宮町
1-20-2 揖保川 岡城川 昭和 56 7 9 建設省 1261 　〃
1-21-1 揖保川 中坪川 昭和 40 7 5 建設省 1700 　〃
1-22-1 揖保川 谷川 昭和 49 4 30 建設省 655 波賀町
1-22-1-1 揖保川 奥山川 昭和 53 9 9 建設省 1455 　〃
1-22-2-1-1 揖保川 千保川 平成 元 1 20 建設省 70 　〃
1-22-2-1-2 揖保川 千保川 平成 3 3 30 建設省 935 　〃
1-22-2-2 揖保川 大谷川 昭和 38 10 14 建設省 2617 　〃
1-22-3 揖保川 水谷川 昭和 42 11 21 建設省 3893 　〃
1-22-4 揖保川 八丈川及び派川 昭和 38 10 14 建設省 2617 　〃
1-22-5 揖保川 平桑川・平倉川 昭和 47 5 9 建設省 925 　〃
1-23 揖保川 深河谷川・池の垣内 昭和 45 6 19 建設省 949 一宮町
1-24 揖保川 福知川 昭和 40 7 5 建設省 1700 　〃
1-25 揖保川 高野川 昭和 40 6 9 建設省 1472 　〃
1-25-1-1 揖保川 阿舎利川 昭和 46 8 25 建設省 1459 　〃
1-25-1-2 揖保川 阿舎利川 昭和 55 3 22 建設省 370 　〃
1-26-1 揖保川 溝谷川 昭和 40 4 13 建設省 1247 　〃
1-27 揖保川 タコラ川 平成 3 1 28 建設省 122 　〃
1-28 揖保川 黒原川 昭和 42 11 21 建設省 3893 　〃
1-28-1 揖保川 西谷川 平成 6 11 28 建設省 2261 　〃
1-28-2 揖保川 坂谷川及び右文川 昭和 41 4 23 建設省 1307 　〃
3-1-2-1 千種川 小矢野川 昭和 47 5 9 建設省 925 山崎町
3-1-3 千種川 銀山川 昭和 47 5 9 建設省 925 　〃
3-1-4 千種川 小河内川 昭和 47 5 9 建設省 925 　〃
3-2 千種川 猶原川 平成 3 1 28 建設省 122 千種町
3-3 千種川 宮前川 昭和 42 11 21 建設省 3893 　〃
3-4 千種川 木ノ原川 昭和 52 4 23 建設省 745 　〃
3-5-1 千種川 小河内川 昭和 40 7 5 建設省 1700 　〃
3-5-2 千種川 荒尾川 昭和 47 5 9 建設省 925 　〃
3-5-2-1 千種川 波賀坂川 昭和 47 2 18 建設省 224 　〃
3-6-1 千種川 寺谷川 昭和 37 4 28 建設省 1197 　〃
3-6-2 千種川 鍋ケ谷川 平成 8 3 4 建設省 344 　〃
3-7-1-1 千種川 寺谷川 平成 6 2 14 建設省 274 　〃
3-7-1-2 千種川 寺谷川 平成 6 11 28 建設省 2261 千種町

告示年月日・番号

砂防指定地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成27年２月１日時点

整理番号 河川名 渓流名 備考
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年号 年 月 日 告示名 番号

告示年月日・番号

砂防指定地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成27年２月１日時点

整理番号 河川名 渓流名 備考

1-22-6 揖保川 宮中川 平成 10 11 19 建設省 1990 波賀町
揖保川 タワ川 平成 11 9 22 建設省 1745 一宮町
揖保川 牛谷川 平成 11 9 22 建設省 1745 　〃
揖保川 ぶり谷川 平成 12 10 18 建設省 2022 　〃
揖保川 和田川 平成 14 3 14 国土交通省 194 　〃
揖保川 セドゲ谷川 平成 14 3 14 国土交通省 194 波賀町

波賀町21-1 揖保川 谷　川 平成 14 10 8 国土交通省 873 　〃
一宮町14 揖保川 下田川 平成 15 3 14 国土交通省 222 一宮町
一宮町15 揖保川 和田川 平成 15 3 14 国土交通省 222 　〃
波賀町10・11 揖保川 大谷川 平成 16 1 28 国土交通省 46 波賀町
山崎町16・12-1揖保川 横野川 平成 16 11 16 国土交通省 1430 山崎町
波賀町9-1 揖保川 徳長川 平成 17 2 3 国土交通省 142 波賀町
一宮町15 揖保川 百千川 平成 17 4 1 国土交通省 403 一宮町
一宮町17 揖保川 段　川 平成 17 4 1 国土交通省 403 　〃
一宮町15-1・18-1揖保川 戸谷川 平成 17 5 30 国土交通省 558 　〃
一宮町17 揖保川 中台川 平成 17 7 19 国土交通省 677 　〃
波賀町8 揖保川 大榎川 平成 19 2 6 国土交通省 111 波賀町
一宮町28-3 揖保川 岩ケロ川 平成 19 12 20 国土交通省 1660 一宮町
山崎町26 揖保川 寺谷川 平成 20 11 27 国土交通省 1424 山崎町
一宮町28-1 揖保川 山根川 平成 22 3 25 国土交通省 221 一宮町
一宮町28-1 揖保川 穴虫川 平成 22 3 25 国土交通省 221 　〃
波賀町11 揖保川 樫ノ谷川 平成 22 5 20 国土交通省 518 波賀町

揖保川 池垣川 平成 25 2 8 国土交通省 123 一宮町
揖保川 前田川 平成 25 2 8 国土交通省 123 　〃

116



1 砂利谷池 宍粟市 山崎町 上比地 字 砂利谷 3.0 9.55 75.0 16,000

2 古池 宍粟市 山崎町 上比地 字 池の下 17.0 7.50 95.0 18,500

3 湯船池 宍粟市 山崎町 金谷 字 湯船 4.8 12.50 33.0 3,500

4 曽谷池 宍粟市 山崎町 金谷 字 曽谷 5.7 11.60 50.0 6,200

5 大谷池 宍粟市 山崎町 段 字 大谷 3.2 6.50 28.0 5,000

6 鎌谷池 宍粟市 山崎町 春安 字 鎌谷 2.0 7.00 41.0 7,000

7 天神池 宍粟市 山崎町 春安 字 鎌谷 2.0 4.00 10.0 1,000

8 近江ヶ谷池 宍粟市 山崎町 須賀沢 字 近江ヶ谷 10.0 7.40 56.5 10,000

9 天神下池 宍粟市 山崎町 与位 字 山田 2.2 8.20 67.0 41,000

10 天神上池 宍粟市 山崎町 与位 字 花尾 5.5 9.50 67.0 8,500

11 与泰寺池 宍粟市 山崎町 下町 字 与泰寺 6.0 14.00 68.0 67,000

12 宮の奥池 宍粟市 山崎町 下牧谷 字 宮の谷 5.0 10.10 72.5 4,700

13 アガタ池 宍粟市 山崎町 上牧谷 字 アガタ 3.3 8.30 54.3 5,000

14 湯塚池 宍粟市 山崎町 上牧谷 字 有谷 5.5 12.35 55.0 19,000

15 高牧上池 宍粟市 山崎町 上牧谷 字 高下 3.7 11.00 49.0 22,000

16 高牧下池 宍粟市 山崎町 上牧谷 字 高下 3.7 10.30 56.0 21,000

17 東雲池 宍粟市 山崎町 葛根 字 峠南 9.0 10.40 47.0 35,500

18 古池 宍粟市 山崎町 金谷 字 長柄 3.6 4.70 90.0 2,500

19 大谷池 宍粟市 山崎町 春安 字 大谷 3.0 6.00 45.6 3,000

20 宇原池 宍粟市 山崎町 宇原 字 奥山 3.0 21.00 43.0 35,000

21 ヒラキノ池 宍粟市 山崎町 川戸 字 大フゴ 5.4 7.00 60.6 6,500

22 中大池 宍粟市 山崎町 中 字 行谷 3.0 7.00 86.0 14,000

23 大池 宍粟市 山崎町 神谷 字 山田 2.8 5.80 50.0 14,000

24 新池 宍粟市 山崎町 生谷 字 法師ヶ谷 8.0 14.15 65.0 24,000

25 中池 宍粟市 山崎町 生谷 字 法師ヶ谷 8.0 5.00 32.1 7,000

26 藤平谷池 宍粟市 山崎町 青木 字 藤平谷 2.0 7.00 32.0 7,000

27 小手ヶ谷池 宍粟市 山崎町 青木 字 小手ヶ谷 3.0 7.90 34.0 2,000

28 古池 宍粟市 山崎町 青木 字 横谷 4.0 8.00 74.0 12,000

29 山田池 宍粟市 一宮町 安積 字 上垣内 4.0 3.50 17.0 2,000

30 名古城提 宍粟市 波賀町 斉木 字 宮坂 4.0 3.00 52.0 2,000

31 別所池(下池) 宍粟市 千種町 鷹巣 字 別所 3.0 4.00 38.0 2,000

32 別所池(上池) 宍粟市 千種町 鷹巣 字 別所 3.0 9.00 63.6 17,500

計 151.4 273.3 1,707.2 441,400

施設名
かんがい
受益(ha)

提高
(ｍ)

受益地2.0ha以上
ため池一斉点検　地区一覧表

提長
(ｍ)

総貯水量
(千ｍ3)

備考所在地No
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1 長柄池 宍粟市 山崎町 金谷 字 袋谷 1.1 3.40 18.0 300

2 観音池 宍粟市 山崎町 段 字 観音谷 0.5 6.10 43.0 4,500

3 新池 宍粟市 山崎町 須賀沢 字 河原谷 0.5 7.50 27.0 2,000

4 本谷池 宍粟市 山崎町 野々上 字 本谷 0.5 8.50 35.0 12,500

5 堀内池 宍粟市 山崎町 五十波 字 尾崎 1.0 2.50 51.0 500

6 山田池 宍粟市 山崎町 五十波 字 大畑 0.8 8.00 47.0 2,500

7 古池 宍粟市 山崎町 下町 字 三ノ谷 0.6 5.50 61.6 9,000

8 新池 宍粟市 山崎町 下牧谷 字 宮の谷 0.6 5.30 90.0 5,500

9 新池 宍粟市 山崎町 上牧谷 字 岡 1.3 3.50 60.0 800

10 船谷池 宍粟市 山崎町 中野 字 船谷 1.2 8.50 43.0 11,500

11 保工池 宍粟市 山崎町 高下 字 保工 1.0 10.50 34.0 11,000

12 菅谷池 宍粟市 波賀町 斉木 字 上高橋 0.7 4.00 30.0 2,000

計 9.8 73.3 539.6 62,100

1 乙女ヶ池 宍粟市 山崎町 門前 字 金井谷 0.1 8.00 40.0 16,000

2 宮の東池 宍粟市 山崎町 須賀沢 字 小上 0.1 5.00 14.0 1,000

3 南池 宍粟市 山崎町 与位 字 南山 0.1 2.50 28.0 500

4 大勝寺池 宍粟市 山崎町 与位 字 垣内 0.1 3.50 65.0 1,500

5 奥ノ谷池 宍粟市 山崎町 宇野 字 堂ノ尾 0.3 5.70 50.0 14,000

6 米山池 宍粟市 山崎町 高下 字 米山 0.1 5.00 30.0 1,500

7 寺谷池 宍粟市 山崎町 高下 字 寺谷 0.1 8.60 46.0 17,000

8 諏訪池 宍粟市 山崎町 高下 字 吉荘 0.1 5.80 25.0 2,000

9 杉ヶ谷池 宍粟市 山崎町 青木 字 杉ヶ谷 0.1 2.00 30.0 200

10 小谷池 宍粟市 波賀町 安賀 0.3 2.60 26.0 500

計 1.4 48.7 354.0 54,200

提長
(ｍ)

提高
(ｍ)

提長
(ｍ)

総貯水量
(千ｍ3)

総貯水量
(ｍ3)

備考No 施設名 所在地
かんがい
受益(ha)

提高
(ｍ)

備考

受益地0.5ha以上

ため池一斉点検　地区一覧表
受益地0.5ha未満

ため池一斉点検　地区一覧表

No 施設名 所在地
かんがい
受益(ha)
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波賀 鹿伏 植木 001 25 40 340 360 875 25 129700 725 220 1 0 0 4 4 6 14 D
波賀 日ノ原 大曲 002 25 35 190 290 670 25 182300 420 520 5 0 0 4 4 6 14 D
波賀 戸倉 戸倉 003 25 30 65 80 680 25 23500 140 280 8 0 0 4 4 6 14 D
波賀 道谷 花尻 004 20 35 285 290 905 20 219700 1020 120 8 0 0 4 4 6 14 D
波賀 鹿伏 サイノ原 005 30 35 140 145 670 30 62800 260 345 4 0 0 7 4 6 17 D
波賀 鹿伏 石亀 006 30 35 80 85 600 30 26000 180 205 5 0 0 7 4 6 17 D
波賀 鹿伏 鹿伏 007 30 35 155 175 660 30 32400 290 215 6 0 0 7 4 6 17 D
波賀 引原 高山 008 30 35 165 195 660 30 25100 345 160 4 0 0 7 4 6 17 D
波賀 引原 三久保 009 35 40 125 140 630 35 9300 210 115 4 0 0 7 4 6 17 D
波賀 音水 音水 010 30 35 110 120 555 30 8600 190 135 3 0 0 7 4 6 17 D
波賀 原 原コタキ 012 25 45 340 345 750 25 132400 740 360 6 0 0 4 4 6 14 D
波賀 原 原 013 25 40 360 390 720 25 155000 790 420 2 0 0 4 4 6 14 D
波賀 原 権現 014 28 35 130 165 480 28 22100 265 225 3 0 0 4 4 6 14 D
波賀 野尻 林 015 20 25 65 75 400 20 16500 215 230 6 0 0 4 4 6 14 D
波賀 野尻 向山 016 30 40 255 275 560 30 103300 515 290 3 0 0 7 4 6 17 D
波賀 野尻 飯見 017 25 40 420 490 760 25 322400 980 500 1 0 0 4 4 6 14 D
波賀 皆ノ木 東山 018 23 25 95 105 380 23 63300 235 360 5 0 0 4 4 6 14 D
波賀 上野 山田 019 15 20 95 105 400 15 59300 410 185 5 0 0 4 10 6 20 C
波賀 上野 城 020 35 37 150 185 4450 35 31900 260 220 5 0 0 7 4 6 17 D
波賀 安賀 安賀 021 30 39 185 200 430 30 62700 360 465 1 0 0 7 4 6 17 D
波賀 今市 今市 022 25 35 320 330 560 25 167000 980 445 4 0 0 4 4 6 14 D
波賀 小野 小野 023 30 33 120 135 355 30 20100 230 185 7 0 0 7 4 6 17 D
波賀 小野 片山 024 28 37 230 235 455 28 65800 480 190 7 0 0 4 4 6 14 D
波賀 谷 溝野 025 30 38 195 210 425 30 91700 395 310 4 0 0 7 4 6 17 D
波賀 谷 黒田 026 28 30 100 130 390 25 2300 210 100 5 0 0 4 4 6 14 D
波賀 谷 保杉 027 25 27 80 100 240 25 17100 170 250 6 0 0 4 4 6 14 D
波賀 谷 下谷 028 24 25 75 100 315 24 34800 190 350 4 0 0 4 4 6 14 D
波賀 日見谷 日見谷 029 23 30 180 205 395 23 98500 470 480 1 0 0 4 4 6 14 D
波賀 上野 奥水谷 030 30 35 75 100 560 25 100 145 120 3 0 0 7 4 6 17 D
波賀 小野 下小野 031 30 36 190 210 420 30 45800 360 255 8 0 0 7 4 6 17 D
波賀 安賀 有賀 032 20 20 10 12 260 20 100 70 115 2 0 0 4 4 6 14 D
波賀 道谷 道谷 033 30 20 135 145 765 30 62300 275 410 3 0 0 7 4 6 17 D
波賀 戸倉 戸倉（２） 034 20 25 10 20 620 20 1500 40 125 3 0 0 4 4 6 14 D
波賀 引原 引原 035 30 35 95 125 590 30 7700 180 850 5 0 0 7 4 6 17 D
波賀 日ノ原 日ノ原 036 25 40 65 125 540 25 19800 145 190 7 0 0 4 4 6 14 D
波賀 日ノ原 日ノ原（２） 037 35 40 165 175 545 35 24600 265 245 5 0 0 7 4 6 17 D
波賀 原 原 038 30 40 385 400 730 30 210900 770 570 5 0 0 7 4 6 17 D
波賀 原 原（２） 039 30 35 150 175 500 30 323500 275 65 5 0 0 7 4 6 17 D
波賀 原 原有賀 040 35 40 125 140 455 35 9100 200 80 5 0 0 7 4 6 17 D
波賀 原 原（３） 041 25 30 130 145 480 25 31800 2370 300 7 0 0 4 4 6 14 D
波賀 上野 水谷 042 22 25 40 55 450 22 11100 100 240 5 0 0 4 4 6 14 D
波賀 上野 水谷 043 25 30 55 55 455 25 10500 130 290 3 0 0 4 4 6 14 D
波賀 上野 上野 044 25 30 100 115 380 25 23700 230 225 5 0 0 4 4 6 14 D
波賀 上野 上野（２） 045 25 30 45 50 330 25 5900 100 115 3 0 0 4 4 6 14 D
波賀 上野 上野（３） 046 15 230 25 35 285 15 2600 65 110 6 0 0 4 4 6 14 D
波賀 上野 城 047 20 25 20 25 290 20 2100 60 90 2 0 0 4 4 6 14 D

地形
過去の
雪崩

雪崩危険箇所 (Ⅰ…人家５戸以上等の箇所)

危険度調査箇所等認識コード

(m2) (m) (m) 
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地形
過去の
雪崩

雪崩危険箇所 (Ⅰ…人家５戸以上等の箇所)

危険度調査箇所等認識コード

(m2) (m) (m) 

波賀 小野 上小野 048 35 38 175 185 415 35 21000 280 150 8 0 0 7 4 6 17 D
波賀 谷 奥谷 049 25 28 90 105 360 25 129800 185 670 1 0 0 4 4 6 14 D
波賀 谷 下谷 050 22 25 55 80 305 20 10400 145 120 4 0 0 4 4 6 14 D
波賀 谷 下谷 051 22 25 25 35 260 20 5000 70 160 5 0 0 4 4 6 14 D
千種 内海 内海（２） 001 15 20 20 30 620 15 6400 70 205 5 0 0 4 4 6 14 D
千種 川井 川井 002 30 35 110 120 560 30 37600 205 420 5 0 0 7 4 6 17 D
千種 棟山 棟山 003 15 20 10 15 575 15 5400 40 375 3 0 0 4 4 6 14 D
千種 村の上 村の上 004 20 25 35 60 610 20 20500 100 255 3 0 0 4 4 6 14 D
千種 村の内 村の内 005 20 25 75 95 605 20 66600 210 315 2 0 0 4 4 6 14 D
千種 村の内 東側-1 006-1 15 15 10 15 335 15 3700 35 290 5 0 0 4 7 6 17 D
千種 村の内 東側-2 006-2 20 25 100 130 445 20 54500 300 260 6 0 0 4 4 6 14 D
千種 大寺 大寺 007 15 20 5 20 365 15 12200 55 440 3 0 0 4 4 6 14 D
千種 新宮 新宮 008 20 40 430 455 840 20 326900 1250 320 3 0 0 4 4 6 14 D
千種 秋久 秋久 009 15 15 10 20 405 15 4300 70 155 5 0 0 4 4 6 14 D
千種 越乢 越乢 010 15 20 35 45 445 15 22600 120 390 7 0 0 4 4 6 14 D
千種 山平 山平 014 20 25 90 100 460 20 11300 2450 105 5 0 0 4 4 6 14 D
千種 杉谷前 杉谷前-1 015-1 25 30 40 60 375 25 7300 90 175 2 0 0 4 4 6 14 D
千種 杉谷前 杉谷前-2 015-2 20 25 40 560 380 20 4600 90 120 1 0 0 4 4 6 14 D
千種 杉谷前 杉谷前-3 015-3 25 30 30 35 350 25 4000 60 155 1 0 0 4 4 6 14 D
千種 杉谷前 杉谷前-4 015-4 20 25 25 35 385 20 2400 65 75 8 0 0 4 4 6 14 D
千種 紙屋 紙屋 016 15 20 20 30 410 15 13700 65 445 5 0 0 4 4 6 14 D
千種 金谷 金谷 017 25 30 75 125 430 25 17800 170 270 1 0 0 4 4 6 14 D
千種 猶原 猶原 018 30 40 220 235 510 30 69500 430 295 3 0 0 7 4 6 17 D
千種 揃木 揃木 020 30 45 325 345 610 30 86500 590 235 4 0 0 7 4 6 17 D
千種 井筒元 井筒元 021 25 40 370 375 630 25 165600 780 300 5 0 0 4 4 6 14 D
千種 宮の下 宮の下 022 25 35 235 245 500 25 83200 490 325 1 0 0 4 4 6 14 D
千種 下田 下田 023 30 40 175 190 445 30 43500 310 220 5 0 0 7 4 6 17 D
千種 城ヶ乢 城ヶ乢 026 20 25 30 55 375 20 17000 85 300 3 0 0 4 4 6 14 D
千種 東代 東代 027 15 20 20 40 375 15 12300 75 110 4 0 0 4 4 6 14 D
千種 河内 林 029 20 25 25 40 540 20 4000 70 120 2 0 0 4 4 6 14 D
千種 河内 川井（２） 030 30 35 290 305 755 20 116200 750 125 5 0 0 7 4 6 17 D
千種 西河内 西河内 031 25 30 75 85 540 25 10800 170 120 3 0 0 4 4 6 14 D
千種 西河内 中野 032 25 30 160 180 680 25 43800 350 285 8 0 0 4 4 6 14 D
千種 西河内 戸井の元 033 15 20 20 30 580 15 2200 70 110 7 0 0 4 4 6 14 D
千種 河呂 宝の木 034 25 40 360 365 715 25 92800 795 90 2 0 0 4 4 6 14 D
千種 岩野辺 柳谷 035 15 20 40 65 450 15 15000 160 325 3 0 0 4 4 6 14 D
千種 鷹巣 早田 036 15 15 10 15 590 15 3500 60 135 1 0 0 4 4 6 14 D
千種 鷹巣 土井 037 15 20 20 30 590 15 4000 70 170 1 0 0 4 4 6 14 D
千種 鷹巣 大鷹巣 038 25 30 65 85 580 25 12600 160 205 3 0 0 4 4 6 14 D
千種 七野 中土井 039 20 25 85 105 400 20 15600 230 110 1 0 0 4 4 6 14 D
千種 下河野 中土井（２） 040 30 40 210 215 490 30 30900 360 225 4 0 0 7 4 6 17 D
千種 下河野 阿踏 041 35 40 95 120 370 35 7900 160 135 2 0 0 7 4 6 17 D
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波賀 道谷 道谷（２） 001 30 35 85 90 745 30 5700 160 90 6 0 0 7 4 6 17 D
波賀 道谷 道谷（３） 002 20 36 50 55 685 20 6900 145 125 3 0 0 4 4 6 14 D
波賀 戸倉 戸倉（３） 003 30 35 100 110 710 30 8100 190 80 1 0 0 7 4 6 17 D
波賀 鹿伏 鹿伏 004 25 30 95 115 640 25 9500 195 110 1 0 0 4 4 6 14 D
波賀 引原 高山 005 30 35 175 190 655 30 15000 355 85 5 0 0 7 4 6 17 D
波賀 引原 引原（２） 006 30 35 140 160 625 30 11100 280 85 5 0 0 7 4 6 17 D
波賀 引原 引原（３） 007 30 35 45 55 525 30 2200 85 70 5 0 0 7 4 6 17 D
波賀 音水 音水 008 30 35 155 165 585 30 15500 250 100 4 0 0 7 4 6 17 D
波賀 日ノ原 西二連瀬 009 30 35 60 85 455 30 12700 115 210 3 0 0 7 4 6 17 D
波賀 日ノ原 日ノ原（３） 010 35 40 65 80 455 35 6900 110 120 7 0 0 7 4 6 17 D
波賀 原 原（4） 011 30 35 145 170 495 30 30400 290 150 8 0 0 7 4 6 17 D
波賀 上野 奥水谷 012 20 25 50 55 515 20 5000 120 115 6 0 0 4 4 6 14 D
波賀 上野 水谷（２） 013 25 30 75 80 485 25 5600 160 65 8 0 0 4 4 6 14 D
波賀 上野 水谷（３） 014 30 35 60 80 455 25 2400 115 80 1 0 0 7 4 6 17 D
波賀 斉木 流田 015 20 25 25 35 445 20 2300 70 60 3 0 0 4 4 6 14 D
波賀 谷 保杉-1 016 20 20 15 20 270 20 17200 60 110 5 0 0 4 4 6 14 D
波賀 小野 小野（２） 017 25 28 55 80 300 25 7500 130 100 7 0 0 4 4 6 14 D
千種 河内 道上 001 20 25 75 95 590 20 10900 215 95 1 0 0 4 4 6 14 D
千種 河内 中村 002 20 20 40 55 545 20 5300 145 135 3 0 0 4 4 6 14 D
千種 河内 川井 003 25 30 105 120 560 25 8700 220 65 5 0 0 4 4 6 14 D
千種 河内 川井 004 20 25 55 75 500 20 5900 155 95 4 0 0 4 4 6 14 D
千種 西河内 奥田 005 20 25 35 45 600 20 3400 90 100 8 0 0 4 4 6 14 D
千種 西河内 池田 006 15 20 20 30 560 15 2800 75 80 3 0 0 4 4 6 14 D
千種 西河内 中野（２） 007 30 35 110 120 510 30 12600 195 90 1 0 0 7 4 6 17 D
千種 西河内 中野（３） 008 20 25 20 30 5145 20 2000 65 85 5 0 0 4 4 6 14 D
千種 河呂 松ノ木橋 009 30 35 150 155 530 30 15000 280 120 5 0 0 7 4 6 17 D
千種 高下 高下 010 20 25 45 75 435 20 13600 140 170 2 0 0 4 4 6 14 D
千種 一坪 一坪 011 15 20 25 30 450 15 5700 75 200 3 0 0 4 4 6 14 D
千種 徳久 徳久 012 20 25 25 40 445 20 4500 75 285 7 0 0 4 4 6 14 D
千種 岩野辺 室谷 013 20 25 35 50 505 20 10300 90 160 3 0 0 4 4 6 14 D
千種 岩野辺 室谷（２） 014 15 15 10 15 450 15 2200 45 160 3 0 0 4 4 6 14 D
千種 岩野辺 荒尾 015 20 25 60 75 530 20 7000 145 100 2 0 0 4 4 6 14 D
千種 岩野辺 荒尾（２） 016 20 25 30 55 525 20 3100 80 100 3 0 0 4 4 6 14 D
千種 岩野辺 荒尾（３） 017 20 25 20 25 510 20 2200 60 110 2 0 0 4 4 6 14 D
千種 岩野辺 荒尾（４） 018 25 30 30 40 520 25 1900 65 120 7 0 0 4 4 6 14 D
千種 岩野辺 荒尾（５） 019 15 15 10 20 590 15 1500 40 80 2 0 0 4 4 6 14 D
千種 岩野辺 内海（３） 020 20 25 40 55 625 20 6300 100 120 4 0 0 4 4 6 14 D
千種 岩野辺 内海（４） 021 20 25 70 90 685 20 5100 165 90 5 0 0 4 4 6 14 D
千種 奥西山 土井 022 25 30 100 120 505 25 13100 225 120 1 0 0 4 4 6 14 D
千種 奥西山 花尻 023 25 30 45 60 410 25 3100 115 110 5 0 0 4 4 6 14 D
千種 奥西山 屋垣内 024 20 25 30 50 395 20 5500 75 160 1 0 0 4 4 6 14 D
千種 村の内 村の内（２） 025 15 20 145 230 400 15 5300 60 280 4 0 0 4 4 6 14 D
千種 黒土 中屋 026 20 25 70 110 530 20 19500 200 80 3 0 0 4 4 6 14 D
千種 鷹巣 別所 027 15 20 25 35 580 15 6500 100 130 1 0 0 4 4 6 14 D
千種 鷹巣 大迫 028 20 25 45 80 625 20 18000 120 200 3 0 0 4 4 6 14 D
千種 鷹巣 大迫（２） 029 20 25 35 40 585 20 2500 110 100 7 0 0 4 4 6 14 D

地形
過去の
雪崩

雪崩危険箇所　(Ⅱ)

危険度調査箇所等認識コード

(m2) (m) (m) 
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雪崩危険箇所　(Ⅱ)

危険度調査箇所等認識コード

(m2) (m) (m) 

千種 鷹巣 戸倉 030 25 30 55 85 625 25 5500 115 115 1 0 0 4 4 6 14 D
千種 室 奥 031 20 25 25 30 375 20 100 75 155 1 0 0 4 4 6 14 D
千種 七野 中土井 032 15 20 15 30 320 15 3400 50 105 5 0 0 4 4 6 14 D
千種 七野 倉谷 033 25 30 50 85 415 25 5700 100 115 2 0 0 4 4 6 14 D
千種 下河野 井の口 034 30 35 125 135 410 30 8400 230 90 7 0 0 7 4 6 17 D
千種 神原 神原 035 30 35 135 145 415 30 26400 270 215 8 0 0 7 4 6 17 D
千種 下河野 揃木 036 35 40 100 115 375 35 7400 160 110 5 0 0 7 4 6 17 D
千種 下河野 下土井 037 30 35 130 145 400 30 14700 240 110 5 0 0 7 4 6 17 D
千種 阿踏 阿踏 038 30 40 195 205 450 30 41400 350 230 5 0 0 7 4 6 17 D
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地震被害想定手法 

（１） 建物被害 

１）揺れによる建物被害（全壊・半壊） 
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２）液状化による建物被害（全壊） 
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３）火災による建物被害（焼失） 
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４）土砂災害による建物被害（全壊・半壊） 
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（２） 人的被害 

１）揺れ、液状化に伴う建物倒壊による死傷者数 
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２）火災による焼死者数 
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３）道路被害による死傷者数 
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４）鉄道被害による死傷者数 
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５）避難者数・避難所生活者数 
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６）土砂災害による人的被害（死者・負傷者） 

 

 

 

 

 

 

 

７）帰宅困難者 
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指定避難所に関する覚書 

 

 宍粟市（以下「甲」という。）と兵庫県立伊和高等学校（以下「乙」という。）は、乙の

施設を宍粟市地域防災計画における指定避難所（以下「避難所」という。）として甲が指定

するに当たり、災害時の迅速な応急措置並びに住民の生命、身体を保護することに資する

ことを目的として、基本的な事項について次のとおり合意し、その証として覚書を締結す

る。 

 

 （避難所） 

第１条 甲は、乙の施設のうち体育館を避難所として指定する。 

 （設備等の整備） 

第２条 甲は、乙の施設に避難所の標識等の表示を所定の手続きにより整備することができ 

る。 

 （避難所の開設及び閉鎖） 

第３条 甲は、乙の施設に避難所を開設しようとする場合は、兵庫県教育財産管理規則（昭 

和 46年兵庫県教育委員会規則第１号）（以下「教育財産管理規則」という。）及び兵庫県 

使用料及び手数料徴収条例（平成 12年兵庫県条例第 12号）第３条の規定（以下「使用 

料及び手数料徴収条例」という。）に基づき所定の手続きを行わなければならない。 

２ 避難所の開設及び閉鎖は、乙の職員の立会いのもと、甲の職員が行うものとする。 

（開設の期間） 

第４条 避難所の開設の期間は、原則７日以内とする。ただし、必要に応じ、甲、乙協議 

して期間の延長ができるものとする。 

２ 期間の延長等変更事由が生じた場合は、前条第１項と同様に、教育財産管理規則、使

用料及び手数料徴収条例の規定に基づき所定の手続きを行わなければならない。 

 （所管事項） 

第５条 避難所の開設に係る甲及び乙の所管事項は、おおむね次のとおりとする。ただし、 

所管外の事項であっても甲、乙が協力しなければならない。 

（１）甲の所管事項 

   避難所の管理運営に関すること。 

（２）乙の所管事項 

   乙の施設の維持、保全及び災害救助法（昭和 22年法律第 118号）第２条の規定に 

該当する災害であって、兵庫県教育委員会が指定する極めて重大な災害時における 

避難所の運営支援に関すること。 

 （事故等の責任） 

第６条 甲は、避難所を開設し管理運営する場合において、甲若しくは第三者が乙の施設 

を滅失又は毀損したとき、或いは第三者に損害を与えたときは、甲の責任において損害 

賠償するものとする。ただし、乙に帰すべき事由がある場合は、この限りでない。 

（必要な情報の提供） 

第７条 乙は、工事等により、その保有する施設の機能低下又は滅失した場合は、その旨を 

遅滞なく甲に報告書（様式第１号）により報告しなければならない。 
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（留意事項） 

第８条 甲は、乙の施設を避難所として使用するに当たり、次に掲げる事項に留意しな 

ければならない。 

（１）善良な管理者の注意をもって使用すること。 

（２）避難所の開設が長期にわたる場合は、代替施設の確保に努め、学校教育に支障 

をきたさないように配慮すること。 

（３）避難所を閉鎖するときは、原状に復すること。 

（使用の取り消し） 

第９条 乙は、国又は兵庫県が止むを得ない事由により乙の施設を公用又は公共の用に供す 

ることが生じたとき、又は甲にこの覚書に違反する行為があると認めるときは、乙の施 

設の使用を中止させることができる。 

２ 乙は、前項の規定による使用の中止により甲に生じた損失を補償しないものとする。 

（覚書の見直し） 

第１０条 甲及び乙は、兵庫県地域防災計画において乙の果たす役割が変更された場合は、

この覚書を廃止し、別途、協定を締結する。 

（協議） 

第１１条 この覚書に定めのない事項については、宍粟市地域防災計画の内容に従い、甲、

乙協議して定める。 

 

 この覚書の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各１通を保 

持する。 

 平成１５年９月１日付締結した「避難所に関する覚書」（締結者：旧一宮町長と兵庫県立

伊和高等学校長）は廃止する。 

 

   平成２５年 ３月１５日 

 

                   甲 宍粟市山崎町中広瀬１３３番地６ 

                     宍粟市 

                          市長 田 路   勝 

                    

 

 

                   乙 宍粟市一宮町安積６１６番地２ 

                     兵庫県立伊和高等学校 

                          校長 西 川 茂 樹 
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様式第１号（第７条関係） 

 

                            年   月   日 

 

宍粟市長  様 

 

                        兵庫県立伊和高等学校長 

 

施設変更報告書 

 

 指定避難所に関する覚書第７条に基づき、本校の施設を次のとおり変更しますので、 

報告します。 

                    記 

 

施設名 兵庫県立伊和高等学校 体育館 

変更内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

期間    年  月  日（ ）～    年  月  日（ ） 

備考 
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指定避難所に関する覚書 

 

 宍粟市（以下「甲」という。）と兵庫県立千種高等学校（以下「乙」という。）は、乙の

施設を宍粟市地域防災計画における指定避難所（以下「避難所」という。）として甲が指定

するに当たり、災害時の迅速な応急措置並びに住民の生命、身体を保護することに資する

ことを目的として、基本的な事項について次のとおり合意し、その証として覚書を締結す

る。 

 

 （避難所） 

第１条 甲は、乙の施設のうち体育館を避難所として指定する。 

 （設備等の整備） 

第２条 甲は、乙の施設に避難所の標識等の表示を所定の手続きにより整備することができ 

る。 

 （避難所の開設及び閉鎖） 

第３条 甲は、乙の施設に避難所を開設しようとする場合は、兵庫県教育財産管理規則（昭 

和 46年兵庫県教育委員会規則第１号）（以下「教育財産管理規則」という。）及び兵庫県 

使用料及び手数料徴収条例（平成 12 年兵庫県条例第 12 号）第３条の規定（以下「使用

料及び手数料徴収条例」という。）に基づき所定の手続きを行わなければならない。 

２ 避難所の開設及び閉鎖は、乙の職員の立会いのもと、甲の職員が行うものとする。 

（開設の期間） 

第４条 避難所の開設の期間は、原則７日以内とする。ただし、必要に応じ、甲、乙協議 

して期間の延長ができるものとする。 

２ 期間の延長等変更事由が生じた場合は、前条第１項と同様に、教育財産管理規則、使

用料及び手数料徴収条例の規定に基づき所定の手続きを行わなければならない。 

 （所管事項） 

第５条 避難所の開設に係る甲及び乙の所管事項は、おおむね次のとおりとする。ただし、 

所管外の事項であっても甲、乙が協力しなければならない。 

（１）甲の所管事項 

   避難所の管理運営に関すること。 

（２）乙の所管事項 

   乙の施設の維持、保全及び災害救助法（昭和 22年法律第 118号）第２条の規定に 

該当する災害であって、兵庫県教育委員会が指定する極めて重大な災害時における 

避難所の運営支援に関すること。 

 （事故等の責任） 

第６条 甲は、避難所を開設し管理運営する場合において、甲若しくは第三者が乙の施設 

を滅失又は毀損したとき、或いは第三者に損害を与えたときは、甲の責任においてこれ

を損害賠償するものとする。ただし、乙に帰すべき事由がある場合は、この限りでない。 

（必要な情報の提供） 

第７条 乙は、工事等により、その保有する施設の機能低下又は滅失した場合は、その旨を 

遅滞なく甲に報告書（様式第１号）により報告しなければならない。 
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（留意事項） 

第８条 甲は、乙の施設を避難所として使用するに当たり、次に掲げる事項に留意しな 

ければならない。 

（１）善良な管理者の注意をもって使用すること。 

（２）避難所の開設が長期にわたる場合は、代替施設の確保に努め、学校教育に支障 

をきたさないように配慮すること。 

（３）避難所を閉鎖するときは、原状に復すること。 

（使用の取り消し） 

第９条 乙は、国又は兵庫県が止むを得ない事由により乙の施設を公用又は公共の用に供す 

ることが生じたとき、又は甲にこの覚書に違反する行為があると認めるときは、乙の施 

設の使用を中止させることができる。 

２ 乙は、前項の規定による使用の中止により甲に生じた損失を補償しないものとする。 

（覚書の見直し） 

第１０条 甲及び乙は、兵庫県地域防災計画において乙の果たす役割が変更された場合は、

この覚書を廃止し、別途、協定を締結する。 

（協議） 

第１１条 この覚書に定めのない事項については、宍粟市地域防災計画の内容に従い、甲、

乙協議して定める。 

 

 

 この覚書の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各１通を保 

持する。 

 

   平成２５年 ３月１５日 

 

 

                   甲 宍粟市山崎町中広瀬１３３番地６ 

                     宍粟市 

                          市長 田 路   勝 

 

 

                    

                   乙 宍粟市千種町千草７２７番地２ 

                     兵庫県立千種高等学校 

                          校長 浅 田 尚 宏 
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様式第１号（第７条関係） 

 

                            年   月   日 

 

宍粟市長  様 

 

                        兵庫県立千種高等学校長 

 

施設変更報告書 

 

 指定避難所に関する覚書第７条に基づき、本校の施設を次のとおり変更しますので、 

報告します。 

                    記 

 

施設名 兵庫県立千種高等学校 体育館 

変更内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

期間    年  月  日（ ）～    年  月  日（ ） 

備考 
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播磨広域防災連携協定 

 

（趣 旨） 

第１条 この協定は、播磨地域１３市９町（以下「締結市町」という。）が、播磨地域を構成

する一員として、協同の精神に基づき、連携して播磨地域の広域防災体制を確立するために

必要な事項について定めるとともに、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第８条

第２項の規定に基づき、播磨地域において災害が発生し、被災市町では十分な応急措置がで

きない場合に、相互に協力し、被災市町の応急対策及び応急復旧を円滑に遂行するために必

要な事項について定めるものとする。 

（連絡担当部局） 

第２条 締結市町は、相互応援のための窓口として、あらかじめ連絡担当部局を定めておくも

のとする。 

２ 連絡担当部局は、この協定に基づく応援の円滑化を図るため、災害が発生し、又は発生す

るおそれがある場合には、速やかに緊密な情報交換を行うものとする。 

（応援の事項） 

第３条 応援の事項は、次のとおりとする。 

 (1) 応急対策及び応急復旧に必要な資機材及び物資のあっせん又は提供に関する事項 

 (2) 応急対策及び応急復旧に必要な職員の派遣に関する事項 

 (3) 被災者の受入れに関する事項 

 (4) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 

（応援の要請） 

第４条 応援を受けようとする市町（以下「被応援市町」という。）は、次の事項を明らかに

して、他の締結市町に対し、文書により要請を行うものとする。 

 (1) 被害の状況 

 (2) 前条第１号に掲げる事項の応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等  

(3) 前条第２号に掲げる事項の応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員 

 (4) 応援の場所及びその場所への経路 

 (5) 応援を必要とする期間 

 (6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

２ 前項の規定にかかわらず、被災市町は、そのいとまがない場合には、口頭又は電話等によ

り要請を行い、後に文書を速やかに提出するものとする。 

（応援の実施） 

第５条 締結市町は、応援の要請があったときは、極力これに応ずるものとする。 

（応援の自主出動等） 

第６条 応援をする市町（以下「応援市町」）という。）は、激甚な災害が発生し、通信の途

絶等により被応援市町と連絡がとれない場合には、第４条に定める応援要請を待たないで、

自主的な情報収集活動に基づいた独自の判断で必要な応援を行うことができる。 

 この場合には、第４条に定める応援要請があったものとみなす。 

（応援のため派遣された職員の指揮） 

第７条 応援のため派遣された職員は、被応援市町長等の指揮の下に活動するものとする。 

（応援経費の負担） 

第８条 応援に要した経費は、原則として被応援市町の負担とする。 

２ 被応援市町が前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、被応援市町から要請が

あった場合には、応援市町は当該経費を一時繰替支弁するものとする。 
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３ 前２項に定めるもののほか経費負担等に関し必要な事項は、別に定める。 

（平常時の活動） 

第９条 締結市町は、次の各号に掲げる事項を実施するなど、この協定に基づく応援が円滑に

行われるよう努めるものとする。 

 (1) 連絡会の開催 

 (2) 地域防災計画その他必要な資料の相互交換 

 (3)  救援に必要な物資等の情報交換 

 (4) その他災害時の相互応援に必要な事項 

（広域防災対策） 

第１０条 締結市町は、播磨地域に係る広域的な防災対策に関して、必要な事項を協議し、協

同して進めることに努めることとする。 

 （他の協定との関係） 

第１１条 この協定は、締結市町が締結する災害時の相互応援に係る他の協定を妨げるものでは

ない。 

（実施の細目） 

第１２条 この協定の実施に関し必要な事項については、締結市町が協議の上、別に定めるも

のとする。 

（補 則） 

第１３条 この協定に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、締結市町が協議の上、

決定するものとする。 

   附 則 

 １ この協定は、平成２６年（2014年）４月２２日から効力を生じるものとする。 

 ２ 播磨広域防災連携協定（平成２４年（2012年）８月３０日締結）は、廃止する。 

 

 

 上記協定締結の証として本協定書を２２通作成し、締結市町長記名押印のうえ、各１通を保

有する。 

 

 平成２６年（2014年）４月２２日 

       姫路市長   石見利勝     多可町長   戸田善規 

相生市長   谷口芳紀     稲美町長   古谷 博 

       加古川市長  樽本庄一     播磨町長   清水ひろ子 

たつの市長  栗原 一     神河町長   山名宗悟 

高砂市長   登 幸人     市川町長   岡本修平 

小野市長   蓬莱 務     福崎町長   嶋田正義 

赤穂市長   豆田正明     太子町長   北川嘉明 

       宍粟市長   福元晶三     上郡町長   遠山 寛 

西脇市長   片山象三     佐用町長   庵逧典章 

三木市長   薮本吉秀 

加西市長   西村和平 

加東市長   安田正義 

明石市長   泉 房穂 
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匝瑳市・宍粟市災害時等相互応援に関する協定 

 

（趣旨） 

第1条 この協定は、全国東西の難読市といわれている千葉県匝瑳市と兵庫県宍粟市のネットワー

クの一つとして、それぞれの市において災害が発生した場合に、被災市が応急対策及び応急

復旧を円滑に遂行できるよう、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第8条第2項の規定に基

づき、相互応援に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（連絡担当部局） 

第2条 締結市は、相互応援のための窓口として、あらかじめ連絡担当部局を定めておくものとす

る。 

2 連絡担当部局は、この協定に基づく応援の円滑化を図るため、災害が発生し、または発生する

おそれがある場合には、速やかに緊密な情報交換を行うものとする。 

(応援の内容) 

第3条 応援の内容は、次のとおりとする。 

(1) 食糧、飲料水、医療品、その他生活必需品及びこれらの供給に必要な資機材のあっせ 

ん又は提供に関する事項 

(2) 被災者の救助、救援活動及び応急復旧等に必要な資機材のあっせん又は提供に関す 

る事項 

(3) 救援、応急復旧に必要な職員の派遣に関する事項 

(4) 被災者の一時受入れに関する事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、要請があった事項 

(応援要請の手続) 

第4条 被災市は、次の事項を明らかにして、第2条に定める連絡担当部局に対して電話等により

要請し、後日、速やかに応援市に、別記「災害時相互応援要請書」を提出するものとする。 

(1) 被害の状況 

(2) 要請する物資、車輌、資機材の種類、品名、数量等 

(3) 応援職員の職種、人員、業務内容及び期間 

(4) 一時避難を希望する者の人数及び期間 

(5) 応援場所及び応援場所への経路 

(6) 応援を必要とする期間 

(7) その他必要な事項 

(応援の実施) 

第5条 応援を要請された市は、自らの業務に支障がない限り、極力これに応じるものとする。 

2 被災市との連絡がとれない場合であっても、応援市は、自主的に情報収集を行い、必要な応援

体制を整えるものとする。 
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(経費の負担) 

第6条 応援に要した経費は、原則として被災市の負担とする。ただし、前条第2項に規定する情報

収集活動及び応援活動に係る経費は、応援市の負担とする。 

2 被災市が、前項に規定する経費を支弁する暇がなく、かつ、被災市から要請があった場合には、

応援市は、当該経費を一時繰替支弁するものとする。 

3 前2項に定めるもののほか経費負担等に関し必要な事項は、その都度協議して定めるものとす

る。 

(平常時の活動) 

第7条 本協定の締結市は、相互応援が円滑に行えるよう、平常時において次に掲げる事項を実

施する。 

(1) 地域防災計画その他必要な資料の相互交換 

(2) 救援に必要な物資等の情報交換 

(3) その他災害時の相互応援に必要な事項 

（災害補償等） 

第8条 応援に派遣した職員がその業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補

償については、応援市が負担するものとする。ただし、被災市において応急治療する場合の治

療費は、被災市が負担するものとする。 

2 応援に派遣した職員が、応援を遂行中に第三者に損害を与えた場合は、その損害が被災市へ

の往復途中において生じたものを除き、被災市がその賠償の責務を負うものとする。 

(その他) 

第9条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、その都度

協議して定める。 

 

上記協定締結の証として本協定書2通を作成し、各市長が署名のうえ、各1通を保有する。 

 

 

平成26年11月22日 

 

 

 

千葉県匝瑳市長    太田安規 

 

  

   

兵庫県宍粟市長    福元晶三 
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別記様式（第４条関係） 

平成  年  月  日 

 

災害時相互応援要請書 

   

 

様 

 

 

応援要請市長    印  

 

次により応援を要請します。 

 

被害状況 

 

 

資機材・物資等 

の品名、規格、

数量 

 

応援職員の職

種、人員、業務 

内容 

 

  

   

  人 

一時避難（収容

を要する被災者

の状況及び人

数） 

  

 

  人 

応援場所及び応 

 

援場所への経路 

 

応援と必要とす 

 

る期間 

 

 

そ の 他 
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※作成中 大雪災害時等の応援に関する協定（国土交通省） 

 

国土交通省近畿地方整備局長（以下「甲」という。）と宍粟市長（以下「乙」という。）は、

災害時等において、甲が乙に対する応援が円滑に行われるよう、次のとおり申し合わせを行う。 

 

（目的） 

第１条 この申し合わせは、乙が代表する地方公共団体の区域において、災害が発生または、災

害が発生する恐れがある場合に被害の拡大と二次災害防止に資するために、甲が被災直後等の

緊急的な対応（以下、「応援」という。）を実施することにより、国民の安全、安心を確保し、

民生の安定を保持することを目的とする。 

 

（応援の実施時期） 

第２条 甲が応援を行う時期は、次のとおりとする。 

一 宍粟市内で重大な災害の発生または、発生する恐れがある場合 

二 その他甲または乙が必要とする場合 

 

（応援の内容） 

第３条 災害時等の応援は、次の各号に掲げる内容とする。 

一 情報の収集・提供（リエゾン［情報連絡員]含む。） 

二 近畿地方整備局等職員の派遣（緊急災害対策派遣隊含む。） 

三 災害に係る専門家の派遣 

四 甲が保有する車両、災害対策用機械等の貸し付け 

五 甲が保有する通信機械等の貸し付け及び操作員の派遣 

六 通行規制等の措置 

七 その他必要な事項 

 

（リエゾンの派遣） 

第４条 第２条の各号のいずれかに該当し、乙の要請があった場合または甲が必要と判断した場

合に、甲は、乙の災害対策本部等にリエゾンを派遣する。なお、甲及び乙は、相互の連絡窓口を

明確にしておき派遣に関して事前に調整を図るものとする。 

 

（リエゾンの受け入れ） 

第５条 乙は、甲から派遣されるリエゾンの活動場所として災害対策本部等に場所等を確保する

ものとする。 

 

（緊急災害対策派遣隊の派遣） 

第６条 第２条の各号のいずれかに該当し、乙の要請があった場合または甲が必要と判断した場

合は、甲は、乙が代表する地方公共団体の区域に緊急災害対策派遣隊を派遣する。なお、甲及び

乙の相互連絡は、甲から派遣されるリエゾンを通じて行うものとする。 

 

（緊急災害対策派遣隊の受け入れ） 

第７条 乙は、甲から派遣される緊急災害対策派遣隊の活動において必要となる資料（図面等）
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について、提供の協力をするものとする。 

 

（緊急災害対策派遣隊の報告） 

第８条 甲は、派遣した緊急災害対策派遣隊からの調査結果等の報告があった場合は、速やかに

乙にその内容を提供するものとする。 

 

（平素の協力） 

第９条 甲及び乙は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資料の整

備に協力するものとする。 

 

（その他） 

第 10条 この申し合わせに定めのない事項、疑義に関しては、その都度甲及び乙が協議するもの

とする。 

 

 

平成 24年８月９日 

 

 

 

甲    近畿地方整備局長 上 総 周 平 

 

 

 

 

乙    宍粟市長      田 路  勝 
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災害時等の応援に関する申し合わせ（国土交通省） 

 

国土交通省近畿地方整備局長（以下「甲」という。）と宍粟市長（以下「乙」という。）は、

災害時等において、甲が乙に対する応援が円滑に行われるよう、次のとおり申し合わせを行う。 

 

（目的） 

第１条 この申し合わせは、乙が代表する地方公共団体の区域において、災害が発生または、災

害が発生する恐れがある場合に被害の拡大と二次災害防止に資するために、甲が被災直後等の

緊急的な対応（以下、「応援」という。）を実施することにより、国民の安全、安心を確保し、

民生の安定を保持することを目的とする。 

 

（応援の実施時期） 

第２条 甲が応援を行う時期は、次のとおりとする。 

一 宍粟市内で重大な災害の発生または、発生する恐れがある場合 

二 その他甲または乙が必要とする場合 

 

（応援の内容） 

第３条 災害時等の応援は、次の各号に掲げる内容とする。 

一 情報の収集・提供（リエゾン［情報連絡員]含む。） 

二 近畿地方整備局等職員の派遣（緊急災害対策派遣隊含む。） 

三 災害に係る専門家の派遣 

四 甲が保有する車両、災害対策用機械等の貸し付け 

五 甲が保有する通信機械等の貸し付け及び操作員の派遣 

六 通行規制等の措置 

七 その他必要な事項 

 

（リエゾンの派遣） 

第４条 第２条の各号のいずれかに該当し、乙の要請があった場合または甲が必要と判断した場

合に、甲は、乙の災害対策本部等にリエゾンを派遣する。なお、甲及び乙は、相互の連絡窓口を

明確にしておき派遣に関して事前に調整を図るものとする。 

 

（リエゾンの受け入れ） 

第５条 乙は、甲から派遣されるリエゾンの活動場所として災害対策本部等に場所等を確保する

ものとする。 

 

（緊急災害対策派遣隊の派遣） 

第６条 第２条の各号のいずれかに該当し、乙の要請があった場合または甲が必要と判断した場

合は、甲は、乙が代表する地方公共団体の区域に緊急災害対策派遣隊を派遣する。なお、甲及び

乙の相互連絡は、甲から派遣されるリエゾンを通じて行うものとする。 

 

（緊急災害対策派遣隊の受け入れ） 

第７条 乙は、甲から派遣される緊急災害対策派遣隊の活動において必要となる資料（図面等）
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について、提供の協力をするものとする。 

 

（緊急災害対策派遣隊の報告） 

第８条 甲は、派遣した緊急災害対策派遣隊からの調査結果等の報告があった場合は、速やかに

乙にその内容を提供するものとする。 

 

（平素の協力） 

第９条 甲及び乙は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資料の整

備に協力するものとする。 

 

（その他） 

第 10条 この申し合わせに定めのない事項、疑義に関しては、その都度甲及び乙が協議するもの

とする。 

 

 

平成 24年８月９日 

 

 

 

甲    近畿地方整備局長 上 総 周 平 

 

 

 

 

乙    宍粟市長      田 路  勝 
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災害時相互応援協定書（八頭町・若桜町） 

 

 兵庫県宍粟市、鳥取県八頭町及び鳥取県若桜町（以下「構成市町」という。）は、構成市町

において災害が発生し、被害を受けた構成市町（以下「被災市町」という。）が独自では十分

な応急措置を実施できない場合に、構成市町の相互応援により応急対策及び復旧対策を円滑に

遂行するため、次のとおり協定を締結する。 

 

 （応援の内容） 

第１条 応援の内容は、次に掲げるとおりとする。 

（１）食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供 

（２）被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 

（３）災害応急活動等に必要な職員の派遣 

（４）被災者を一時収容するための施設の提供 

（５）前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

 

 （応援要請の手続） 

第２条 応援を受けようとする被災市町は、原則として、次に掲げる事項を明らかにし、第４

条に定める連絡担当部局を通じて、文書により要請するものとする。ただし、緊急の場合に

は、電話、ファクシミリ等により応援を要請し、その後速やかに別記様式により文書を提出

するものとする。 

（１）被害の状況 

（２）前条第１号及び第２号に掲げる応援を要請する場合にあっては、資機材及び物資等の品

名、規格、数量等 

（３）前条第３号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人数 

（４）前条第４号に掲げる応援を要請する場合にあっては、収容を要する被災者の状況及び人

数 

（５）応援場所及び応援場所への経路 

（６）応援を必要とする期間 

（７）前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

 

 （応援の実施） 

第３条 応援の要請を受けた構成市町は、極力これに応ずるものとする。 

２ 被災市町以外の構成市町は、災害の実態に照らし応援の必要があると判断したときは、前

条の要請を待たないで、自主的に応援を行うことができるものとする。この場合には、前条

の応援要請があったものとする。 

 

 （連絡担当部局） 

第４条 構成市町は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局を定め、災害が発生したとき

は、速やかに情報を相互に連絡し合うものとする。 
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 （情報交換） 

第５条 構成市町は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画その他必要

な情報を相互に交換するものとする。 

２ 前項に定めるもののほか地域防災計画等に係る研究及びその他必要な情報を相互に交換す

るものとする。 

 

 （その他） 

第６条 この協定は、構成市町が別に締結した災害時相互応援協定を妨げるものではない。 

２ この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、構成市町が協議して

定めるものとする。 

 

 この協定の成立を証するため、この協定書を３通作成し、構成市町の長が署名のうえ、各自

１通を保有する。 

 

 

平成 24年８月６日 

 

 

 

     兵庫県宍粟市     宍粟市長   

 

 

 

     鳥取県八頭郡八頭町  八頭町長   

 

 

 

     鳥取県八頭郡若桜町  若桜町長   
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兵庫県及び市町相互間の災害時応援協定 
 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 67条第１項及び第 68条第 1

項の規定に基づき、県内で災害が発生し、被災した市町のみでは十分な対策を講じることがで

きない場合に、兵庫県（以下「県」という。）及び県内市町による応援活動を迅速かつ円滑に実

施するため、必要な事項を定めるものとする。 

 

（応援の内容） 

第２条 応援の内容は次のとおりとする。 

(1) 応急対策及び応急復旧に必要な資機材、物資及び施設のあっせん又は提供 

(2) 応急対策及び応急復旧に必要な職員の派遣 

(3) 被災者の受入れ 

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

 

（応援の要請） 

第３条 応援を受けようとする被災市町（以下「被応援市町」という。）は、次の事項を可能な限

り明らかにして、県に対し文書により要請するものとする。ただし、文書により要請するいと

まのない場合は、電話、ファクシミリ又は兵庫県災害対応総合情報ネットワークシステム等に

より応援の要請を行い、後に文書を速やかに提出するものとする。 

(1) 被害の状況 

(2) 前条第１号に掲げる事項の応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等 

(3) 前条第２号に掲げる事項の応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員 

(4) 応援の場所及びその場所への経路 

(5) 応援を必要とする期間 

(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

２ 県は、前項の要請を受けたときは、速やかに、応援可能な市町と調整を行ったうえ、県の応

援も含めた応援計画を作成し、被応援市町に、応援計画を通知するものとする。 

３ 県及び応援を行う市町（以下「応援市町」という。）は、最大限その責務を果たすよう努める

ものとする。 

４ 第１項による要請をもって、被応援市町から各応援市町に対しての応援の要請があったもの

とみなす。 

 

（市町を指定した応援要請） 

第４条 被応援市町は、あらかじめ指定した県内の市町（以下「応援指定市町」という。）に、応

援を要請することができる。 

２ 前項に規定する応援については、前２条の規定を準用する。 

３ 県は、応援指定市町に対し、応援要請内容を伝えるとともに、協力を要請するものとする。 

４ 被応援市町は、特に緊急を要する場合、応援指定市町に直接要請することができる、なお、

この場合において、被応援市町は事後必ず県にその旨連絡するものとする。 

 

（自主応援） 

第５条 県及び市町は、激甚な災害が発生し、通信の途絶等により被災市町と連絡が取れない場

合に、自主的な情報収集活動等に基づき、応援の必要があると判断したときは、第３条又は第

４条による被災市町からの応援要請を待たずに、この協定に定めるところにより応援を行うこ

とができる。 
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２ 前項の場合、第３条第１項の応援の要請があったものとみなす。 

 

（経費の負担） 

第６条 県又は市町が前３条の規定に基づく応援に要した経費は、原則として被応援市町の負担

とする。 

２ 被応援市町において費用を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情があるときには、

応援を行った県又は応援市町は、当該費用を一時繰替支弁するものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか経費負担等に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（他の協定との関係） 

第７条 この協定は、県又は市町が締結する災害時の応援に係る他の協定を妨げるものではない。 

 

（平時の活動） 

第８条 県及び市町は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、平時から次の事項を実施

するよう努めるものとする。 

(1) 地域防災計画その他必要な資料の提供 

(2) 県と市町との連絡会等の開催 

(3) その他必要な事項 

 

（補則） 

第９条 この協定に関し必要な事項については、県及び県内市町が協議の上､別に定めるものとす

る。 

２ この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度協議して定めるもの

とする。 

 

附 則 

この協定は、平成１８年１１月１日から施行する。 

この協定の締結を証するため、本協定書３通を作成し、兵庫県知事及び各市町長が記名押印の

上、兵庫県知事、兵庫県市長会会長及び兵庫県町村会会長が各１通を保有し、他の市町長はその

写しを保有する。 

 

平成１８年１１月１日 
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西播磨地域災害時等相互応援に関する協定 
 

 （趣 旨） 

第１条 この協定は、西播磨地域５市６町（以下「締結市町」という。）が、西播磨地域を構

成する一員として、協同の精神に基づき、連携して西播磨地域の広域防災体制を確立するた

めに必要な事項について定めるとともに、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第８条第

２項の規定に基づき、西播磨地域において災害が発生し、被災市町では十分な応急措置がで

きない場合に、相互に協力し、被災市町の応急対策及び応急復旧を円滑に遂行するために必

要な事項について定めるものとする。 

 

 （連絡担当部局） 

第２条 締結市町は、相互応援のための窓口として、あらかじめ連絡担当部局を定めておくも

のとする。 

２ 連絡担当部局は、この協定に基づく応援の円滑化を図るため、災害が発生し、又は発生す

るおそれがある場合には、速やかに緊密な情報交換を行うものとする。 

 

 （応援の事項） 

第３条 応援の事項は、次のとおりとする。 

 (1) 応急対策及び応急復旧に必要な資機材及び物資のあっせん又は提供 

 (2) 応急対策及び応急復旧に必要な職員の派遣 

 (3) 被災者の受入れ 

 (4) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 

 

 （応援要請） 

第４条 応援を受けようとする市町（以下「被応援市町」という。）は、次の事項を明らかに

して、他の締結市町に対し、文書により要請を行うものとする。ただし、そのいとまがない

場合には、口頭又は電話等により要請を行い、後に文書を速やかに提出するものとする。 

 (1) 被害の状況 

 (2) 前条第１号に掲げる事項の応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等 

 (3) 前条第２号に掲げる事項の応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員 

 (4) 応援の場所及びその場所への経路 

 (5) 応援を必要とする期間 

 (6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

 

 （応援の実施） 

第５条 締結市町は、応援の要請があったときは、極力これに応ずるものとする。 

 

 （応援の自主出動等） 

第６条 応援をする市町（以下「応援市町」）という。）は、激甚な災害が発生し、通信の途

絶等により被応援市長と連絡がとれない場合には、第４条に定める応援要請を待たないで、

自主的な情報収集活動に基づいた独自の判断で必要な応援を行うことができる。 

 この場合には、第４条に定める応援要請があったものとみなす。 

 

 （応援のため派遣された職員の指揮） 

第７条 応援のため派遣された職員は、被応援市町長等の指揮の下に活動する。 
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 （応援経費の負担） 

第８条 応援に要した経費は、原則として被応援市町の負担とする。 

２ 被応援市町が前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、被応援市町から要請が

あった場合には、応援市町は当該経費を一時繰替支弁するものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか経費負担等に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 （平常時の活動） 

第９条 締結市町は、次の各号に掲げる事項を実施するなど、この協定に基づく応援が円滑に

行われるよう努めるものとする。 

 (1) 連絡会の開催 

 (2) 地域防災計画その他必要な資料の相互交換 

 (3) 防災訓練及び住民の啓発等 

 (4) 救援に必要な物資等の備蓄 

 (5) その他災害時の相互応援に必要な事項 

 

 （広域防災計画の策定） 

第10条 締結市町は、広域防災体制を確立するため、協同して、西播磨地域に係る広域的災害

対策に関して必要な事項を定めた広域防災計画を策定するものとする。 

 

 （他の協定との関係） 

第11条 この協定は、締結市町及び締結市町の各機関が別に消防組織法（昭和22年法律第226

号）第21条第２項の規定により締結した相互応援に関する協定及び水防に係る応援に関し締結

した協定等に基づく応援を排除するものではない。 

 

 （実施の細目） 

第12条 この協定の実施に関し必要な事項については、締結市町が協議の上、別に定めるもの

とする。 

 

 （補 則） 

第13条 この協定に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、締結市町が協議の上、

決定するものとする。 

 

   附 則 

 この協定は、平成８年（1996年）４月１日から効力を生じるものとする。 

   附 則 

 １ この協定は、平成17年（2005年）４月１日から効力を生じるものとする。 

 ２ 平成８年４月１日付けで締結した西播磨地域災害時等相互応援に関する協定は、廃止す

る。 

   附 則 

 １ この協定は、平成17年（2005年）10月１日から効力を生じるものとする。 

 ２ 平成17年４月１日付けで締結した西播磨地域災害時等相互応援に関する協定は、廃止す

る。 

   附 則 

 １ この協定は、平成17年（2005年）11月７日から効力を生じるものとする。 

 ２ 平成17年10月１日付けで締結した西播磨地域災害時等相互応援に関する協定は、廃止す

る。 
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   附 則 

 １ この協定は、平成18年（2006年）３月27日から効力を生じるものとする。 

 ２ 平成17年11月７日付けで締結した西播磨地域災害時等相互応援に関する協定は、廃止す

る。 

 

 

 上記協定締結の証として本協定書を１１通作成し、締結市町長記名押印のうえ、各１通を保

有する。 

 平成１８年（2006年）３月２７日 
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西播磨地域災害時等相互応援に関する協定実施細目 

 

１ 趣旨 

  この実施細目は、「西播磨地域災害時等相互応援に関する協定」（以下「協定」という）

の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 連絡主管市町及び連絡体制 

(1) 応援活動を円滑に実施するため、次表のとおり連絡主管市町及び地域代表市町を定める。 

被 災 市 町 連 絡 体 制 

地  域 地 域 市 町 連絡主管市町 地 域 代 表 市 町 

姫路地域 姫路市 赤穂市 相生市・宍粟市・神河町・佐

用町 

揖龍・相生地域 相生市・たつの市・太子町 宍粟市 姫路市・赤穂市・神河町・佐

用町 

赤穂地域 赤穂市・上郡町 姫路市 相生市・宍粟市・神河町・佐

用町 

神崎地域 市川町・福崎町・神河町 相生市 姫路市・赤穂市・宍粟市・佐

用町 

宍粟地域 宍粟市 姫路市 相生市・赤穂市・神河町・佐

用町 

佐用地域 佐用町 相生市 姫路市・赤穂市・宍粟市・神

河町 

 

(2) 連絡及び応援要請等の連絡体制 

 

 

  ① 災害が発生した場合は、被応援市町は速やかに連絡主管市町に被害状況等を文書（別

紙様式１）により連絡し、連絡を受けた連絡主管市町は、被応援市町の被害状況等を各

地域代表市町へ連絡する。 

  ② 各地域代表市町は、連絡主管市町からの連絡を地域各市町へ連絡する。 

  ③ 連絡主管市町は、所管の被応援市町が甚大な被害を被り、被災状況等を連絡できない

ときには、独自に調査の上、各地域代表市町へ連絡する。 

  ④ 文書により連絡するいとまがない場合には、口頭又は電話等により連絡する。 

(3) 連絡主管市町の業務 

  ① 被災市町の情報収集と状況把握 

  ② 災害応急活動等に必要な物資、人員、その他要請内容の把握 

  ③ 被害状況及び応援要請内容の連絡調整 

  ④ 輸送ルート、応援物資集積場所等の応援に必要な情報の連絡 

  ⑤ 応援活動等に関する県との連絡調整 

  ⑥ 前各号に掲げるもののほか、災害応急活動を円滑に行うために必要な業務 

地域各市町 各地域代表市町 

町 

連絡主管市町 

町 

被災市町 

町 
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(4) 応援要請及び調整 

  ① 被応援市町は、連絡主管市町に対し、応援要請書（別紙様式２）により可能な限り内

容を明記して、応援を要請する。ただし、そのいとまがない場合には、口頭又は電話等

により要請を行い、後に文書を速やかに提出するものとする。 

  ② 要請を受けた連絡主管市町は、速やかに他の市町と調整の上、応援内容を決定し、被

応援市町に連絡する。 

  ③ 被応援市町以外の市町は、連絡主管市町から被応援市町への応援を要請された場合、

被応援市町から直接要請があったものとして、速やかに応援を実施するものとする。 

(5) 応援の自主出動の連絡 

   応援要請を待たずに自主的な情報収集活動に基づいた独自の判断で応援する場合は、連

絡主管市町に連絡する。 

 

３ 応援経費の負担等 

(1) 応援職員の派遣に要する経費の負担等については、次のとおりとする。 

  ① 被応援市町が負担する経費の額は、応援市町が定める規定により算定した当該応援職

員の旅費の額及び諸手当の額の範囲とする。 

  ② 応援職員が応援業務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態

となった場合における公務災害補償に要する経費は、応援市町の負担とする。 

  ③ 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中

に生じたものについては被応援市町が、被応援市町への往復途中において生じたものに

ついては応援市町が賠償の責めに任ずる。 

  ④ その他応援職員の派遣に要する経費については、被応援市町及び応援市町が協議して

定める。 

(2) 応援市町は、応援に要する経費を一時繰替支弁した場合は、次に定めるところにより算

出した額について、被応援市町に請求する。 

  ① 備蓄物資及び調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費 

  ② 資機材等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理

費 

(3) 請求は、応援市町の市町長名による請求書（関係書類添付）により、担当部局を経由し

て被応援市町の長に請求する。 

(4) 前記により難いときは、被応援市町及び応援市町が協議して定める。 

(5) 自主応援活動に要する経費の負担及び請求については、この規定を準用する。 

 

４ 応援の実施 

(1) 応援職員は、応援市町名を表示する腕章等の標識を付け、その身分を明らかにする。 

(2) 応援職員は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食糧等を携行するものとする。 

(3) 被応援市町は、災害の状況に応じ、応援職員に対する宿舎の斡旋その他の便宜を供与す

る。 
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５ 資料・情報等の交換 

  相互応援のための地域防災計画及び次の資料を相互に交換する。 

(1) 災害時の連絡窓口（連絡担当部課名、電話番号）、担当責任者及び同補助者の職氏名及

びその他連絡に必要な事項（別紙 連絡担当者表） 

(2) 緊急物資及び資機材の保有状況 

(3) その他必要と考えられる事項 

 

６ 防災担当者会議の設置 

  別に定める要綱により西播磨地域防災担当事務主管者会議を設置し、協定に掲げる次の事

項の推進を図る。 

(1) 広域防災体制及び防災協力体制の整備並びに広域防災計画の策定 

(2) その他協定に基づく次の活動 

  ① 連絡会の開催 

  ② 地域防災計画その他必要な資料の相互交換 

  ③ 防災訓練及び住民の啓発等 

  ④ 救援に必要な物資等の備蓄 

  ⑤ その他災害時の相互応援に必要な事項 

 

７ 施行 

  この実施細目は平成１８年３月２７日から施行する。 
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兵庫県災害廃棄物処理の相互応援に関する協定 
 

（趣旨） 

第 1 条 この協定は､災害の発生時において、兵庫県（以下「県」という。）､各市町及び関係一部

事務組合（以下「市町等」という。）が協力して実施する災害廃棄物の処理を円滑に実施するた

めの相互応援活動について､必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第 2 条 この協定において「災害」とは､災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 2 条第 1

号に規定する災害をいう。 

２ この協定において､「災害廃棄物」とは、災害によって発生した廃棄物（ごみ､し尿、がれき

等）で市町が､生活環境保全上特に処理が必要と判断したものをいう。 

３ この協定における「応援」とは､次に掲げることをいう。 

（１）災害廃棄物処理に必要な資機材等の提供及びあっせん 

（２）災害廃棄物処理に必要な職員の派遣 

（３）焼却、破砕等の中間処理の実施及び処理業者のあっせん 

（４）前各号に掲げるもののほか、災害廃棄物の処理に関し必要な事項 

 

（相互応援体制） 

第３条 災害が発生した場合の相互応援体制は､別図の組織図による。 

２ 災害の発生時に迅速かつ円滑な災害廃棄物処理を実施するため､県内を､神戸､阪神南、阪神北､

東播磨､北播磨､中播磨、西播磨、但馬、丹波及び淡路の 10 ブロック（以下「ブロック」とい

う。）に分ける。 

３ 各ブロックには、それぞれ幹事市町を置く。 

４ 相互応援の調整は､県が行う。 

 

（応援要請） 

第 4 条 被災市町が応援を求めようとする場合は､県に必要な措置を要請するものとする。 

２ 県は､被災市町における災害の発生状況や応援要請内容を踏まえ、被災市町の属するブロック

の幹事市町と調整し､ブロック内での対応が可能な場合､ブロック内の市町等へ応援を要請する。

なお、被災市町が直接､近隣の市町等へ応援を要請することを妨げない。この場合､その旨を県

に報告するものとする。 

３ 被災市町の属するブロック内での対応が困難な場合には、県は他ブロックの幹事市町と調整

し､他ブロックの市町等に応援を要請する。 

４ 県内での応援では対応が困難な場合には､県は他府県に応援を要請し､調整を図る。 

５ 他府県からの応援を受け入れるとき､県は速やかに被災市町と必要な調整を行うものとする。 

 

（応援要請の手続き） 

第 5 条 応援要請は､原則として次の事項を明確に記載した応援要請書（様式第 1 号）により､速

やかに行うものとする。ただし､そのいとまがない場合には､口頭、電話､電信等､災害時におい

て使用可能な方法で要請を行い､後に応援要請書を送付するものとする。 

（１）連絡責任者 

（２）災害の種類､発生日時､場所､災害による被災の状況 

（３）応援要請内容（必要とする人員､車輌、資機材等の名称及び数量、処理量の見込み、応援

場所及び応援予定期日） 

（４）災害廃棄物の発生状況と仮置場 

（５）前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

 

（応援の実施） 

第 6 条 応援要請を受けた市町等は、自らの業務に支障がない限り､極力これに応じ､応援に努め
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るものとする。 

２ 緊急に応援を行う必要があると認められる場合は､市町等の自主的な判断により行うことが

できるものとする。その場合､その旨を県に連絡するものとする。 

３ 他府県からの応援要請に基づき、県が応援要請した場合、市町等は､可能な限りこれに応じ、

応援に協力するものとする。 

 

（応援実施内容の報告） 

第 7 条 応援市町等は､災害廃棄物処理に関する応援を行った場合は､その内容を（様式第 2 号）

により県に報告するものとする。 

 

（災害廃棄物処理対策連絡会議） 

第 8 条 この協定に係る災害廃棄物処理対策に関する情報交換や連絡等必要な事項の協議及び調

整を行うため､災害廃棄物処理対策連絡会議（以下「連絡会議」という。）を設置する。 

２ 連絡会議は､県､県民局環境課並びに第 3 条第 2 項の各ブロック幹事市町で構成する。 

３ 連絡会議の事務局は､兵庫県健康生活部環境局環境整備課（以下「環境整備課」という。）に

置く。 

 

（関連情報の整備） 

第９条 各市町等は､災害時における応援活動を円滑に行うため、次の各号に掲げる事項を（様式

第 3 号）により、毎年 5 月末日までに環境整備課に提出するものとし、その後に変更が生じた

場合には速やかに再提出するものとする。 

（１）連絡担当部課等 

（２）ごみの仮置場の確保状況 

（３）応急備蓄資材等の保有状況 

（４）前各号に掲げるもののほか必要な資料 

２ 環境整備課は、前号の情報をとりまとめ、速やかに整理の上、市町等に送付するものとする。 

 

（経費負担） 

第 10 条 第 2条第 3 項に規定する応援に要する経費は､法令その他別段の定めがあるものを除く

ほか、原則として､応援要請をした市町が負担するものとし､支払い方法等については要請市町､

応援市町等の双方で協議し､決定するものとする。 

 

（補則） 

第 11 条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については､県及び市

町等はその都度協議して定めるものとする。 

 

（適用） 

第 12 条 この協定は､平成 17 年 9 月 1 日から適用する。 

 

この協定の成立を証するため､本協定書 3 通を作成し､兵庫県知事､各市町長及び関係一部事務

組合管理者が記名押印の上､兵庫県知事､兵庫県市長会会長市長及び兵庫県町村会会長町長が各 1 

通を保有し、他の市町長等はその写しを保有する。 

 

平成 17 年 9 月 1 日 
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兵庫県水道災害相互応援に関する協定 
 

（趣旨） 

第１条 この協定は、地震、異常渇水その他の水道災害において、兵庫県、各市町、各水道企業

団、日本水道協会兵庫県支部（以下「日水協県支部」という。）及び兵庫県簡易水道協会（以下

「県簡水協」という。）（以下総称して「各団体」という。）が協力して実施する兵庫県内及び他

の都道府県における相互応援活動について、必要な事項を定めるものとする。 

 

（相互応援体制） 

第２条 災害が発生した場合の相互応援体制は、別図の組織図による。 

２ この協定に関する事項を円滑に推進するため、県内を神戸、阪神、東播磨、西播磨、但馬、

丹波及び淡路の７ブロック（以下「ブロック」という。）に分け、各ブロックにはそれぞれ代表

市町を、また神戸ブロックを除く各ブロックには副代表市町を置く。 

３ 前項の代表市町は、兵庫県の各県民局所在市町を充て、副代表市町は、各ブロックで選任す

る。 

 

（水道災害対策連絡会議） 

第３条 この協定に係る災害対策に関する情報交換や連絡等必要な事項の協議及び調整を行うた

め、水道災害対策連絡会議（以下「連絡会議」という。）を設置する。 

２ 連絡会議は、兵庫県、日水協県支部長市、県簡水協会長市町、阪神水道企業団並びに前条の

各ブロック代表市町で構成する。 

３ 連絡会議は、前項の構成団体の申し出により、兵庫県が招集する。 

４ この協定に基づく応援活動のとりまとめ、調整、資料交換等の事務局は、兵庫県企業庁水道

課が担当する。 

 

（水道災害対策本部） 

第４条 県内及び他の都道府県において、水道災害が発生し、この協定に基づく相互応援活動を

実施する場合は、連絡会議を兵庫県水道災害対策本部（以下「対策本部」という。）に改組し、

災害発生に伴う情報収集、応急給水、応急復旧工事に関する連絡調整等必要な活動を行うもの

とする。 

２ 対策本部は、兵庫県企業庁に設置する。ただし、兵庫県企業庁が被災し、その業務を遂行す

ることができないときは、日水協県支部に設置する。 

３ 被災した市町又は水道事業体（以下「被災団体」という。）に災害対策基本法（昭和３６年法

律第２２３号）第２３条の規定による災害対策本部が設置され、水道事業に関する救助救援活

動その他必要な事項が円滑に遂行できるようになったときは、その事務を災害対策本部に引き

継ぐものとする。 

 

（応援内容） 

第５条 応援活動は、おおむね次のとおりとする。 

(1) 情報収集及び連絡調整 

(2) 応急給水作業 

(3) 応急復旧工事 

(4) 前各号に必要な資機材、車両等の拠出 

(5) 工事業者の斡旋 

(6) 前号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

２ 応援活動の調整は、対策本部において行う。この場合において、前項第２号に掲げる事項は
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兵庫県が、同項第３号に掲げる事項は日水協県支部が中心となって、その調整事務を行うもの

とする。 

 

（応援要請等） 

第６条 被災団体が応援を求めようとする場合は、所属するブロックの代表市町又は副代表市町

を通じて、兵庫県又は日水協県支部に必要な措置を要請するものとする。 

２ 前項の要請がない場合であっても、兵庫県、日水協県支部又は所属するブロックの代表市町

のいずれかが緊急に応援活動を行う必要があると判断したときは、この協定による要請があっ

たものとみなし、応援活動を行うことができる。 

３ 対策本部は、被災団体からの要請に基づいて、日水協県支部、県簡水協等と応援の調整を行

うとともに、各団体に応援要請を行うものとし、応援要請を受けた団体は極力これに応じ、応

援に努めるものとする。 

４ 他の都道府県等から応援を受け入れるとき、対策本部は速やかに応援に必要な調整を行い、

各団体に協力を求めるものとする。 

５ 他の都道府県等から応援の要請があった場合についても、この協定に基づき応援協力するも

のとする。 

 

（応援要請等） 

第７条 被災団体が応援要請しようとするときは、応援要請書により、次の事項を明らかにする

ものとする。ただし、そのいとまがない場合には、口頭、電話、電信等により要請を行い、後

に文書を速やかに提出するものとする。また、被災団体の判断により兵庫県又は日水協県支部

を通さず、応援要請を行った場合についても、同様に事後報告を行うものとする。 

(1) 災害の状況 

(2) 必要とする資機材、車両等の品目及び数量 

(3) 必要とする職員等の職種別人員 

(4) 応援場所及びその経路 

(5) 応援の期間 

(6) 前号に掲げるもののほか、必要な事項 

 

（物資等の携行） 

第８条 応援をする団体（以下「応援団体」という。）は、派遣する職員（以下「応援職員」とい

う。）に、災害の状況に応じ給水用具、作業工具、食料、衣類、資金等のほか、野外で宿泊でき

るようにテント、寝袋、携帯電灯、カメラ等を携帯させるものとする。 

２ 応援職員は、応援団体の名を表示する腕章等を着用するものとする。 

 

（資料の交換） 

第９条 各団体は、災害時における応援活動を円滑に行うため、次の各号に掲げる事項を毎年５

月末日までに兵庫県企業庁水道課に提出するものとする。ただし、第４号について変更が生じ

た場合には、その都度提出するものとする。 

(1) 連絡担当部課等 

(2) 応援体制 

(3) 応急備蓄資材保有状況 

(4) 前３号に掲げるもののほか、災害対応マニュアル、地図等災害対策に必要な資料 

２ 兵庫県企業庁水道課は、前項の調査事項をとりまとめ、速やかに整理の上、各団体に送付す

るものとする。 
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（訓練） 

第 10条 各団体は、この協定に基づく相互応援が円滑に行われるよう、必要に応じて訓練を実施

するものとする。 

 

（費用負担） 

第 11 条 第６条に規定する応援に要する費用は、法令その他別段の定めがあるものを除くほか、

次のとおりとする。 

(1) 応援に要した経費は、原則として、応援要請をした団体が負担する。 

(2) 応援資機材、車両等の調達その他これに関する経費は、応援要請をした団体が負担する。 

(3) 応援職員が応援活動により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、

応援団体の負担とする。ただし、被災地において、応援要請をした団体が応急治療をする場

合の治療費は、応援要請した団体の負担とする。 

(4) 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務の従事中に生じたも

のについては応援要請した団体が、応援要請をした団体への往復途中に生じたものについて

は、応援団体が、その賠償の責に任ずる。 

２ 前項各号の定めにより難いときは、各団体が協議して定めるものとする。 

 

（補則） 

第 12条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、その都度

協議して定めるものとする。 

 

（適用） 

第 13条 この協定は、平成１０年３月１６日から適用する。 

 

この協定の成立を証するため、本書３通を作成し兵庫県知事、各市町長、各水道企業団企業長、

日水協県支部長及び県簡水協会長が記名押印の上、兵庫県知事、日水協県支部長及び県簡水協会

長がその１通を保有し、他の市町長等はその写しを保有する。 

 

平成１０年３月１６日 
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兵庫・岡山両県境隣接市町村間における 
災害応急対策活動の相互応援に関する協定 
 

 兵庫県赤穂市、兵庫県赤穂郡上郡町、兵庫県佐用郡佐用町、兵庫県佐用郡上月町、兵庫県宍

粟郡千種町、岡山県備前市、岡山県和気郡日生町、岡山県和気郡吉永町、岡山県英田郡作東町、

岡山県英田郡大原町、岡山県英田郡東粟倉村、岡山県英田郡西粟倉村（以下「協定市町村」と

いう。）は、相互扶助の精神に基づき、災害応急対策活動の相互応援に関し、次のとおり協定

する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、兵庫県及び岡山県の県境に隣接する協定市町村の区域内において災害が

発生し、被災市町村では、十分な応急措置ができない場合に、相互に協力し、被災市町村の

応急対策を円滑に遂行するために必要な事項について定めるものとする。 

 

 （連絡担当部局） 

第２条 協定市町村は、相互応援のための窓口として、あらかじめ連絡担当部局を定めておく

ものとする。 

２ 連絡担当部局は、この協定に基づく応援の円滑化を図るため、災害が発生し、又は発生す

るおそれがある場合には、速やかに緊密な情報交換を行うものとする。 

 

 （応援の事項） 

第３条 応援の事項は、次のとおりとする。 

 (１) 応援対策に必要な資機材及び物資のあっせん又は提供 

 (２) 応急対策に必要な職員の派遣 

 (３) 被災者の受入れ 

 (４) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 

 

 （応援要請） 

第４条 応援を受けようとする市町村（以下「被応援市町村」という。）は、次の事項を明ら

かにして、他の協定市町村に対し、文書により要請を行うものとする。ただし、そのいとま

がない場合には、口頭又は電話等により要請を行い、後に文書を速やかに提出するものとす

る。 

 (１) 被害の状況 

 (２) 前条第１号に掲げる事項の応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等 

 (３) 前条第２号に掲げる事項の応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員 

 (４) 応援の場所及び応援場所への経路 

 (５) 応援を必要とする期間 

 (６) 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

 

 （応援の実施） 

第５条 協定市町村は、応援の要請があったときは、極力これに応ずるものとする。 

 

 （応援の自主出動等） 

第６条 応援をする市町村（以下「応援市町村」という。）は、激甚な災害が発生し、通信の

途絶等により被応援市町村と連絡がとれない場合には、第４条に定める応援要請を待たない

で、自主的な情報収集活動に基づいた独自の判断で必要な応援を行うことができる。この場
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合には、第４条に定める応援要請があったものとみなす。 

 

 （応援のため派遣された職員の指揮） 

第７条 応援のために派遣された職員は、被応援市町村長等の指揮の下に活動する。 

 

 （応援経費の負担） 

第８条 応援に要した経費は、原則として被応援市町村の負担とする。 

２ 被応援市町村が前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、被応援市町村から要

請があった場合には、応援市町村は当該経費を一時繰替支弁するものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか、経費負担等に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 （地域防災計画その他必要な資料等の交換） 

第９条 協定市町村は、非常の災害に備え地域防災計画を交換するほか、災害防止の方策につ

いて資料、情報等を相互に交換するものとする。 

 

 （他の協定との関係） 

第10条 この協定は、協定市町村が別に締結した災害時の相互応援に関する協定を排除するも

のではない。 

 

 （実施の細目） 

第11条 この協定の実施に関し必要な事項については、協定市町村が協議のうえ、別に定める

ものとする。 

 

 （補則） 

第12条 この協定に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、協定市町村が協議のう

え、決定するものとする。 

 

   附 則 

この協定は、平成８年８月１日から効力を生じるものとする。 

 

 この協定の成立を証するため本書１２通を作成し、協定市町村長記名押印のうえ、各１通を

保有する。 

 

 平成８年７月１日 

 

赤 穂 市 長  北 爪 照 夫     上 郡 町 長  福 井 一 則     

佐 用 町 長  衣 笠 徹 朗     上 月 町 長  石 堂 則 本     

千 種 町 長  小 原   朗     備 前 市 長  栗 山 志 郎     

日 生 町 長  田 原 隆 雄     吉 永 町 長  北 川 禎 昭     

作 東 町 長  江 見 晴 則     大 原 町 長  結 城 弘 志     

東粟倉村長  春 名   明     西粟倉村長  荻 原 賢 二 
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兵庫県自治体病院開設者協議会災害初動時相互応援協力に関する協定 
 

災害発生初動時における医療の果たす役割の重要性に鑑み、兵庫県自治体病院開設者協議

会に属する病院（以下「会員病院」という｡）は、災害が発生した直後に、被災した会員病

院独自では十分な医療活動ができない場合、その他の会員病院が、相互扶助精神に基づき、

速やかに応援協力することを目的として、次のとおり協定を締結する。 

 

（応援の範囲） 

第１条 この協定は、災害が発生した際の「初動時」における会員病院の基本的な相互応援

協力体制について定めることとする。 

 

（情報集約） 

第２条 被災地に隣接した会員病院を「情報集約担当病院」とする。 

２ 情報集約担当病院は、被災した会員病院及び被災地の被災状況について、情報収集・集

約に努めるとともに、総合調整担当病院に速やかに状況を報告するものとする。 

 

（総合調整） 

第３条 会長が開設する病院を「総合調整担当病院」とする。なお、その病院が被災した場

合は副会長が開設する病院を、さらにその病院が被災した場合はその他の理事が開設する

病院を「総合調整担当病院」とする。 

２ 総合調整担当病院は、会員病院へ必要な情報を提供するものとする。また、被災した会

員病院から応援要請があった場合、あるいは情報集約担当病院からの情報により、応援が

必要であると判断される場合、総合調整担当病院は、情報集約担当病院と協議のうえ、会

員病院に対し、速やかに被災した会員病院または被災地への応援を要請するものとする。 

 

（応援内容） 

第４条 応援内容は、次のとおりとする。 

（1）被災地への医療救護チームの派遣 

（2）被災した会員病院または被災地からの患者の受入れ 

（3）被災した会員病院への医師、看護婦等医療技術職員、事務職員の応援及び必要な応

急医薬品等の提供 

（4）その他災害初動時医療に関する必要な措置 

２ 前項（1）につき、医療救護チームは、医薬品、食料品及び宿泊等の準備をし、自己完

結型の応援体制に努めるものとする。 

 

（応援経費の負担） 

第５条 応援に要した経費の負担については、別途協議するものとする。 

 

（広域応援体制） 

第６条 災害が広域にわたる場合の応援体制については、兵庫県と別途調整するものとする。 

 

（その他） 

第７条 この協定の実施に関し、必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、別途協議し

て定めるものとする。 

 

第８条 この協定を証するため、本協定書を２５通作成し、各開役者は記名押印のうえ、各
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１通を保管する。 

 

付 則 

１ 被災した会員病院から、長期にわたる応援要請が生じた場合は、本協定の趣旨及び内容

を尊重のうえ、応援協力するものとする。 

２ この協定は、平成８年１月１７日から適用する。 

 

平成８年１月１６日 

 

兵庫県自治体病院開設者協議会会長 神戸市長 笹山幸俊 

兵庫県知事 貝原 俊民 

西宮市長  馬場 順三 

芦屋市長  北村 春江 

伊丹市長  松下 勉 

宝塚市長  正司 泰一郎 

川西市長  柴生 進 

三田市長  塔下 真次 

明石市長  岡田 進裕 

加古川市長 木下 正一 

西脇市長  石野 重則 

三木市長  加古 房夫 

高砂市長  大内 秀夫 

小野市長  廣瀬 博司 

加西市長  藤岡 重弘 

社町長   上石 勝己 

相生市長  藤田 義明 

赤穂市長  北爪 照夫 

神崎町長  足立 理秋 

御津町長  山下 昭三 

宍粟郡病院事務組合管理者 

古川 茂 

公立豊岡病院組合管理者 

今井 昌三 

香住町長  青山 幸男 

浜坂町長  中井 登 

公立八鹿病院組合管理者 

梅谷 肇 
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兵庫県自治体病院開設者協議会初動時相互応援協力に関する協定実施細目 
 

(趣旨) 

第１条 この実施細目は、兵庫県自治体病院開設者協議会災害時相互応援協力に関する協定

（以下｢協定｣という｡）第７条の規定に基づき、協定の実施に必要な事項を定めるものと

する。 

 

(情報集約担当病院) 

第２条 会員病院ごとに第１次情報集約担当病院及び第２次情報集約担当病院を定める。 

２ 災害が発生した場合、第１次情報集約担当病院が情報収集・集約の役割を担うものとす

るが、第１次情報集約担当病院が被災した場合は、第２次情報集約担当病院がその役割を

担うものとする。 

 

(総合調整担当病院) 

第３条 総合調整担当病院は、以下のとおりとする。 

(1)第１次総合調整担当病院……会長が開設する会員病院 

(2)第２次総合調整担当病院……第１次総合調整担当病院が被災した場合、副会長が開設

する会員病院 

(3)第３次総合調整担当病院……第１次及び第２次総合調整担当病院が被災した場合、東

播ブロックの理事の会員病院 

(4)第４次総合調整担当病院……第１次、第２次及び第３次総合調整担当病院が被災した

場合、但馬ブロックの理事の会員病院 

２ 情報集約担当病院は、上記第１次から第４次の順で、いずれかの総合調整担当病院に被

災状況を連絡するものとする。 

 

(応援要請の手続) 

第４条 応援を要請する会員病院は、口頭、電話または電信等により、下記の条項のうち、

把握できるものについて明らかにし、情報集約担当病院あるいは総合調整担当病院へ応援

要請するものとする。災害による通信手段等の遮断により、被災した会員病院からの応援

要請がなくても、応援が必要と判断される場合、情報集約担当病院は上記と同様の手段に

より、総合調整担当病院へ応援要請できるものとする。 

(1)被害の状況 

(2)必要な人員、医薬品等の数量及び内容 

(3)応援場所及び応援場所への経路 

(4)応援の期間 

(5)前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

 

(会員病院への応援要請) 

第５条 総合調整担当病院は、災害の状況に応じて、各ブロックの理事または監事の開設す

る会員病院に応援要請し、要請を受けた会員病院は、ブロック内の会員病院へ応援要請を

行うものとする。 

 

(応援の終了) 

第６条 本協定は災害初動時について定めているが、本協定による応援の終了は、総合調整

担当病院が、他の理事の会員病院と協議の上決することとし、その内容は速やかに会員病

院に連絡するものとする。 
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中国自動車道のうち兵庫県の区域における消防相互応援協定 
 

消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第 39条の規定に基づき、中国自動車道（以下「中国道」

という。）のうち、兵庫県の区域における消防及び救急業務（以下「消防業務等」という。）の実

施とその処理について、川西市、伊丹市、宝塚市、西宮市、三田市、神戸市、三木市、北はりま

消防組合、姫路市、西はりま消防組合（以下「市等」という。）の相互間において、次のとおり消

防相互応援協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、中国道のうち兵庫県の区域における消防業務等の円滑化をはかるため、市

等が相互に応援することを目的とする。 

（応援の種別及び方法） 

第２条 応援の種別及び方法は、次のとおりとする。 

（１）通常応援 

市等が、別表応援市等名の欄の区分に従い、同表応援区域の欄に掲げる区域内で発生した火

災又は救急事故等（以下「災害」という。）を覚知した場合（当該災害発生地を管轄する市等か

らの応援要請があった場合を含む。）に、消防隊又は救急隊（以下「消防隊等」という。）を出

動させる応援 

（２）特別応援 

市等が、中国道（この協定に定める応援区域に限る。）において前号に規定する通常応援では

対処することが出来ない災害が発生した場合に、当該災害発生地を管轄する消防長又は前号の

規定により応援出動した市等の消防長の要請により消防隊等を出動させる応援 

（応援の出動隊） 

第３条 前条各号の規定により応援出動する消防隊等は、原則として常備消防機関の消防隊等と

する。 

（特別応援の要請） 

第４条 第２条第２号に規定する特別応援の要請は、市等の消防本部を通じて行うものとする。 

（応援隊の指揮） 

第５条 応援出動した消防隊等の指揮は、災害発生地を管轄する市等の長の委任を受けた消防長

があたるものとする。 

（災害（救急事故を除く。）の事務処理） 

第６条 火災鎮火後の事務処理は、当該災害が発生した区域を管轄する消防本部が行うものとす

る。 

（救急事故の事務処理） 

第７条 救急事故の事務処理は、原則として当該救急事故を取り扱った消防本部が行うものとす

る。ただし、大規模な多重衝突事故、社会的に影響が大きな事故等については、当該救急事故

の発生した区域を管轄する消防本部が行うものとする。 

（応援に要する経費の負担） 

第８条 この協定に基づく応援経費の負担は、次の各号に掲げるところによる。 

（１）消防職員の公務災害補償 

地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）の規定に基づき応援市等が負担する。 

（２）車両及び機械器具等の燃料費等 

車両及び機械器具等の燃料費並びに現場活動中における故障又は小破損の修理費は、応援市

等が負担する。 

（３）旅費及び出動手当 

消防職員の旅費及び出動手当に要する費用は、応援市等が負担する。 

（４）化学消火薬剤費等 

化学消火薬剤費等は受援市等が負担する。 

（５）現場活動中において第三者に与えた損失補償 

現場において応援業務従事中に生じた第三者に対する損失の補償は、受援市等が負担する。 
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（６）交通事故による損害賠償等 

受援市等への往復途上における交通事故により自ら損害を被り、又は第三者に損害を与えた

場合の賠償等については、応援市等が負担する。 

２ 前項に定めるもののほか、必要な経費の負担については、応援市等と受援市等が協議するも

のとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度市等が協議のう

え定めるものとする。 

（委任） 

第 10条 この協定の実施要領その他必要な事項については、市等の消防長が協議して定めるもの

とする。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この協定は、平成 26年２月１日から実施する。 

（旧協定の廃止） 

２ 中国自動車道のうち兵庫県の区域における消防相互応援に関する協定（平成 23 年２月 23 日

締結）は廃止する。 

（経費負担） 

３ この協定の締結前に廃止前の中国自動車道のうち兵庫県の区域における相互応援協定に基づ

いて行った応援の経費の負担については、旧協定の例による。 

（保管） 

４ 本協定の成立を証するため、この協定書１０通を作成し、市等において各１通を保有する。 

 

平成 26年２月１日 

 

        川 西 市 長     大 塩 民 生 

 

        宝 塚 市 長     藤 原 保 幸 

 

        西 宮 市 長     河 野 昌 弘 

 

        三 田 市 長     竹 内 英 昭 

 

        神 戸 市 長     久 元 喜 造 

 

        三 木 市 長     薮 本 吉 秀 

 

        北はりま消防組合    安 田 正 義 

 

        姫 路 市 長     中 川 勝 正 

 

        西はりま消防組合    栗 原   一 
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別表（第２条関係） 

通常応援出動区分表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応援市町等名 応  援  区  域 

宝塚市 
下り線のうち宝塚市と西宮市の境界から西宮北インターチェンジまでの

区間 

西宮市 

上り線のうち西宮市と宝塚市の境界から宝塚インターチェンジまでの区

間及び下り線のうち西宮市と神戸市の境界から神戸三田インターチェン

ジまでの区間 

三田市 

上り線のうち神戸三田インターチェンジから西宮北インターチェンジま

での区間及び吉川ジャンクションの舞鶴若狭自動車道上り線から中国自

動車道上下線に通じるランプ出口までの区間 

神戸市 
下り線のうち神戸市と三木市の境界から吉川インターチェンジまでの区

間 

三木市 

上り線のうち三木市と神戸市の境界から神戸三田インターチェンジまで

の区間及び下り線のうち三木市と加東市の境界からひょうご東条インタ

ーチェンジまでの区間 

北はりま消防

組合 

上り線のうち加東市と三木市の境界から吉川インターチェンジまでの区

間及び下り線のうち滝野社インターチェンジから加西インターチェンジ

までの区間（加東市に係る区間を除く。） 

北はりま消防

組合 

上り線のうち加西インターチェンジから滝野社インターチェンジまでの

区間（加西市に係る区間を除く。）及び下り線のうち加西市と福崎町の境

界から福崎インターチェンジまでの区間 

姫路市 

上り線のうち福崎町と加西市の境界から加西インターチェンジまでの区

間及び下り線のうち姫路市と宍粟市の境界から山崎インターチェンジま

での区間 

西はりま消防

組合 

上り線のうち姫路市と宍粟市の境界から福崎インターチェンジまでの区

間 
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中国自動車道のうち兵庫県の区域における消防相互応援協定に基づく覚書 
 

中国自動車道のうち兵庫県の区域における消防相互応援協定第１０条の規定に基づき、川西市、

伊丹市、宝塚市、西宮市、三田市、神戸市、三木市、北はりま消防組合、姫路市、西はりま消防

組合（以下「市等」という。）の消防本部相互間において、次のとおり覚書を締結する。 

 

（通常応援の通報） 

第１条 消防本部は、協定第２条第１号に規定する通常応援に出動したときは、直ちにその旨を

応援を受けた消防本部（以下「受援消防本部」という。）へ通報するものとする。 

（特別応援の要請方法） 

第２条 協定第４条に規定する特別応援の要請は、次の各号に掲げる事項を明示して行うものと

する。 

（１）災害の種別、場所及びその概要 

（２）応援に必要な人員、機械器具及び消火薬剤 

（３）誘導員の配置状況 

（４）応援要請連絡担当者の所属及び氏名 

（５）その他応援要請に必要な事項 

（特別応援の通報） 

第３条 消防本部は、協定第２条第２号に規定する特別応援に出動したときは、直ちにその旨を

受援消防本部へ通報するものとする。 

（応援活動概要等の通知） 

第４条 応援を行った消防本部（以下「応援消防本部」という。）は、応援隊が帰署したときは、

すみやかに応援活動の概要を別記様式により、電話又はファクシミリで受援消防本部に通知す

るものとする。 

２ 応援消防本部は、救急事故を取り扱ったときは、必要に応じ関係各機関に連絡するものとす

る。 

（火災の処理結果の通報） 

第５条 応援消防本部は、火災の処理を行ったときは、火災報告取扱要領（平成６年４月 21日付

消防災第 100 号）に基づく所定の様式によるほか、火災調査上必要な事項について受援消防本

部に書面で通報するものとする。 

（医療機関） 

第６条 消防本部は、中国道における災害時の医療機関をあらかじめ選定し、その所在地等関係

事項を調査のうえ、相互に情報交換するものとする。 

２ 前項に規定する調査事項について変更がある場合は、その都度連絡するものとする。 

（協議） 

第７条 この覚書の実施に関し必要な事項は、市町等の消防長が協議して定める。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この覚書は、平成 26年２月１日から実施する。 

（旧覚書の廃止） 

２ 中国道のうち兵庫県の区域における消防相互応援に関する協定に基づく覚書（平成 19年５月

29日締結）は廃止する。 

（保管） 

３ 本覚書の成立を証するため、この覚書１０通を作成し、各消防本部において各１通を保有す

る。 

 

平成 26年２月１日 
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ガス漏れ及び爆発事故等の防災対策に関する覚書 
 

西はりま消防組合（以下「甲」という。）と大阪ガス株式会社兵庫導管部（以下「乙」という。）

は、相生市、たつの市、宍粟市、太子町、佐用町内におけるガス漏れ及び爆発事故等の災害（以

下「ガス漏れ事故等」という。）の発生防止と被害の軽減を図るため、情報収集体制等の基本的事

項について、次のとおり覚書を締結する。 

 

（目的） 

第１条 甲及び乙は、相互に協力し、ガス漏れ事故等の発生防止と被害の軽減を図るため、消防

法、ガス事業法その他関係法令に定めるところによるほか、情報収集体制及び防御活動上の初

動体制並びに事故処理体制等の基本的事項を定めて、相互の連携を保ちガス保安体制の強化を

図ることを目的とする。 

（防御活動上の初動体制の確保） 

第２条 乙は、ガス漏れ事故等の迅速かつ的確な処理を図るため、受付連絡体制の充実及び出動

区分の確率を図るほか、出動要員及び資器材の整備等防御活動上の初動体制の確保に努めるも

のとする。 

（情報収集と通報体制の確保） 

第３条 甲及び乙は、ガス漏れ事故等の発生または発生のおそれがある事態を覚知したときは、

直ちにその状況を調査、情報収集し、相互に通報する体制を確保するものとする。 

（事故処理体制の確保） 

第４条 ガス漏れ事故等の現場（以下「災害現場等」という。）における事故処理体制の確保につ

いては次によるものとする。 

（１） 乙は、現場到着の旨を速やかに甲に連絡するとともに緊密な連携を保ちつつ必要な処

置を行うものとする。 

（２） 乙は、災害現場等を検知し、災害防止のため必要な措置を講じるとともに甲にその状況

を逐次連絡しなければならない。 

（ガスの供給遮断） 

第５条 ガスの供給遮断については、乙の責任において乙が行うものとする。 

  ただし、緊急やむを得ないと認められる場合は、甲が乙に代わってガスの供給遮断を行うこ

とができるものとする。 

  甲がガスの供給遮断を行ったときは、直ちにその旨を乙に連絡するものとする。 

（地下街等のガスの供給遮断） 

第６条 消防法施行令（昭和３６年政令第３７号）第２１条の２第１項に定めるガス漏れ火災警

報設備を設置しなければならない対象物（以下「地下街等」という。）のガスの供給遮断は、乙

が行うものとする。 

  ただし、甲が乙に先行して災害現場等に到着し、広範囲にわたり多量のガス漏れがあり、緊

急やむを得ないと認められる場合は、甲が乙に代わってガスの供給遮断を行うことができるも

のとする。 

  甲がガスの供給遮断を行った場合は、直ちにその旨を乙に連絡するものとする。 

（ガスの供給再開） 

第７条 遮断後のガスの供給再開は、二次災害の発生防止を図るため、甲に連絡のうえ乙が行う

ものとする。 

（操作用具等の提供） 

第８条 乙は、甲が行うガスの供給遮断に必要な操作用具、操作マニュアル及び遮断弁の設置位

置図等をこうに提供するものとする。 

（資料の提供） 

第９条 乙は、ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）第３０条の規定に基づく保安規程その他

の資料で消防活動上必要なものをあらかじめ甲に提供するものとする。 

（地下街等の定期点検等の実施） 

第 10条 乙は、地下街等の定期点検の実施に当たっては、甲に事前に点検計画を連絡するととも
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に、甲が行う火災予防査察等について協力するものとする。 

（防災訓練の実施） 

第 11条 乙は、甲が行う地下街等のガス漏れ事故にかかわる防災訓練に際し、参加協力するもの

とする。 

（連絡会議の開催） 

第 12条 甲及び乙は、ガス漏れ事故等の発生防止及び被害の軽減等について情報を交換するほか、

必要な事項を協議するため適宜連絡会議を開催するものとする。 

（協議） 

第 13条 この覚書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度甲及び乙が協議

のうえ決定するものとする。 

（覚書の保管） 

第 14条 この覚書の成立を証するため、本書２通を作成し、双方記名押印のうえ、各１通を保管

するものとする。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この覚書は、平成 26年１月１日から実施する。 

 

平成 26年１月１日 
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兵庫県広域消防相互応援協定 
 

（目的） 

第１条 この協定は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 39 条の規定に基づき、兵庫県下

の市町、消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合（以下「市町等」という。）相互の消

防広域応援体制を確立して、大規模又は特殊な災害（以下「大規模災害等」という。）に対処す

ることを目的とする。 

（地域区分） 

第２条 兵庫県下を次の地域に区分するものとする。 

(1) 阪神地域 

  尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、篠山市、丹波市及び猪名川町 

(2) 神戸地域 

  神戸市 

(3) 東播地域 

  明石市、淡路広域消防事務組合、加古川市、北はりま消防組合、三木市、高砂市及び、小野

市 

(4) 西播地域 

  姫路市、西はりま消防組合及び赤穂市 

(5) 但馬地域 

豊岡市、南但広域行政事務組合及び美方郡広域事務組合 

（災害種別及び規模） 

第３条 この協定において、大規模災害等とは次の各号に掲げるもののうち、応援活動を必要と

するものをいう。 

(1) 大規模林野火災、高層建築物火災、危険物火災その他特殊火災 

(2) 地震、風水害その他大規模な自然災害 

(3) 航空機事故及び列車事故等で、大規模又は特殊な救急・救助事故 

(4) 毒性物質、生物剤、放射性物質に係る事故による災害 

（応援の種別） 

第４条 応援の種別は、次のとおりとする。 

 (1) 地域内応援 

  第２条に規定する地域内の市町等に対する応援 

(2) 県内応援 

  前号に規定する地域以外の市町等に対する応援 

（応援要請の手続） 

第５条 応援要請は、被災した場所を管轄する市町等（以下「被災地」という。）の消防長が行う

ものとする。ただし、災害の規模等により被災地の消防長の要請を待たずに応援出動した場合

には、要請があったものとみなす。 

２ 要請は、被災地の消防長が、あらかじめ定められた地域の代表消防本部を通じて、応援を求

めようとする市町等の消防長に対し、電話、ファクシミリ又は兵庫県衛星通信ネットワークに

より行うものとする。 

３ 応援の要請に際しては、次の各号に定める事項を連絡するものとする。 

(1) 災害の発生場所及び概要 

(2) 必要とする車両、人員及び資機材 

(3) 集結場所及び活動内容 

(4) その他必要事項 

４ 応援要請を行った市町等は、その旨を兵庫県消防主管課に対して通報するものとする。 

（応援隊の手続） 

第６条 前条の規定により応援要請を受けた市町等の消防長は、応援を行うことが可能と判断し

た場合は、被災地の消防長に対してその旨を連絡するものとする。 
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（応援の中断） 

第７条 応援を行った市町等（以下「応援市町等」という。）に応援隊を帰還させるべき特別の事

態が生じた場合においては、応援市町等は、応援を受けた市町等（以下「受援市町等」という。）

と協議のうえ応援を中断することができるものとする。 

（応援隊の指揮） 

第８条 応援隊は、消防組織法第 47条の規定に基づき、受援市町等の長の指揮の下に行動するも

のとする。 

（応援経費） 

第９条 この協定に基づく応援に要する経費の負担は、次の各号に定めるところによるものとす

る。 

(1) 応援市町等において負担する経費 

ア 公務災害補償に要する経費 

イ 旅費及び出動手当 

ウ 受援市町等との間の移動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等 

エ 被服の損料等 

  オ 上記以外の人件費その他の経費 

(2) 受援市町等において負担する経費 

  ア 応援活動中に調達した車両及び機械器具の燃料費 

  イ 宿泊費及び食料費 

  ウ 当該応援のために特別に必要になった車両及び機械器具の修理費 

  エ 賞じゅつ金、賞慰金 

  オ 応援活動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等（応援市町等に対して当該損害

を対象として保険金等が支払われる場合には、当該保険金等の額を控除した額）ただし、

応援市町等の故意又は重大な過失に基づく損害賠償に要する経費は応援市町等の負担とす

る。 

カ 化学消火薬剤等の資機材費 

２ 本条において、受援市町等において負担する経費については、応援市町等は特段の事情がな

い限り、部隊の帰庁後 3ヶ月以内に別記様式により請求するものとする。 

（消防航空応援） 

第 10 条 消防航空機の応援を要請する場合は、消防組織法第 43 条に基づき、別に定める要綱に

よるものとする。 

（協議） 

第 11条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、そのつど市町等が協議の

うえ決定するものとする。 

（委任） 

第 12条 この協定の実施に関し、必要な事項については市町等の消防長等が協議して定めるもの

とする。 

（実施期日） 

第 13条 この協定は、平成 19年６月 29日から実施する。 

 

附 則 

１ 兵庫県広域消防相互応援協定（平成 24年３月 27日締結）は、廃止する。 

２ 本協定の成立を証するため、協定書 24通を作成し、市町等において記名押印のうえ、各１通

を保有するものとする。 

 

 平成 25年 10月 23日 
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兵庫県広域消防相互応援覚書 
 

第１章 総則 

第２章 応援要請 

第３章 応援消防本部の任務 

第４章 指揮活動等 

第５章 活動の終了 

第６章 雑則 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この覚書は、兵庫県広域消防相互応援協定（平成 19 年６月 29 日締結。以下「協定」と

いう。）第 12条の規定に基づき、消防相互応援について必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この覚書における用語の定義は協定に定めがあるものを除き、次の各号のとおりとする。 

(1) 県下広域応援 

大規模災害等が発生した市町等の消防本部が行う消防活動を支援するために行う、協定第４

条に定める応援活動をいう。 

(2) 県下広域応援部隊 

応援消防本部が県下広域応援のため、大規模災害等が発生した市町等へ派遣する部隊をいう。 

 (3) 代表消防本部 

兵庫県下消防長会の会長消防本部をいう。 

(4) 代表代行消防本部 

代表消防本部に事故ある時に、その任務を代行する消防本部をいう。 

(5) 地域別代表消防本部 

協定第２条各号に定める地域を代表する消防本部をいう。 

(6) 地域別代表代行消防本部 

地域別代表消防本部に事故ある場合に、その任務を代行する消防本部をいう。 

（代表消防本部等） 

第３条 代表消防本部、代表代行消防本部、地域別代表消防本部及び地域別代表代行消防本部は、

別表１に定めるとおりとする。 

（平常時の任務） 

第４条 平常時においては、代表消防本部は兵庫県消防主管課（以下「兵庫県」という。）及び地

域別代表消防本部と、地域別代表消防本部は代表消防本部及び地域内消防本部と、それぞれ連

絡、調整及び情報交換に努めるものとする。 

（情報連絡先等の交換） 

第５条 各消防本部は、大規模災害等の発生に関し、的確な県下広域応援を実施するため、あら

かじめ別表２及び別表３に定める情報連絡先等を交換しておくものとする。なお、情報連絡先

等に変更が生じた場合は、速やかに地域別代表消防本部を通じて各消防本部に連絡するものと

する。 

第 2章 応援要請 

（県下広域応援の早期要請） 

第６条 各消防本部は、災害が発生した時は、初動時における情報収集体制の強化に努め、被害

の甚大性が見込まれる場合には、地域別代表消防本部又は代表消防本部と協議するとともに、

早期に県下広域応援を要請すること。 

（応援要請の通知） 

第７条 協定第５条に定める応援要請の通知は、電話による口頭要請の後、ファクシミリ等によ

り様式第１号(消防応援要請書）を送付するものとする。 

（応援要請の方法等） 

第８条 応援要請の方法等については、次のとおりとする。 
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 (1) 地域内応援 

被災地を管轄する消防本部（以下「被災地消防本部」という。）から自消防本部の所属する地

域別代表消防本部を通じて他の地域内消防本部に対して行うものとし、要請を受けた地域別代

表消防本部は、地域内の消防本部に対して応援要請を行うとともに、地域内応援要請があった

旨を代表消防本部に連絡するものとする。 

(2) 県内応援 

被災地消防本部の属する地域別代表消防本部を通じて代表消防本部に対して行うものとし、

代表消防本部は、他の地域別代表消防本部を通じて各消防本部に応援要請を行うとともに、兵

庫県に対して連絡するものとする。 

２ 県下広域応援以前に隣接市町等との間における相互応援協定に基づき応援活動を行っていた

場合又は、地域内応援により応援活動を行っていた後に県内応援が要請された場合は、それ以

前の要請は切り替えられたものとみなす。 

（派遣の決定） 

第９条 応援要請を受けた消防本部は、特段の事情がない限り求めに応じなければならない。 

２ 県下広域応援部隊を派遣する消防本部は様式第２号（消防応援派遣決定通知書）により、地

域内応援にあっては地域別代表消防本部へ、県内応援にあっては代表消防本部（地域別代表消

防本部経由）を通じて受援側消防本部へ通知するものとする。 

３ 応援出動を行う各隊は、自己完結型の活動を心がけ、必要資機材及び物品を携行するものと

する。 

第３章 応援消防本部の任務 

（受援側地域別代表消防本部の任務） 

第 10条 受援側地域別代表消防本部の任務は次の各号に定めるものとする。 

(1) 受援消防本部との応援要請の連絡、調整に関すること。 

(2) 代表消防本部との連絡及び情報交換に関すること。 

(3) 地域内応援時における県下広域応援部隊の活動管理及び受援消防本部の指揮支援に関する

こと。 

(4) 県内応援時において、代表消防本部が行う受援消防本部の指揮支援の補佐に関すること。 

(5) その他必要な事項 

２ 前項において、地域別代表消防本部が受援消防本部となり、受援側地域別代表消防本部とし

ての任務の遂行が困難な場合は、受援側地域別代表代行消防本部が前各号の任務を行うものと

する。 

（応援側地域別代表消防本部の任務） 

第 11条 応援側地域別代表消防本部の任務は次の各号に定めるものとする。 

(1) 受援側地域別代表消防本部との応援要請の連絡、調整に関すること。 

(2) 地域内消防本部との派遣部隊の調整に関すること。 

(3) 応援要請及び情報伝達の中継に関すること。 

(4) 地域内応援部隊の活動の管理に関すること。 

(5) その他必要な事項 

（代表消防本部の任務） 

第 12条 代表消防本部の任務は次の各号に定めるものとする。 

(1) 応援側地域別代表消防本部及び受援側地域別代表消防本部との派遣部隊の調整に関するこ

と。 

(2) 応援要請及び情報伝達の中継に関すること。 

(3) 兵庫県及び総務省消防庁との連絡及び情報交換に関すること。 

(4) 県内応援時における応援部隊の活動の管理及び受援側地域別代表消防本部と連携しての受

援消防本部の指揮支援に関すること。 

(5) その他必要な事項 

２ 前項において、代表消防本部が受援消防本部となり、代表消防本部としての任務の遂行が困

難な場合は、代表代行消防本部が前各号の任務を行うものとする。 
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第 4章 指揮活動等 

（応援隊調整本部の設置） 

第 13条 受援消防本部は、県下広域応援を要請した場合、県下広域応援部隊が迅速かつ的確に活

動できるよう、応援隊調整本部を設置するものとする。 

２ 応援隊調整本部の構成員は、原則として受援消防本部消防長の委任を受けた者、受援側地域

別代表消防本部の派遣職員、代表消防本部の派遣職員、兵庫県派遣職員その他必要な者とし、

受援消防本部消防長の委任を受けた者を本部長とする。この場合において、応援隊調整本部は、

兵庫県、代表消防本部及び次条の後方支援本部等と連携し、次の事務をつかさどるものとする。 

 (1) 県下広域応援部隊の部隊配備に関すること。 

 (2) 関係機関との連絡調整に関すること。 

 (3) 各種情報の集約・整理に関すること。 

 (4) 県下広域応援部隊の後方支援に関すること。 

 (5) その他必要な事項 

（後方支援本部の設置） 

第 14条 県下広域応援部隊を出動させた消防本部は、出動部隊の活動を支援するため、地域別代

表消防本部に後方支援本部を設置するものとする。 

２ 後方支援本部は、当該地域内又は県内各消防本部との連絡調整を行うとともに、出動部隊の

活動支援を行うものとする。 

（県下広域応援部隊の指揮） 

第 15条 県下広域応援部隊は、受援市町等の長又はその委任を受けた消防長（以下「指揮者」と

いう。）の指揮の下に活動するものとする。 

２ 地域内応援時においては、受援側地域別代表消防本部の指揮者は指揮者を補佐し、その指揮

の下で、県下広域応援部隊の活動の管理を行うものとする。 

３ 県内応援時においては、代表消防本部の指揮者は指揮者を補佐し、その指揮の下で、県下広

域応援部隊の活動の管理を行うものとする。この場合においては、受援側地域別代表消防本部

の指揮者は、代表消防本部の指揮者を補佐することとする。 

（部隊の単位） 

第 16 条 部隊の単位は１隊を１小隊とし、２隊以上の場合は地域別ごと「（阪神・神戸・東播・

西播・但馬）中隊」又は消火、救助、救急等の任務ごと「（消火・救助・救急等）部隊」に編成

するものとし、それぞれに中隊長をおくものとする。また、単一の消防本部から２隊以上の部

隊を派遣する場合は、消防本部指揮者を派遣するものとする。 

２ 中隊長は、地域別ごとに編成する場合は各地域別代表消防本部から、任務ごとに編成する場

合の消火中隊長は明石市消防本部から、救助中隊長は西宮市消防局から、救急中隊長は姫路市

消防局から、それぞれ指名するものとする。 

（通信連絡体制） 

第 17条 県下広域応援部隊に係る通信連絡体制は、原則として次により行うものとする。 

 (1) 応援隊調整本部と各中隊長相互間の通信は、県内共通波を使用する。 

 (2) 同一消防本部間における小隊相互間の通信は、それぞれの市町村波を使用する。 

 (3) 指揮系統を複数に分離する必要がある場合には、全国共通波２(148.75MHｚ)又は全国共通

波３(154.15MHｚ)のいずれかから消防力の配置及び活動状況に応じて使用チャンネルを指定

する。 

（部隊の交代） 

第 18条 派遣部隊の交代は、原則として、地域を単位として行うこととする。 

（活動報告等） 

第 19条 各中隊長は、災害状況、活動状況及びその他必要な事項を、応援隊調整本部に適宜報告

するものとする。 

第 5章 活動の終了 

（現場引き揚げ） 

第 20条 県下広域応援部隊の現場引き揚げは、受援消防本部の消防長の指示によるものとする。 

２ 第 15条第２項または第３項に定める県下広域応援部隊の指揮者は、受援消防本部の消防長に
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対して次の事項を報告した後、引き揚げるものとする。 

(1) 部隊の活動概要（場所、時間、隊数等） 

(2) 活動中の異常の有無 

(3) 隊員の負傷の有無 

(4) 車両、資機材等の損傷の有無 

(5) その他必要な事項 

（帰署（所）報告） 

第 21条 部隊が帰署（所）したとき、当該部隊の属する消防本部は、様式第３号（応援活動即時

報告書）により、速やかに受援消防本部、代表消防本部及び兵庫県に連絡するものとする。 

第６章 雑則 

（協議） 

第 22条 この覚書に定めのない事項又は疑義を生じたときは、その都度協議して定めるものとす

る。 

 

附 則 

１ この覚書は、平成 25年 10月 23日から施行する。 

２ 兵庫県広域消防相互応援覚書(平成 24年８月 28日)は、廃止する。 

３ この覚書の成立を証するため、本書 24通を作成し、各消防本部において各１通を保有するも

のとする。 

 

平成 25年 10月 23日 

181



災害時におけるチェンソー等防災資機材の提供に関する協定 
 

 宍粟市内に大規模な震災、火災等が発生した場合（以下「災害時」という。）のチェンソー等

防災資機材（以下「破壊工具等」という。）の提供について、西はりま消防組合（以下「甲」と

いう。）と宍粟森林組合（以下「乙」という。）は、次のとおり協定を締結する。 

 

 （提供の協力要請） 

第１条 甲は、災害時において、現場等で破壊工具等が不足して必要な場合、乙に対して破壊工

具等の提供の協力を要請することができる。 

 （提供の協力） 

第２条 乙は、前条の要請があった場合、業務に支障がない限り、破壊工具等の提供の協力を行

うものとする。 

 （協力要請の方法） 

第３条 破壊工具等の提供協力の要請は、甲が乙に対して電話等により、次の事項を明確にして

要請を行うものとする。 

 (１)災害の概況 

 (２)破壊工具等の提供場所 

 (３)必要とする破壊工具数 

 (４)その他必要な事項 

 （提供協力の決定通知等） 

第４条 乙は、前条の要請を受けたときは速やかに提供の可否を決定し、甲に対して提供の可否

及び提供できる場合は破壊工具数を電話等により通知するとともに、指定された場所に破壊工

具を提供するものとする。 

 （指揮） 

第５条 破壊工具等の搬送に従事する者は、提供場所の現場消防隊の指揮者の指示を受け、これ

に従って破壊工具等を提供するものとする。 

 （経費負担） 

第６条 この協定書に基づく、破壊工具等の提供に要した経費は、原則として乙の負担とする。

但し、甲・乙が予見することができない事態が発生したことにより要した経費の負担について

は、甲と乙が協議して決定する。 

 （事故の補償） 

第７条 この協定書に基づく、破壊工具等の搬送中に事故が発生した場合の当該搬送従事者、第

三者その他の者に対する補償については、甲と乙が協議の上その負担者を決定する。但し、破

壊工具等の搬送に従事する者の過失により事故が発生した場合については、乙の負担とする。 

 （合同訓練） 

第８条 乙は、災害時における相互の連携を図るため、甲からの要請があった場合には、甲の行

う訓練に参加するよう努めるものとする。 

 （破壊工具等の種類） 

第９条 破壊工具は、チェンソー、手引きノコギリ、ナタとする。 

 （その他） 

第10条 この協定書に定めのない事項、又は疑義が生じた事項については、甲と乙が協議して決

定するものとする。 

 

 この協定書の成立を証するため、本書２通を作成し甲、乙が各１通を保有するものとする。 

 

 平成25年４月１日 
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災害時における破壊工具等の提供一覧 

支所名 所在地 
電話番号 

（夜間） 
提供資機材 

宍粟森林組合 

山崎支所 

山崎町鹿沢 

７９－３６ 
６２－２１８４ 

チェンソー ５基 

ノコギリ  ５丁 

ナタ    ５丁 

 

宍粟森林組合 

一宮支所 

一宮町安積 

１０１１－２５ 
７２－１００９ 

チェンソー ５基 

ノコギリ  ５丁 

ナタ    ５丁 

 

宍粟森林組合 

波賀支所 

波賀町上野 

２１１－１ 
７５－２１２２ 

チェンソー ５基 

ノコギリ  ５丁 

ナタ    ５丁 

 

宍粟森林組合 

千種支所 

千種町岩野辺 

１９５０－５１ 
７６－３１７７ 

チェンソー ５基 

ノコギリ  ５丁 

ナタ    ５丁 
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災害時における燃料の優先供給に関する協定 
 

宍粟市内で大規模な地震・火災及びその他の災害が発生した場合（以下「災害時」とい

う。）の消防車・救急車等の消防用車両（以下「消防車等」という。）への燃料の優先供給に

ついて、西はりま消防組合と（以下「甲」という。）兵庫県石油商業組合宍粟支部（以下

「乙」という。）は、次のとおり協定を締結する。 

 

（備蓄の確保） 

第１条 乙は、災害時において、甲の消防車等に燃料を供給するために組合員の給油所におい

て下記の備蓄燃料を確保するものとする。 

油種 備蓄数量 
ガ ソ リ ン 

軽  油 

混 合 油 

３０，０００ リットル 

３０，０００ リットル 

５，０００ リットル 

 

（優先供給） 

第２条 乙に加盟する給油所は、災害時において、甲からの申し入れがあれば他の車両等に優

先して、甲の消防車等に燃料を供給するものとする。 

（燃料の搬送） 

第３条 乙に加盟する給油所は、災害時において、甲からの申し入れがあれば、災害現場等に

タンクローリー等により燃料を搬送し、消防車等に供給するものとする。 

 （他の消防車等への準用） 

第４条 乙に加盟する給油所は、甲からの申し入れがあれば甲以外の消防機関の消防車等に対

して、第２条及び第３条の規定を準用して燃料を供給するものとする。 

 （支払の方法） 

第５条 この協定に基づいて、甲が乙に加盟する給油所より供給を受けた燃料代金の支払いに

ついては、後日精算して支払うものとし、第４条の規定により甲以外の消防機関が乙に加盟

する給油所より供給を受けた燃料代金の支払いについても同様とする。 

 （その他） 

第６条 この協定書に定めのない事項、又は疑義が生じた事項については、甲と乙が協議して

決定するものとする。 

 

この協定書の成立を証するため、本書２通を作成し甲、乙が各１通を保有するものとする。 

 

平成25年４月１日 
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 給油依頼業者一覧 

町 給油所名 住所 電話 

山 

 

 

 

崎 

 

 

 

町 

  (株)ＪＡドリーム 

  庄石油店 

  田渕石油 

  (株)田路石油 

  (株)平田石油 

  (有)平野石油 

  (有)フナビキ石油国道 

  (有)フナビキ石油旧道 

  (株)本條商店山崎南 

  (株)本條商店山崎北 

  (株)本條商店山崎西 

  三輪石油販売(株)山崎 

  三輪石油販売(株)田井 

  森辻石油 

  山崎ホンダ石油(株) 

  (有)志水礦油店田井 

  山崎町今宿１００１－１ 

        市場２８８－１ 

        山田２０８ 

     五十波１０１８－１ 

     庄能１３５－１ 

     上牧谷１０２４－１ 

     須賀沢１１５０ 

     須賀沢２４０－４ 

     船元２４０－１ 

     三津３６０－１ 

     中井９６－７ 

     今宿１３０－１ 

     田井５８４－１ 

     上ノ下２４２－１４ 

     船元１８１－１ 

     田井５０４－１ 

６２－２５３７ 

６２－２５６６ 

６２－０３０３ 

６２－５０５５ 

６２－０２３３ 

６５－０４４５ 

６２－４８９１ 

６２－０４２１ 

６２－０６５７ 

６２－２２１０ 

６２－４３２１ 

６２－１７７０ 

６２－４６９６ 

６５－０３６６ 

６２－０９３９ 

６２－０５４７ 

一 

 

宮 

 

町 

  安黒石油 

  (有)一宮産業 

  (有)志水礦油店 

  (有)中岡礦油店 

  中村鉱油(株)伊和 

  ＪＡハリマ安積 

  ＪＡハリマ福野 

  一宮町安黒３３２ 

     上岸田１７１ 

     東市場４１０－１ 

     福知１１１－３ 

     伊和６０６ 

        安積４１０－１ 

     福知１３６－１ 

７２－０２３５ 

７４－０１４３ 

７２－０２６７ 

７４－１５８０ 

７２－０５７５ 

７２－２３７７ 

７２－１５１５ 

波 

賀 

町 

  (株)共栄石油 

  寄川石油 

 

  波賀町安賀２５３－３ 

     安賀５２８－１ 

 

７５－２１４０ 

７５－２０７５ 

 

千 

種 

町 

  小野商会 

  柳谷自動車鉱油 

  ＪＡハリマ千種 

  千種町千草６９８ 

     黒土１１４ 

     黒土９５－３ 

７６－２１６６ 

７６－２１０２ 

７６－３３４８ 
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災害時における消防用水等の搬送に関する協定 
 

 宍粟市内に大規模な震災、火災等が発生した場合（以下「災害時」という。）の消防用水

又はその他の雑用水（以下「消防用水等」という。）の搬送について、西はりま消防組合

（以下「甲」という。）と山崎生コン株式会社・大西建材株式会社・田中工業株式会社・株

式会社岸本組・宮本建材（以下「乙」という。）は、次のとおり協定を締結する。 

 

 （搬送の協力要請） 

第１条 甲は、災害時において、現場等で消防用水等が不足して補給が必要な場合、乙に対

し消防用水等のミキサー車による搬送の協力を要請することができる。 

 （搬送の協力） 

第２条 乙は、前条の要請があった場合、業務に重大な支障がない限り、消防用水等の搬送

の協力を行うものとする。 

 （協力要請の方法） 

第３条 消防用水等の搬送協力の要請は、甲が乙に対し電話等により、次の事項を明確にし

て要請を行うものとする。 

  (１)災害の概況 

  (２)消防用水等の取水場所及び搬送場所 

  (３)必要とする車両台数 

  (４)その他必要な事項 

 （搬送協力の決定通知等） 

第４条 乙は、前条の要請を受けたときは速やかに出動の可否を決定し、甲に対して出動の

可否及び出動できる場合は車両台数を電話等により通知するとともに、指定された場所に

ミキサー車を出動させるものとする。 

 （指揮） 

第５条 消防用水等の搬送に従事する者は、取水場所、搬送中及び搬送場所においては現場

消防隊の指揮者の指示を受け、これに従って消防用水等を搬送するものとする。 

 （経費負担） 

第６条 この協定書に基づく、消防用水等の搬送に要した経費は、原則として乙の負担とす

る。ただし、甲乙が予見することができない事態が発生したことにより要した経費の負担

については、甲と乙が協議して決定する。 

 （事故の補償） 

第７条 この協定書に基づく消防用水等の搬送中に事故が発生した場合の当該搬送従事者、

第三者その他の者に対する補償については、甲と乙が協議のうえその負担者を決定する。

ただし、消防用水等の搬送に従事する者の過失により事故が発生した場合については、乙

の負担とする。 

 （合同訓練） 

第８条 乙は、災害時における相互の連携を図るため、甲からの要請があった場合には甲の

行う訓練に参加するよう努めるものとする。 

 （その他） 

第９条 この協定書に定めのない事項、又は疑義が生じた事項については、甲と乙が協議し

て決定するものとする。 

 この協定の成立を証するため、協定書６通を作成し甲と乙は記名押印のうえ各１通を保有

するものとする。 

 

平成25年４月１日 
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消防用水等搬送依頼業者一覧 

業者名 所在地 
電話番号 

（夜間） 
保有台数 

山崎生コン(株) 山崎町千本屋１３５ 
６２－２７７７ 

（62-0393） 

１０トン車１４台 

（１台 5.0㎥） 

 ５トン車 １台 

（１台 3.0㎥） 

 ４トン車 ５台 

（１台 2.0㎥） 

田中工業(株) 山崎町船元１５ 
６２－４１１６ 

（62-3839） 

１０トン車 ６台 

（１台 5.0㎥） 

５トン車 １台 

（１台 3.0㎥） 

４トン車 ３台 

（１台 2.0㎥） 

(株)岸本組 一宮町安積１４００－８ 
７２－０２８２ 

（72-1028） 

１０トン車 ７台 

（１台 5.0㎥） 

４トン車 ５台 

（１台 2.0㎥） 

宮本建材 千種町黒土２４－１ 
７６－３０２６ 

（76-2639） 

７トン車 １台 

（１台 4.0㎥） 

５トン車 ２台 

（１台 3.0㎥） 

４トン車 １台 

（１台 2.0㎥） 
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消防業務の相互応援に関する協定（鳥取県東部） 
 

 消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 39 条の規定に基づき、鳥取県東部広域行政管理組合

（以下「甲」という。）と西はりま消防組合（以下「乙」という。）との間に消防相互応援に関

し、次のとおり協定を締結する。 

 なお、この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙が記名押印のうえ各１通を保有

する。 

 

 平成 25年４月１日 

 

 

（目 的） 

第１条 この協定は、甲若しくは乙の管轄する区域又は兵庫県及び鳥取県の県境並びに戸倉トン

ネル内（以下「県境トンネル等」という。）において火災その他の災害又は救急業務等を必要

とする事態（以下「非常災害等」という。）が発生した場合に、甲乙相互の消防力を活用して

応急対策の万全を期することを目的とする。 

（応援の種別） 

第２条 この協定による応援は、次に掲げるとおりとする。 

（１）特別応援  要請に基づいて出場する応援をいう。 

（２）普通応援  要請を待たずに出場する応援をいう。 

（応援の要請） 

第３条 応援の要請は、非常災害等が発生した場所を管轄する組合（以下「受援側」という。）

の消防庁が応援を行う組合（以下「応援側」という。）の消防長に対して行なうものとする。 

（応援の方法） 

第４条 応援側の消防長が前条に定める応援の要請を受けたときは、応援の程度を決定のうえ、

消防隊及び救急隊（以下「応援隊」という。）を出場させるものとする。 

２ 前条の規定にかかわらず、甲及び乙は、県境トンネル等において相手方所轄地域で非常災害

等が発生したことを覚知したときは相手方をすることができる。この場合の応援は、応援の要

請に基づいて行ったものとみなす。 

（応援の手続き） 

第５条 受援側の消防長は、応援の要請をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を電話等

により応援側の消防長に通報し、必要があると認めるときは、事後速やかに文書を提出するも

のとする。 

（１）災害及び傷病の状況 

（２）応援を要する日時、場所及び活動概要、並びに人員、機械資器材等必要なものの数量 

（３）その他必要な事項 

（相互通報） 

第６条 甲及び乙は、県境トンネル等において相手方所轄地域で非常災害等が発生したことを覚

知した場合には相手方に直ちに通報するものとする。 

（指 揮） 

第７条 応援隊は、受援側の現場最高指揮者の指揮のもとに行動するものとする。 

２ 県境トンネル等で非常災害等が発生した場所の甲又は乙の所轄が明らかでない場合には、甲

及び乙の現場最高指揮者の協議により指揮者を定めるものとする。 

（応援経費の負担） 

第８条 この協定に基づく応援経費は、次の各号に定めるところにより負担する。 

（１）応援隊の職員の旅費、出場手当及び被服の損料並びに機械器具の燃料及び小破損の修理費
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は、応援側の負担とする。 

（２）機械器具の大破損の修理費及び化学消火に要した薬剤費は、受援側の負担とする。 

（３）応援隊の職員が応援業務に従事中、第三者に損害を与えた場合の補償費は、受援側の負担

とする。ただし、非常災害等の発生地への往復途上に生じたものについては、この限りでは

ない。 

（４）応援隊の職員が応援業務に従事中、公務災害を受けた場合は、地方公務員災害補償法（昭

和 42年法律第 121号）の規定に基づき処理する。 

（５）応援隊の職員の賞じゅつ金等の給付は、応援側の条例を適用し、受援側の負担とする。 

２ 前項以外の経費又は前項各号の定めにより難いときは、甲及び乙の管理者が協議のうえ定め

るものとする。 

（協 議） 

第９条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた場合は、その都度、甲及び乙の管理者が協

議のうえ、決定するものとする。 

（委 任） 

第 10条 この協定の実施要領、その他必要な細目については、甲及び乙の消防長が協議して別に

定めるものとする。 

 

附 則 

この協定は、平成 25年４月１日から施行する。 

 

 

 

消防業務の相互応援に関する覚書（鳥取県東部） 
 

（趣旨） 

第 1条 この覚書は、平成 25年 4月 1日付けで鳥取県東部広域行政管理組合と西はりま消防組合

（以下「協定市」という。）が締結した消防相互応援協定（以下「協定」という。）第 10条に

基づき、協定の実施細目について必要な事項を定めるものとする。 

 

（応援要請） 

第 2条 協定第 3条の規定に基づく応援要請は、応援を要請する組合（以下「受援側」という。）

の消防長が応援の要請を受ける組合（以下「応援側」という。）の消防長に対して電話等によ

り口頭で行い、次の各号に掲げる事項を明示するものとする。 

(1) 火災又は救急救助事故の発生場所及び概要 

(2) 必要とする車両、人員及び資機材 

(3) 集結場所及び活動内容 

(4) その他必要な事項 

２ 前項の応援要請は、鳥取県東部広域行政管理組合消防局警防課及び西はりま消防組合宍粟消

防署警防課を通じて行うものとする。 

（応援の報告） 

第 3 条 協定第４条第１項に規定する応援隊（以下単に「応援隊」という。）の長は、現場に到

着したときは、受援側の現場最高指揮者（以下「指揮者」という。）にその旨を報告しなけれ

ばならない。 

２ 応援隊の長は、現場を引き揚げるときは、応援活動の概要その他必要な事項を指揮者に報告

するものとする。 
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（応援の通知） 

第４条 応援側の消防長は、応援隊が帰庁した後速やかに、出動した人員、車両等の概要を別記

様式により受援側の消防長に通知するものとする。 

（協議） 

第５条 この覚書に定めない事項又は疑義が生じたときは、甲及び乙の消防長が協議して決定す

るものとする。 

（施行期日） 

第６条 この覚書は、平成 25年４月１日から施行する。 

 

この覚書の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各 1 通を保有するも

のとする。 

 

平成 25年４月１日 
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消防相互応援協定（南但広域行政事務組合） 
 

 消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第３９条の規定に基づき、西はりま消防組合（以下

「甲」という。）と南但広域行政事務組合（以下「乙」という。）とは、消防相互応援に関し、

次のとおり協定する。 

（目的） 

第１条 この協定は、甲又は乙の区域内に火災又は救急・救助事故及びその他の災害（以下「火

災等の災害」という。）が発生した場合、甲及び乙が相互に応援し、その応急対策活動に万全

を期することを目的とする。 

（応援要請） 

第２条 甲又は乙の区域内において火災等の災害が発生し、この協定に基づく応援を受けようと

するときは、火災等の災害の発生地を管轄する消防長は、相手側の消防長に応援を要請し、要

請を受けた消防長は、消防職員又は消防団員による応援隊を派遣するものとする。ただし、甲

又は乙の境界付近で発生した火災等の災害を覚知し出動した場合は、この応援要請に基づいて

行ったものとみなす。 

（災害の種別） 

第３条 この協定に基づき応援活動を必要とする災害の種別は、次のとおりとする。 

（１）火災 

（２）救急・救助 

（３）地震・風水害その他の災害 

（応援隊の派遣） 

第４条 応援の要請を受けた（以下「応援側」という。）消防長は、応援を行うことが可能と判

断した場合は、応援の要請を行った（以下「受援側」という。）消防長に対してその旨を連絡

するものとする。 

（応援隊の指揮） 

第５条 応援隊は、消防組織法第４７条の規定に基づき、受援側の消防長又は消防署長の指揮の

下に行動するものとする。 

（応援の経費） 

第６条 この協定に基づく応援に要する経費の負担は、次の各号に定めるところによる。 

（１）応援側において負担する経費 

 ア 公務災害補償に要する経費 

 イ 旅費及び出動手当 

 ウ 受援側との間の移動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等 

 エ 被服の損料費 

 オ 上記以外の人件費その他の経費 

（２）受援側において負担する経費 

 ア 応援活動中に調達した車両及び機械器具の燃料費 

 イ 宿泊費及び食料費 

 ウ 当該応援のために特別に必要となった車両及び機械器具の修理費 

 エ 賞じゅつ金等 

 オ 応援活動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等（応援側に対して当該損害を対象

として保険金等が支払われる場合には、当該保険金等の額を控除した額）ただし、応援側の

故意又は重大な過失に基づく損害賠償に要する経費は応援側の負担とする。 

カ その他応援活動中に調達した化学消火薬剤等の資機材費 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、甲・乙が協議
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して定めるものとする。 

（委任） 

第８条 この協定の実施に関し必要な事項については、甲・乙の消防長が協議して定めるものと

する。 

 

   附 則 

１ この協定は、平成25年４月１日から施行する。 

２ 平成19年４月１日付、朝来市及び宍粟市間並びに養父氏及び宍粟市間で締結した消防相互応

援協定書は、廃止する。 

 

 この協定締結の証として本書２通を作成し、甲・乙記名押印のうえ、各１通を保有するものと

する。 

 

 平成25年４月１日 

 

 

 

 

 

消防相互応援に関する覚書（南但広域行政事務組合） 
 

（趣旨） 

第１条 この覚書は、西はりま消防組合（以下「甲」という。）と南但広域行政事務組合（以下

「乙」という。）が締結した消防相互応援協定（以下「協定」という。）第８条の規定に基づ

き、消防相互応援について必要な事項を定めるものとする。 

 

（応援要請） 

第２条 協定第２条の応援の要請は、電話・ファクシミリ（様式第１号）又は口頭により行うも

のとする。 

２ 応援の要請に際しては次の事項を連絡するものとする。 

（１）火災等の災害発生場所及び概要 

（２）必要とする車両、人員及び資器材 

（３）集結場所及び活動内容 

（４）その他必要事項 

３ 前項の応援要請は、次の連絡担当部局を通じて行うものとする。 

    西はりま消防組合宍粟消防署警防課 

    南但消防本部消防課 

（応援の報告） 

第３条 応援隊の長は、現場に到着したときは、受援側の現場最高責任者（以下「指揮者」とい

う。）にその旨報告しなければならない。 

（引き揚げの報告） 

第４条 応援隊の長は、現場を引き揚げる時は、応援活動の概要その他必要な事項を指揮者に報

告するものとする。 

（応援の通報） 

第５条 応援側の消防長は、応援隊が帰庁した後速やかに、出動した人員、車両等の概要を（様式

第２号）により受援側の消防長に通報するものとする。 
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（協議） 

第６条 この覚書に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲・乙の消防長が協議して定める

ものとする。 

 

   附 則 

 １ この覚書は平成25年４月１日から施行する。 

 ２ 平成19年４月１日付、朝来市消防本部及び宍粟市消防本部間並びに養父市消防本部及び宍

粟市消防本部間で締結した消防相互応援に関する覚書は、廃止する。 

193



消防業務の相互応援に関する協定（姫路市） 
 

 消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第 39条の規定に基づき、姫路市と西はりま消防組合（以
下「協定市等」という。）は、消防業務の相互応援に関し、次のとおり協定する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、協定市等の管轄区域内において、災害が発生した場合、協定市等が相互に

応援し、その応急対策活動に万全を期することを目的とする。 

（応援要請） 

第２条 協定市等の管轄区域内において、災害が発生し、この協定に基づく応援を受けようとす
るときは、災害の発生地を管轄する消防長は、相手側の消防長に応援を要請し、要請を受けた
消防長は、消防職員による応援隊を派遣するものとする。 

ただし、各消防長は、協定市等の管轄区域境界付近で発生した災害を覚知した場合は、相手

側の消防長の応援の要請を受けることなく応援隊を派遣するものとする。 

（災害の種別） 

第３条 この協定に基づく災害の種別は、次のとおりとする。 

 (1) 火災 

 (2) 救急、救助事故 

 (3) 地震、風水害、その他の災害 

（応援隊の派遣） 

第４条 応援の要請を受けた協定市等（以下「応援側」という。）の消防長は、応援を行うことが
可能と判断した場合は、応援の要請を行った協定市等（以下「受援側」という。）の消防長に対
してその旨を連絡するものとする。 

（応援隊の指揮） 

第５条 応援隊は、消防組織法第 47 条の規定に基づき、受援側の消防長又は消防署長の指揮の下

に行動するものとする。 

（応援の経費） 

第６条 この協定に基づく応援に要する経費の負担は、次の各号に定めるところによるものとす
る。 

 (1) 応援側において負担する経費 

  ア 公務災害補償に要する経費 

  イ 旅費及び出動手当 

  ウ 受援側との間の移動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等 

  エ 被服の損料等 

  オ 上記以外の人件費その他の経費 

 (2) 受援側において負担する経費 

  ア 応援活動中に調達した車両及び機械器具の燃料費 

  イ 宿泊費及び食料費 

  ウ 当該応援のために特別に必要となった車両及び機械器具の修理費 

  エ 賞じゅつ金、賞慰金 

  オ 応援活動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等（応援側に対して当該損害を対
象として保険金等が支払われる場合には、当該保険金等の額を控除した額）ただし、応援
側の故意又は重大な過失に基づく損害賠償に要する経費は応援側の負担とする。 

  カ その他応援活動中に調達した化学消火薬剤等の資機材費 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項、又は疑義を生じた事項については、その都度、協定市等が
協議して定めるものとする。 

（委任） 

第８条 この協定の実施に関し必要な事項については、協定市等の消防長が協議して定めるもの

とする。 

（施行期日） 

第９条 この協定は、平成 25年４月１日から施行する。 
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 この協定締結の証として本書２通を作成し、各１通を保有するものとする。 

 

 平成 25年４月１日 
 

 

 

 

消防業務の相互応援に関する覚書（姫路市） 
 

（趣旨） 

第１条 この覚書は、平成 25年４月１日付けで姫路市と西はりま消防組合（以下「協定市等」と
いう。）が締結した消防相互応援協定書（以下「協定」という。）第８条に基づき、協定の実施
細目について必要な事項を定めるものとする。 

 

（応援要請） 

第２条 協定第２条の応援要請は、電話又は口頭により行うものとする。 

２ 応援の要請に際しては、次の事項を連絡するものとする。  

(1) 災害の発生場所及び概要 

 (2) 必要とする車両、人員及び資器材 

 (3) 集結場所及び活動内容 

 (4) その他必要な事項 

３ 前項の応援要請は、次の連絡担当部局を通じて行うものとする。 

   姫路市消防局情報指令課 

   西はりま消防本部警防課 

（応援の報告） 

第３条 応援隊の長は、現場に到着したときは、受援側の現場最高指揮者（以下「指揮者」とい
う。）にその旨を報告しなければならない。 

２ 応援隊の長は、現場を引き揚げるときは、応援活動の概要その他必要な事項を指揮者に報告
するものとする。 

（応援の通報） 

第４条 応援側の消防長は、応援隊が帰庁した後速やかに、出動した人員、車両等の概要を別記

様式により受援側の消防長に通知するのもとする。 

（協議） 

第５条 この覚書に定めない事項又は疑義が生じたときは、協定市等の消防長が協議して決定す
るものとする。 

（施行期日） 

第６条 この覚書は、平成 25年４月１日から施行する。 

 

 この覚書締結の証として本書２通を作成し、各１通を保有するものとする。 

 

 平成 25年４月１日 
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兵庫、岡山両県境間における消防相互応援協定 
 

 消防組織法（昭和22年法律第226号）第39条の規定に基づき、赤穂市、西はりま消防組合、東備

消防組合及び美作市（以下「協定市組合」という。）は、消防の相互応援に関し、次のとおり協

定する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、兵庫県及び岡山県の県境に隣接する協定市組合（消防事務の受託区域を含

む。以下同じ）の区域内において、火災又は救急事故等（以下「火災等」という。）が発生し

た場合、協定市組合は、相互に応援協力し、もって消防業務の万全を図ることを目的とする。 

（応援の要請） 

第２条 協定市組合の消防長は、当該協定市組合の区域内に火災等が発生したときは、他の協定

市組合の消防長に対して災害の防除のための応援を要請することができる。 

２ 前項の応援の要請は、電話その他の方法により行うものとする。 

（要請による応援隊の出動） 

第３条 応援の要請を受けた消防長は、自己の消防業務に特に支障がない限り、直ちに所要の応

援隊を応援を要請した協定市組合に出動させるものとする。 

（覚知による応援隊の出動） 

第４条 消防長は、第２条の規定による応援の要請がない場合であっても、他の協定市組合の区

域内に火災等が発生したことを覚知し、その事態が重大であって、かつ、応援の必要があると

認めたときは、所要の応援隊を当該協定市組合に派遣することができる。 

２ 前項の応援隊は、第２条の要請による応援隊とみなす。 

（応援隊出動の通報） 

第５条 消防長は、第３条の規定による応援隊を出動させるとき、若しくは要請を受けた人員等

と異なる応援隊を出動させるとき、又は応援隊を出動させることができないときは、直ちにそ

の旨を応援を要請した消防長に通報するものとする。 

２ 前条の規定による応援隊を出動させるときも前項と同様とする。 

（応援隊の指揮） 

第６条 この協定により出動した応援隊は、応援を受けた協定市組合（以下「受援市組合」とい

う。）の消防長又は消防署長（消防長又は消防署長が現場にいないときは、当該現場にいる上

級者とする。）の指揮の下に行動するものとする。 

（応援の経費） 

第７条 この協定に基づく応援経費の負担は、次の各号に掲げるところによる。 

（１）車両及び機械器具等の燃料費等 

  車両及び機械器具等の燃料費並びに現場活動中における故障又は小破損の修理費は、応援隊

を出動させた協定市組合（以下「応援市組合」という。）が負担する。 

（２）旅費及び出動手当 

  応援隊員の旅費及び出動手当に要する費用は、応援市組合が負担する。 

（３）化学消火薬剤 

  化学消化に要した薬剤費は、受援市組合が負担する。 

（４）現場活動中において第三者に生じた損失補償 

  現場において応援業務従事中に生じた第三者に対する損失の補償は、受援市組合が負担する。 

（５）交通事故による損害賠償等 

  受援市組合への往復途上における交通事故により自ら損害を被り、又は第三者に損害を与え

た場合の賠償等については、応援市組合と受援市組合が協議のうえ定めるものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、必要な経費の負担については、応援市組合と受援市組合が協議の
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うえ定めるものとする。 

（公務災害補償） 

第８条 この協定に基づく応援活動により、応援隊員が災害を受けた場合の公務災害補償は、当

該応援市組合が補償するものとする。 

（賞じゅつ金） 

第９条 この協定に基づく応援活動によって、死傷した応援隊員に係る賞じゅつ金については、

当該応援市組合が定めた賞じゅつ金の支給に関する条例（以下「賞じゅつ金条例」という。）

の規定に基づき支給する額を受援市組合が負担するものとする。ただし、応援市組合が定めた

賞じゅつ金条例の規定に基づく支給額が受援市組合が定めた賞じゅつ金条例の規定に基づく支

給額を超える場合には、その超える額は応援市組合が負担するものとする。 

（求償権の取得） 

第10条 応援隊員が、応援活動中第三者の行為によって損害を受けた場合において、当該損害を

補償するための経費を受援市組合が負担したときは、第三者に対して有する損害賠償の請求権

は、受援市組合が取得するものとする。 

（情報の交換） 

第11条 協定市組合は、この協定の円滑な運営を図るため、消防事情について相互に情報を交換

するものとする。 

（協議） 

第12条 この協定に定めのないもの又はこの協定の実施について疑義を生じたときは、その都度

協定市組合が協議して定めるものとする。 

（委任） 

第13条 この協定の実施に関し必要な事項は、協定市組合の消防長が協議のうえ別に定めるもの

とする。 

 

   附 則 

（実施期日） 

１ この協定は、平成25年３月１日から実施する。 

（旧協定書の廃止） 

２ 兵庫、岡山両県境間における消防相互応援協定（平成18年10月１日締結）は廃止する。 

 

 この協定の成立を証するため、協定書４通を作成し、協定市組合が各１通を保有するものとす

る。 

 

 平成25年４月１日 

 

 

 

 

兵庫、岡山両県境間における消防相互応援協定に関する覚書 
 

（趣旨） 

第１条 この覚書は、赤穂市、西はりま消防組合、東備消防組合及び美作市（以下「協定市組合」

という。）が締結した兵庫、岡山両県境間における消防相互応援協定書（平成25年４月１日締

結。以下「協定」という。）第13条の規定に基づき、協定の実施について必要な事項を定める

ものとする。 
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（応援の要請方法） 

第２条 協定第２条第２項に規定する応援の要請は、次の各号に掲げる事項を明示して行うもの

とする。 

（１）災害の種別、場所及びその概要 

（２）応援に必要な人員、機械器具及び消火薬剤 

（３）誘導員の配置状況 

（４）応援要請連絡担当者の所属及び氏名 

（５）その他応援要請に必要な事項 

（応援活動概要等の通知） 

第３条 応援隊を出動させた協定市組合の消防長は、応援隊が帰署したときは、速やかに応援活

動の概要を様式第１号により、ファクシミリで応援を要請した協定市組合の消防長に通知する

ものとする。 

（災害概要の通知） 

第４条 応援を要請した協定市組合の消防長は、必要に応じて災害活動終了後、当該災害の概要

を応援市組合の消防長に通知するものとする。 

（情報の交換） 

第５条 協定第11条の規定により、協定市組合の消防長は、保有する消防車両及び機械器具等に

ついて大きく変動したとき又は必要に応じ、他の協定市組合の消防長に連絡するものとする。 

（協議） 

第６条 この覚書に定めのないもの又はこの覚書の実施について疑義を生じたときは、その都度

協定市組合の消防長が協議して定めるものとする。 

 

   附 則 

（実施期日） 

１ この覚書は、平成25年４月１日から実施する。 

（旧覚書の廃止） 

２ 兵庫、岡山両県境間における消防相互応援協定に関する覚書（平成18年10月１日締結）は廃

止する。 

 

 この覚書の成立を証するため、覚書４通を作成し、協定市組合が各１通を保有するものとする。 

 

 平成25年４月１日 

198



宍粟市の安全・安心に関する覚書 
 

宍粟市、宍粟警察署並びに宍粟市消防本部、宍粟市山崎消防団、宍粟市一宮消防団、宍粟市波

賀消防団及び宍粟市千種消防団（以下「宍粟市消防」という。）は、安全で安心なまちづくりのた

めに、相互に協力することとし、次のとおり覚書を締結する。 

 

１ 運用の基本 

 この覚書の運用は、宍粟市、宍粟警察署及び宍粟市消防の相互の信頼関係及び協力関係を基本

とする。 

 

２ パトロール活動 

 宍粟市、宍粟警察署及び宍粟市消防は、犯罪、火災等から地域住民の生命、身体等を守るため、

それぞれの通常業務において、地域の安全に関する啓発活動、赤色警光灯を装備する車両の一般

走行時における赤色警光灯を点灯させた警戒走行等を協力して実施するものとする。 

 

３ 情報の共有 

 宍粟市、宍粟警察署及び宍粟市消防は、平素からそれぞれの通常業務に支障を来さない範囲内

において、地域の安全確保に関する必要な情報を共有するものとする。 

 

４ 宍粟市及び宍粟市消防の役割 

（１）犯罪、事故等に係る情報を認知した場合は、速やかに宍粟警察署に通報するものとする。 

（２）高齢者、子供等の行方不明事案が発生した場合において、必要があるときは、宍粟警察署

の行う発見活動に協力するものとする。 

 

５ 宍粟警察署の役割 

 宍粟市及び宍粟市消防から通報を受けたときは、的確に対応するものとする。 

 

６ 安全の確保 

 宍粟市及び宍粟市消防による宍粟警察署への通報、発見活動等は、担当者の身に危険が及ばな

い範囲内とする。 

 

７ 疑義の決定 

 この覚書に疑義が生じた場合又はこの覚書に定めのない次項については、宍粟市長、宍粟警察

署長及び宍粟市消防の長が協議の上、決定するものとする。 

 

８ 開始時期 

 この覚書を締結した日からとする。 

 

 この覚書の締結を証するため、本書７通を作成し、それぞれが署名押印の上、各自その１通を

保有する。 

 

 平成 18年５月 14日 
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特設公衆電話の設置・利用に関する覚書 
 

宍粟市（以下「甲」という。）と西日本電信電話株式会社（以下「乙」という。）は、大規模災害

等が発生した際に乙の提供する非常用電話（以下「特設公衆電話」という。）の設置及び利用・管

理等に関し、次のとおり覚書を締結する。 

 

（目的） 

第 1条 本覚書は、災害の発生時において、甲乙協力の下、被災者等の通信の確保を目的とする。 

（用語の定義） 

第 2条 本契約に規定する「災害の発生」とは、強度の地震等の発生により都道府県が災 

害救助法を適用する地域において、広域停電が発生していること、または同様の事象の発 

生により社会の混乱が発生していることをいう。 

２ 本契約に規定する「特設公衆電話」とは、甲乙協議のうえ定めた設置場所に電気通信回線及

び電話機接続端子を施設し、災害の発生時に電話機を接続することで被災者又は帰宅困難者等へ

通信の提供を可能とするものをいう。 

（通信機器の管理） 

第３条 甲は、本契約にもとづき、災害発生時に即座に利用が可能な状態となるよう電話 

機を適切な場所に保管の上、管理することとする。 

（屋内設備の管理及び破損） 

第４条 甲は、特設公衆電話の配備に必要な設備（電話機、端子盤、配管、引込柱等）を設置し、

乙が設置する屋内配線（モジュラージャックを含む。以下同じ。）とともに、災害発生時に即座に

利用が可能な状態となるよう維持に努めることとする。 

２ 屋内配線や保安器、引込線等の乙が設置する設備が甲の故意または重過失により破損した場

合は、甲は乙に速やかに書面をもって報告することとする。なお、乙に対する修復に係る費用の

支払については、原則、甲が負担するものとする。 

（特設公衆電話の設置） 

第 5条 特設公衆電話の設置に係る電気通信回線数については、甲乙協議の上、乙が決定するこ

ととし、設置場所等の必要な情報は甲乙互いに保管するものとする。 

なお、保管にあたっては、甲乙互いに情報管理責任者を任命し、その氏名を別紙１に定める様式

をもって相互に通知することとする。 

（特設公衆電話の移転、廃止等） 

第 6条 甲は、特設公衆電話の設置された場所の閉鎖、移転等の発生が明らかになった場 

合は、速やかにその旨を乙に書面をもって報告しなければならない。 

また、新たな設置場所を設ける場合は、甲は乙に対し報告することに努めるものとする。 

（定期試験の実施） 

第 7条 甲および乙は、年に 1回を目安として、災害発生時に特設公衆電話が速やかに設 

 置できるよう、別紙２に定める接続試験を実施することとする。 

（故障発見時の扱い） 

第 8条 甲および乙は、特設公衆電話を設置する電気通信回線について何らかの異常を発 

 見した場合は、速やかに相互に確認しあい、故障回復に向け協力するものとする。 

（特設公衆電話の開設） 

第 9条 特設公衆電話の利用の開始については乙が決定するものとし、甲は特設公衆電話 

を速やかに設置し、被災者もしくは帰宅困難者等の通信確保に努めるものとする。 

ただし、設置場所の存在する地域において大規模災害が発生し、甲と乙が連絡が取れない 

場合は、甲の判断により、利用を開始することができるものとする。 
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（特設公衆電話の利用） 

第 10条 甲は、特設公衆電話を開設した場合、利用者の適切な利用が行われるよう、可 

 能な限り利用者の誘導に努めるものとする。 

（特設公衆電話の利用の終了） 

第 11条 特設公衆電話の利用の終了については甲乙協議のうえ乙が決定するものとし、 

甲は特設公衆電話を速やかに撤去するものとする。 

ただし、乙が利用終了を通知する前に、避難所を閉鎖した場合においては、甲はすみやかに特設

公衆電話を撤去し、甲は乙に対し撤去した場所の連絡を行うこととする。 

（目的外利用の禁止） 

第 12条 甲は、第 7条に規定する定期試験及び第 9条に規定する開設を除き、特設公衆電 

話の利用を禁止するものとする。 

２ 乙は特設公衆電話の利用状況について、定期的に検査することとする。 

３ 甲は、乙より目的外利用の実績の報告があった場合は、速やかに当該利用が発生しないよう

措置を講じ、その旨を乙に報告するものとし、甲の目的外利用により発生した分の利用料は、甲

が負担するものとする。 

４ 前項の措置にかかわらず、甲の目的外利用が継続する場合は、抜本的な措置を甲乙協議のう

え講ずるものとする。この場合において、特設公衆電話の撤去を行うこととなった場合は、撤去

に関する工事費用等は、甲が負担するものとする。 

（協議事項） 

第 13条 本覚書に定めのない事項又は本覚書の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協

議のうえ定めるものとする。 

 

本覚書を証するため，本書 2通を作成し，甲乙記名押印のうえ，各自がその１通を保有する。 

 

平成 25年６月３日 
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災害時における応急対策業務に関する協定 
 

宍粟市（以下「甲」という。）と、宍粟防災組合（以下「乙」という。）は、地震、風水害

その他の災害が発生した場合において、災害応急対策業務の応援に関し、次のとおり協定を

締結する。 

 

（要請） 

第１条  甲は、災害応急対策業務（以下「業務」という。）のため、乙の構成員が所有す 

る建設資機材及び労力（以下「建設資機材等」という。）を必要とするときは、乙に対して、

様式１の要請書により、次に掲げる事項を明らかにし、現場の状況に応じ、要請できるも

のとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭で要請し、その後、

速やかに要請書を提出するものとする。 

（１）災害の状況及び業務内容 

（２）その他必要な事項 

（業務の内容） 

第２条  この協定により、甲が乙に要請する業務は次のとおりとする。 

 （１）河川、砂防等における埋塞土砂の撤去、流木･ごみ等障害物の除去、築堤、土嚢 

積み、矢板による仮締切り、決壊防止等 

（２）道路交通確保のため埋塞土砂・倒木の除去・山留め防護柵、土嚢積み、仮ガードレ

ール設置等 

（３）その他甲が必要と認める緊急応急作業 

（乙の責務） 

第３条  乙は、緊急作業に対応する地区の構成員をあらかじめ定め、災害時緊急連絡網 

を作成し、協定締結後２週間以内に甲に提出し、その承諾を得るものとする。 

２ 乙は、甲から第１条の規定により業務の要請があったときは、特別の理由がない限り、

建設資機材等を甲に提供することにより応援を行うものとする。 

（構成員） 

第４条  乙の構成員は、別表 1に定めるとおりとする。 

（構成員の作業区域） 

第５条  緊急時に対応する作業区域と構成員は、原則として別表１のとおりとする。但し、 

災害の程度により乙が指示した場合は他の地区へ応援作業を行うものとする。 

(報告) 

第６条  乙は、前条の規定に基づき緊急作業を行った場合は、災害作業応急対策業務実施 

報告書（様式２）により、次に掲げる事項について速やかに甲に報告するものとする。 

ただし、文章をもって報告するいとまがないときは、口頭で報告し、その後、速やかに

報告書を提出するものとする。 

（１）応援に従事した事業者名、建設資機材の種類、数量、人員数 

（２）業務内容及び場所 

（３）応援に従事した期間 

（４）その他必要な事項 

（経費の負担） 

第７条 この協定に基づき、初期応急対策業務として建設資機材等の提供に要した経費は、

原則として乙の負担とする。但し，甲・乙が予見することができない事態が発生したこと

により要した経費の負担については、甲と乙が協議して決定するものとする。 

（損害の負担） 

第８条 第２条に規定する業務により生じた損害の負担は、甲、乙協議して定めるものとす
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る。 

（補償） 

第９条 この協定に基づく業務において負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場 

合の災害補償については乙において行うものとする。 

（連絡担当者） 

第 10条 この協定に関し、あらかじめ甲・乙相互の連絡担当者を定め、災害が発生した際に

は速やかに連絡を取るものとする。  

（情報の交換） 

第 11条 甲及び乙は、この協定に基づく業務が円滑に行われるよう相互に情報交換を行うも

のとする。 

（１）甲が提供する情報は、宍粟市内の災害状況等とする。 

（２）乙は、諸活動中に覚知した災害時による被害情報を、積極的に甲に提供するものと

する。 

（期間） 

第 12条 協定期間は、協定締結の日から平成 26年 3月 31日までとする。ただし、期間満了

の３ヵ月前までに甲または乙のいずれからも別段の申し出がない場合は、同一の条件をもっ

て更に１年間延長するものとし、以降も同様とする。 

（協議） 

第 13条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲、乙協議して定めるものとす

る。 

 

この協定の成立を証するための、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その１通

を保持する。 

 

平成 25年４月１日 
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様式 １ 

 

 

 
災害応急対策業務 要請書 

 
１. 災害の状況及び業務内容（初期対応、その他） 

 

 

 

 

 

 

 

２. 応援を必要とする日時、場所及び期間 

（１） 派遣希望日時 

 

（２） 派遣先 

 

（３） 派遣期間 

 

３. その他必要な事項（業務数量等） 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

 

  様 

則  

 

宍粟市長 

 

連絡責任者 

  宍粟市 

 

 

 

 

 

 

  （市担当者  所属      氏名       電話番号         ） 
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様式２ 

 

 
 

災害応急対策業務 実施報告書 
 

１.  応援に従事した事業者名、建設資機材等の種類、数量及び人員数の実施状況 

（1） 事業者名・現場責任者 

 

 

 

（2） 建設資機材等の種類、台数及び人員数等 

 

 

 

 

２. 業務内容及び場所 

 

 

 

３. 応援に従事した期間 

 

 

 

４. その他必要な事項 

 

 

 

 

宍粟市長  様 

 

商号又は名称 

代表者氏名 

 

 

 

 

 

担当者 

電話番号 
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災害時における緊急測量業務等に関する協定 
 
宍粟市（以下「甲」という。）と、宍粟市測量・設計災害対策協力会（以下「乙」という。）は地震、

風水害その他の災害が発生した場合において、宍粟市における緊急測量業務等の応援に関し、次のと

おり協定を締結する。 

 

（要請） 

第１条 甲は、緊急測量業務等（以下「業務」という。）のため、乙の所属会員が所有する測量機材

及び労力(以下「測量機材等」という。)を必要とするときは、乙に対して、様式１の要請書により、

次に掲げる事項を明らかにし、現場の状況に応じ、要請できるものとする。ただし、文書をもって

要請するいとまがないときは、口頭で要請し、その後、速やかに文書を交付するものとする。 

（１） 災害の状況及び業務内容 

（２） その他必要な事項 

（業務の内容） 

第２条 この協定により、甲が乙に要請する業務のうち初期対応は次のとおりとする。 

（１）復旧工法検討に必要な測量作業（平板測量、縦断測量、横断測量） 

（２）早期に保存しておかなければ、痕跡が不明確になってしまう被災状況の写真撮影 

（３）その他甲が必要と認める緊急測量作業等 

（乙の責務） 

第３条 乙は、甲から第１条の規定により業務の要請があったときは、特別の理由がない限り、測量

機材等を甲に提供することにより応援を行うものとする。 

（報告） 

第４条 乙の指定を受けた所属会員（以下「指定業者」という。）は、前条の規定に基づき応援を行

った場合は、様式２の報告書により、次に掲げる事項について速やかに報告するものとする。ただ

し、文書をもって報告するいとまがないときは、口頭で報告し、その後、速やかに文書を提出する

ものとする。 

（１） 応援に従事した事業者名、測量機器等の種類、数量、人員数 

（２） 業務内容及び場所 

（３） 応援に従事した期間 

（４） その他必要な事項 

（経費の負担） 

第５条 指定業者が業務に要した費用等は、甲が負担する。また、費用等の負担については、甲の積

算基準又は指定業者の見積りにより甲が算出し、別途随意契約を締結し支払いを行うものとする。 

（損害の負担） 

第６条 第２条の規定による業務により生じた損害の負担は、甲と乙が協議して定めるものとする。 

（補償） 

第７条 この協定に基づいて業務に従事した者が、本業務において負傷し、若しくは疾病にかかり、

又は死亡した場合の災害補償については、乙において行うものとする。 

（連絡担当者） 

第８条 この協定に関して、様式３の災害時指定業者連絡網により、あらかじめ甲・乙相互の連絡担

当者を定め、災害が発生した際には速やかに連絡を取るものとする。 

（情報の交換） 

第９条 甲及び乙は、この協定に基づく業務が円滑に行われるよう相互に情報交換を行うものとする。 

（１） 甲が提供する情報は、あらかじめ取り決めた地域にかかる危険区域等とする。 

（２） 乙は、諸活動中に覚知した災害時による被害情報を、積極的に甲に提供するものとす 

る。 
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（期間） 

第１０条 この協定の期間は、協定締結日から平成 28年 ３月 31日までとする。 

（協議） 

第１１条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲・乙協議して定めるものとする。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲・乙記名押印の上、各自その１通を保持する。 

 

平成 27年４月１日 
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様式 １ 

 

 
緊急測量業務等 要請書 

 
１. 災害の状況及び業務内容（初期対応、その他） 

 

 

 

 

 

 

 

２. 応援を必要とする日時、場所及び期間 

（１） 派遣希望日時 

 

（２） 派遣先 

 

（３） 派遣期間 

 

３. その他必要な事項（業務数量等） 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

宍粟市測量・設計災害対策協力会 

代表理事  

           様 

則

  

 

宍粟市長 

 

連絡責任者 

  宍粟市 

           

 

 

 

 

 

（市担当者  所属       氏名         電話番号        ） 
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様式２ 

 
 

緊急測量業務等 実施報告書 
 

１.  応援に従事した事業者名、測量機材等の種類、数量及び人員数の実施状況 

（1） 事業者名・現場責任者 

 

 

 

（2） 測量機器等の種類、台数及び人員数等 

 

 

 

 

２. 業務内容及び場所 

 

 

３. 応援に従事した期間 

 

 

４. その他必要な事項（業務数量等） 

 

 

 

 

 

宍粟市長  様 

 

宍粟市測量・設計災害対策協力会 

会 員 

 

 

 

 

 

担当者 

電話番号 
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災害時に係る情報発信等に関する協定 

 

 宍粟市およびヤフー株式会社（以下「ヤフー」という。）は災害に係る情報発信等に関し、次のとお

り協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

第１条（本協定の目的） 

本協定は、宍粟市内の地震、津波、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、宍粟市が宍粟

市民に対して必要な情報を迅速に提供し、かつ宍粟市の行政機能の低下を軽減させるため、宍粟

市とヤフーが互いに協力して様々な取り組みを行うことを目的とする。 

第２条（本協定における取組み） 

１．本協定における取組の内容は次のとおりとする。 

(1) ヤフーが、宍粟市の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、宍

粟市の運営するホームページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し、一般の閲覧

に供すること。 

(2) 宍粟市が、宍粟市内の避難所等の防災情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報を平

常時からヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。 

(3) 宍粟市が、宍粟市内の避難勧告、避難指示等の緊急情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これ

たの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。 

(4) 宍粟市が、災害発生時の宍粟市内の被害状況、ライフラインに関する情報および避難所にお

けるボランティア受入れ情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報をヤフーサービス

上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。 

(5) 宍粟市が、宍粟市内の避難所等における必要救援物資に関する情報をヤフーに提供し、ヤフ

ーが、この必要救援物資に関する情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く

周知すること。 

(6) ヤフーが、ヤフーの提供するブログサービスにおいて宍粟市が運営するブログ（以下「災害

ブログ」という）にアクセスするための webリンクをヤフーサービス上に掲載するなどして、

災害ブログを一般に広く周知すること。 

(7) 宍粟市が、宍粟市内の避難所に避難している避難者の名簿を作成する場合、ヤフーが提示す

る所定のフォーマットを用いて名簿を作成すること。 

２．前項各号の取り組みの具体的な内容および方法については、災害の状況等を考慮に入れ、宍粟市

およびヤフーの両者の協議により決定するものとする。 

３．宍粟市およびヤフーは、第１項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡先お

よびその担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手方に連

絡するものとする。 

４．第１項各号に関する事項および同項に記載のない事項についても、宍粟市およびヤフーは、両者

で適宜協議を行い、決定した取り組みを随時実施するものとする。 

第３条（費用） 

前条に基づく宍粟市およびヤフーの対応は別段の合意がない限り無償で行われるものとし、それ

ぞれの対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。 

第４条（情報の周知） 

  ヤフーは、宍粟市から提供を受ける情報について、宍粟市が特段の留保を付さない限り、本協定

の目的を達成するため、ヤフーが適切と判断する方法（提携先への提供、ヤフーサービス以外の

サービス上での掲載等を含む）により、一般に広く周知することができる。ただし、ヤフーは、

本協定の目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。 

第５条（本協定の公表） 

本協定締結の事実および本協定の内容を公表する場合、宍粟市およびヤフーは、その時期、方法
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および内容について、両者で別途協議のうえ、決定するものとする。 

第６条（本協定の期間） 

  本協定の有効期限は、本協定締結日から１年間とし、期間満了前までにいずれかの当事者から他

の当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限り、本協

定はさらに１年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。 

第７条（協議） 

  本協定に定めのない事項および本協定に関して疑義が生じた事項については、宍粟市およびヤフ

ーは、誠実に協議して解決を図る。 

 

以上、本協定締結の証として本書２通を作成し、宍粟市とヤフー両者記名押印のうえ各１通を保有す

る。 

 

2012年 11月 12日 
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孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）装置設置に関する覚書 

 

 宍粟市（以下「甲」という）と、西日本電信電話株式会社 兵庫支店（以下「乙」という）は、甲

の所有（又は管理）する「宍粟市役所三方町出張所」内に設置する孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）装

置の設置について、以下のとおり合意し覚書を締結する。 

 

第１条（目的） 

本覚書は、「宍粟市役所三方町出張所」（以下「三方町出張所」という）内に、乙が設置する

孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）装置設置に伴う「責任の明確化」を図ることを目的とする。 

第２条（孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）装置の設置） 

乙は、宍粟市一宮町三方町６３３に甲が所有（又は管理）する「三方町出張所」内に孤立対

策用衛星電話（Ku-1ch）装置を乙の費用負担で設置する。 

      ・孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）装置 

       (1)アンテナ部 

       (2)ベースバンド部 

       (3)AC/DCアダプタ部 

       (4)バッテリー 

第３条（孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）装置の移設等） 

甲・乙いずれかのやむを得ない事由により、孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）装置等を移設又

は撤去する必要が生じた場合は、本工事で設置した孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）装置等を移

設または撤去する費用のみ乙が負担する。 

移設または撤去工事については、乙が実施する。 

第４条（電力の供給） 

    甲は、乙が「三方町出張所」内に設置する、孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）装置を正常に保

つために必要な電源用電力を供給するものとする。 

ただし、電源装置の定期点検等や不可抗力による停電の場合の処置は、第８条に定める。 

第５条（設置スペースの提供及び使用料） 

甲は、乙が「三方町出張所」内に設置する、孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）装置等を設置す

るスペースを提供する。 

  ２．前項のスペースの使用料は無償とする。 

第６条（責任の明確化） 

    設置する孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）装置の維持管理は、次のとおりとする。 

    (1)乙が設置した設備については、乙の責任とする。 

    (2)甲の供給する設備の不良が原因で、第１条の設備に故障が発生した場合であっても、その

原因が不可抗力の場合、甲は一切の責任を負わないものとする。 

第７条（電気使用料） 

    孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）装置の電気使用料については、甲が支払うものとする。 

第８条（停電） 

    停電及び「三方町出張所」電源装置の定期点検等、乙の責任によらない孤立対策用衛星電話

（Ku-1ch）装置への給電の停止において、孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）装置への給電停止時間

が概ね２０分を超えた場合は、通信が一時中断する場合があることを予め双方が了承する。 

第９条（三方町出張所入室） 

    下記事由により、甲は乙が「三方町出張所」に入室することを承諾する。 

   期間については、別途通知することとする。 

    (1)孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）装置の工事のため・・・第２条関連 

    (2)定期点検、故障修理等のため         ・・・第８条関連 
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第 10条（守秘義務） 

    甲及び乙は、本覚書の履行によって知り得た相手方の業務上、技術上その他の秘密を第三者

に開示しないものとする。 

なお、本条は覚書の失効後も有効に存続するものとする。 

第 11条（覚書の解除） 

    甲または乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、通知、通告、催告を要せず本覚書

を解除することが出来る。 

(1)本覚書に定める義務に違反した場合。 

(2)本覚書を励行する見込みがないと認められる場合。 

第 12条（三方町出張所の管理者の変更） 

    「三方町出張所」の管理者に変更が生じた場合は、甲が乙に予め通知することとする。 

この場合、甲は新しい所有者への本覚書の内容の継承につき乙に協力するものとする。 

第 13条（協議） 

    本覚書の履行にあたり疑義が生じた事項又は本覚書に定めのない事項については、すべて甲、

乙が協議し定めることとする。 

第 14条（有効期間） 

    本覚書の有効期限は、覚書締結日から満１年とする。 

   ただし、期間満了の３ヶ月前までに甲または乙のいずれからも別段の申し出がない場合は、同

一の条件をもって更に１年間延長するものとし、以降も同様とする。 

 

上記のとおり覚書を締結し、本書を２通作成し、甲、乙、記名押印のうえ、各一通を保有する。 

 

平成 24年 10月１日 

 

 

 

 

 

孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）装置設置に関する覚書 

 

 宍粟市（以下「甲」という）と、西日本電信電話株式会社 兵庫支店（以下「乙」という）は、甲

の所有（又は管理）する「宍粟市立道谷小学校」内に設置する孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）装置の

設置について、以下のとおり合意し覚書を締結する。 

 

第１条（目的） 

本覚書は、「宍粟市立道谷小学校」（以下「道谷小学校」という）内に、乙が設置する孤立対

策用衛星電話（Ku-1ch）装置設置に伴う「責任の明確化」を図ることを目的とする。 

第２条（孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）装置の設置） 

乙は、宍粟市波賀町戸倉２４５－１に甲が所有（又は管理）する「道谷小学校」内に孤立対

策用衛星電話（Ku-1ch）装置を乙の費用負担で設置する。 

      ・孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）装置 

       (1)アンテナ部 

       (2)ベースバンド部 

       (3)AC/DCアダプタ部 

       (4)バッテリー 

第３条（孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）装置の移設等） 
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甲・乙いずれかのやむを得ない事由により、孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）装置等を移設又

は撤去する必要が生じた場合は、本工事で設置した孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）装置等を移

設または撤去する費用のみ乙が負担する。 

移設または撤去工事については、乙が実施する。 

第４条（電力の供給） 

    甲は、乙が「道谷小学校」内に設置する、孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）装置を正常に保つ

ために必要な電源用電力を供給するものとする。 

ただし、電源装置の定期点検等や不可抗力による停電の場合の処置は、第８条に定める。 

第５条（設置スペースの提供及び使用料） 

甲は、乙が「道谷小学校」内に設置する、孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）装置等を設置する

スペースを提供する。 

  ２．前項のスペースの使用料は無償とする。 

第６条（責任の明確化） 

    設置する孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）装置の維持管理は、次のとおりとする。 

    (1)乙が設置した設備については、乙の責任とする。 

    (2)甲の供給する設備の不良が原因で、第１条の設備に故障が発生した場合であっても、その

原因が不可抗力の場合、甲は一切の責任を負わないものとする。 

第７条（電気使用料） 

    孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）装置の電気使用料については、甲が支払うものとする。 

第８条（停電） 

    停電及び「道谷小学校」電源装置の定期点検等、乙の責任によらない孤立対策用衛星電話

（Ku-1ch）装置への給電の停止において、孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）装置への給電停止時間

が概ね２０分を超えた場合は、通信が一時中断する場合があることを予め双方が了承する。 

第９条（道谷小学校入室） 

    下記事由により、甲は乙が「道谷小学校」に入室することを承諾する。 

   期間については、別途通知することとする。 

    (1)孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）装置の工事のため・・・第２条関連 

    (2)定期点検、故障修理等のため         ・・・第８条関連 

第 10条（守秘義務） 

    甲及び乙は、本覚書の履行によって知り得た相手方の業務上、技術上その他の秘密を第三者

に開示しないものとする。 

なお、本条は覚書の失効後も有効に存続するものとする。 

第 11条（覚書の解除） 

    甲または乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、通知、通告、催告を要せず本覚書

を解除することが出来る。 

(1)本覚書に定める義務に違反した場合。 

(2)本覚書を励行する見込みがないと認められる場合。 

第 12条（道谷小学校の管理者の変更） 

    「道谷小学校」の管理者に変更が生じた場合は、甲が乙に予め通知することとする。 

この場合、甲は新しい所有者への本覚書の内容の継承につき乙に協力するものとする。 

第 13条（協議） 

    本覚書の履行にあたり疑義が生じた事項又は本覚書に定めのない事項については、すべて甲、

乙が協議し定めることとする。 

第 14条（有効期間） 

    本覚書の有効期限は、覚書締結日から満１年とする。 

   ただし、期間満了の３ヶ月前までに甲または乙のいずれからも別段の申し出がない場合は、同
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一の条件をもって更に１年間延長するものとし、以降も同様とする。 

 

上記のとおり覚書を締結し、本書を２通作成し、甲、乙、記名押印のうえ、各一通を保有する。 

 

平成 24年 10月１日 

 

 

 

 

 

孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）装置設置に関する覚書 

 

 宍粟市（以下「甲」という）と、西日本電信電話株式会社 兵庫支店（以下「乙」という）は、甲

の所有（又は管理）する「宍粟市生涯学習センター学遊館」内に設置する孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）

装置の設置について、以下のとおり合意し覚書を締結する。 

 

第１条（目的） 

本覚書は、「宍粟市生涯学習センター学遊館」（以下「学遊館」という）内に、乙が設置する

孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）装置設置に伴う「責任の明確化」を図ることを目的とする。 

第２条（孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）装置の設置） 

乙は、宍粟市山崎町東下野１８に甲が所有（又は管理）する「学遊館」内に孤立対策用衛星

電話（Ku-1ch）装置を乙の費用負担で設置する。 

      ・孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）装置 

       (1)アンテナ部 

       (2)ベースバンド部 

       (3)AC/DCアダプタ部 

       (4)バッテリー 

第３条（孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）装置の移設等） 

甲・乙いずれかのやむを得ない事由により、孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）装置等を移設又

は撤去する必要が生じた場合は、本工事で設置した孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）装置等を移

設または撤去する費用のみ乙が負担する。 

移設または撤去工事については、乙が実施する。 

第４条（電力の供給） 

    甲は、乙が「学遊館」内に設置する、孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）装置を正常に保つため

に必要な電源用電力を供給するものとする。 

ただし、電源装置の定期点検等や不可抗力による停電の場合の処置は、第８条に定める。 

第５条（設置スペースの提供及び使用料） 

甲は、乙が「学遊館」内に設置する、孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）装置等を設置するスペ

ースを提供する。 

  ２．前項のスペースの使用料は無償とする。 

第６条（責任の明確化） 

    設置する孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）装置の維持管理は、次のとおりとする。 

    (1)乙が設置した設備については、乙の責任とする。 

    (2)甲の供給する設備の不良が原因で、第１条の設備に故障が発生した場合であっても、その

原因が不可抗力の場合、甲は一切の責任を負わないものとする。 

第７条（電気使用料） 
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    孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）装置の電気使用料については、甲が支払うものとする。 

第８条（停電） 

    停電及び「学遊館」電源装置の定期点検等、乙の責任によらない孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）

装置への給電の停止において、孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）装置への給電停止時間が概ね２０

分を超えた場合は、通信が一時中断する場合があることを予め双方が了承する。 

第９条（学遊館入室） 

    下記事由により、甲は乙が「学遊館」に入室することを承諾する。 

   期間については、別途通知することとする。 

    (1)孤立対策用衛星電話（Ku-1ch）装置の工事のため・・・第２条関連 

    (2)定期点検、故障修理等のため         ・・・第８条関連 

第 10条（守秘義務） 

    甲及び乙は、本覚書の履行によって知り得た相手方の業務上、技術上その他の秘密を第三者

に開示しないものとする。 

なお、本条は覚書の失効後も有効に存続するものとする。 

第 11条（覚書の解除） 

    甲または乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、通知、通告、催告を要せず本覚書

を解除することが出来る。 

(1)本覚書に定める義務に違反した場合。 

(2)本覚書を励行する見込みがないと認められる場合。 

第 12条（学遊館の管理者の変更） 

    「学遊館」の管理者に変更が生じた場合は、甲が乙に予め通知することとする。 

この場合、甲は新しい所有者への本覚書の内容の継承につき乙に協力するものとする。 

第 13条（協議） 

    本覚書の履行にあたり疑義が生じた事項又は本覚書に定めのない事項については、すべて甲、

乙が協議し定めることとする。 

第 14条（有効期間） 

    本覚書の有効期限は、覚書締結日から満１年とする。 

   ただし、期間満了の３ヶ月前までに甲または乙のいずれからも別段の申し出がない場合は、同

一の条件をもって更に１年間延長するものとし、以降も同様とする。 

 

上記のとおり覚書を締結し、本書を２通作成し、甲、乙、記名押印のうえ、各一通を保有する。 

 

平成 24年 10月１日 
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災害時等における相互協力に関する協定 

 

 兵庫県宍粟市（以下「甲」という。）と西日本高速道路株式会社関西支社福崎高速道路事務所（以下「乙」

という。）とは、災害時等における相互協力に関し、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結

する。 

 

（目 的） 

第１条 本協定は、災害時等の応急対策及び復旧業務に関し相互協力に必要な事項を定め、これらの業

務の適切かつ円滑な遂行を図ることを目的とする。 

（協力の内容） 

第２条 甲及び乙は次の各号に掲げる事項について、自ら行う業務に支障のない範囲において相互協力

に努めるものとする。 

（１） 道路施設の損傷等の調査及び復旧に関する技術的支援 

（２） 応急対策及び復旧業務の実施に必要となる資機材、資材の提供及び敷地、施設の利用 

（３） 高速道路通行止め区間及び緊急開口部を活用した緊急車両の通行等 

（４） 情報等の相互提供 

（５） 山崎インター内広場の一時避難場所又は敷地の使用 

（６） その他措置の実施に必要と認められる事項 

（協力の要請） 

第３条 要請は、協力要請書（別紙様式第１号）をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請

するいとまがないときは、口頭で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。 

（要請に基づく措置） 

第４条 甲及び乙は、要請を受けた措置を実施するとともに、履行した措置の内容を報告書（別紙様式

第２号）により相手方に提出するものとする。 

（費用の負担） 

第５条 要請を受けた措置の実施に要する費用は、法令その他別に定めがある場合を除くほか、原則と

して要請者が負担するものとする。 

（連絡責任者の報告） 

第６条 甲及び乙は、本協定にかかる連絡責任者を本協定締結後速やかに連絡責任者届（別記様式第３

号）により相手方に報告するものとし、当該連絡責任者に変更があった場合には、直ちに相手方

に報告するものとする。 

（有効期間） 

第７条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から平成 25年 3月 31日までとする。ただし、有効期間

が満了する日の１ヶ月前までに甲又は乙の一方から文書をもって協定終了の意思表示をしない限

り、本協定は、有効期間が満了する日の翌日から１年間有効期間を延長するものとし、以降もま

た同様とする。 

（協議） 

第８条 本協定に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、その都度、甲及び乙で協議して定

めるものとする。 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を保有するも

のとする。 

 

平成２４年５月８日 
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協 力 要 請 書 

平成  年  月  日 

被要請者 

           様 

要請者 

 

災害時等における協力要請について 

 

「災害時等における相互協力に関する協定」第３条に基づき、下記のとお

り要請します。 

 

記 

１ 災害等及び協力要請を必要とする状況 

 

 

２ 必要とする協力の内容 

要請期日 必要とする協力の内容 数量 要請の場所 備考 

     

     

     

     

 

 

問合せ先 

 

電話    ―   ―    

FAX     ―   ―    

担当 
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様式第２号（第４条関係） 

報 告 書 

平成  年  月  日 

 

要請者 

           様 

 

被要請者  

 

 

「災害時等における相互協力に関する協定」第４条に基づき、履行した措

置の内容を下記のとおり報告します。 

 

記 

履行した措置の内容 

期日 履行した措置の内容 数量 履行の場所 備考 

     

     

     

     

 

 

問合せ先 

 

電話    ―   ―    

FAX     ―   ―    

担当 
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様式第３号（第６条関係） 

連 絡 責 任 者 届 
【宍粟市】 

１ 連絡責任者 

役職 氏名  

TEL  

携帯 TEL  

FAX  

 

２ 時間外及び休日の場合の連絡先 

項目 第１連絡先 第２連絡先 

役職 氏名   

TEL   

携帯 TEL   

FAX   

 

３ 勤務時間及び休日 

・勤務時間： 

・休  日： 

 

 

【西日本高速道路株式会社】 

１ 連絡責任者 

事務所名 関西支社 福崎高速道路事務所 

役職 氏名  

TEL  

携帯 TEL  

FAX  

 

２ 時間外及び休日の場合の連絡先 

事務所名 関西支社 福崎高速道路事務所 

項目 第１連絡先 第２連絡先 

役職 氏名   

TEL   

携帯 TEL   

FAX   

 

３ 勤務時間及び休日 

・勤務時間： 

・休  日： 
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覚書（テレビ再放送サービスに関する覚書） 

 

宍粟市（以下「甲」という。）と姫路ケーブルテレビ株式会社（以下乙という。）は、宍粟市広

域避難所へのテレビ再放送サービスについて以下のとおり取り決める。 

 

（趣旨） 

第 1 条 甲および乙、相互の協力関係と信頼関係を一層強化するとともに、乙は甲の避難所への

再放送サービスの提供について「宍粟市広域避難所協力」として、甲の市政情報通信による防

災への協力を行うものとする。 

（業務分担） 

第２条 甲は、避難所のへの引込工事及び宅内側工事を行い設備の維持管理を行うものとする、

乙は工事完了後、速やかに再放送サービス提供を行う。 

（対象施設） 

第３条 「宍粟市広域避難所協力」対象施設は別紙のとおりとする。 

（取扱） 

第４条 「宍粟市広域避難所協力」に対象施設について以下とおり扱うものとする。 

１、提供サービス  テレビ再放送サービス 

２、月額利用料   無料 

３、ＩＲＵ契約に基づく施設使用料  無料 

４、期間      平成 24年４月より平成 29年３月末 

５、避難所登録   甲は各避難所の個別の登録申請書提出する 

（有効期限） 

第５条 本覚書の有効期限は、前条の取扱期間とする。ただし期間満了３ヵ月前までに、甲また

は乙のいずれからも書面による変更または異議の申出がない場合、本覚書は同一条件をもって

１年間自動的に更新されるものとし、その後もこの例による。 

（協議事項） 

第６条 この覚書に定めのない事項または解釈上生じた疑義については、甲・乙・協議のうえ処

理する。 

 

 以上取り決めの証として、本書２通を作成し、甲・乙・各１通を保有する。 

 

平成 24年４月１日 
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◎平成23年度予算対応

№ 避難所名 V-ONU 情報共有の手段 姫路ケーブルテレビ加入の有無

1 山崎南中学校　体育館 新設 音声告知装置・TV 有

2 河東小学校　体育館 新設 音声告知装置・TV 有

3 神野小学校　体育館 新設 音声告知装置・TV 有

4 菅野小学校　体育館 新設 音声告知装置・TV 有

◎平成24年度予算対応

№ 避難所名 V-ONU 情報共有の手段 姫路ケーブルテレビ加入の有無

1 山崎小学校　体育館 新設 音声告知装置・TV 有

2 山崎西中学校　体育館 新設 音声告知装置・TV 有

3 城下小学校　体育館 新設 音声告知装置・TV 有

4 戸原小学校　体育館 新設 音声告知装置・TV 有

5 山崎東中学校　体育館 新設 音声告知装置・TV 有

6 伊水小学校　体育館 新設 音声告知装置・TV 有

7 都多小学校　体育館 新設 音声告知装置・TV 有

8 土万小学校　体育館 新設 音声告知装置・TV 有

9 神戸小学校　体育館 新設 音声告知装置・TV 有

10 一宮南中学校　体育館 新設 音声告知装置・TV 有

11 染河内小学校　体育館 新設 音声告知装置・TV 有

12 下三方小学校　体育館 新設 音声告知装置・TV 有

13 三方小学校　体育館 新設 音声告知装置・TV 有

14 一宮北中学校　体育館 新設 音声告知装置・TV 有

15 繁盛小学校　体育館 新設 音声告知装置・TV 有

16 波賀中学校　体育館 新設 音声告知装置・TV 有

17 波賀小学校　体育館 新設 音声告知装置・TV 有

18 野原小学校　体育館 新設 音声告知装置・TV 有

19 道谷小学校　体育館 新設 音声告知装置・TV 有

20 千種小学校　体育館 新設 音声告知装置・TV 有

21 千種中学校　体育館 新設 音声告知装置・TV 有

22 スポニックパークいちのみや　体育館 新設 音声告知装置・TV 有

23 くるみの里　体育館 新設 音声告知装置・TV 有

24 ちくさ高原　体育館 新設 音声告知装置・TV 有

25 旧千種東小学校　体育館 新設 音声告知装置・TV 有

26 兵庫県立伊和高等学校　体育館 新設 音声告知装置・TV 有

27 兵庫県立千種高等学校　体育館 新設 音声告知装置・TV 有

合計 31施設

広域避難所機能充実事業（音声告知装置及びTV端子の設置）【確定】
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災害等相互応援に係る協定 
 

 宍粟市水道部（以下「甲」という。）と宍粟市管工事組合（以下「乙」という。）は次のとおり

協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲の給水区域内で災害が発生し送配水管及び給水管若しくは給水装置が被

災したときは、乙及び乙の組合員は復旧に可能な限り協力することに加え、平常時の給水装置

工事の適正な施工及び給水契約者に対し、給水サービスの向上に寄与することを目的とする。 

（連絡機関） 

第２条 乙は、甲と乙の組合員である宍粟市指定給水装置工事事業者との連絡機関として、機能

を発揮するものとする。 

（応援内容） 

第３条 乙と乙の組合員は、甲から応援要請があったときは、速やかに復旧活動を行うため、必

要な人員及び資器材を確保すると共に、協力体制をとらなければならない。 

２ 乙は、兵庫県水道災害相互応援に関する協定に基づく、甲の行う工事業者の斡旋に協力する

ものとする。 

（その他） 

第４条 乙及び乙の組合員は、甲及び給水契約者が依頼する給水装置工事について、可能な限り

協力する。 

２ 甲は、乙が乙の組合員に対して行う技術講習会等には協力しなければならない。 

３ 甲は、乙から申請のあった給水装置工事について、指導及び監督並びに協力を行うものとす

る。 

（期間） 

第５条 この協定に定める期間は、平成２１年５月１５日から平成２２年３月３１日とする。た

だし、甲、乙の一方から協定期間満了日の１か月前までに、この協定の解除又は変更の申し出

の無いときは引き続き一年間この協定を継続するものとし、以後の期間満了時も又同様とする。 

（補則） 

第６条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、甲乙協議して定める。 

 

 平成２１年５月１５日 

 

 

相互応援協定にかかる覚書 
 

 宍粟市水道部（以下「甲」という。）と宍粟市管工事組合（以下「乙」という。）は、次のとお

り覚書を締結する。 

 

１．応援に要する経費は、原則として甲が負担する。 

２．応援資器材、車両等の調達、その他これに関する経費は、甲が負担する。 

３．乙の組合員が、宍粟市水道事業給水条例第９条に基づき、給水装置工事を施工する場合にお

ける給水装置工事の道路及び公有水面占用申請事務手続きについては、甲が代行するものとす

る。ただし、それに要する経費の実費相当額は、乙の組合員の負担とする。 

４．乙の組合員が施工する前項の公道部の舗装復旧は、甲が受託し施工するものとする。ただし、

その経費は甲が契約しているパッチング舗装工事費より割り出した金額により算出する。 

 平成２１年５月１５日 
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災害時における障害物除去等の協力に関する協定 
 

宍粟市（以下「甲」という。）と、兵庫県自動車整備振興会西播北支部（以下「乙」 

という。）は、地震、風水害その他の災害時において、甲の要請に基づき、乙が甲

に対して行う障害物除去等の業務の協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（要請） 

第１条 甲は、災害が発生し、人命救助等の業務（以下「業務」という。）のため、

乙の協力が必要と認めるときは、乙に対して、様式１による要請書により協力

の要請をするものとする。ただし、要請書による要請をするいとまがないとき

は、口頭で要請し、その後、速やかに要請書を交付するものとする。 

（業務の内容） 

第２条 甲が乙に協力を要請する業務は次のとおりとする。 

（１）人命救助のための障害物の除去作業 

（２）道路交通確保のための障害物の除去作業 

（３）前２号に定めるもののほか甲が必要と認める応急作業 

（協力） 

第３条 乙は、第１条の規定により甲から協力の要請があったときは、特別の理

由がない限り、乙の保有する資機材を活用し、甲に協力を行うものとする。 

（連絡） 

第４条 乙は、前条の規定により協力を行った場合は、様式２の連絡書により、

速やかに甲に対して障害物除去等の実施状況を連絡するものとする。ただし、

連絡書をもって連絡するいとまがないときは、口頭で報告し、その後、速やか

に連絡書を提出するものとする。 

（経費の負担） 

第５条 本協定に基づく協力業務に要した費用は、乙の負担とする。ただし、乙

が協力業務を実施するにあたり、甲の指示により、乙が保有する資機材以外の

資機材を調達した場合は、それに要した費用は甲の負担とする。 

（損害補償） 

第６条 甲は、この協定に基づいて協力業務に従事した者が、そのために死亡し、

負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合において、その

者又はその者の遺族が受ける損害を宍粟市消防団員等公務災害補償条例に定め

る範囲内において補償するものとする。 

（災害発生時の情報提供） 

第７条 乙は、諸活動中に覚知した災害等による被害情報を積極的に甲に提供す

るものとする。 

（連絡責任者） 

第８条 甲及び乙は、あらかじめ連絡責任者を定めて相手方に報告し、災害が発

生したときは、速やかに相互に連絡をとるものとする。 

（自発的活動） 

第９条 この協定は、災害時において乙が自発的に実施する障害物除去等の社会

貢献活動に制限を加えるものではない。 

（平常時の活動） 

第１０条 甲及び乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため平素から情

報交換を行い、乙は、甲が行う防災訓練等への参加に努め、緊急時に備えるも

のとする。 
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（協議） 

第１１条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、その

都度甲、乙協議して定めるものとする。 

（有効期限） 

第１２条 この協定は、平成２１年２月１３日からその効力を有するものとし、

甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を持続するも

のとする。 

 

 この協定の成立を証とするため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、

各１通を保有する。 

 

平成２１年２月１３日 
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 様式１（第１条関係） 

 

  

  年  月  日 

障害物除去等の協力要請書  

 

 

     兵庫県自動車整備振興会 西播北支部長   様 

 

                                          宍粟市長 

 

１ 実施日時（期間） 

 

２ 実施場所 

 

３ 災害の状況及び協力業務の内容（障害物除去、道路交通確保、その他） 

  

 

４ 協力業務に必要な資機材等の種類、数及び業務従事者 

 

 
資機材種類 数 従事人数 

 

   

   

   

  

５ 甲の現場責任者 

       氏名                                所属 

 

       電話 

 

   ６ その他必要な事項 
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  様式２（第４条関係） 

 

                                                  

  年  月  日 

 
障害物除去等の実施連絡書 

  （あて先） 宍粟市長  様 

 

                                                   ○ ○ ○ ○ 

 

   １ 実施日時（期間） 

 

   ２  実施場所 

 

   ３ 実施内容 

 

 

 

   ４ 乙の現場責任者 

        氏名                                事業所名 

 

        電話 

 

   ５ 実施事業所名簿 

 

 
事業所名 人員 使用資機材 

 

   

   

   

   

６ その他必要な事項 
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災害時における食糧・生活必需品の確保に関する協定 
 

（趣旨） 

第１条 この協定は、宍粟市内に地震・風水害による災害が発生し、又は発生のおそれがある場

合（以下「災害時」という。）に、宍粟市（以下「甲」という。）とマックスバリュ西日本株式

会社（以下「乙」という。）とが相互に協力して災害時の市民生活の早期安定を図るため、食糧

及び生活必需品（以下「食糧等」という。）の供給等の協力について必要な事項を定めるものと

する。 

 

（協力の要請） 

第２条 甲は、災害時に食糧等を求める必要があると認めた時は、次に掲げる事項を明らかにし

た応援要請書（別記様式）をもって乙の保有する物資の調達を要請するものとする。ただし、

緊急を要するときは、電話等により要請し、事後、要請書を提出するものとする。 

(1) 災害の状況及び応援を必要とする事由 

(2) 応援を必要とする種類と数量 

(3) 引渡の方法及び引渡場所 

(4) その他必要とする事項 

（食糧等供給の協力実施） 

第３条 乙は、前条により甲から要請を受けたときは、保有する物資等の優先供給及び運搬につ

いて積極的に協力するものとする。 

（食糧等） 

第４条 甲が乙に要請する災害時の食糧等は、被害の状況に応じ、原則として別表第１に掲げる

物資のうちから指定する。 

（食糧等の運搬） 

第５条 食糧等の運搬は、甲又は乙の指定する者が行うものとする。 

（食糧等の引取り） 

第６条 食糧等の引渡し場所は、甲と乙が協議して決定するものとし、当該場所において乙の納

品書等により、甲が確認の上、引き取るものとする。 

（経費の負担） 

第７条 第３条及び第５条により乙が供給した商品の対価及びその運搬等の費用は、甲が負担す

るものとする。 

２ 前項の対価及び費用は、乙が保有商品の供給及び運搬の終了後、災害発生直前の適正価格に

基づき甲、乙協議の上、定めるものとする。この場合において、商品の出荷数量等については、

乙の提出する出荷確認書等により、算定する。 

（平常時の活動） 

第８条 甲及び乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため平素から情報交換や甲が行う

防災訓練への参加等に努め、緊急時に備えるものとする。 

（連絡責任者） 

第９条 要請及び協力に関する事項の伝達を正確かつ円滑に行うため、連絡体制を定めるものと

する。 

（協議） 

第 10条 甲と乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため、必要に応じ協議を行うものと

する。 

２ この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、その都度、甲と乙が協議し

て定めるものとする。 
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（有効期間） 

第 11条 この協定は、平成１８年１２月２７日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書

をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

平成１８年１２月２７日 

 

 

 

 

 

 

 別表第１（災害時の食糧・生活必需品） 

種類 物資名 

食器類 紙コップ、箸、フォーク、スプーン、紙皿 

日用品雑貨 

チリ紙、ティッシュ、石鹸、洗濯石鹸（粉）、紙オムツ 

歯ブラシ、歯磨き粉、軍手、ガムテープ、生理用品 

ウェットティッシュ、ライター（使い捨てライター等） 

マスク 

光熱材料 卓上ガスコンロ、ガスボンベ、電池、ローソク 

食糧 

米、パン、牛乳、各種缶詰、味噌、醤油、砂糖、各種野菜 

粉ミルク、インスタントラーメン、ソーセージ、ジュース 

マヨネーズ、玉子、菓子類、塩、調味料、お茶 

（１）応急食糧等はおおむね上記の品目を基準とし、災害や緊急度の状況に合わせて指定する。 

（２）品目は上記の他、甲、乙協議の上、その都度指定できるものとする。 
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災害時における防災活動及び平常時における防災活動への協力に関する協定 
 

宍粟市（以下「甲」という）と、山崎商業開発株式会社（以下「乙」という）及びイオン株式

会社西日本カンパニー（以下「丙」という）とは、災害発生時における防災活動並びに平常時に

おける防災活動への協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（要請） 

第一条 災害発生時、甲は乙及び丙に対し次の事項について、協力を要請することができる。 

(1) 甲は、災害時における物資等の確保を図るため、必要があると認めるときは、乙及び丙の

保有する物資等の供給を要請すること。 

(2) 乙の駐車場を、被災者に対し、避難場所として提供すること。 

（要請手続き） 

第二条 前条に掲げる要請は、原則として文書によるものとする。但し、緊急を要する場合は、

口頭で要請し、その後、すみやかに文書を交付するものとする。 

（要請事項の措置） 

第三条 乙及び丙は、甲から前条の要請を受けたときは、営業に支障がない範囲において、要請

事項についてすみやかに適切な措置をとるとともに、その措置事項を甲に連絡するものとする。 

（物資等の範囲） 

第四条 甲が乙及び丙に要請する物資等は、次の各号に掲げるもののうち、乙及び丙が保有又は

調達可能な物資とする。 

(1) 別表に掲げる物資 

(2) その他、甲が指定する物資 

（物資等の費用負担） 

第五条 (1) 乙及び丙が物資等の供給の実施に要した費用は、甲が負担するものとする。 

(2) 物資等の取引価格は、災害発生時直前における適正な価格とする。 

（物資等の運搬、引渡し） 

第六条 物資等の引渡し場所は甲が指定するものとし、引渡し場所までの運搬は、原則として乙

及び丙が行うものとする。但し、乙及び丙の運搬が困難な場合は、別に甲の指定するものが行

うものとする。 

（支援体制の整備） 

第七条 乙及び丙は、災害時における円滑な協力を図るため、社内及びグループ各社との広域応

援体制並びに情報連絡体制の整備に努めるものとする。 

（平常時の防災活動への協力） 

第八条 乙及び丙は、平常時における甲の防災啓発事業の推進に対し、次の各号に掲げる事項に

ついて、可能な限り協力するものとする。 

(1) 甲及び乙と丙の店舗であるイオン株式会社ジャスコ山崎店とで共同で実施する防災啓発事

業及び防災訓練 

(2) 甲が実施する防災啓発事業 

(3) 甲が実施する防災訓練への参加 

（連絡責任者） 

第九条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては防災担当課長、乙においては山崎商業開

発常務取締役、丙においてはイオン株式会社ジャスコ山崎店店長とする。 

（協議） 

第十条 この協定の実施について疑義が生じたときは、その都度、甲及び乙と丙が協議して決定

するものとする。 
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（有効期間） 

第十一条 この協定書の有効期間は、平成 18年 7月 1日から平成 19年 6月 30日までの１年間と

する。但し、有効期間満了日の一ヶ月前までに、双方いずれからも文書による終了の意思表示

がないときは、当該有効期間満了日の翌日から起算して１年延長するものとし、以降もまた同

様とする。但し、乙及び丙が第一条で掲げる店舗が閉店した場合、並びに、第四条に掲げる物

資等を取り扱わなくなったときは、この協定は、効力を失うものとする。 

 

この協定を証するため、本書三通を作成し、甲乙丙三者記名押印のうえ、各自その一通を保有

するものとする。 

 

平成 18年 6月 27日 

 

 

 

 別表（災害時の主な必要物資一覧表） 

災害発生直後に必要な物資 

（概ね発災～３日間程度） 
その後に必要な物資 

食料品 

おにぎり、パン類、カップ麺、飲料水、牛

乳、粉ミルク、缶詰（イージーオープン） 

 

 

 

生活必需品 

毛布、紙おむつ、生理用品、哺乳瓶、ラジ

オ、乾電池、懐中電灯、箸、スプーン、使

い捨て食器類、ラップ、固形燃料、ウェッ

トティッシュ、ゴミ袋、蚊取り線香（夏季）

使い捨てカイロ（冬季） 

食料品 

精米、即席麺、食パン、レトルト食品、

漬物、梅干、野菜、調味料、肉類、菓子

類、果物、お茶 

 

 

生活必需品 

タオル、肌着、履物、作業服、軍手、鍋、

炊飯用具、簡易コンロ、カセットボンベ、

石鹸、歯ブラシ、ティッシュペーパー、

常備薬、救急セット、防水シート 
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災害時等における「山崎町」と「山崎町区内郵便局」との相互協力に関する覚書 
 

 山崎町長（以下「甲」という。）と山崎町区内郵便局代表者 播磨山崎郵便局長（以下「乙」という。）

は、地震その他の災害時並びに平常時における事故等（以下「災害時等」という。）から町民生活の安全を

確保するための対策の相互協力に関し、次のとおり覚書を締結する。 

 

（目的） 

第１条 甲及び乙は、災害時等において、町民生活の安全を確保するための必要な対策を協同の精神に基

づき相互に協力して円滑に行うことを目的とする。 

（協力事項） 

第２条 甲及び乙は、災害時等において、次の各号について相互に協力するものとする。 

(1) 被災住民の避難先及び被災状況等に関する情報の相互提供 

(2) 災害救助法適用時における郵便・為替貯金・簡易保険等郵政事業にかかわる被害特別事務の取り扱

い 

(3) 乙の職員が集配途上及び営業途上で発見した被害状況等に関する情報の提供 

(4) 平常時において、乙の職員が集配途上及び営業途上で発見した道路等の損壊状況等に関する情報及

び事件・事故等の発生が予測される生活安全対策上必要な情報の提供 

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

（協力の実施） 

第３条 甲及び乙は、協力の要請があったときは、その重要性に鑑み、協力するよう努めなければならな

い。 

（経費の負担） 

第４条 協力に要した経費は、法令その他別段の定めがあるものを除くほか、原則として要請した者が適

法な方法により算出した金額を負担する。 

２ 前項の負担について疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ負担すべき額を決定する。 

（災害情報等連絡体制の整備） 

第５条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとする。 

（情報の交換） 

第６条 甲及び乙は、協力体制に必要な情報を相互に交換することができる。 

（連絡責任者） 

第７条 この覚書に関する連絡責任者は、甲においては山崎町消防防災課長、乙においては播磨山崎郵便

局総務課長とする。 

（災害対策本部への参加） 

第８条 乙は、山崎町災害対策本部長からの要請があるときは、山崎町災害対策本部へ加わることができ

る。 

（防災訓練への参加） 

第９条 乙は、甲が実施する防災訓練に参加することができる。 

（用語の定義） 

第 10条 この覚書における「災害」とは、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第２条第１項に定

める被害をいう。 

（協議） 

第 11条 この覚書に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ決定する。 

（効力発生日） 

第 12条 この覚書は、平成１０年１０月２９日から効力を生じる。 

この覚書の締結を証するため、この書面２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

平成１０年１０月２９日 
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災害時における情報の収集及び伝達の応援に関する協定 
 

 山崎町（以下「甲」という。）と山崎アマチュア無線クラブ（以下「乙」という。）は地震、風

水害、その他の災害時に、情報通信機能が麻痺した場合等の情報の収集及び伝達の応援に資する

ため、次のとおり協定を締結する。 

 

（応援要請） 

第１条 甲は、災害時において情報通信機能に支障を生じ又は生じる恐れがあると認めるときは、

乙に対し文書により情報の収集及び伝達について応援を要請するものとする。ただし、文書を

もって要請することが困難な場合には、口頭又は電話等により要請を行い、後に文書を提出す

るものとする。 

（応援要請の内容） 

第２条 応援の事項は、次のとおりとする。 

(1) 乙の会員宅周辺及びその他で見聞した被害状況又は避難状況等に関する情報の提供 

(2) 緊急時における救急・救助に関する情報の提供及び伝達 

(3) 前各号に掲げるもののほか、甲から要請のあった事項 

（応援の実施） 

第３条 乙は、甲からの要請を受けたときは、会員に対し速やかに適切な措置を取るよう周知す

るとともに、その措置事項を甲に連絡するものとする。 

（連絡担当者） 

第４条 甲及び乙は災害時の円滑な対応を図るため、予め連絡担当者を定めておくものとする。 

２ 甲及び乙は、連絡担当者を定めたときは、それぞれ相手方に通知するものとする。 

（協定の効力及び更新） 

第５条 この協定は、締結の日から１年間をもって終了する。ただし、終了日前 30日までに、甲

又は乙は、それぞれの相手方に対し文書をもって協定を延長しない旨の通知をしない場合は、

この協定は更に１年間延長されるものとし、以後の期間についてもまた同様とする。 

（補則） 

第６条 この協定に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、甲乙協議のうえ決定する

ものとする。 

 

附 則 

この協定は、締結の日から効力を生じるものとする。 

 

上記協定締結の証として本協定書２通作成し、甲乙記名押印のうえ、各１通保有する。 

 

 

平成９年１２月１６日 
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緊急時における生活物資の確保に関する協定 

 

宍粟市（以下「甲」という。）と、生活協同組合コープこうべ（以下「乙」という。）は、緊急時に

おける生活物資の確保に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、緊急時（地震、風水害、大火災その他の原因による被害が発生し、一時的に生

活物資の流通に障害が生じた場合をいう。以下同じ。）に際し、宍粟市内の生活物資の確保及び住民

生活の安定に寄与することを目的とする。 

（法令の遵守） 

第２条 この協定の施行に当たっては、甲及び乙は、消費生活協同組合法（昭和 23年法律第 200号）

その他の関係法令を遵守しなければならない。 

（緊急時の認定） 

第３条 緊急時の認定は、甲乙協議の上、甲が行うものとする。 

２ 甲は、緊急時の認定を行ったときは、乙に速やかに通知するものとする。 

（緊急時の体制） 

第４条 乙は、前条第２項の通知を受けたときは、別表第１に掲げる乙の事業所において、特別監視

体制をとるものとし、生活物資の適切な確保及び供給を乙の事業所を拠点として行うものとする。 

（生活物資の指定） 

第５条  生活物資は、別表第２のとおりとする。 

２ 前項に定めるもののほか、必要に応じて甲乙協議の上、指定できるものとする。 

（生活物資の確保） 

第６条 甲は、緊急時に際し、乙に対し生活物資の確保及び安定供給について要請するものとする。 

２ 乙は、前項の要請を受けたときには、直ちに必要な措置を行うものとする。 

（情報交換） 

第７条 甲及び乙は、平素から物価及び需給の動向並びに事業所の状況、その他必      要な

事項について調査研究を行うとともに、相互に情報交換に努め、緊急時に備えるものとする。 

２ 甲及び乙は、緊急時に関する情報を知り得たときは、直ちに通報し合うものとする。 

（改正及び廃止） 

第８条 甲又は乙が、この協定を改正し、又は廃止しようとするときは、その３箇月前までに相手方

に通知しなければならない。 

（その他） 

第９条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、決定するもの

とする。 

 

 この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

平成 26年３月 18日 
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別表第１（第４条関係） 

 

 緊急時における生活物資確保拠点事業所 

事業所名 住  所 責任者 

協同購入センター西播磨 兵庫県たつの市揖西町土師１－１ センター長 

コープ龍野 兵庫県たつの市龍野町島田１０番地の１ 店 長 

コープ上郡 兵庫県赤穂郡上郡町山野里２２８１番地２ 店 長 

 

別表第２（第５条関係） 

 

 生活物資 

種 類 物   資   名 品目 

食料品 

飲料水(ミネラルウォーター、お茶、ジュース類)、米、パン、 

おにぎり、弁当、牛乳、粉ミルク、インスタント食品(カップ麺、 

即席みそ汁等)、レトルト食品、缶詰(イージーオープン)、 

ハム・ソーセージ類 

１１ 

生活用品 

石鹸、洗剤、歯ブラシ、歯磨き粉、タオル、トイレットペーパー、

ティッシュペーパー、ウェットティッシュペーパー、ゴミ袋、 

ポリバケツ、紙オムツ(幼児用、大人用)、生理用品、マスク、 

ガムテープ、ポリタンク、防水シート、使い捨てカイロ（冬季）、

蚊取り線香(夏季)、下着類、靴下、軍手、毛布、ジャージ、 

簡易食器(紙コップ、紙皿、割り箸、スプーン等)、 ラップ、 

ほ乳びん、なべ、簡易ライター、乾電池、懐中電灯、ろうそく、 

卓上カセットコンロ、カセットボンベ 

３３ 

 

235



災害時における物資供給に関する協定書 

 

宍粟市（以下「甲」という。）と NPO法人コメリ災害対策センター（以下「乙」という。）は、

災害時における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以

下「災害時」という。）において、甲が乙と協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地へ供給する

ために必要な事項を定めるものとする。 

（協定事項の発効） 

第２条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が、災害対策本部を設置し、  乙

に対して要請を行ったときをもって発動する。 

 （供給等の協力要請） 

第３条 甲は、災害時において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に調達が可  能

な物資の供給を要請することができる。 

（調達物資の範囲） 

第４条 甲が、乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち、乙が調達可能な物資

とする。 

(1) 別表に掲げる物資 

(2) その他甲が指定する物資 

（要請の方法） 

第５条 第３条の要請は、調達する物資名、数量、規格、引渡場所等を記載した文書をもって行

うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等で要請し、その後

速やかに文書を交付するものとする。 

（物資の供給の協力） 

第６条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の優先供給に努めるも  の

とする。 

２ 乙は、物資の供給を実施したときは、その供給の終了後速やかにその実施状況を報告書によ

り甲に報告するものとする。 

（引渡し等） 

第７条 物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定地までの運搬は、原則として乙が

行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める輸送手段によ

り運搬するものとする。 

２ 甲は、乙が前項の規定により物資を運搬する車両を優先車両として通行できるよう配慮する

ものとする。 

（費用の負担） 
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第８条 第６条の規定により、乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費は、  甲

が負担するものとする。 

２ 前項に規定する費用は、災害発生直前における小売価格等を基準とし、甲と乙が協  議の

上速やかに決定する。 

（費用の支払い） 

第９条 物資の供給に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。 

２ 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとす

る。 

（情報交換） 

第 10条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を  行い、

災害時に備えるものとする。 

 （協議） 

第 11条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上  決定

するものとする。 

 （有効期間） 

第 12条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の

終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。 

 

 この協定の成立を証するため、本書 2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

  平成 ２７年 １月 １６日 
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 別表
災害時における緊急対応可能な物資

　　大分類 主な品種
作業関係 作業シート、標識ロープ、

ヘルメット、防塵マスク、簡易マスク、
長靴、軍手、ゴム手袋、皮手袋、
雨具、土のう袋、ガラ袋、
スコップ、ホースリール

日用品等 毛布、タオル、
割箸、使い捨て食器、
ポリ袋、ホイル、ラップ、
ウェットティシュ、マスク、衛生用ポリ手袋（使い捨て）
バケツ、水モップ、デッキブラシ、雑巾、
簡易ライター、使い捨てカイロ

水関係 飲料水（ペットボトル）、生活用水用ポリタンク

冷暖房機器等 大型石油ストーブ、木炭､木炭コンロ

電気用品等 投光器、懐中電灯、乾電池、
カセットコンロ、カセットボンベ

トイレ関係等 救急ミニトイレ
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兵庫衛星通信ネットワーク管理運営協議会

防災専用

兵庫衛星通信ネットワーク

衛星電話番号簿

平成２６年度
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兵庫衛星通信ネットワーク衛星電話番号簿に
記載の電話番号は、平成２３年４月１日現在
のものです。
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衛星電話利用のコツ
　衛星電話は赤道上空３６，０００㎞の通信衛星を利用するため、自分の声が相手に届くまで約０．２５秒か
かります。相手からの返事も約０．２５秒かかり、往復で約０．５秒の間隔が空くため、話しづらいことがあ
ります。この間隔による通話の混乱を避けるため、衛星電話では相手の話が終わるまでは聞き手側に専念し、
相手が話し終わって一呼吸おいてから話し始める「ゆとりのある会話」を心がけてください。聞き手側があい
ずちを打ったり、割り込んだりすると相手の話がとぎれる原因となります。

衛星回線の優れた点
　■衛星回線による電話・ＦＡＸは、無料です。一切通話料金がかりません。
　■災害発生時などＮＴＴ回線が輻輳しても、その影響を受けません。

衛星回線の使い方

凡例

総務班　　　 5352 362-9870

局番 市外局番
151 078

市外局番

6489-6880   
6489-6165   

202 06

362-9872

災害対策本部事務局

指令部・指揮者 5360

　兵庫県庁 (87発信)

防災情報ｾﾝﾀｰ(8F) 53

52 984-2030   

局番

２０２ ５３

１

衛星回線選択番号 相手先地球局番号

2

代表 16880

３

衛星回線について

　神戸市 (7発信)
100 078

衛星回線で電話するには、下の１，２，３の順にダイヤルします。

1
市外局番局番

危機管理室(8F) 54

危機管理室

　尼崎市 (7発信)

FAX上(8F)

警備室 53
防災対策課 52

3

県 衛星番号 ＮＴＴ番号

　の順にダイヤルします。ＦＡＸも同様です。

・相手先が県外の場合、相手先の地球局番号の前に「都道府県番号」をつけます。

・例えば、神戸市役所から尼崎市防災対策課へ電話する場合、上のとおり「７－２０２－５３」

内線番号

２

７

庁舎（代表）   2000 341-7711
（夜間・休日）  5361 362-9900

6871総務局長 （PHS）

庁舎・局名称 衛星回線選択番号 

防災電話から衛星回線を利用する際に最初にダイＮＴＴ回線選択番号 

一斉ＦＡＸ，防災電話からＮ

ＴＴ回線を利用する際に最初

記載の内線番号をダイヤルする

と、この庁舎の全ての防災電話
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衛星電話利用のコツ
　衛星電話は赤道上空３６，０００㎞の通信衛星を利用するため、自分の声が相手に届くまで約０．２５秒か
かります。相手からの返事も約０．２５秒かかり、往復で約０．５秒の間隔が空くため、話しづらいことがあ
ります。この間隔による通話の混乱を避けるため、衛星電話では相手の話が終わるまでは聞き手側に専念し、
相手が話し終わって一呼吸おいてから話し始める「ゆとりのある会話」を心がけてください。聞き手側があい
ずちを打ったり、割り込んだりすると相手の話がとぎれる原因となります。

衛星回線の優れた点
　■衛星回線による電話・ＦＡＸは、無料です。一切通話料金がかりません。
　■災害発生時などＮＴＴ回線が輻輳しても、その影響を受けません。

ＮＴＴ番号
局番

災害対策本部事務局

市外局番

加古川庁舎・7 172 1200交換台

県 衛星番号

151 078

東播磨県民局企画調整部  511/512 621/630

衛星回線について

　兵庫県庁 (87発信)

１５１８７

ＦＡＸ利用の際にも同様の方法にて利用可能です。

3

衛星回線の使い方

県民局等に衛星回線で電話するには、下の１，２，３，４の順にダイヤルします。

1

　神戸市 (7発信)
局番 市外局番
100 078

危機管理室
52 984-2030   

FAX上(8F)

防災情報ｾﾝﾀｰ(8F) 53
危機管理室(8F) 54

　庁舎・衛星回線選択番号 地球局 内線番号
番号 TEL FAX

 521～523 621/637

4

１ ２ ３ ４

加古川土木事務所

衛星回線選択番号 県民局等接続番号 相手先地球局番号 内線番号

１７２ ５１１

・例えば、神戸市役所から東播磨県局企画調整部防災課へ電話する場合、上記のとおり

「７－１５１８７－１７２－５１１」の順にダイヤルします。

７

庁舎（代表）   2000 341-7711

県民局等接続番号は県庁の交換機の接続番号ですので全県民局等共通です。

・相手先が県外の場合、相手先の地球局番号の前に「都道府県番号」をつけます。

凡例

（夜間・休日）  5361 362-9900

指令部・指揮者 5360 362-9872
総務局長 6871 （PHS）

総務班　　　 5352 362-9870

庁舎・局名称 衛星回線選択番号 

防災電話から衛星回線を利用する際に最初にダイＮＴＴ回線選択番号 

一斉ＦＡＸ，防災電話からＮ

ＴＴ回線を利用する際に最初

記載の内線番号をダイヤルする

と、この庁舎の全ての防災電話

242



衛星電話利用のコツ　（市町・消防等への連絡時）
　衛星電話は赤道上空３６，０００㎞の通信衛星を利用するため、自分の声が相手に届くまで約０．２５秒か
かります。相手からの返事も約０．２５秒かかり、往復で約０．５秒の間隔が空くため、話しづらいことがあ
ります。この間隔による通話の混乱を避けるため、衛星電話では相手の話が終わるまでは聞き手側に専念し、
相手が話し終わって一呼吸おいてから話し始める「ゆとりのある会話」を心がけてください。聞き手側があい
ずちを打ったり、割り込んだりすると相手の話がとぎれる原因となります。

衛星・地上系回線の優れた点
　■衛星及び地上系多重回線による電話・ＦＡＸは、無料です。一切通話料金がかりません。
　■災害発生時などＮＴＴ回線が輻輳しても、その影響を受けません。
　■県民局等へは地上系多重回線にて接続、市町等へは衛星回線にて接続

2000

ﾈｯﾄﾜｰｸ管理室(ﾌｪﾆｯｸｽ)

下の１，２，３の順にダイヤルして下さい。

1
内線番号　庁舎・衛星回線選択番号 地球局

東播磨県民局企画調整部

3

災害対策課防災係 3140 6380/6381

電話の使い方

衛星・地上系回線について

番号 TEL FAX
加古川庁舎・7 172 1200交換台

東播磨県民局から衛星（地上系）電話をかけるには、机上電話から別紙電話番号簿を参照して、

 511/512 621/630
加古川土木事務所  521～523 621/637

２
　庁舎・衛星回線選択番号 地球局 内線番号

番号 TEL FAX
兵庫県庁・87 151

ﾈｯﾄﾜｰｸ管理室(衛星) 6860/6861 6876
県庁交換台

5805～5807 6891
防災情報室 3151 6380/6381

１ ２ ３

衛星回線選択番号（発信元） 相手先地球局番号 内線番号

３１５１

・例えば、東播磨県民局から県庁防災情報室へ電話する場合、上のとおり「７－１５１－３１５１」

　の順にダイヤルします。内線番号のあるＦＡＸ利用の際も同様の方法にて利用可能です。

・西宮庁舎及び三田庁舎からは、衛星回線選択番号「７８」にて発信します。

７ １５１

※机上電話で使用でき、一般回線は「０」発信ですが、衛星回線の場合は「７」発信です。

・県庁へは、内線番号でどの課の電話機へもかけることができます。
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衛星電話利用のコツ　（市町・消防等への連絡時）
　衛星電話は赤道上空３６，０００㎞の通信衛星を利用するため、自分の声が相手に届くまで約０．２５秒か
かります。相手からの返事も約０．２５秒かかり、往復で約０．５秒の間隔が空くため、話しづらいことがあ
ります。この間隔による通話の混乱を避けるため、衛星電話では相手の話が終わるまでは聞き手側に専念し、
相手が話し終わって一呼吸おいてから話し始める「ゆとりのある会話」を心がけてください。聞き手側があい
ずちを打ったり、割り込んだりすると相手の話がとぎれる原因となります。

衛星・地上系回線の優れた点
　■衛星及び地上系多重回線による電話・ＦＡＸは、無料です。一切通話料金がかりません。
　■災害発生時などＮＴＴ回線が輻輳しても、その影響を受けません。
　■県民局等へは地上系多重回線にて接続、市町等へは衛星回線にて接続

内線番号
番号 TEL FAX

ﾈｯﾄﾜｰｸ管理室(ﾌｪﾆｯｸｽ)

　庁舎・衛星回線選択番号 地球局
2

内線番号

県庁から衛星（地上系）電話をかけるには、机上電話から別紙電話番号簿を参照して、

　下の１，２，３の順にダイヤルして下さい。

1

衛星・地上系回線について

電話の使い方

兵庫県庁・87 151

　庁舎・衛星回線選択番号 地球局

県庁交換台 2000
ﾈｯﾄﾜｰｸ管理室(衛星) 6860/6861 6876

5805～5807 6891
防災情報室 3151 6380/6381
災害対策課防災係 3140 6380/6381

TEL FAX
加古川庁舎・7 172 1200交換台

番号

東播磨県民局企画調整部  511/512 621/630
加古川土木事務所  521～523 621/637

3

１ ２ ３

・例えば、県庁から東播磨県民局企画調整部へ電話する場合、上のとおり「８７－１７２－５１１」

　の順にダイヤルします。内線番号のあるＦＡＸ利用の際も同様の方法にて利用可能です。

※机上電話で使用でき、一般回線は「０」発信ですが、衛星電話の場合は「８７」発信です。

衛星回線選択番号（発信元） 相手先地球局番号 内線番号

８７ １７２ ５１１
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産業保安課　　　

県庁・東京事務所

県 衛星番号 ＮＴＴ番号 県 衛星番号 ＮＴＴ番号

　兵庫県庁 (87発信)
局番 市外局番

　兵庫県庁 (87発信)
局番 市外局番

151 078 151 078

庁舎（代表）   2000 341-7711
県土整備部　土木局（夜間・休日）  5361 362-9900
道路保全課 管理係 4395 362-3522

災害対策本部事務局
FAX 6678 362-4278

河川整備課 防災班 4419 362-3531
指揮者 5332 362-9862 （河川開発担当） 4433 362-3534
総務局 水防本部 4415 362-3571

本部会議班　 5330 362-9860 技術専門員 4429 362-9257
（情報整理） 5343 FAX 6722 362-3922
広報班　　　 5337 362-9867 港湾課 整備班

4452 362-3540
県民窓口班　 5342 362-9898 （海岸・防災担当）

対策局 FAX 6680 362-4280
総括班　　　 5331 362-9861 砂防課 砂防班（防災担当） 4467 362-3544
情報収集班　 5367 362-9907 FAX 6681 362-4281
調整支援班　 5360 362-9872
被災者対策班 5363 362-9903

　広域防災センター (7発信)
局番

ｼｽﾃﾑ管理室 5815 362-9880 152
東京一斉 6875 362-3938
ﾈｯﾄﾜｰｸ管理室（衛星） 6882 362-9884 事務所奥ｺﾋﾟｰ室

511
ﾈｯﾄﾜｰｸ管理室（ﾌｪﾆｯｸｽ） 5805 362-9881 FAX上(1F)

FAX 6380 362-9911 無線室(中2F) 512
FAX 6381 362-9912 FAX(事務所奥

611
ｺﾋﾟｰ室)

企画県民部　防災企画局
  東京事務所 (76または77発信)

局番 市外局番
防災企画課 課長席 3130 362-9805 048-300 03

防災企画班
3161 362-9814

（調整担当） 衛星電話 9-3608 5212-9040
防災企画班

5352 362-9870
FAX 9-3609 5212-9042

（防災事業担当）

FAX 6383 362-9914
　災害医療センター (7発信)

局番
防災計画課　　課長席 3155 362-9838 283

防災計画班 3135 362-9809
広域企画室 室長席 3156 362-9818 情報指令ｾﾝﾀｰ(2F) 541

広域計画班
3131 362-9806 FAX

641
3829 362-9815 (情報指令ｾﾝﾀｰ)

FAX（計画・広域） 6394 362-9839
復興支援課 課長席 5862 362-4337

復興調整班 5855 362-4335
生活支援班 5857 362-4336
震災20周年事業班 5856 362-9830
FAX 5869 362-4459

企画県民部　災害対策局

災害対策課 課長席 5382 362-9981
防災・危機管理班 3140 362-9988
（危機管理担当） 3145 362-9833
訓練・指導班 5383 362-9982
（訓練・調整担当） 3139 362-9810

防災情報室 室長席 3150 362-9811
防災情報班 3151 362-9812
FAX(災対・防情） 6380 362-9911
FAX(災対・防情） 6381 362-9912

消防課 課長席 3410 362-9820

消防班
3411 362-9821
3431 362-9831

（危険物担当） 3417 362-9824
FAX 6384 362-9915
課長席 3420 362-9825
産業保安班 3422 362-9414
(LP・冷凍ｶﾞｽ担当) 3423 362-9827
FAX 6672 362-9916
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近隣府県

県 衛星番号 ＮＴＴ番号 県 衛星番号 ＮＴＴ番号

　大阪府
局番

　三重県
局番

027-200-200 024-101-8

危機管理室 防災対策部

防災企画課 総務・企画Ｇ 4872 防災対策総務課　 企画総務班 2181
計画推進Ｇ 4848 情報通信班 2157

災害対策課 危機管理・国民保護Ｇ 4847 消防・保安課 消防班 2108
災害対策Ｇ 4880 予防・保安班 2183
防災情報Ｇ 4850 防災企画・地域支援課 防災企画班 2184

消防保安課 消防指導Ｇ 4876 市域支援班 2185
保安Ｇ 6653 災害対策課 災害対策班 2189
FAX 6654 防災訓練班 2186

危機管理課 危機管理班 2734

　滋賀県
局番

025-100-2
　鳥取県

局番
031-200

防災危機管理局
危機管理局

管理・情報チーム(管理) 3441
管理・情報チーム(情報) 3436 危機管理政策課 総務担当 7790
消防・保安チーム(消防) 3431 企画担当 7584

危機対策・情報課 危機管理・訓練担当 7878
消防・保安チーム(保安) 3433 広域防災担当 7894

危機管理・国民保護チーム 3435 災害情報センター 7950
地震・防災チーム 3432

原子力・防災チーム 3445 情報システム管理担当 7788
FAX 4994 原子力安全対策課 安全対策担当 7854

防災対策担当 7974

　京都府
局番 消防防災課 消防保安担当 7063

026-700 FAX 8137

府民生活部 　岡山県
局番

033-101
防災・ 調整・情報担当 4466
原子力安全課 計画担当 4475

対策・被災地応援担当 4472
原子力安全担当 4473 危機管理課 危機管理・国民保護 2511

消防安全課 消防担当 4468 防災対策 2513
安全・救急担当 4471 防災通信 2524

消防保安課 消防担当 2512

　奈良県
局番 保安担当 2518

029-111 FAX 5730

総務部

防災統括室 企画・自衛隊誘致係 9009
危機対策係 9010
防災施設係 9011

消防救急課 消防救急係 9029

　和歌山県
局番

030-300

総務部

危機管理局 危機管理課 8-2283
総合防災課 8-2271
消防保安課 8-2263
FAX 499
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神戸県民センター管内

県 衛星番号 ＮＴＴ番号 市役所・町役場・消防本部 衛星番号 ＮＴＴ番号

　西神戸庁舎 (7発信)
局番 市外局番

　神戸市 (7発信)
局番 市外局番

181 078 100
（８）
［－－－］ 代表 1200

危機管理室
　　（4号館2F）

52

神戸土木事務所
53
54

副所長 522 737-2381   一斉FAX

管理課 521 737-2148   （危機管理室）

523 737-2160   東京一斉FAX

61

63
FAX 637 735-4059   （危機管理室）

公園砂防課

　有野水防ｽﾃｰｼｮﾝ (7発信)
局番 市外局番

　神戸市消防局
局番 市外局番

277 078 100
（０） 消防管制室

42

消防管制室
［５９１］ 事務室(2F) 521 981-5201   (4号館4F)

62
和室(1F) 523 (4号館4F)FAX

事務室奥ﾃﾚﾋﾞ横 522

FAX（事務室） 637 981-5858   

　神戸市消防局（無線中継車）
局番 市外局番
930

電話 10

FAX 20
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阪神南県民センター管内

県 衛星番号 ＮＴＴ番号 市役所・町役場・消防本部 衛星番号 ＮＴＴ番号

　阪神南県民ｾﾝﾀｰ (89発信)
局番 市外局番

　尼崎市 (7発信)
局番 市外局番

171 06 202 06
（０）
［－－－］ 代表 1200 6481-7641 防災対策課 52 6489-6165   

警備室 53

県民交流室
一斉FAX

61 6489-6166   
(防災対策課)

企画防災課
511 6481-4519
512 6481-8072

　西宮市 (7発信)
局番 市外局番

FAX 611 6481-3664 204 0798

代表 35-3151   

　西宮庁舎 (78発信)
局番 市外局番 災害対策課(6F) 52 35-3546   
182 0798 衛士室(B1) 53

（０） 一斉FAX
61 36-1990   

［－－－］ 代表 1200 23-7788 (災害対策課)

西宮土木事務所 　芦屋市 (7発信)
局番 市外局番
206 0797

管理第２課 521 39-6131   
道路保全課 522 39-6147   代表 51 31-2121   
河川砂防課 1320 39-6135   

防災安全課
52

FAX 637 34-2868   53 38-2093   
一斉FAX

61 38-2157   
　尼崎港管理事務所 (7発信)

局番 市外局番 (防災安全課)

271 06
（８）

　尼崎市消防局 (7発信)
局番 市外局番

［５９１］ 代表 114 6412-1361 753 06

無線室 521  4869-9200   代表 41 6481-0119   
施設課 522 企画管理課 42 6481-3962   
水防待機 523 指令室 43 6481-0119   
FAX 637  6413-1090   一斉FAX(指令室) 62 6482-1995   

　西宮市消防局 (7発信)
局番 市外局番
755 0798

代表 41 26-0119   
指令室 42
警防課 43 26-0119   
一斉FAX(指令室) 62 36-2460   

　芦屋市消防本部 (7発信)
局番 市外局番
206 0797

代表 32-2345   
警防課 42
通信指令室 43 32-2345   
一斉FAX

62 32-0119   
(通信指令室)

248



河川砂防担当

道路担当

阪神北県民局管内

県 衛星番号 ＮＴＴ番号 市役所・町役場・消防本部 衛星番号 ＮＴＴ番号

　阪神北県民局 (7発信)
局番 市外局番

　伊丹市 (7発信)
局番 市外局番

278 0797 207 072
（８）
［５９１］ 代表  783-1234   

危機管理室(2F) 52  784-8166   

総務企画室
災害対策本部(2F) 53
一斉FAX

61  784-8172
企画防災課

1213 83-3115   (危機管理室)

1223 83-3127   
FAX 630 86-4379   

　宝塚市 (7発信)
局番 市外局番
214 0797

宝塚土木事務所
代表 51 71-1141   

道路第２課 521 83-3187   総合防災課(2F) 52 77-2078   
管理第２課 522 83-3183   防災ｾﾝﾀｰ(GLF) 53
河川砂防課 523 83-3180   一斉FAX

61 77-2102   
FAX 637 86-4329   (総合防災課)

　伊丹庁舎 (7発信)
局番 市外局番

　川西市 (7発信)
局番 市外局番

183 072 217 072
（８）
［－－－］ 代表 51 740-1111   

危機管理室(4F) 52 740-1145   

伊丹県税事務所
宿直警備員室(1F) 53
一斉FAX

61 740-1320   
所付 1200 (危機管理室)

伊丹業務所 　三田市 (7発信)
局番 市外局番
219 079

待機室 523
FAX 637 代表 51 563-1111   

防災安全課(3F) 52 559-5057   

　三田庁舎 (78発信)
局番 市外局番 宿直室(1F) 53
184 079 一斉FAX

61 559-1254   
（８） (防災安全課)

［－－－］ 1200

　猪名川町 (7発信)
局番 市外局番

三田業務所
301 072

521 562-8876   代表 766-0001   
522 562-8884   総務部総務課

52 766-8703  
河川砂防担当 523 562-8883   　危機管理室(2F)

FAX 630 562-8243   宿直室(1F) 53
一斉FAX

61 766-3732   
　青野ダム管理所 (7発信)

局番 市外局番 (総務部総務課)

291 079
（０）

　伊丹市消防局 (7発信)
局番 市外局番

［５９１］ 操作室(2F) 521 567-1110   757 072
事務室(2F) 522
宿直室(1F) 523 代表 41 783-0123   

総務課長席(2F) 42
情報管理課(3F) 43
一斉FAX

62 783-5578   
(情報管理課)

　宝塚市消防本部(7発信)
局番 市外局番
762 0797

代表 41 73-1141   
総務課課長席(3F) 42 73-1497   
情報管制課(4F) 43 77-0119   
一斉FAX

62 73-0119   
(情報管制課)

　川西市消防本部 (7発信)
局番 市外局番
765 072

代表 759-0119   
総務課(2F) 42
消防課(2F) 43
通信室(1F) 44
一斉FAX（通信室） 62 759-5061   
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阪神北県民局管内

市役所・町役場・消防本部 衛星番号 ＮＴＴ番号

　三田市消防本部 (7発信)
局番 市外局番
767 079

代表 564-0119   
総務課課長席(2F) 42
指令室FAX上(3F) 43

一斉FAX(指令室) 62 563-1230   

　猪名川町消防本部 (97発信)
局番 市外局番
769 072

代表 766-0119   
事務所入口(2F) 242
通信指令室(1F) 243
一斉FAX

260  766-1216
(通信指令室)
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東播磨県民局管内

県 衛星番号 ＮＴＴ番号 市役所・町役場・消防本部 衛星番号 ＮＴＴ番号

　東播磨県民局 (7発信)
局番 市外局番

　明石市 (60発信)
局番 市外局番

172 079 203 078
（０）
［－－－］ 代表 1200 421-1101 代表 912-1111   

総合安全対策局(4F) 2409

総務企画室
806A会議室(8F) 2880
一斉FAX

5402 918-5140   

市外局番
FAX(企画防災課) 630  424-6616   

511 (総合安全対策局)

512

52

  1216   421-9257   
　加古川市 (7発信)

局番
企画防災課

210 079

加古川土木事務所
代表  421-2000   
危機管理室

一斉FAX
61

 427-3622   
工事業務課 521 (本館5F) 53

 427-3623   
道路第２課 523 (危機管理室)

管理第２課 522

FAX 637  421-0072   

　高砂市 (7発信)
局番 市外局番

　明石業務所 (7発信)
局番 市外局番 216 079
274 078

（８） 代表 51 442-2101   
［５９１］ 代表 115 912-3377 企画総務部

52 443-9008   　危機管理室

事務室
521 (西庁舎・防災ｾﾝﾀｰ４Ｆ)

522 一斉FAX
61 442-9577   

待機室 523 (危機管理室)

FAX（事務室） 637 913-8525   

　稲美町 (7発信)
局番 市外局番
381 079

代表 51  492-1212   
経済環境部

52  492-9168   
危機管理課(2F)

宿直室（食堂内1F） 53  492-1212   
一斉FAX

61  492-7792   
(危機管理課)

　播磨町 (7発信)
局番 市外局番
382 079

代表 51  435-0355   
危機管理グループ

52  435-0991   
執務室(2F)

宿直室管理人室
53

(1F)

一斉FAX
61  435-7901   

(危機管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ執務室)

　明石市消防本部 (7発信)
局番 市外局番
754 078

代表 41  921-0119   
情報指令室

42
FAX上(4F)

防災研修室(4F) 43
一斉FAX

62  927-0119   
(情報指令室)
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東播磨県民局管内

市役所・町役場・消防本部 衛星番号 ＮＴＴ番号

　加古川市消防本部 (7発信)
局番 市外局番
759 079

代表  424-0119   
総務課(5F) 42
警防課課長席

43
後窓側(5F)

指令室(4F) 44
一斉FAX(指令室) 62  425-7587   

　高砂市消防本部 (7発信)
局番 市外局番
764 079

通信指令室(2F)
41  448-0119   
43

事務室(2F) 42
一斉FAX

62  448-0124   
(通信指令室)
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北播磨県民局管内

県 衛星番号 ＮＴＴ番号 市役所・町役場・消防本部 衛星番号 ＮＴＴ番号

　北播磨県民局 (7発信)
局番 市外局番

　西脇市 (7発信)
局番 市外局番

185 0795 213 0795
（０）
［－－－］ 代表 1200 42-5111 代表 22-3111   

防災対策課FAX上
52 22-3111   

総務企画室
(2F)

宿直室(1F) 53

総務防災課
1204 42-9303   第一会議室(2F) 54
1206 42-9304   一斉FAX

61 22-1014   
FAX 630 42-4704   (防災対策課)

加東土木事務所 　三木市 (66発信)
市外局番

215 0794
河川砂防課 531 42-9399   
管理課 515 42-9387   代表

局番

9 82-2000   
道路第1課 433 42-9400   特別会議室(4F) 2404
FAX 637 42-5137   危機管理課(4F) 2425 89-2370   

警備員室(1F) 2106
一斉FAX

5414 82-2278   
　三木庁舎 (7発信)

局番 市外局番 (危機管理課)

186 0794
（８）

　小野市 (7発信)
局番 市外局番

［５９１］ 218 0794

63-1000   
市民安全部(4F) 52 63-3387   

82-2644   一斉FAX

三木業務所
代表

61 63-1093   
522 (市民安全部)

事務所
521

災害待機室 523
FAX 637

　加西市 (7発信)
局番 市外局番
220 0790

　多可事業所 (7発信)
局番 市外局番
273 0795 代表 42-1110   

（０） 危機管理課
52 42-8751   

FAX上(3F)

521
522

［５９１］
事務所

245 32-1001   

　加東市 (7発信)
局番

一斉FAX 61 43-1800   

市外局番
FAX 637 32-2791   341 0795
給湯室 523

　加西業務所 (7発信)
局番 市外局番 代表 51 42-3301   
279 0790 防災課(4F) 52 43-0402   

（０） 宿直室(B1F) 53
［５９１］

事務所
245  42-2103   一斉FAX

61 42-5055   
521 (防災課)

522
給湯室 523

　多可町 (7発信)
局番 市外局番

FAX 637 361 0795

代表 51 32-2380   
防災無線室 52 32-2380   
宿直室(旧館1F) 53
一斉FAX

61 32-3814   
（防災無線室）
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北播磨県民局管内

市役所・町役場・消防本部 衛星番号 ＮＴＴ番号

　三木市消防本部 (7発信)
局番 市外局番
763 0794

代表 41 82-0119   
署長席(2F) 42
指令室(1F) 43
一斉FAX(指令室) 62 82-9167   

　小野市消防本部 (7発信)
局番 市外局番
218 0794

代表 41 63-0119   
指令室(3F) 42
一斉FAX(指令室) 62 63-6699   

　北はりま消防本部 (7発信)
局番 市外局番
342 0795

指令ｾﾝﾀｰ（3F） 52 48-0119
事務室（2F） 53 48-3115
一斉FAX(指令ｾﾝﾀｰ) 61 48-3149
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中播磨県民センター管内

県 衛星番号 ＮＴＴ番号 市役所・町役場・消防本部 衛星番号 ＮＴＴ番号

　中播磨県民ｾﾝﾀｰ (7発信)
局番 市外局番

　姫路市 (7発信)
局番 市外局番

173 079 201 079
（０）
［５９１］ 代表 1200 281-3001 代表 12200  221-2200   

企画政策推進室
52  221-2206   

総務企画室
(本館3F)

一斉FAX
61  221-2384   

企画防災課

1215  281-9051  (企画政策推進室)

1222  281-9040  危機管理室
12200 221-2200   

511 (防災ｾﾝﾀｰ5F)

512 FAX(危機管理室) 223-9541   
FAX 611 285-1102  

　市川町 (7発信)
局番 市外局番
442 0790

姫路土木事務所
代表 26-1010   

道路第２課 521 281-9504  総務課FAX上(3F) 52 26-1010   
管理課 522 281-9460  宿直室・休養室

53
河川砂防課 523 281-9484  (1F)

FAX 637  281-8529   一斉FAX(総務課
61 26-1049   

奥窓側(3F))

　福崎庁舎 (7発信)
局番 市外局番
187 0790

　福崎町 (7発信)
局番 市外局番

（８） 443 0790
［－－－］

代表 22-0560   

福崎事業所
総務課FAX上(2F) 52
宿直室(1F) 53

事務所
521 22-1290   一斉FAX(総務課) 61 23-0687   
522

災害待機室 523
　神河町 (7発信)

局番 市外局番
FAX 637 23-0784   445 0790

　姫路港管理事務所 (7発信)
局番 市外局番 代表

 235-0176   

34-0001   
272 079 住民生活課

521 34-0963   

523

（８） 課長席後(1F)

［５９１］

事務所

240

一斉FAX
621

管理人室(1F) 522
521 総務課窓側(2F)

34-1556   
523 (住民生活課)
522

FAX 637  234-5172   

　生野ダム管理所 (7発信)
局番 市外局番

　姫路市消防局 (7発信)
局番 市外局番

292 079 201 079
（０）
［５９１］

操作室
521 679-2433  

42 223-0003   
522 (防災ｾﾝﾀｰ4F)

523 一斉FAX

情報指令課

62 222-8222   
(情報指令課)

宿直室

　菅生ダム管理所 (7発信)
局番 市外局番
293 079

（０）
［５９１］ 操作室 521 336-1370  

事務室 522
宿直室 523

　安富ダム管理所 (7発信)
局番 市外局番
295 0790

（０）
［５９１］ 操作室 521 66-3721   

事務室 522
宿直室 523
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西播磨県民局管内

県 衛星番号 ＮＴＴ番号 県 衛星番号 ＮＴＴ番号

　西播磨県民局 (7発信)
局番 市外局番

　相生市 (7発信)
局番 市外局番

189 0791 208 0791
（０）
［－－－］ 代表 1200 58-2100 代表 23-7111   

総務課(2F) 52 23-7126   
宿直室(1F) 53
一斉FAX(総務課

61 22-6439   

1125 58-2113   
1130

総務企画室

211 0791

企画防災課
1124 58-2112   横小会議室)

64-3219   

58-2120   
　たつの市 (7発信)

局番 市外局番
FAX 630 58-2161   

53

光都土木事務所
代表 64-3131   

危機管理課(3F)
52

521 58-2235   一斉FAX

所長 522 58-2230   

61 62-9758   
河川砂防第１課 523 58-2244   (危機管理課)

管理課

FAX 637 58-2321   

　赤穗市 (7発信)
局番 市外局番

　龍野庁舎 (7発信)
局番 市外局番 212 0791
188 0791

（８） 代表 9 43-3201   
［－－－］ 危機管理担当

2000 43-6866   
龍野土木事務所

FAX上(3F)

守衛室(B1F) 2001
管理課 521 63-5207   一斉FAX

2004 43-6892   
河川砂防課 522 63-5216   (危機管理担当)

工事業務課 523 63-5205   
FAX 637 63-3744   

　宍粟市 (7発信)
局番 市外局番
521 0790

　佐用業務所 (7発信)
局番 市外局番
276 0790 代表 63-3000   

（８） 消防防災課　FAX上 52
［５９１］ 事務室 521 宿直室(1F) 53

会議室 522 消防防災課　(3F) 54
防災待機室 523 一斉FAX

(消防防災課)

市外局番
275 0790

　宍粟市一宮市民局 (7発信)

61 63-3064   

局番 市外局番
（８） 523 0790

　宍粟事業所 (7発信)
局番

［５９１］ 砂防担当 521 62-0049   
待機室 522 代表 51 72-1000   
第２会議室 523 まちづくり推進課

52
FAX 637 62-8904   FAX上(1F)

まちづくり推進課
53 72-1000   

　引原ダム管理所 (7発信)
局番 市外局番 (1F)

294 0790 宿直室(1F) 54
（０） 一斉FAX

61 72-1596   
［５９１］ 操作室 521 73-0436   (まちづくり推進課)

事務室 522
会議室 523

　宍粟市波賀市民局 (7発信)
局番 市外局番

FAX 621 73-0431   524 0790

 西播磨広域防災拠点 (7発信)
局番 市外局番 代表 75-2220   
189 0791 まちづくり推進課

52 75-2220   
(1F)

ＴＥＬ 410～417
58-0727   

宿直室(1F) 53
420～422 一斉FAX

61 75-3599   
430，450 (まちづくり推進課)

ＦＡＸ 460 58-0733   

　宍粟市千種市民局 (7発信)
局番 市外局番
525 0790

代表 76-2210   
まちづくり推進課

52
FAX上(1F)

用務員室(1F) 53
一斉FAX

61 76-8020   
(まちづくり推進課)
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西播磨県民局管内

市役所・町役場・消防本部 衛星番号 ＮＴＴ番号 市役所・町役場・消防本部 衛星番号 ＮＴＴ番号

　太子町 (7発信)
局番 市外局番

　赤穂市消防本部 (7発信)
局番 市外局番

464 079 761 0791

42
代表 51  277-1010   代表

43

43-0119   
総務課FAX上

52  277-1010   
災害作戦室(2F)

一斉FAX

(北庁舎1F) 通信指令室(2F)

62 45-0119   
(北庁舎1F) (通信指令室)

総務課長席西側
53

宿直室(北庁舎1F) 54
一斉FAX(総務課) 61  276-3892   

　西はりま消防組合　相生消防署 (7発信)
局番 市外局番
208 0791

　上郡町 (7発信)
局番 市外局番
481 0791

一斉FAX(通信室)

代表 23-7119   
通信室(1F) 42

62 23-2119   
101会議室(1F) 52
代表 51 52-1111   

管理室(宿直室)
53 52-1111   　西はりま消防組合　たつの消防署 (7発信)

局番 市外局番
入口(2F) 211 0791

一斉FAX
61 52-5172   

（総務課奥(3F)) 代表 63-3511   
たつの署長席(2F) 42

44　佐用町 (71発信)
局番 市外局番 通信室(2F) 43

63-3042   
代表 82-2521   

501 0790 通信事務室(2F)

　西はりま消防組合　佐用消防署　 (7発信)
局番

一斉FAX(通信室) 62

市外局番
防災対策室(2F) 276 82-0664   858 0790
総務課 203

宿日直室(2F) 255
一斉FAX(総務課) 260 82-0131   代表 82-3872   

通信指令室FAX上
42

　佐用町上月支所 (7発信)
局番 市外局番 (1F)

502 0790 通信指令室(1F) 43
一斉FAX

62 82-0119   
代表 86-1211   (通信指令室)

旧総務課FAX上(2F) 218
一斉FAX

 86-0793 　西はりま消防組合　宍粟消防署 (7発信)
局番 市外局番

(地域振興室) 918 0790

　佐用町三日月支所 (7発信)
局番 市外局番 代表 62-0119   
504 0790 警防課課長席(2F) 42

通信指令室(2F) 43
代表 51 79-2001   一斉FAX

62 63-0119   
地域振興室(1F) 52 (警防課)

用務員室(1F) 53
一斉FAX

61 79-3633   
(地域振興室)

257



但馬県民局管内

県 衛星番号 ＮＴＴ番号 市役所・町役場・消防本部 衛星番号 ＮＴＴ番号

　但馬県民局 (7発信)
局番 市外局番

　豊岡市 (7発信)
局番 市外局番

174 0796 209 0796

防災監席横 52

（８）
［－－－］ 代表 1200

54
(本庁舎1F)

23-1001 代表 51 23-1111   

26-3618   一斉FAX　防災課

総務企画室
宿直室

61 24-5932   
512 26-3616   (本庁舎3F)

企画防災課
511

FAX 630 24-3211   

　豊岡市城崎支所　　(7発信)
局番 市外局番

豊岡土木事務所
541 0796

工事業務課 521 26-3740   代表 50 32-0001   
管理課 522 26-3742   総務係　FAX(1F) 52 32-0001   
道路第２課 523 26-3753   宿直室(1F) 53 32-0001   
FAX 637 24-5593   一斉FAX(総務係) 61 32-0023   

　新温泉庁舎 (7発信)
局番 市外局番

　豊岡市竹野支所　 (7発信)
局番

47-1111   
新温泉土木事務所

市外局番
191 0796 542 0796

（８）

53

［５９１］ 代表 50 47-1111   
危機管理室

52

管理課 521 82-3141   一斉FAX(総務係)

ﾌｪﾆｯｸｽ端末上(1F)

宿直室(1F)

82-5687   
　豊岡市日高支所　 (7発信)

局番

61 47-1850   
道路第２課 522 82-5689   

市外局番
FAX 621 82-3988   544 0796
道路第１課 523

　養父庁舎 (7発信)
局番 市外局番 代表 52 42-1111   
190 079 無線放送室

53
（８） (湯沸室奥(1F))

［５９１］ 一斉FAX
61 42-1120   

(市民福祉係)

養父土木事務所
　豊岡市出石支所　 (70発信)

局番 市外局番
道路第２課 521 662-2194   561 0796
管理課 522 662-2173   
工事業務課 523 662-2164   代表(総務係) 398 52-3111   
FAX 637 662-7384   FAX（市民福祉課）

0796
　豊岡市但東支所　 (7発信)

397 52-3610　 
一斉FAX(総務係) 396 52-6033   

局番 市外局番
（８） 562 0796

　但東業務所 (7発信)
局番 市外局番
281

［５９１］
事務室

521
522

代表 52 54-1000
待機室 523
FAX 637 宿直室(1F) 53

市民福祉係(1F) 54 54-1000   

（８）

　香美業務所 (7発信)
局番 市外局番

　養父市 (7発信)
局番

54-1005   
282 0796 (市民福祉係)

一斉FAX
61

市外局番
522 601 079

［５９１］
事務室

521

休憩室 523
FAX 621 代表 51 662-3161   

総務課(2F) 52 662-3161   

　朝来業務所 (7発信)
局番 市外局番 宿直室(1F) 53
280 079 市長室(2F) 54

（８） 一斉FAX(総務課) 61 662-7491   
［５９１］ 事務室 521

待機室 522
　養父市養父地域局　 (7発信)

局番 市外局番
OA室 523 602 079
FAX 637

代表 51 664-0281   

 但馬広域防災拠点 (7発信)
局番 市外局番 養父地域局 52 664-0281   
174 0796 宿直室(1F) 53

一斉FAX
61 664-1758   

ＴＥＬ 540 42-5216   (養父地域局)

ＦＡＸ 540 42-5184   
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但馬県民局管内

市役所・町役場・消防本部 衛星番号 ＮＴＴ番号 市役所・町役場・消防本部 衛星番号 ＮＴＴ番号

　養父市 　香美町小代地域局　 (7発信)
局番 市外局番
583 0796

　養父市大屋地域局　 (7発信)
局番 市外局番 代表 51 97-3111   
603 079 52 97-3111   

一斉FAX
61 97-2097   

宿直室(1F) 53

小代地域局(1F)

公民館 54
　新温泉町 (7発信)

局番

代表 52 669-0120   (小代地域局)

市外局番
一斉FAX

61 669-1682   
582 0796

(大屋地域局)

代表 51 82-3111   

　養父市関宮地域局　 (7発信)
局番 市外局番 総務課FAX上(2F) 52
604 079 健康福祉課

53
横ﾛｯｶｰ上(1F)

代表 52 667-2331   宿直室(1F) 54
FAX付近(1F) 53 一斉FAX(町民課) 61 82-2970   
旧ＳＹＴスタジオ 54
一斉FAX

61 667-3213   　豊岡市消防本部 (7発信)
局番 市外局番

(関宮地域局） 929 0796

　朝来市 (7発信)
局番 市外局番 警防課(2F) 42
622 079 指令室(2F) 43 24-1119   

一斉FAX
62 24-4253   

代表 51 672-3301   (指令ｾﾝﾀｰ)

総務課(OAｺｰﾅｰ
52 672-6115   

FAX上(2F))
　美方広域消防本部 (7発信)

局番 市外局番
一斉FAX(総務課) 61 672-4041   928 0796

　朝来市生野支所　 (7発信)
局番 市外局番

一斉FAX(事務室)

代表 41 92-0119   
621 079 通信室(1F) 42

92-0594   
地域振興課 52 679-5802   

作戦室(1F) 43

宿直室(1F) 53
　南但消防本部　養父消防署 (7発信)

局番

62代表 51 679-2240   

市外局番
一斉FAX

61 679-4638   
864 079

(地域振興課)

警防課(2F) 42

　朝来市山東支所　 (7発信)
局番 市外局番 通信指令室(1F) 43 662-0119   
623 079 一斉FAX

62 662-7764   
(警防課横(2F))

代表 51 676-2080   
地域振興課 52 676-2080   

　南但消防本部　朝来消防署 (7発信)
局番 市外局番

宿直室(1F) 53 914 079

　朝来市朝来支所　 (7発信)
局番 市外局番 管理課(3F)

一斉FAX
61 676-2696   

(地域振興課)

44 672-0119   
FAX上(3F)

消防課左ﾛｯｶｰ上
42

(3F)

51 677-1165   一斉FAX

43
624 079 通信指令室

62 672-5046   
地域振興課 52 677-2110   (通信指令室)

代表

宿直室(1F) 53
一斉FAX

61 677-1531   
(地域振興課)

　香美町 (7発信)
局番 市外局番
543 0796

総務課FAX上(2F) 52 36-1111   
宿直室(1F) 53
一斉FAX(総務課) 61 36-3809   

　香美町村岡地域局　 (7発信)
局番 市外局番
581 0796

代表 51 94-0321   
村岡地域局(1F) 52 94-0321   
宿直室(1F) 53
一斉FAX

61 98-1532   
(村岡地域局)
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丹波県民局管内

県 衛星番号 ＮＴＴ番号 市役所・町役場・消防本部 衛星番号 ＮＴＴ番号

　丹波県民局 (7発信)
局番 市外局番

　篠山市 (14発信)
局番 市外局番

175 0795 661 079

県民交流室

（０）
［－－－］ 代表 1200

392 552-6054   

72-0500 代表 9 552-1111   
政策部行政経営課

391

73-3719   一斉FAX

FAX上(3F)

宿直室(1F)

390 552-5665   
512 (政策部行政経営課)

企画防災課
511

FAX 630 72-3077   

　丹波市 (7発信)
局番 市外局番

丹波土木事務所
642 0795

工事業務課 521 73-3833   代表 51 82-1001   
管理課 522 73-3835   総務課(2F) 52
道路第１課 523 73-3848   宿直室(1F) 53
FAX 637 73-0034   一斉FAX

61 82-1821   
(防災対策室)

　篠山庁舎 (7発信)
局番 市外局番
192 079

　篠山市消防本部 (7発信)
局番 市外局番
871 079

篠山業務所
通信指令室(2F) 41 594-1119   

事務所 521 庶務係(2F) 42
待機室 522 通信指令室(2F) 43
電算室 523 一斉FAX

62 594-2070   
FAX 637 (通信指令室)

　丹波市消防本部 (7発信)
局番 市外局番
911 0795

代表 41 72-2255   
通信指令室(2F) 42
消防課課長席(2F) 43
一斉FAX

62 73-1250   
(通信指令室)
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淡路県民局管内

県 衛星番号 ＮＴＴ番号 市役所・町役場・消防本部 衛星番号 ＮＴＴ番号

　淡路県民局 (7発信)
局番 市外局番

　洲本市 (7発信)
局番 市外局番

176 0799 205 0799
（０）
［－－－］ 代表 1200 22-3541 消防防災課(3F) 52 22-3321   

宿直室(1F) 53

総務企画室
一斉FAX

61 24-1722   
(2F事務室)

企画防災課
512 26-2008   
511 26-2017   

　洲本市五色庁舎 (7発信)
局番 市外局番

FAX 630 23-1250   685 0799

53 33-0160   
宿直室(1F) 54

521 26-3227   一斉FAX

洲本土木事務所
農地整備課(2F)

61 33-0222   
道路第２課 522 26-3240   (2F事務室)

管理第１課

河川砂防課 523 26-3215   
FAX 637 24-4513   

　淡路市 (7発信)
局番 市外局番
681 0799

消防防災課 52 64-2152
危機管理課 55 64-2555   
一斉FAX

65 64-2170
(危機管理課)

　南あわじ市　　 (7発信)
局番 市外局番
703 0799

防災課 55 43-5006   
一斉FAX(防災課) 65 43-5106   

　南あわじ市緑庁舎　 (7発信)
局番 市外局番
701 0799

代表 51 44-3001   
緑総合窓口

52
ｾﾝﾀｰ(1F)

宿直室(1F) 53
一斉FAX(緑総合

61 44-3031   
窓口ｾﾝﾀｰ)

　南あわじ市西淡庁舎　 (7発信)
局番 市外局番
702 0799

代表 51 37-3011   
西淡総合窓口

52
ｾﾝﾀｰ(1F)

宿直室(1F) 54
一斉FAX(西淡

61 37-3031   
総合窓口ｾﾝﾀｰ)

　南あわじ市三原庁舎　 (7発信)
局番 市外局番
703 0799

代表 51 43-5021   
税務課FAX上(1F) 52
相談室２(1F) 53 43-5022   
宿直室(1F) 54
一斉FAX(税務課) 61 43-5122   
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淡路県民局管内

市役所・町役場・消防本部 衛星番号 ＮＴＴ番号

　南あわじ市南淡庁舎　 (7発信)
局番 市外局番
704 0799

代表 51 50-3031   
南淡総合窓口

52
ｾﾝﾀｰ(本庁舎1F)

南淡総合窓口
53 50-3035   

ｾﾝﾀｰ(本庁舎1F)

宿直室(本庁舎1F) 54
一斉FAX(南淡総合

61 50-3051   
窓口ｾﾝﾀｰ)

　淡路広域消防
(7発信)

局番 市外局番
事務組合消防本部 906 0799

総務課課長席(3F) 42
警防課課長席(3F) 43
指令室FAX上(2F) 44 24-0119   
一斉FAX(指令室) 62 24-4575   
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　（財）自治体衛星通信機構
局番

防災関係機関等

防災関係機関 衛星番号 ＮＴＴ番号 その他 衛星番号 ＮＴＴ番号

海上保安本部　 981 078 048
　第五管区

(7発信)
局番 市外局番

運用司令ｾﾝﾀｰ
33

391-6551   機構本部 電話

FAX上(8F) (内3272) FAX 300-101

61 326-7330   
山口管制局 電話

300-100 03-3434-7348
03-3434-7349

100 083-928-5270
指令ｾﾝﾀｰ) FAX 101 083-928-5274

一斉FAX(運用

美唄管制局 電話 150

　神戸地方気象台 (7発信)
局番 市外局番 FAX 160
982 078

　スカパーＪＳＡＴ（株）
局番

観測予報現業室
33 222-8915   

048
(7F)

一斉FAX(観測予報
61 222-8945   

茨城ﾈｯﾄﾜｰｸ 電話

　消防庁
局番

999-4181
現業室(7F)) 管制ｾﾝﾀｰ FAX 999-4182

第３特科隊　 984 079 048-500
　陸上自衛隊

(7発信)
局番 市外局番

第３科事務室
31

222-4001   防災課 情報企画・通信企画係長

応急対策係長

9043121
FAX上(2F) (内238) FAX 9049030

作戦室 33 FAX 9049033
一斉FAX

61
222-4001   防災情報室 企画係長

9043421当直室 32 応急対策室

9043521
(第３科事務室) (内239) FAX 9049034

　陸上自衛隊
(7発信)

局番 市外局番
第３師団　 072

第３部防衛班(2F) -
781-0021   

(内3735,3734)

司令部当直室(2F) -
781-0021   
(内3301)

一斉FAX
-

781-0021   
(第３部防衛班) (内3724)

　日本赤十字社
(7発信)

局番 市外局番
兵庫県支部　 986 078

救護福祉課県支部
33 241-1499   

事務局FAX上(6F)

一斉FAX
61 241-6990   

(県支部事務局)

　ＮＨＫ神戸放送局 (7発信)
局番 市外局番
987 078

放送部北側壁付近
33 252-5100   

FAX上(2F)

一斉FAX(放送部) 61 252-5110   

　ラジオ関西 (7発信)
局番 市外局番
988 078

報道デスク(7F) 33 362-7380   
一斉FAX(報道デスク) 61 362-7403   

　サンテレビジョン (7発信)
局番 市外局番
989 078

CD保管室(11F) 33 303-3168   
一斉FAX

61 303-3158   
(CD保管室(11F))

　兵庫エフエム放送㈱ (7発信)
局番 市外局番
990 078

ﾆｭｰｽﾃﾞｽｸ(4F) 33 322-1010  
一斉FAX(ﾆｭｰｽﾃﾞｽｸ) 61 322-1011  
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宍粟市主要公共施設　連絡先一覧

地域 名称 担当部署等 電話 ＦＡＸ 衛星電話

消防防災課 0790-63-3119 0790-63-3064 7-521-54

代表（休日・夜間） 0790-63-3000 - 7-521-53

西はりま消防組合宍粟消防署 - 0790-62-0119 0790-63-0119 7-918-42

宍粟防災センター - 0790-63-2000 0790-63-3300 -

学遊館（衛星電話Ku-1ch） - 0790-64-7700 0790-64-7711 042-523-9274

公立宍粟総合病院 総務課 0790-62-2410 0790-62-0676 -

一宮市民局 まちづくり推進課 0790-72-1000 0790-72-1596 7-523-53

三方町出張所（衛星電話Ku-1ch） - 0790-74-0001 0790-74-1955 042-523-9271

宍粟消防署一宮分署 - 0790-72-0119 0790-72-0119 -

センターいちのみや 一宮生涯学習事務所 0790-72-2330 0790-72-0541 -

一宮保健福祉センター 一宮保健福祉課 0790-72-2100 0790-72-2110 -

波賀市民局 まちづくり推進課 0790-75-2220 0790-75-3599 7-524-52

宍粟消防署波賀出張所 - 0790-75-3119 0790-75-3119 -

市民センター波賀 波賀生涯学習事務所 0790-75-2241 0790-75-2981 -

波賀保健福祉センター 波賀保健福祉課 0790-75-8800 0790-75-2415 -

波賀診療所 - 0790-75-2368 0790-75-2480 -

道谷小学校（衛星電話Ku-1ch） - 0790-73-0432 0790-73-0435 042-523-8356

千種市民局 まちづくり推進課 0790-76-2210 0790-76-8020 7-525-52

宍粟消防署千種出張所 - 0790-76-3119 0790-76-3119 -

センターちくさ 千種生涯学習事務所 0790-76-2210 0790-76-8800 -

千種保健福祉センター 千種保健福祉課 0790-76-8600 0790-76-8110 -

千種診療所 - 0790-76-2017 0790-76-2683 -

宍粟市役所

山崎

一宮

波賀

千種
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ライフライン・公共交通機関　連絡先一覧

番号 名称 担当部署等 電話 ＦＡＸ

0800-777-8083

0791-25-0005※

078-393-9440 078-326-7363

078-393-8320 078-325-1346

079-225-2877

0120-184244

113

0120-444-113※

3 （株）ウエスト神姫 山崎営業所 0790-62-1720 0790-62-1722

4 西日本高速道路（株） 福崎管理事務所 0790-22-4903 0790-22-4918

5 0790-63-1234 0790-62-0096

6 0790-62-0245 0790-64-0511

7 0790-65-0445 0790-64-7010

8 0790-62-8991 0790-63-1771

9 0790-62-2211 0790-62-2212

10 0790-62-0429 0790-64-2037

11 0790-63-0695 0790-64-3785

12 0790-72-1133 0790-72-1135

13 0790-72-0267 0790-72-0268

14 0790-74-0143 0790-74-0143

15 0790-72-0121 0790-72-0510

16 0790-72-1660 0790-72-1668

17 0790-75-2252 0790-75-2252

18 0790-76-2502 0790-76-2502

(有)一宮産業

(有)小林建材店

(株)グリーンホームハリマ

(協)波賀ガスセンター

(有)千種ガスセンター

森元ガス（株）

三木ガス販売（株）山崎工場

三保産業（株）兵庫工場

(有)丸居商店

(有)志水礦油店

ホンジョウプロパン（株）

(有)長尾商店

(有)平野商店

(株)ＪＡドリーム山崎ＬＰガスセンター

1 関西電力 相生営業所
※下段は災害対策体制時のみ

0791-23-7200

兵庫支店（姫路）
公共担当

ＮＴＴ西日本2

電話の故障（住民通報先）
※下段は携帯電話から可

079-225-2875

-

兵庫支店（神戸）
災害対策室
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番号 名称 電話 ＦＡＸ 浸水想定
土砂災害
警戒区域

1 養護老人ホーム　だんだん 0790-65-0790 0790-65-0791 0m～0.5ｍ 該当

番号 名称 電話 ＦＡＸ 浸水想定
土砂災害
警戒区域

1 はりま自立の家 0790-72-2135 0790-72-0082 0m 該当

2 しそう自立の家 0790-75-2275 0790-75-2606 0m 該当

3 チェシャー・ベーカリー 0790-62-1651 0790-62-1651 2.0m～3.0ｍ －

4 チェシャー・ショップ 0790-62-1651 0790-62-1651 2.0m～3.0ｍ －

5 さつき園 0790-62-6882 0790-62-6918 0m 該当

6 さつき作業訓練所 0790-62-8444 0790-62-8444 0m 該当

7 あおぞら太陽の家 0790-62-7690 0790-65-9007 1.0～2.0ｍ －

8 ワークプラザすぎの木 0790-65-0170 0790-65-0170 1.0ｍ～2.0ｍ 該当

9 フレンドゆう工房 0790-67-0002 0790-67-0002 0ｍ 該当

10 作業所はりまっ子山崎店 0790-62-4124 0790-62-4124 1.0ｍ～2.0ｍ －

11 福祉の店はりまっ子山崎店 0790-63-2670 0790-63-2670 0.5ｍ～1.0ｍ －

12 あゆみ 0790-76-3800 0790-76-3810 0m 該当

13 ひまわりの家 0790-65-9205 0790-65-9205 0～0.5ｍ －

14 すみれ 0790-71-0618 0790-71-0618 0m 該当

15 グループホームハイツ山崎 0790-62-8278 0790-62-8278 0m －

番号 名称 電話 ＦＡＸ 浸水想定
土砂災害
警戒区域

1 戸原保育所 0790-62-1576 0790-62-1576 0m 該当

2 城東保育所 0790-62-6881 0790-62-6881 0m～0.5m －

3 かしわの保育所 0790-62-7488 0790-62-7488 0.5ｍ～1.0ｍ 該当

4 一宮南保育所 0790-72-1974 0790-72-1974 0m～0.5m －

5 一宮北保育所 0790-74-1628 0790-74-1628 1.0ｍ～2.0ｍ 該当

6 山崎聖旨保育園 0790-62-1137 0790-62-5606 0m －

7 山崎若葉保育園 0790-62-3913 0790-62-3913 0m 該当

8 くりのみ保育園 0790-62-7540 0790-63-2757 1.0ｍ～2.0ｍ －

9 ののはな保育園 0790-63-0170 0790-63-0169 0m～0.5m －

10 みのり保育園 0790-62-7739 0790-62-7750 0m～0.5m －

11 段ちびっこえん 0790-62-6382 0790-62-6382 0m～0.5m 該当

12 一宮ひかり保育所 0790-72-1998 0790-72-2568 1.0ｍ～2.0ｍ －

13 波賀みどり保育園 0790-75-3641 0790-75-3641 0m～0.5m －

14 ちくさ杉の子こども園【H27.9.1移転】 0790-76-3777 0790-76-3777 0m 該当

15 誠心学園保育園 0790-63-1389 0790-67-9125 0m 該当

16 姫路ﾔｸﾙﾄ販売（株）　山崎センター託児所 0790-62-0562 ＦＡＸ未設置 0m～0.5m －

17 山崎幼稚園 0790-62-0019 0790-62-0019 0m 該当

18 菅野幼稚園 0790-62-1176 0790-62-1176 1.0ｍ～2.0ｍ 該当

19 城下幼稚園 0790-62-0861 0790-62-0861 0.5ｍ～1.0ｍ －

20 河東幼稚園 0790-62-1563 0790-62-1563 0m～0.5m －

21 神野幼稚園 0790-62-1184 0790-62-1184 0.5ｍ～1.0ｍ 該当

22 伊水幼稚園 0790-65-0123 0790-65-0123 1.0ｍ～2.0ｍ －

23 都多幼稚園 0790-65-0364 0790-65-0364 0m～0.5m 該当

24 土万幼稚園【休園中】 0790-67-0700 0790-67-0700 0m －

25 神戸幼稚園 0790-72-1987 0790-72-2987 0m～0.5m －

老人福祉施設　連絡先一覧（平成27年4月1日時点）

障害者支援施設　連絡先一覧（平成27年4月1日時点）

児童福祉施設等　連絡先一覧（平成27年4月1日時点）
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26 染河内幼稚園 0790-72-1986 0790-72-1986 0m 該当

27 下三方幼稚園 0790-74-0935 0790-74-0935 0m 該当

28 三方幼稚園 0790-74-0936 0790-74-0936 0m 該当

29 繁盛幼稚園 0790-74-0939 0790-74-0939 1.0ｍ～2.0ｍ －

30 波賀幼稚園 0790-75-2094 0790-75-2094 0m 該当

31 ちくさ杉の子こども園【H27.9.1移転】 0790-76-2130 0790-76-2130 0m 該当

番号 名称 電話 ＦＡＸ 浸水想定
土砂災害
警戒区域

1 特別養護老人ホーム　ありがとう 0790-65-0790 0790-65-0791 0m～0.5m 該当

2 特別養護老人ホーム　ちくさの郷 0790-76-2500 0790-76-3345 0m －

3 特別養護老人ホーム　かえで園 0790-75-2551 0790-75-2532 0m 該当

4 特別養護老人ホーム　まどか園　　　　　　　　　　　 0790-74-1622 0790-74-1640 0m 該当

5 グループホームまどか園 0790-74-1622 0790-74-1640 0m 該当

6 特別養護老人ホーム　やまさき白寿園 0790-62-8833 0790-63-1322 0m～0.5m 該当

7 老人保健施設　むつみ園 0790-75-2810 0790-75-3810 0m 該当

8 グループホームやまなか 0790-62-8862 0790-62-8861 0m －

9 いこいの家　土万 0790-67-0100 0790-67-0102 0m －

10 笑顔 0790-76-2965 0790-76-2965 0m －

11 グループホームささゆり 0790-75-3628 0790-75-3629 0m －

番号 名称 電話 ＦＡＸ 浸水想定
土砂災害
警戒区域

1 かえで園居宅介護支援センター 0790-75-2781 0790-75-2532 0m 該当

2 まどか園在宅介護支援事業所 0790-74-1622 0790-74-1640 0m 該当

3 居宅介護支援事業所　白寿 0790-62-8833 0790-63-1322 0m～0.5m 該当

4 居宅介護支援事業所　むつみ 0790-75-2810 0790-75-3810 0m 該当

5 居宅介護支援事業所　あすなろ 0790-62-1015 0790-62-1015 0m～0.5m －

6 垣尾メディカル（有）　ケアサービス垣尾 0790-63-3883 0790-63-2022 2.0ｍ～3.0ｍ 該当

7 居宅介護支援事業所　ケアプランアイビー 0790-65-0814 0790-65-0814 0m～0.5m 該当

8 JA兵庫西高齢者生きがい発揮生活支援センター 0790-64-0600 0790-62-9601 0m～0.5m －

9 シソウウエダイイン 0790-63-0024 0790-63-0010 1.0ｍ～2.0ｍ 該当

10 宍粟市社協やまさき 0790-62-5530 0790-62-1083 0m～0.5m －

11 すこやかケアプランセンター 0790-63-2207 0790-63-2207 0m～0.5m －

12 はるな整形外科内科 0790-63-1134 0790-63-1124 0m －

13 らいふケアプラン 0790-65-9170 0790-65-9170 0m～0.5m 該当

14 宍粟市社協　いちのみや 0790-72-2211 0790-72-8788 1.0ｍ～2.0ｍ 該当

15 指定居宅介護支援事業所　天山泊 0790-72-1576 0790-72-0065 0m 該当

16 社会福祉法人協同福祉会　みどり苑 0790-74-1700 0790-74-1702 1.0ｍ～2.0ｍ －

17 宍粟市社協　はが 0790-75-3631 0790-75-3650 0m～0.5m －

18 株式会社　やまのほし 0790-75-2339 0790-75-2406 0m 該当

19 宍粟市社協　ちくさ 0790-76-3390 0790-76-3649 0m －

20 あそびりクラブよりあい 0790-62-6116 0790-62-6116 0m～0.5m －

児童福祉施設等　連絡先一覧（続き）

介護保険施設　連絡先一覧（平成27年4月1日時点）

居宅介護支援事業者　連絡先一覧（平成27年4月1日時点）

267



番号 名称 電話 ＦＡＸ 浸水想定
土砂災害
警戒区域

1 デイサービスセンター　ありがとう 0790-65-0790 0790-65-0791 0m～0.5m 該当

2 デイサービスセンター　ちくさの郷 0790-76-2500 0790-76-3345 0m －

3 デイサービスセンター　かえで園 0790-75-2551 0790-75-2532 0m 該当

4 まどか園　デイサービスセンター 0790-74-1622 0790-74-1640 0m 該当

5 通所介護事業　やまさき白寿園 0790-62-8833 0790-63-1322 0m～0.5m 該当

6 あすなろ 0790-62-1999 0790-62-1999 3.0ｍ～4.0ｍ －

7 JA兵庫西高齢者生きがい発揮生活支援センター 0790-64-0600 0790-62-9601 0m～0.5m －

8 デイサービス　ふる里 0790-65-0263 0790-65-0273 1.0ｍ～2.0ｍ 該当

9 宍粟市社会福祉協議会　やすらぎ介護センター 0790-72-2212 0790-72-8788 1.0ｍ～2.0ｍ 該当

10 社会福祉法人協同福祉会　みどり苑 0790-74-1700 0790-74-1702 1.0ｍ～2.0ｍ －

11 デイサービス　やまのほし 0790-75-2339 0790-75-2406 0m 該当

12 医療法人社団永研会　あそびりクラブよりあい 0790-62-6001 0790-62-6001 0m～0.5m －

13 デイサービスセンター　かわおと 0790-62-3137 0790-62-3137 2.0ｍ～3.0ｍ －

14 デイサービスセンター　すまいる 0790-63-3434 0790-63-3455 0.5ｍ～1.0ｍ 該当

15 ぷらっとホーム　さつき 0790-63-2208 0790-63-2215 0m 該当

16 デイサービス　マイフレンド 0790-65-9119 0790-65-9119 0m －

17 介護ステーション　恋デイサービス 0790-64-5515 0790-64-5507 0m～0.5m 該当

18 さくらデイサービス 0790-76-2424 0790-76-2424 0m 該当

19 すこやかリハビリセンター 0790-63-2202 0790-62-2203 0.5ｍ～1.0ｍ －

20 リハビリデイサービス大谷 0790-64-0666 0790-64-0667 0m～0.5m －

21 グループホームささゆり 0790-75-3628 0790-75-3629 0m －

22 デイサービスグリーンピース 0790-65-9140 0790-65-9141 1.0ｍ～2.0ｍ 該当

23 CHIAKIほおずき山崎デイサービス 0790-64-1101 0790-64-1102 0m～0.5m －

24 デイサービスこころ 0790-65-9887 0790-65-9885 0.5ｍ～1.0ｍ －

通所介護事業者　連絡先一覧（平成27年4月1日時点）
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番号 名称 電話 ＦＡＸ 浸水想定
土砂災害
警戒区域

1 いなもち医院 0790-62-8808 0790-63-1096 0m～0.5ｍ －

2 井上クリニック 0790-64-2000 0790-64-2001 1.0m～2.0ｍ －

3 上田医院 0790-63-0011 0790-63-0010 1.0m～2.0ｍ 該当

4 ウスキ医院 0790-62-0098 0790-63-0982 0.5m～1.0ｍ －

5 太田医院 0790-74-0017 0790-74-1834 0ｍ 該当

6 垣尾内科クリニック 0790-63-2020 0790-63-2022 2.0m～3.0ｍ 該当

7 かなたに医院 0790-64-0535 0790-64-0536 0m～0.5ｍ －

8 川瀬クリニック 0790-64-3223 0790-62-2102 0.5m～1.0ｍ －

9 国民健康保険千種診療所 0790-76-2017 0790-76-2683 0ｍ －

10 国民健康保険波賀診療所 0790-75-2368 0790-75-2480 0m～0.5ｍ －

11 柴原耳鼻咽喉科 0790-63-0330 0790-63-0331 0.5m～1.0ｍ －

12 中川医院 0790-62-0819 0790-62-0819 0m～0.5ｍ －

13 八家診療所 0790-72-0008 0790-72-0989 0ｍ 該当

14 はるな整形外科内科 0790-63-1114 0790-63-1124 0ｍ －

15 坂東医院 0790-62-0539 0790-62-9727 0m～0.5ｍ 該当

16 広田医院 0790-74-1877 0790-74-1878 1.0m～2.0ｍ 該当

17 藤多医院 0790-62-0622 0790-62-6912 0m～0.5ｍ －

18 藤田整形外科クリニック 0790-64-1515 0790-64-2525 0m～0.5ｍ －

19 ほしの皮ふ科クリニック 0790-63-3133 0790-63-3133 0m～0.5ｍ －

20 やまさき青山クリニック 0790-64-4111 0790-64-4114 0.5m～1.0ｍ －

21 みどり診療所 0790-72-2388 0790-72-2389 1.0m～2.0ｍ －

22 山岸診療所 0790-75-2011 0790-75-2577 1.0m～2.0ｍ 該当

23 山中医院 0790-62-0036 0790-62-2975 0m～0.5ｍ 該当

24 横川眼科 0790-63-1800 0790-63-1821 1.0m～2.0ｍ －

25 やました眼科 0790-64-1008 0790-64-1009 0m～0.5ｍ －

26 公立宍粟総合病院 0790-62-2410 0790-62-0676 0m～0.5ｍ －

27 尾崎病院 0790-77-0221 0790-77-0224

番号 名称 電話 ＦＡＸ

1 あがた薬局　船元店 0790-62-1517 0790-63-3857

2 アルカ山崎薬局 0790-64-5100 0790-64-5101

3 くるみ薬局 0790-62-1112 0790-62-0056

4 ビオラ調剤薬局 0790-62-3490 0790-62-3491

5 ミズキ薬局 0790-63-1703 0790-63-1712

6 山崎調剤薬局 0790-63-0348 0790-63-0346

7 サツキ薬局 0790-63-1825 0790-63-1826

8 しそう薬局 0790-62-1144 0790-64-3576

9 ぼうしや調剤薬局　鹿沢店 0790-64-0833 0790-64-0834

10 スミレ調剤薬局 0790-63-1368 0790-62-3899

11 あがた薬局 0790-62-1515 0790-62-0816

12 ごこう薬局 0790-62-1190 0790-62-8717

13 ぼうしや調剤薬局　山崎店 0790-64-1733 0790-64-1733

14 ひとみ調剤薬局 0790-74-8400 0790-74-8400

15 アンリ薬局 0790-74-1736 0790-74-1736

16 しんせん薬局 0790-72-0055 0790-72-0055

17 小倉薬局 0790-75-8870 0790-75-8871

18 田口薬局 0790-76-2036 0790-76-2036

医療機関　連絡先一覧（平成27年4月1日時点）

薬局　連絡先一覧（兵庫県薬剤師会登録薬局のうち保険調剤が可能な薬局のみ　平成27年4月1日時点）
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その他　防災情報ＦＡＸ送信先

番号 名称 担当部署等 電話 ＦＡＸ 衛星電話

1 宍粟警察署 - 0790-62-0110 0790-62-9110 -

2 宍粟消防署 - 0790-62-0119 0790-63-0119 7-918-43

3 兵庫県 災害対策課 078-362-9988 078-362-9911 7-151-3140

4 西播磨県民局 企画防災課 0791-58-2112 0791-58-2328 7-15187-189-1115

管理課 0791-63-5207 0791-63-3744 7-15187-188-521

宍粟事業所 0790-62-0049 0790-62-8904 7-15187-275-521

総務課 079-282-8211

調査第一課 079-282-8503

道路管理第二課 079-282-8506 079-282-9477 -

山崎維持出張所 0790-62-0714 0790-63-0204 -

079-222-5843 -

5 龍野土木事務所

6 姫路河川国道事務所
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警報・注意報や天気予報の発表区域の図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※気象庁ホームページより 
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【総務対策部】　受信内容記入欄

記入者氏名

受信時刻

種別

現場住所

通報者氏名

通報者電話番号

！人命救助を最優先します。その他の要請は自治会や消防団へ依頼するよう通報者に伝えます

！記録票はコピーを残し、原本を本部室へ回付します。

！照会は記入不要です。ホワイトボードなどで必要な情報を確認のうえ随時対応します。

！情報が把握できていない場合は、必ず「確認中」である旨を伝えます。

【本部室】　対応記入欄

対応時刻

　１　報告受理のみ

　２　次のとおり対応する

災害対応記録票

対応内容

　①人命救助　　②交通規制　　③建物等被害　　④その他

内容

回
付 
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避難勧告等発令情報 

 
１ 避難情報の別（今回発令分） 

  
 

 
２ 分類 

 
３ 詳細情報等 

  
  
  
[]  

 
４ 発令の理由 

 
５ 付加情報（特に住民に伝えたい情報など）  
 
 
 
 
 
 

送信日時     年    月    日    時    分 兵庫県            

□避難指示 （被害の危険が目前に切迫しており､避難のため住民を立退かせるもの）

□避難勧告 （被害の危険が大きく､避難のため住民の立退きを勧め又は促すもの）

□避難準備情報 （被害の危険があり、避難に時間がかかる住民には避難を、その他の住民にも
避難の準備を勧め又は促すもの）

□ 新規

□ 地域拡大 ）（

□ 種別変更 □ 避難準備情報⇒避難勧告

 □ 避難準備情報⇒避難指示

 □ 避難勧告⇒避難指示

□ 解除  

地区名（地区詳細） 避難区分 発令･解除時刻 対象世帯数 対象人数

[ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄID] 6D0DD0DE-4986-4D40-9A8F-ADECD17B844A 

□ 大雨による河川の氾濫の恐れがあるため

（河川名                            具体的な状況                              ） 

□ 大雨による土砂崩れの恐れがあるため

□ 地震による家屋倒壊の恐れがあるため

□ 地震による土砂崩れの恐れがあるため

□ 地震による津波警報が発せられたため
）その他（

連絡者所属・氏名                                                                   

電話          (          )              FAX          (          )             

地区名（地区詳細） 避難区分 発令・解除時刻 対象世帯数 対象人数 

     

     

     

 

（担当：       ） 

０７９０ ０７９０ 

宍粟市 
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ご通行中のみなさまへ 
 
 
 

 

この方面に向かわれる方は十分に注意してください。警察や消防、道路管理者の
指示がある場合は、これに従ってください。なお、気象状況によっては、区域や発
令状況が変わることがあります。今後の災害情報、交通情報にお気をつけください。 
 
お問い合わせ先 
◇宍粟市役所：電話０７９０－６３－３０００ 
◇国土交通省山崎維持出張所：電話０７９０－６２－０７１４ 
◇兵庫県龍野土木事務所宍粟事業所：電話０７９０－６２－００４９ 
◇宍粟警察署：電話０７９０－６２－０１１０ 

 
 

  月  日   時  分、兵庫県宍粟市に避難勧告が発令されました 

 

 兵庫県宍粟市（斜線部が該当する範囲） 
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水害 避難情報の文例 

  

  

□□  大雨警報、洪水警報の発表【通常放送】 

こちらは、宍粟市役所です。 

  時  分、宍粟市に大雨警報、洪水警報が発表されました。宍粟市に予想される１時間最大

雨量は  ミリです。    から    まで、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してくだ

さい。 

 

□□  災害警戒本部の設置【通常放送】 

こちらは、宍粟市役所です。 

    川    観測所の水位が、水防団待機水位を超えました。 

このため  時  分、宍粟市災害警戒本部を設置しました。低い土地の浸水や河川の増水に警

戒してください。 

 

□□  避難準備情報【緊急放送】 

こちらは、宍粟市災害対策本部です。 

    川    観測所の水位が、はん濫注意水位を超えました。 

このため  時  分、        に避難準備情報を出しました。お年寄りなど、避難に

時間がかかる方は、直ちに最寄りの小中学校、高等学校などの避難所、もしくは高く頑丈な建物

へ避難してください。その他の方も、避難の準備を始めてください。できるだけ、となり近所に

も声をかけてください。 

 

□□  避難勧告【緊急放送】 

こちらは、宍粟市災害対策本部です。 

□□     川    観測所の水位が、避難判断水位を超えました。 

□□ 近隣で土砂災害が発生しており、大変危険な状況です。 

このため  時  分、      に避難勧告を出しました。直ちに最寄りの小中学校、高等

学校などの避難所、もしくは高く頑丈な建物へ避難してください。すでに周囲が浸水している場合

は、川の近くでない限り、頑丈な建物の２階以上の階へ避難してください。できるだけ、となり近所

にも声をかけてください。 

 □□ なお、       は（冠水・土砂災害）により通行できません。 

 

□□  避難指示【緊急放送】 

こちらは、宍粟市災害対策本部です。 

□□     川    観測所の水位が、はん濫危険水位を超え、大変危険な状態です。 

□□ 近隣で土砂災害が発生しており、大変危険な状況です。 

このため  時  分、      に避難指示を出しました。直ちに最寄りの小中学校、高等

学校などの避難所、もしくは高く頑丈な建物へ避難してください。すでに周囲が浸水している場合

は、川の近くでない限り、頑丈な建物の２階以上の階へ避難してください。 

 □□ なお、       は（冠水・土砂災害）により通行できません。 
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土砂災害 避難情報の文例 

 

 

□□ 避難準備情報【緊急放送】 

こちらは、宍粟市災害対策本部です。 

□□  これまでの雨や、今後の予想雨量から、土砂災害の発生が予想されています。 

□□  近隣の崖から湧き水が増えており、がけ崩れの恐れがあります。 

このため  時  分、      に避難準備情報を出しました。お年寄りなど、避難に時間

がかかる方は、直ちに最寄りの小中学校、高等学校などの避難所、もしくは自治会の自主避難所

へ避難してください。その他の方も、避難の準備を始めてください。できるだけ、となり近所に

も声をかけてください。 

 

□□  避難勧告【緊急放送】 

こちらは、宍粟市災害対策本部です。 

□□  土砂災害が発生する危険が非常に高くなりました。 

□□        の裏で前兆現象があり危険です。 

□□  近隣で土砂災害が発生しており、大変危険な状況です。 

このため  時  分、      に避難勧告を出しました。直ちに最寄りの小中学校、高等

学校などの避難所、もしくは自治会の自主避難所へ避難してください。できるだけ、となり近所

にも声をかけてください。 

 □□ なお、       は（冠水・土砂災害）により通行できません。 

 

□□  避難指示【緊急放送】 

こちらは、宍粟市災害対策本部です。 

□□  すぐにも土砂災害が予想される非常に危険な状態です。 

□□        の裏で落石があり、すぐにも崖崩れが発生する非常に危険な状況です。 

□□  近隣で土砂災害が発生しており、大変危険な状況です。 

このため  時  分、      に避難指示を出しました。直ちに最寄りの小中学校、高等

学校などの避難所、もしくは自治会の自主避難所へ避難してください。十分な時間がない方は近

くの頑丈な建物に避難してください。 

 □□ なお、       は（冠水・土砂災害）により通行できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▽各情報に至った理由を簡潔に伝達する。 

▽避難の支障になることがある場合（道路冠水、がけ崩れ等）は、その状況も伝達する。 

避難情報を出すときの注意事項 
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道路交通情報の文例 

 

 

通行止め 

こちらは、宍粟市災害対策本部です。 

□□   時  分、          付近で（冠水・土砂災害・路肩の崩落）があったた

め、   道          線          付近は現在、通行できません。 

  

□□   時  分、規定雨量に達したため、国道２９号、戸倉スキー場北側～若桜町小船（お

ぶね）までが通行止めとなりました。引き続き雨に注意してください。 

  

□□   時  分、規定雨量に達したため、国道２９号、赤西口～道谷口までが通行止めとな

りました。引き続き雨に注意してください。 

  

□□   時  分、規定雨量に達したため、国道４２９号、高野峠（一宮町河原田～波賀町上

野）が通行止めとなりました。引き続き雨に注意してください。 

 

 

  時  分時点で通行ができない箇所は、 

        道        線、        （付近・橋） 

        道        線、        （付近・橋） 

        道        線、        （付近・橋） 

        道        線、        （付近・橋） 

        道        線、        （付近・橋） 

        道        線、        （付近・橋） 

        道        線、        （付近・橋） 

        道        線、        （付近・橋） です。 
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宍粟防災
センター

一宮
市民局

波賀
市民局

千種
市民局

食 5,110 6,571 2,946 2,153 572 900
アルファ米 五目ご飯 食 800 400 400
アルファ米 山菜おこわ 食 300 300
アルファ米 きのこご飯 食 984 484 100 150 250
アルファ米 海鮮おこわ 食 0
アルファ米 わかめごはん 食 800 450 250 50 50
アルファ米 梅がゆ 食 内数330 360 200 10 150
アルファ米 田舎がゆ 食 50 50
アルファ米 鶏そぼろ 食 100 100
アルファ米 ドライカレー 食 200 100 100
アルファ米 白がゆ 250 200 50
アルファ米 ひじきご飯 250 100 150
ビスケット等 食 741 400 269 72
乾パン 5枚入り×16パック/缶 食 1,736 912 384 240 200

缶 70 80 30 0 40 10
新生児用（アレルギー対応含む） 0ヶ月から 缶 55 30 20 5
育児用 9ヶ月から 缶 25 20 5

枚 2,070 2,174 1,285 368 322 199
毛布新品 枚 1,740 1,110 128 312 190
毛布中古クリーニング済 枚 434 175 240 10 9

枚 1,510 2,382 1,060 352 300 670
240ml 本 70 98 48 30 10 10

パック 70 69 24 9 36
枚 350 180 120 50
袋 840 840
個 50 50
個 380 30 30 160 160
枚 8,130 7,108 1,856 3,630 860 762
パック 50 45 6 10 10 19
パック 40 37 10 2 10 15
個 240 240 116 44 40 40
個 240 980 648 176 96 60

乾電池単１ 個 790 510 176 84 20
乾電池単２ 個 32 12 20
乾電池単３ 個 158 138 20

基 23 280 211 5 59 5
一般仮設トイレ１ マンホール対応型 基 11 11
一般仮設トイレ２ 簡易テント・便座・処理剤等 セット 10 5 5
一般仮設トイレ３ 段ボール型・便座・処理剤等 セット 259 200 59

マンホール対応型 基 12 4 4 0 0 0
便座・処理剤等 セット 15 15
袋・処理剤セット 枚 4,100 4,100

張 10 10
500ml　24本入り 本 120 120
2ℓ 本 18 18
500ml　2ℓ混合 箱 0

セット 88 88
個 1,298 1,190 108

ボウル 枚 1,120 1,120
プレート 枚 1,400 1,000 400

膳 800 800
プラスチック 本 700 300 400
プラスチック 本 700 700

個 20 20
本 20 20
張 6 5 1
枚 106 6 100

スプーン

フォーク

哺乳瓶消毒ケース

哺乳瓶消毒液

簡易テント

寝袋

飲料水

日用品セット

紙コップ

紙皿

紙皿

割り箸

身体障がい者用仮設トイレ

簡易トイレ

簡易トイレ

トイレ用簡易テント

飲料水

飲料水

生理用品

紙おむつ

大人用紙おむつ

懐中電灯

乾電池　計

一般仮設トイレ　計

トイレットペーパー

給水用ポリ袋（3～6リットル）

1,510
折りたたみ水タンク（10リットル）

ポリバケツ（10リットル）

バケツ

主食　計

粉ミルク　計

毛布　計

タオル

哺乳瓶

公的備蓄品一覧（水防資機材を含む） 平成27年3月31日時点

物資（資機材）の種類 規格等 単位 目標数 備蓄数
内訳
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宍粟防災
センター

一宮
市民局

波賀
市民局

千種
市民局

公的備蓄品一覧（水防資機材を含む） 平成27年3月31日時点

物資（資機材）の種類 規格等 単位 目標数 備蓄数
内訳

枚 434 434
台 14 10 3 1
台 14 10 3 1
箱 20 20
枚 123 111 7 5
本 36 21 4 9 2
基 19 19
個 67 67
個 50 40 10
本 60 57 3

砂入り 袋 1,750 1,750
枚 22,930 12,150 4,830 3,450 2,500
基 10 10
枚 300 300
枚 110 110
本 247 164 40 43
本 352 20 230 102
本 1,400 400 200 600 200
巻 11 8 3
台 10 10
台 24 9 7 7 1
台 11 8 2 1
台 4 2 2
台 3 3

可搬式 個 5 2 3
台 2 2
台 3 3
缶 8 5 2 1
台 12 9 2 1
丁 10 10
丁 32 12 20
丁 92 60 15 17
丁 44 19 6 19
本 31 10 20 1
丁 41 32 2 7
丁 10 10
丁 2 2

番線切含む 本 16 12 4
本 2 2
丁 5 5
丁 25 18 7
丁 42 23 19
丁 10 5 5
丁 11 6 5
本 18 13 5
個 40 30 10
組 2 1 1

宍粟防災
センター

一宮
市民局

波賀
市民局

千種
市民局

ウエルパス500mlポンプ
付

本 400 400 0 0 0

枚 132,860 132,860
簡易型防護服（レベルＤ） セット 40 40
簡易型防護服（レベルＤ） セット 10 10

消毒液

サージカルマスク

防護服

防護服

平成26年3月31日時点

物資（資機材）の種類 規格等 単位 目標数 備蓄数
内訳

なた

ペンチ

シノー

手み

オイルフェンス

公的備蓄品一覧（新型インフルエンザ対策）

かま

ボルトクリッパー

ジャッキ

金づち

かけや

のこぎり

つるはし

スコップ

じょれん

バール

ハンマー

くわ

ウインチ

パワーカッター

クロージャッキ

ガソリン携行缶

コードリール

斧

針金

無線機

発電機付投光機

発電機

投光機

チェンソー

災害救助セット

土留板（松）

コンパネ

鉄杭

木杭

番線

バリケード

カラーコーン

コーンベット

コーンバー

土のう

土のう袋

三角巾

担架

拡声器

衣装ケース

ブルーシート

ロープ
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発行日 種別（どちらか○） 所属課 登録（車両）番号 有効期限 備考

/ 復興 ・ 復興支援 課 /

/ 復興 ・ 復興支援 課 /

/ 復興 ・ 復興支援 課 /

/ 復興 ・ 復興支援 課 /

/ 復興 ・ 復興支援 課 /

/ 復興 ・ 復興支援 課 /

/ 復興 ・ 復興支援 課 /

/ 復興 ・ 復興支援 課 /

/ 復興 ・ 復興支援 課 /

/ 復興 ・ 復興支援 課 /

/ 復興 ・ 復興支援 課 /

/ 復興 ・ 復興支援 課 /

/ 復興 ・ 復興支援 課 /

/ 復興 ・ 復興支援 課 /

/ 復興 ・ 復興支援 課 /

/ 復興 ・ 復興支援 課 /

/ 復興 ・ 復興支援 課 /

/ 復興 ・ 復興支援 課 /

/ 復興 ・ 復興支援 課 /

/ 復興 ・ 復興支援 課 /

/ 復興 ・ 復興支援 課 /

/ 復興 ・ 復興支援 課 /

/ 復興 ・ 復興支援 課 /

/ 復興 ・ 復興支援 課 /

/ 復興 ・ 復興支援 課 /

/ 復興 ・ 復興支援 課 /

/ 復興 ・ 復興支援 課 /

/ 復興 ・ 復興支援 課 /

災害派遣等従事車両標　発行台帳
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登録（車両）番号緊急
災害派遣等従事車両標

平成　　　年　　　月　　　日

宍粟市長　　　　　　　　　　　㊞

有効期限

発 行 者
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世帯数 人数 世帯数 人数

8,884 25,084 1,441 4,218

2,927 9,375 1,182 3,416

世帯数 人数 世帯数 人数 世帯数 人数
西町 38 111 三津 144 382 福中 32 100
本町 84 217 梯 34 101 福知 187 590
山田町 50 122 五十波 231 713 生栖 81 253
福原町 41 104 さつき台 40 135 楽里 13 21
北魚町 32 91 田井 141 473 西深 77 219
寺町 25 55 与位 180 619 深河谷 47 177
紺屋町 19 40 清野 47 156 地区計 437 1,360
伊沢町 24 78 杉ヶ瀬 60 166
出水町 77 194 木ノ谷 21 49 世帯数 人数
富土野町 75 180 母栖 1 2 三方町 140 413
鴻ノ町 58 141 地区計 899 2,796 森添 12 50
旭町 74 189 東公文 62 197
大歳町 95 241 世帯数 人数 西公文 118 376
元山崎 47 124 生谷 73 194 河原田 86 239
上寺 162 466 下町 142 409 福野 46 167
横須 101 312 宇野 62 189 地区計 464 1,442
東横須 111 250 片山 45 126
庄能北 166 456 下牧谷 73 222 世帯数 人数
庄能南 164 425 上牧谷 131 382 上岸田 79 282
今宿 139 362 大谷 17 50 百千家満 54 192
中広瀬 72 204 東下野 78 131 草木 13 35
山田 174 426 中野 117 350 千町 20 53
東鹿沢 79 197 上ノ下 115 340 黒原 46 162
中鹿沢 48 102 上ノ上 71 198 井内 17 48
本鹿沢 73 179 小茅野 14 23 横山 35 122
西鹿沢 233 616 地区計 938 2,614 倉床 51 119
門前 237 660 地区計 315 1,013
加生 224 585 世帯数 人数
地区計 2,722 7,127 葛根 109 315 世帯数 人数

土万 94 253 日見谷 42 142
世帯数 人数 塩山 65 184 谷 127 412

御名 95 300 大沢 84 213 小野 140 281
千本屋 166 497 地区計 352 965 今市 36 120
野 161 391 安賀 104 330
船元 73 204 世帯数 人数 齋木 217 641
下広瀬 40 105 木谷 140 355 有賀 69 210
中井 98 263 市場 75 210 上野 249 763
鶴木 96 296 高下 254 816 水谷 44 131
春安 74 158 青木 196 586 皆木 81 251
段 277 782 塩田 86 240 飯見 64 191
金谷 187 587 地区計 751 2,207 野尻 42 118
上比地 113 328 原有賀 29 85
中比地 104 290 世帯数 人数 原 79 223
下比地 89 247 曲里 127 407 日ノ原 18 47
地区計 1,573 4,448 嵯峨山 45 138 音水 6 11

中安積 68 211 引原 5 7
世帯数 人数 三林 33 111 鹿伏 35 102

川戸 184 556 杉田 79 251 戸倉 14 28
宇原 168 499 西安積 80 278 道谷 40 125
下宇原 114 302 閏賀 79 267 地区計 1,441 4,218
地区計 466 1,357 東市場 226 743

須行名 170 559 世帯数 人数
世帯数 人数 伊和 169 468 千草 185 474

須賀沢 210 607 安黒 80 272 岩野邊 188 591
出石 71 215 嶋田 145 399 河呂 142 385
高所 90 276 地区計 1,301 4,104 河内 72 192
中 92 269 西河内 109 318
中さつき 96 261 世帯数 人数 奥西山 68 192
三谷 65 205 下野田 43 181 西山 31 67
中山 105 279 上野田 44 145 室 69 221
神谷 120 377 能倉 95 341 七野 47 169
矢原 87 305 福田 85 300 下河野 52 158
岸田 153 458 山田 57 188 黒土 89 260
野々上 94 318 中坪 42 134 中島 44 112
地区計 1,183 3,570 本谷 44 167 鷹巣 86 277

地区計 410 1,456 地区計 1,182 3,416

地域名

自治会名

自治会名

自治会名

城
下

戸
原

河
東

自治会名

神
野

自治会名

蔦
沢

自治会名

土
万

山
崎

自治会名

自治会名

神
戸

染
河
内

波
賀

自治会名

千
種

三
方

自治会名

繁
盛

自治会名

菅
野

自治会名

自治会名

宍粟市の自治会別世帯数と人口（住民基本台帳データ：平成24年6月18日時点）

山崎町合計

一宮町合計

波賀町合計

千種町合計

地域名

自治会名

下
三
方

自治会名
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